
我が国の 
文化と文化行政 

昭和63年6月 

文化庁 



は じ 

経済生活の向上と余暇時間の増大を背景として，精神生活の充実を求める

人々の心の動きは文化への志向となって，今やーつの時代の流れとなりつつ

ある。文化会館，美術館などの文化施設の増加，多彩な文化的催しの開催， 

町づくりの中での文化財，伝統文化の再発見，再評価，カルチャーセンター 

の盛況に象徴される文化活動への意欲の増大，さらには，我が国文化に対す

る国際的関心の高まり等々は，明らかにーつの大きな流れを感じさせる。 

このような文化を求める時代の流れの中で，文化庁は今年発足20周年を迎

え，一つの節目を越えることになる。思いを新たにして次の一歩を踏み出す

に当たって，文化界はもちろん文化の発展を求める広範な皆様方の心を体し

ながら，これから進むべき方向を見定めていきたい。そのため，我が国の文

化と文化行政のこれまでの歩みを振り返り，現状を的確に把握し，将来を展

望するための共通の基盤となる資料を整えたい。本書は，そのような思いを

込めて,昨年来文化庁挙げて取り組んだ成果である。基本となる資料の不足と

時間の制約などもあって，不十分な点も少なくないが，広く利用に供され， 

所期の目的が少しでも果たされることを願う次第である。 

昭和63年6月 

文化庁長官 大 
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第 1章 文化と文化行政 

第1節 文化をめぐる諸状況と文化行政 

国民生活と文化 

古来，我が国民は，豊かな風土の中で，自然と調和しつつ，生きがいのあ

る生活を求めて，様々な文化的営みを行い，情緒豊かで情感に満ちた独自の

文化を形成してきた。 

我が国現代の文化は，大陸・半島の影響を受けつつ，長い歴史の中で培わ

れ，’国民生活に脈々として息づいている伝統文化を経（たていと）とし，明

治以降に摂取した欧米の文化を緯（よこいと）として織り成されている。両

文化は，相互に影響を与え合い，併存し，あるいは融合を繰リ返しながら現 
こん 

在に至っており,これらが重畳的に,また，津然ー体となって今日の文化を

形づくっている。 

およそ文化は，人が人として生きることのあかしであり，人間の本来的， 

根源的な欲求である。文化を享受し，自らがその創造に参加し,文化的環境

の中で生きる喜びを見いだすことは，古今を通じての人間の変わらざる願い

と言えよう。その意味で，文化は，国民生活を支える基盤をなし，それ自体

固有の価値を有する国民の共有財産となって，国民性を特色づけ，国民のア

イデンティティーを形成する源ともなる。 

今日，我が国民の間では，社会の変化と時代の進展に伴い，これまでに形 
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第1章 文化と文化行政 	 第1節 文化をめぐる諸状況と文化行政 

成された伝統を踏まえながら，ー層多様で個性的な文化を，より高い水準で， 

より広範に，またより身近に求めようとする気運がかつてないほどに高まっ

てきている。 

文化をめぐる諸状況 

国民の間において文化への志向がこのように高まってきた原因は，近年の

文化をめぐる諸状況の中に求めることができる。以下，これについてー般的

な概観をしてみよう。 

(1）社会の変化と文化への志向の高まり 

昭和40年代後半まで統いた経済の高度成長によって，国民の生活水準は著

しく向上し，現在の我が国は，物質面においてこれまでにないほどの繁栄を

誇るに至っている。 

しかしながら，経済成長がもたらした高度産業社会の中で，急速な都市化

の進展，大量生産・大量消費の経済構造，情報化の進行などに伴い，大衆社

会化が広く進行し，社会全般が同質化，没個性化の方向をたどるに至った。 

また，地域社会の変化に基づく地域連帯感の衰退，開発に伴う自然環境の劣

化，貴重な伝統文化や文化財の衰微，社会や職場等における組織の巨大化・

管理化などの中で，人問疎外の状況や主体性の喪失が次第に深刻さを増して

いった。 

一方，余暇時間の増大ないし高学歴化の進行による文化面への関心の拡大， 

人口構成の高齢化が進む中での高齢者層の生きがいの追求など国民の文化的

なものへの欲求が高まリつつある。また，経済面では，石油ショックを経て

安定成長期を迎えたこともあって，それまでの状況に対して漸次反省力功Uえ

られ，失われかけた人間性の回復と心の豊かさが強く求められるようになっ

てきている。 

現在，経済・社会は，ソフト化，サービス化の方向に向かいつつあリ，ま

た，先端技術に支えられて，社会全体の情報化がますます進行しているが， 

このような中にあって，国民の間では，高い生活水準を基盤としつつ，画―

化した物質的な充足のみに飽き足らず，一層個性化と多様化を求める方向で， 

積極的に自らを主張し，自己実現を図ろうとする意欲が盛んになっている。 

失われかけた人間性を回復し，心の豊かさを求め，さらに積極的に自己実

現を図ろうとする意欲は，文化への強い志向となって現れ，「文化の時代」と

言われる今日の状況を生み出すに至っている。 

(2） 文化活動の多彩な展開 

このような文化への志向の高まリは，国民の間における多彩な文化活動の

展開となって現れているc 

従来，我が国民は，書画をはじめ和歌，俳譜等の文芸，謡曲,舞踊，芝居

等の歌舞音曲から茶道，華道などに及ぶ芸術ないし生活芸術を愛好し，素養

として身につけ，あるいは趣味としてたしなんできた。また,盆栽，園芸な

どの生活文化や囲碁，将棋などの国民娯楽にも長い間にわたって親しんでき

た伝統があるが，文化への志向の高まリとともに，これらの伝統的な分野は， 

概して着実な歩みを見せつつある。 

さらに近年は，音楽はもとより，洋舞，演劇等の現代舞台芸術についても， 

また，絵画，彫刻，工芸等の美術分野に関しても，これらを鑑賞するだけに

とどまらず，積極的にその創造に参加し，自らが演じ，制作し，楽しもうと

する動きが，極めて顕著に見られるに至っている。加えて，最近における国

民の文化活動は，映像，服飾，写真，デザイン，食文化，漫画等幅広い範囲

に及んでおリ，その内容も，多彩にして豊かなものとなってきている。 

とりわけ，文化の精華ともいうべき芸術活動については，その頂点に立つ

専門的な芸術家によリ，各分野にわたって，よリ高い水準を求めて，広範か

つ積極的に展開されており，伝統芸術以外の分野においても,世界的な水準 
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のものも少なからず見いだされる状況となっている。 

(3）新しい文化の発展と伝統への回帰 

このように，多彩な文化活動が展開される中にあって,近年特に注目され

ることは，科学技術の目覚ましい発展カ、 多様な文化の享受と新たな創造活

動により豊かな可能性の道を開きつつあり，また一方で，古き良き日本的な

ものを求めようとする，いわば伝統への回帰ともいうべき動きが国民の間に

広範に見られるようになっていることである。 

科学技術の発達により，伝達手段が多様化し，高度化したことは，文化の

享受をより幅広く，また，高いレベルにおいて可能にし，文化の進展にとっ

て重要な要素になろうとしている。視聴覚機器の目覚ましい普及と印刷技術

の高度な発達は，国民の文化に接する機会を格段に増大させるとともに，よ

リ質の高い，優れた文化を享受できるような状況をもたらし，さらに，最近

のニューメディアの開発は，これを一層促進しつつある。 

さらに，科学技術と芸術の結合が，新たな創造活動への意欲を喚起する重

要な契機になろうとしている。すなわち，各種電子機器，コンピュータ，レ 

ーザー二光線などが活用され，駆使されることによって芸術の新分野が開拓さ

れつつあり，既存のジャンルにあっても，よリ効果的な演出や表現が可能と

なってきている。 

一方，科学技術の発達は，高度産業社会，都市化の進展とあいまって，国

民生活から情緒的な安らぎを失わせる面があることも否定できない。人間性

を回復し，心の豊かさを求めようとすることは，ー面においてこのような傾

向から逃れ，あるいはこれを克服しようとすることによるところが大きいと

考えられ，その発露のーつとしてこれまでの長い歴史の中ではぐくまれてき

た我が国の伝統文化を見直し,より自覚的にこれを把握しようとする動きが

現れてきている。 

我が国の歴史や美術史に関する書物が盛んな売行きを示しており，それと  

ともに，古社寺を訪れる人の波は,京都，奈良をはじめとする古都とその近

傍を四季を通じて洗っている。また，全国各地の古窯を巡ったり，自らが伝

統を踏まえた陶芸にいそしむ者も増加している。既に述べたように，伝統文

化に関わる文化活動は着実な歩みを示しており，伝統文化の基盤をなす文化

財の愛護への関心も高い。このような伝統文化の再認識は，地域社会におい

て特に著しく，地域での祭りが復活し，古くから伝わった芸能が復興し，あ

るいは発掘されつつある。 

いわば伝統への回帰ともいうべきこのような動きは，進展する現代社会に

あって，伝統の中に安らぎを見いだし，国民性の原点を求めようとする，我

が国民の文化にかかわるーつの動向を示すものと言えるであろう。 

(4）地域社会と地域文化の新展開 

我が国の文化をめぐる状況の変化の中で，とリわけ発展の芽を伸ばしつつ

あるのが地域文化である。高度経済成長期における都市化の進展は，国土の

全般にわたって過疎・過密の問題を引き起こし，社会的なひずみや生活環境

の劣化，地域の文化財の衰滅をもたらすなど地域社会に大きな影響を及ぽし 
ぼう 

たが，このような地域社会の変貌に対応して，より豊かな日常生活を確保し

ていくためには,孤立した生活から脱却し，近隣社会の連帯を取り戻すこと

が，地域と．して速やかに解決を迫られる重要な課題となり，地域文化の重要

性が強く認識されるに至った。 

もともと文化への志向は，国民個々人から見れば，すぐれて地域レベルの

問題に還元される。すなわち，各人が期待するところは，まず，自らが属す

る地域社会における日常的な生活圏の中で,文化を享受し，また，その創造

に参加することができることにあると考えられる。 

近年，「地方の時代」の名の下に，各地で地域の要請に即した諸施策が展開

されているカら これらの施策は，単に地域の経済的発展を図ることだけにと

どまらず,地域に継承されてきた有形，無形の伝統文化を発掘，再認識し， 
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あるいは復興し，文化施設の整備とあわせて，町づくり・村おこしの支柱と

するほか，地域文化活動の活性化と文化事業の積極的な推進を図るなど，文

化的側面に大きな比重がかけられている。すなわち，地域社会を再構築して

いくため，地域住民の文化への強い志向に応ずるとともに，さらに進んで， 

地域自らが文化的な主体性を確立し，維持していこうとする積極的な努力も

うかがわれるところである。「地方の時代」とは，地域の全般的な生活環境を

整備していく上での中核に文化を据え，文化的な主体性を持つことへの強い

期待を込めた表現であると言えよう。 

(5）文化における国際交流の進展 

我が国は，有史以来，東アジア文化圏の中にあって，大陸・半島の文化を

受容しつつ，これを消化・吸収し，独自の文化を形成してきた。さらに明治

以降においては，欧米の文化が奔流のように流れ込み，それまでに築き上げ

てきた文化に大きな変化をもたらしたが，従来の伝統文化と融合しながら， 

我が国現代の文化は形成されてきている。 

これまでの我が国と諸外国との文化的なかかわりは，我が国がアジア大陸

の東に位置する島国という地理的環境もあって，専ら，諸外国からの文化の

受容に努力が注がれるということであった。伝統文化を中心とする我が国の

文化が欧米等に影響を与えた面も見られるが，全体としては受容に偏し，相

互交流というにはほど遠いものがあったと言えよう。 

しかしながら，今日，政治的にも，経済的にも，相互依存の関係がますま

す強くなってきている国際社会の状況から，既に世界のGNPのほぽ1割に

達する経済大国となった我が国においては，多様な面にわたる国際的な交流

が，国のレペルはもとより，地域レベルでも，また個々人のレベルにあって

も，積極的に展開されるようになってきており，文化交流の必要性はますま

す増大しつつある。 

経済的繁栄を実現した我が国の文化と歴史に対して，多くの国々からこれ  

までにない強い関心が払われるようになっているー方，我が国においても， 

欧米文化に加え，広く世界各国の文化に対する関心が深まっており，世界の

諸地域，諸民族との多面的な文化的接触が，我が国文化に別の彩りを添え， 

新たな可能性を生み出す土壌を用意しつつある。 

文化活動の主体 

人は，文化を享受し，その創造に参加し，文化的な環境の中に身を置くこ

とによって，初めて精神の安らぎを得，生きる喜びを見いだし，心豊かで満

ち足りた生活を送ることができる。 

今日，国民の間における文化への志向の高まり，文化への強い欲求は，国

民の多様な文化活動となって展開しつつある。それは,あるいは芸術文化に

凝縮し，あるいは生活文化の諸方面にわたる活動となって現れ，また，国民

娯楽として享受されている。さらにまた，先人の生み出し，はぐくんできた

文化財を愛護，尊重する念や伝統文化に対する心からの親しみとなっている。 

文化活動は，国民が,これを通じて創造性を発揮し，培い，個性を伸長し， 

自己の啓発を図ろうとする自発的，自主的営みであり，文化の享受もまた， 

国民自らに帰する。国あるいは地方公共団体の文化的活動は国民の文化活動

や文化の享受を助長するためのものであり，文化活動の主体が，国民自身に

あることは言うまでもない。 

また，文化活動は，その精華である芸術によって高められ，促進される。 

すなわち，芸術は，文化の質を高め，文化の流れを生み出すとともに，ひる

がえって，国民個々人の文化的受益を増大し，国民の文化活動に重要な影響

を与える。その意味では，芸術の担い手となる芸術家や芸術関係団体は，文

化活動の中心としてとリわけ重要な役割を果たしていると言えよう。 
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文化振興の必要性 

今日，国民の間に高まっている文化への志向と期待は，文化が一部の者の

手にゆだねられることなく，広く国民がその恩恵に浴するとともに，文化的 
”う 

生活を認歌できるような環境が整えられることにあると言えよう。今後にお

ける余暇時間の増大や高齢化社会の到来を目前に控え，文化への志向はいよ

いよその高まりを見せている中で，このような文化への志向と期待にこたえ， 

国民生活を真に実り豊かなものとしていくために，芸術の振興と文化的環境

の充実が強く求められている。 

同時に，国民が日常の生活を営む地域社会の津々浦々に至るまで文化の波

が行き渡ることが強く望まれておリ，地域の文化的主体性の確立への努力を

積極的に助長していくことが必要である。 

また，今日の経済にあっては，従来のような大量生産‘大量消費の傾向は

弱まリ，次第にソフト化，サービス化の方向に向かっているが，これは，消

費の性向が，多様化と個性化の方向をたどっていることと軌をーにするもの

である。このため，生産面においても，個性的で多様性に富む付加価値の高

い商品の開発が求められており,それには，洗練された感覚と精夜な技術に

裏打ちされた高い文化性が要求されるところとなっている。それはまた，豊

かな感性と広い知識を持った消費者による評価と選別を経て，さらに高度の

文化性を備えた商品の開発へとつながっていく。この意味で，文化は，経済

面においても重要な役割を果たしつつあり，経済活動にとっても，文化の振

興は大きな意義を有するものとなっている。 

さらに，現在，我が国は，進展する国際化の中において，経済的に実力を

持つ国となったが，それだけに，国際社会の一員として，特色ある伝統文化

を継承しながら，優れた文化を創造し，世界に貢献する責務と役割を担って

いくことが,ますます必要となっている。およそ一国の文化は，その国の国  

民のアイデンティティーを形成する源であり，我が国文化もまた，我々日本

人の国民性を規定してきた。今後，我が国が，国際社会の中にあって立派に

生きていくためにも，豊かな個性と普遍性を備えた文化を構築し，世界の文

化発展に貢献することが必要であり，それによってまた，実りある国際的文

化交流が可能となり，新たなアイデンティティーが確立されていくこととな

ろう。今日の重要な課題は，国際的視野を持って，文化の振興を図っていく

ことであろう。 

文化行政の役割と方向 

文化振興の必要性は，以上に述べた諸点の中に求められるが，文化行政の

役割は，これらの点を踏まえ，国民の自発的活動を刺激し，伸長させるととも

に，国民すべてが文化を享受し得るための諸条件を整えることを基本に置き

ながら，個人の活動として限りがあるところに手を差し伸べ，その足りない

面を補い，不均衡を是正することによって,全体として文化の振興が図られ

るよう所要の措置を講じていくことにある。 

このような文化行政の役割を前提としつつ，その具体的な発現の方向を求

めれば，おおむね次の諸点に要約される。 

第―は，文化基盤の幅広い整備を図ることである。 

国民の文化への志向にこたえ，文化振興を図っていくには，まず，幅広い

文化基盤の整備が必要である。文化振興のための全般的な制度やシステムの

整備，文化に関する情報の収集と提供，文化団体等の組織の育成，文化施設

等の物的基盤の整備，芸術家をはじめとする文化を担う人材の養成などがこ

れに含まれる。さらに，国の文化の基本ともいうぺき国語に係る施策,文化

の創造者の保護と創造の所産の公正な利用を図る著作権制度の整備は，文化

基盤の根幹をなす重要事項である。 

これらは，国及び地方公共団体カち それぞれ全国的ないし広域的な視野に 

その具体的な発現の方向を求 
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立ち，長期的な展望の下に推進することによって，その実をあげることがで

きるものであるが，その際，民間をも含めた幅広い協力関係や広いネットワ 

ークを形成し，文化基盤の充実を目指していくことが強く望まれる。 

なお，国民の精神生活にかかわる宗教に関して，宗教法人制度の適切な運

用にも留意すべきであろう。 

第二は，芸術活動への奨励援助を行うことである。 

本来，個別の芸術活動は,それぞれの担い手が，自らの負担と責任におい

て自由に行うべきものではあるが，高度の芸術活動を展開し，また，新たな

創造への先駆的，野心的な試みを可能にするためには，適切な公的援助が不

可欠である。特に性質上採算のとり難い分野には十分な配慮が必要であり， 

こうしたものに対して奨励援助を行い，その振興を図っていくことは，文化

行政として考慮しなければならない重要な点である。 

第三は，国民が自ら文化活動に参加し，又は文化を享受できる機会を拡充

することである。 

国民の間に，文化活動への意欲を喚起するような気運を醸成し，また，文

化を享受できるようにするためには，それが可能となる場を設けることが必

要である。このためには，文化行政としても,国民的規模ないし広域的な観

点で実施する文化祭等の各種文化事業に十分意を用いるとともに，全国各地

において高度の芸術を鑑賞する．機会を広げるため，各種の地方公演等を振興

することが必要である。 

第四は，文化財の保存と活用を図ることである。 

我が国には，長い歴史の中で創造され，継承されてきた貴重な文化財が多

数存在している。これらの文化財は，我が国の文化や歴史を正しく理解する

ために欠くことのできないものであリ，また，将来の我が国文化の向上発展

にとって，その基礎ともなる国民的財産である。 

文化財は，広く全国各地に所在し，地域の文化とも密接な関連を有するこ

とから,そのためには，国は地方公共団体と緊密な連携・協力を図り，さら  

には，国民の協力を得ながら，保存の手を行き届かせるとともに，国民生活

の中で生かされ，親しまれるように活用を図っていくことが必要である。 

第五は，国際文化交流の推進である。 

国際化の進展の中で，我が国は国際杜会のー員として，文化的にも積極的

な役割を担い,世界の文化に寄与していくことが重要である。そのためには， 

これまで培ってきた伝統文化を踏まえつつ，また，従来のような他文化の受

容を中心とした交流にとどまらず，国際的評価の中で日本の文化が発展して

いくよう，真の意味の相亙交流に努めるとともに，多元的に存在する世界の

諸文化との接触・交流を通じて新たな文化の創造と展開を図り，さらにこれ

を世界に向けて還流させていくことが重要である。 

このため，今後，多面的な文化の国際交流を積極的に推進していく必要が

あろう。 
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前節で述べたとおり，文化行政は，時代や社会の要請に応じ，文化基盤の

整備，芸術活動への奨励援助，国民の文化活動への参加や文化享受の機会の

拡充，文化財の保存と活用，国際文化交流の推進等を目指して行われている。 

現在，文化行政を担当する組織として，国においては文部省の外局である

文化庁があり，関係行政機関等の協力を得ながら，文化の振興及び普及並び

に文化財の保存及び活用を図るとともに，宗教に関する国の行政事務を行っ

ている（文部省設置法第12条）。 

また，地方公共団体においては，教育委員会が文化行政を担当しているが 

（地方自治法第180条の 8，地方教育行政の組織及び運営に関する法律第23 

条），文化関連事業を推進するため，首長の事務部局がこれらの事務を担当し

ている場合も少なからず見られる。 

文化への志向の高まリや文化における国際交流の進展の中で，国だけでな

く地域自らが文化的な主体性を確立するため，地方公共団体が文化の振興に

積極的な役割を果たすことが重要である。また，国，都道府県，市町村の―

層の連携の強化はもちろん，国，地方公共団体における関係行政機関，文化

団体，国際交流関係団体の連携の強化が図られなければならない時代が到来

している。 

文化庁 

(1） 国の文化行政組織の変遷 

戦前においては，宗教や文化財保護をはじめ著作権，国語，芸術文化など

明治初期からそれぞれ個別的な対応がなされ，文化に関する行政を総括して  

施策を展開したことはほとんどなかった。 

文化行政が総括して取り扱われることになり，文部省・文化庁の事務とな

ったのは戦後のことであり，戦前において内務省等において行われていた宗

教，著作権，文化財保護などに係る事務カ、 順次文部省に移されるという過

程をたどってきた。 

ア 戦前の文化行政組織 

宗 教 明治元年の神祇事務科の設置，神仏分離令の発布，明治 5年の

教部省の設置が宗教行政組織の最初であった。宗教行政は，その後内務省の

所管とされてきたが（明治10年内務省社寺局設置），明治33年に社寺局は神社

局と宗教局とに分かれ，神社と一般宗教との取扱いの区別が明確にされた。 

その後，大正2年に宗教局は文部省に移されたが，神社局は内務省にとどま

リ，昭和巧年には神祇院となった。戦前においては，宗教団体法に見られる

ように，神社は行政上宗教として取り扱わず，その他の宗教について規制が

行われた。昭和17年に宗教局は廃止され，宗教行政の所管は，教化局宗教課， 

教学局宗教課へと移り，終戦を迎えた。 

文化財 文化財の保護については，明治の初期から，我が国の歴史的・

伝統的文化遺産の保存のための「古器~日物保存方」の布告（明治 4 年）以降，一

連の立法がなされてきたが，これらの行政は，当初は内務省が行い，順次文

部省に移されるという経緯をたどった。すなわち，「古社寺保存法」の事務は

大正 2年に文部省宗教局の第二課に，「史蹟名勝天然紀念物保存法」の事務は

昭和 3年に文部省宗教局の保存課に内務省から移管されている。 

なお，文化財保護の法体制は時代とともに整備されてきたが，文化財保護

の行政組織は，必ずしも順調には発展せず，戦時下においては，昭和17年以

降縮小され，終戦時には，行政担当組織は文部省教学局教化課の1係となっ

た。 

著作権 明治初期，著作権に関する事務は，明治 2年出版条例が制定さ 
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れ，昌平・開成両校，文部省等が扱ったが，明治 8年以降戦前にあっては， 

内務省の所管であった。内務省における著作権行政の所管には変選があった

カ、 旧著作権法が制定され，同時にペルヌ条約に加入したときには，内務省

警保局図書課が所管であり，昭和15年には警保局検閲課が所管となり，その

まま終戦を迎えた。 

国 語‘国語施策に関しては，明治35年に文部省に設けられた国語調査

委員会が，その後，国語審議会（昭和 9年）に発展して国語問題に対応して

きた。文部省においては，図書課等においてこれらの事務を担当していたが， 

独立して国語課が設置されたのは，昭和15年である。課の所属は，当初の図

書局以降変遷があったが，その後，終戦時は，国譜施策に係る行政は教学局

教学課が担当した。 

芸術文化 文部省に，明治40年美術審査委員会が設置され，文展が始めら

れた。さらに大正 8年帝国美術院が設置され，帝展が開催されることとなっ

た。この所管は専門学務局第二課,次いで学務課，学芸課であった。昭和12 

年には，芸術に関する重要事項について審議し，必要な事業を行い，文部大

臣に建議するために帝国芸術院が設立されるとともに（当初の所管課は専門

学務局学芸課），文化勲章制度（所管課は大臣官房秘書課）が開始されるなど

現在に統く芸術文化振興のための方策がなされていった。 

また，明治初期の民衆教育は通俗教育と呼ばれ，その中には文化も含まれ

ていたが，明治44年に置かれた通俗教育調査委員会において，幻燈の映画等

の選定を行った。大正 2年には，普通学務局第三課において博物館，通俗教

育等社会教育に関する事務が一括して取り扱われることとされた。その後， 

これらの事務は同局第四課（大正 8年），社会教育課（大正13年）で取り扱わ

れ，昭和 4年には，新たに社会教育局が設置され，それが昭和17年には教学

局に改組され，終戦を迎えた。 

イ 戦後の文化行政組織 

戦後．行政の各分野において様々な変革があったカち 文化の分野において

もそれは例外ではない。文化についての施策（ま著しく進展し，それにつれて， 

文化行政の機構も漸次整備されることとなった。 

宗 務 宗務行政は，戦後大きく転換し，信教の自由と政教分離の原則

に基づき，昭和26年に宗教法人法が制定された。担当課の名称は宗教課から

宗務課と改められ，その課の所属も社会教育局から大臣官房，調査局へと移

っていった。なお，神祇院の廃止（昭和21年）によリ，神道に関する事務は， 

戦後，文部省の所管となった。 

文化財保護 昭和25年に制定された文化財保護法により，文化財保護行政

の責任機関として文化財保護委員会が文部省の外局として設置された。同委

員会の事務局は，発足当初は 2部6課で構成されていた。 

著作権 内務省の廃止に伴い,昭和22年，旧著作権法を文部省が所管す

ることとなり，社会教育局に著作権室が設けられた。同室は，昭和24年に管

理局著作権課となったが，同課はその後再び社会教育局に所属した。 

国 語 国語行政の担当は，戦後，教科書局国語課として独立し，国語

表記の基準を次々に定めたが，課の所属は調査普及局,調査局へと移ってい

った。 

芸術文化 昭和20年の芸術課の設置にうかがわれるように，積極的な助長

政策がとられることとなった。すなわち，芸術祭の開催に始まる様々な施策

が展開された。 

国際交流 大臣官房に昭平LJ24年から置かれた渉外ユネスコ課が，昭手1J27年

に調査局国際文化課と改組され，国際文化事業等に対する援助等を行ってき

た。 

文化局の設置 経済の高度成長を経て，国民の物質的豊かさのみではなく， 

精神的に充実した文化的な生活を求める社会の状況を背景にして，昭和41年

には，社会教育局に属していた芸術課及び著作権課並びに調査局に属してい

た国語課，宗務課及び国際文化課によリ，文化局が新設された。その際，芸 
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図1-1 文化庁の組織 	 術課は，地方芸術文化の振興の役割を持つ文化課と芸術文化の水準の向上を 

部 大」“臣 	 図ることを任務とする芸術課とのニ課に改組された。 文 部 大」“臣 

審議会 

長官官房 

内部部局 
,（定員185人） 

部 

文化部 

著作権課 

芸 術 課 

国 語 課 

文化普及課 

特殊法人 

文化財保護部 

伝統文化課 

L 善及助成室 

記念物課 

美術工芸課 

建造物課 

施設等機関等 
（定員568人）- 

日本芸術院 

東京国立
近代美術館 

京都国立
近代美術館 

国立西洋
美 術 館 

国立国際
美 術 館 

東京国立
文化財研究所 

総 務 課

会 計 課 

L 企画調査室 

(2） 文化庁の設置 

文化庁の組織の変遷 政府全体の行政機構の改革を機に，昭和43年6 月15 

日に，文部省内部部局の文化局と外局の文化財保護委員会を統合して，文部

省の外局として，伝統的な文化を継承しつつ新しい文化を創造するための文

化行政をー体的に推進するため，文化庁が創設された。 

文化庁の組織 現在,国の行政機関としての文化庁の機構は，図1-1の

とおり，内部部局，施設等機関等及び審議会からなっている。 

内部部局は，文化部，文化財保護部及び長官官房から構成されている。文

化部においては，芸術文化の振興，国語の改善，著作権制度の整備，宗教法

人制度の運用等を行い，文化財保護部においては，文化財の保存と活用のた

め，その指定，管理・修理・復旧，現状変更等の規制，公開，調査等を行っ

ている。長官官房においては，この両部の事務の連絡調整をはじめ，人事， 

会計，広報に係る事務を行っている。 

施設等機関等としては，文化財を収集・保管し，観覧に供するとともに， 

関連する調査研究を行う三つの博物館，美術作品等を収集・保管し，観覧に

供するとともに，関連する調査研究を行う四つの美術館，国語並びに美術， 

芸能及び文化財の保存等に関する調査研究等を行う三つの研究所及び功績顕

著な芸術家優遇のための日本芸術院の11の機関がある。 

このほかに，特殊法人として国立劇場がある。 

各施設等機関等の概要は，次のとおりである。 

財
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館
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館
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姦
姦
物 

国
研

東
博
京

博
奈

博 

宗 務 課  企画官 奈良国立
文化財研究所  

（注） 定員は昭和63年度末定員である。 
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奈良国立文化財研究所 主と二して歴史・美術・建造物の実物に即した調査

研究及び平城宮跡・飛鳥・I藤原宮跡の発掘調査 

J ' 

、“著作権制度に関する重要事項．著作物の利用に関する補償金
の額・レコードの二次使用料の額等に関する事項等 

宗教法人に関する認証，その他宗教法人法に基づき，その権
限とさtに，いる事項 

第1章 文化と文化行政 

1） 博物館・美術館 

館の名称 

東喜麟勲讐罵 嚇薮種洋諸地域の着形難財の収集，保管,陣列及
び調査研究 

京都国立博物館 
」 

主と噂鷺平安時代以降の有形文化財を中ノDにした収集， 
保管・陳列及び調査研究 

奈良国立博物館 J ，主として仏教美術品等の有形文化財の収集，徐管，陳列

履び調査母「究 

東京国立近代美術館、 事近代美術に関ずる作品等の収集，保管，陳列及び調査研究 

京都国立近代美術館 、‘近代美術に関する作品等の収集，保管，陳列及び調査研究 

『国並西津美術館驚議 フラ書篇襲鱗ち置贈返導され套船方嘉レクジ義及び
その他の酉洋美術に関する作品等の収集r・課管，陳列及び 

『調査研究 

国立国際美術館 	L 

電、 に 

‘ミ工自’奉美術 Q？発展と世界の兼術との関連を明らかにするた
めに必要な美術に関する作品等の収集，保管，陳列及び調

査研究」に一ら持‘お・ご…：けrh 一…→ 

2） 研究所 

概 要 

国語及び国民の言語生活に関すーる手ミI学的調査研究 

主として美術，芸能及び文化財の保存に関する科

学的な調査研究 

国立国語研究所 

東京国立文化財研究所 

第2節 文化行政組織 

4） 国立劇場 

概 要 

主として我が国古求め伝統的な芸能（雅楽，精 

、文楽・歌舞伎・邦楽・邦舞・民俗芸能・大衆芸能等） 

の公開1廷蚕者の養慮,題査砥窯等ゾ」， りg ．与‘ ．一“ 

‘称 

さらに，諮問に応じて，文化行政に係る重要な事項を調査審議し，必要と

認められる事項を建議するため，国語審議会，著作権審議会，宗教法人審議

会及び文化財保護審議会の四つの審議会が設置されている。 

各審議会の概要は，次のとおりである。 

地方の文化行政組織 

3） 日本芸術院 地域住民の文化的な要求の増大や多様化は，従来の概念での文化行政の充

実に加えて，幅広く行政一般での対応を求める動きとなって表れ,地方公共

団体の文化行政組織の一層の充実，文化行政組織相互の連携・協力，文化関

連行政との連絡・協力体制の整備，文化関連行政組織の拡充など，これまで

とは異なった新しい対応が見られるようになってきている。 

審議会の名称
い（委員数） 

国語審譲郵 H 
(5 0名以内） 

著作権審議会、 
ー（20名以内）' 

宗教法人審議会証 

鵬綴あ 
文化財の保存及び活用に関 る重要事項 ，文化財保護審議会 

『（5名）-, 

l名二一一戸”称」 」要’ 

雲術主り）功績顕署な芸術家優遇のための栄誉機関

芸術に関する重要事項の審議 、ーン二し“ュ，せ、一 、 

日本芸術院 



済十 
体 

文化財保護 

735( :449) 

250 405( 	0) 
496 附属機関 

矢口音β 
事局 

1 2,165 月 p 十 

'34 

，地方公共E 

，聞IrI 教貫
一，v‘ 育会 

別
り 

庁
一関

二 

H二J
機

区 

ニ
プ
属 

本 7Jま『 

附属機関 2 
本 おニ 

附属機関 1 
り 計 “ 473 

計！ューー l 2,636  

1,152(: 77 ) 
, 一 1（ 	二0)y 

」融（ミ1)'  
一 1,972で 1;226) 

100(, 51 
02(, .,45) 
8( 	1) 

50(= 31) 
260(: 128) 

,232(1, 354) 

1;377 (… 449)り 

2,835 (  776)  

i,03O(" 1) 
5, 617(1,226) 

507(  
108（一％ , 

馬“3(1，販め 

7
4
3
2 

201 
,・45 
225  
543 
053 

本
附 

総務・
庶 務 

’ 旨468 
＝ー 951 

ン 383 
1,276 ( 、 128) 

取 

卿 

1
0 7
2 

府 

政
令
指
定
都
市 

委
員
会 

部 

局

教
『
育
市 

長 

本 庄 

団 206( 

一
一 術 

レ
」 

I

1 
一 

第1章 文化と文化行政 

(1） 文化行政組織 

行政組織 文化庁が設置された昭和43年には，都道府県における芸術文化， 

文化財の専管課は, わずかに 7 課に過ぎなかった。それが，昭和52年までに

はすべての都道府県に専管課が置かれるに至るとともに，その後には，知事

部局においても，文化関連行政を所管する組織が多く設けられるようになっ

てきている。 

教育委員会と知事部局に置かれた組織の所掌事務について見ると，文化財

保護に関する行政については教育委員会で専属管轄しており, これを知事部

局で担当している例は見られないが，文イヒ貝オ関係以外の文化関連行政にてハ、 

て知事部局で所管する事例についてほ著しい増加が見られる。 

これは，行政が地域における文化的需要の増大と多様化に対応する過程に

おいて，文化的活動が地域住民の日常生活と不可分であるとの認識が深まる

につれて，県民生活や地域環境と関連して, 文化的イベントや文化的施設の

設置・管理等を行う必要性等から地域の実情に応じつつ，知事部局において

これに対応することが必要であると考えられたからであろう。 

知事部局で文化関連事業を担当する組織の名称としては，「県民生活部生活

文化課」，「企画部県民生活課」等多様なものが用いられているのもそうした

事情を反映しているのであろう。 

なお，市町村においては，政令指定都市などを中心に文化課や文化財保護

課が整備されつつあるが，相当数の市町村では，いまだに社会教育を所管す

る部局で併せて文化行政を担当しているのが現状である。 

担当職員数 昭和61年の地方公共団体の文化行政の担当者数は，表1-1 

のとおりである。組織の充実とともに職員数も近年増加しており，最近 5年

間について言えば，都道府県においては，全体として約35％増加している。 

なお，芸術文化関係よりは文化財関係担当職員の増加率が大きく，特に埋

蔵文化財担当職員数は，この 5 年間で約65％の増加，10年前に比較すれば約  

第 2 節 文化行政組織 

173％の増加となっており，文化財保護関係職員数の約 6 割を占めるに至って

いる。 

表 1 ー 都道府県・政令指定都市の文化行政担当職員数 

（昭和62. 5.1．現在） 

（注） ( ）内は埋蔵文化財担当職員数で内数である。 

文化振興財団等 地域における文化事業の実施，文化団体への助成事業， 

文化会館の運営等に当たる機関として都道府県等の出資により設立された文

化振興財団等は，34都道府県の72に及んでおり，年々増加してきている。ま

た，ほとんどの政令指定都市においても同様な財団等が設置されている。 

なお，最近では，都道府県や指定都市のみの出資ではなく，民間からの出

資も加えて設置されるものが多く見られるようになってきており, 官民が―

体となった文化事業推進体制が進展していることがうかがわれる。 

(2） 連携協力体制 

文化行政に限らず，相互に関連する行政は，常に密接な連携・協力の下に

行われなくてはならないが，文化行政にあっては，地域社会の生活に密着し

た総合的な行政を展開する必要性が高まってきているので，このことは特に 
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重要である。 

国と地方公共団体との連携 文化庁が実施する各種の文化事業や調査研究

が，地方公共団体の積極的な協力によって支えられていることは言うまでも

ない。文化庁では，各種の文化・文化関連行政の担当者会議等を開催すると

ともに，文化行政等に関する指導・助言,地方公共団体の文化施設や文化事

業への補助金の支出，地方公共団体の職員を対象とした各種の研修会，講習

会等を通して地方公共団体との円滑な連携・協力体制の形成に努めている。 

教育委員会と首長部局との連携 地域文化の振興は,地域社会の諸分野に

わたって，行政全体として対応すべき問題でもある。首長部局で担当する文

化関連行政が増大しつつある現状においては，地域文化の振興を総合的に促

進するためにも，教育委員会と首長部局とが連携して文化関係の施策を推進

していくことが必要となっている。 

都道府県のレベルでは，そうした連携をとる方法として教育委貝会と知事

部局の職員で構成する連絡調整の機関を設置するようになっており，また， 

市町村のレベルでも政令指定都市を中心としてそのような動きが見られる。 

連絡調整機関の名称やその構成メンバー及び調整の対象とする事項につい

ては各地方自治体において様々であるが，「文化行政推進調整会議」，「文化振

興連絡会議」などの名称の下に，関係課長等で構成し，ときには首長自らが

参加している例も少なくない。 

この場合，前述のように，地方公共団体の文化行政は教育委員会に属する

ものであることにかんがみ，教育委員会は，企画調整機能の充実を図り，地

域全体の教育，学術，文化及びスポーツの振興を図るという総合的な視野に

立って，主体的に首長部局等との連携の強化に努め，効率的かつ総合的な文

化行政を推進する必要がある。 

都道府県と市町村の連携 市町村の中心的な役割は，その地域に密着し， 

地域の特性を生かした独自の文化活動や地域住民に直接的にかかわる文化活

動の振興を図ることであり，都道府県の中心的な役割は，より広域的な文化 

第 2節 文化行政組織 

活動の振興，広域的な文化施設の整備，市町村に対する指導・助言，援助及

び連絡調整であると言えよう。 

都道府県と市町村が共同し，協力しつつ実施しなければ実効性のあがらな

い事業が多く，効果的に文化行政を推進するためには，両者が密接に連携す

ることが必要である。 

こうした要請に対応して，ほとんどの都道府県が市町村との共同事業を実

施し，市町村の文化事業に対して補助金の交付等の支援をしている。また， 

毎年定期的に 「文化行政連絡会議」 を開催し，あるいは文化に関する情報紙

を発行している都道府県は全体の 6割以上になるものと推定される。 

なお，都道府県と市町村との連携の効果をあげるためには，都道府県レベ

ルでの教育委員会と知事部局が連携を密にし，十分に連絡調整を図った上で

市町村との連携を進めること，地域文化の振興に関する都道府県と市町村の

役割分担を明確にした上で連携を進めることなどが必要であろう。 
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文化庁予算 

文化庁が発足した昭和43年度の予算は，それまでの文部省文化局関係予算

と文化財保護委員会関係予算を一本化したもので，総額49億5993万円であっ

たが・その後文化財保護法の画期的な改正や芸術文化の振興施策の充実，国

立文化施設の整備等により，その増額が図られてきた。I0年後の昭和53年度

予算は334億564万円で・昭和43年度の6.7倍という高い伸び率を示した。その

後・昭平ロ55年度までは増加し，400億2453万円に達したが，国立文化施設の整

備がー段落したことや厳しい財政事情もあって，その後大幅な伸びを見ない

ままに推移しているが・その中にあっても，人件費，施設費を除いた事業費

であるー般経費は・わずかずつでも順調に伸びてきている。昭和43年度の文

化庁発足当初から20年間における文化庁予算の推移は図1-2のとおリであ

る 

昭平1163年度文化庁予算の総額は，378億2318万円で対前年度4％の伸びとな

っておリ・文部省一般会計4兆5765億9446万円の0.83%，国のー般会計56兆 

6997億1356万円の0.07％に当たり，昭和43年度の7.6倍となっている。 

文化庁予算の重点事項について，最近の傾向を概観すると，次のようにな

っている。 
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(1） 芸術文化の振興 

芸術創作活動の奨励 芸術文化の向上及び普及は，民間の芸術関係団体の

自主的かつ創造的活動に負っている。オペラ，バレエ，オーケストラ等のう

ち，その活動の継続が我が国芸術水準の全般的向上に有意義と認められる事

業に対し，昭和34年度から民間芸術等振興費補助金を交付しているが，昭和 

63年度は， 7億2900万円を計上している。このほか芸術関係団体に対して芸

術活動の新たな発展を支援するため，昭和61年度から日米舞台芸術交流事業 

(8500万円），昭干fl62年度から優秀舞台芸術公演奨励（1億77万円），昭平1J63 

年度から芸術活動の特別推進事業（ 2億378万円）を新規事項として実施して

いるところである。 

毎年秋に実施している芸術祭は，芸術家に意欲的な公演発表の機会を提供

するとともに，広く芸術鑑賞の気運を醸成することにより，芸術の創造と進

展に寄与し，国民の文化の向上を図ることを目的として昭和21年以来開催し

ており，主催公演，協賛公演，参加公演及びアジア太平洋地域諸国の芸術団

体による国際公演を実施するため， 1億1850万円を計上している。 

そのほか，美術，音楽，舞踊,演劇，映画，舞台芸術等の各分野の芸術家

を諸外国又は国内において研修員として研修させる芸術家研修事業として， 

1億6454万円を計上するとともに，我が国の優れた映画やこども向けテレビ

用アニメ映画の製作奨励を促進するほか,新人作家等の優秀な美術作品を買

い上げて，その創作意欲を高め，美術の発展に資するため1億3827万円を計

上している。 

文化の普及 優れた芸術鑑賞の機会を確保し，成長期にある児童や次代を 
か人 

担う青少年の情操の酒養と健全な育成を図るとともに，芸術活動への参加の

気運を酸成するため，音楽，演劇，舞踊等の優れた舞台芸術を各地に派遣す

る「こども芸術劇場」，「青少年芸術劇場」，「中学校芸術鑑賞教室」，全国各地

域において，我が国の優れた舞台芸術を鑑賞しうる機会を確保し，併せて地 

方の芸術文化活動の水準向上に資するため，最高水準の舞台芸術の派遣等に

よる「移動芸術祭」を開催するに必要な経費として 8億8329万円を計上して

いる。 

国民の文化活動への参加の気運を醸成し，文化活動の振興を図るため,広

く国民（アマチュア）が行っている各種の文化活動を全国的な規模で発表す

る場として，昭和61年度から，国民文化祭を各都道府県持ち回りで開催して

おり，高校生の文化活動交流の最も大きな場となっている全国高等学校総合

文化祭と合せて 2億4003万円を計上している。 

(2）伝統文化の継承と保存 

国宝・重要文化財等の保存 国宝・重要文化財に指定された建造物，美術

工芸品や重要伝統的建造物群保存地区について，国有のものの保存修理等を

行い，社寺等が所有するものの保存修理や防災事業に対する補助を行うとと

もに，国宝・重要文化財を国が計画的に購入し，その保存・活用を図るため

の経費として，昭和63年度は，66億3855万円を計上している。 

史跡等の整備 都市化の進展，開発事業の増大等に伴い，埋蔵文化財の発

掘件数が急激に増大しているため，発掘調査等に対する補助の充実を図ると

ともに，史跡等の保存を適切に進めるため，地方公共団体が行う史跡等の買

上げや古墳，城跡，古庭園等を整備活用するため管理団体等が行う史跡等整

備事業に対する補助及び平城宮跡及び飛島・藤原宮跡等の国による買上げ及

び計画的整備のための経費並びにカモシカ等天然記念物食害対策の経費とし

て昭和63年度は，115億2339万円を計上している。 

伝統芸能等の伝承 伝統芸能の公開，資料の収集活用，伝承者養成等の事

業を行っている特殊法人国立劇場の管理運営費及び伝承者養成事業費等に対

し必要な補助及び出資を行い，民俗文化財の保存伝承の充実を図るため資料

作成，伝承教室，保存活動，発表会等の事業や調査及び修理,防災の事業に対

して助成するとともに,無形文化財，民俗文化財及び文化財保存技術の記録 
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作成を文化庁が直接行い，さらには，無形文化財，文化財保存技術の後継者

養成等の事業についても助成するために必要な経費として昭平1J63年度は，52 

億2901万円を計上している。 

(3） 文化施設の整備 

第ニ国立劇場（仮称）の設立準備 ォペラ，パレエ， ミュージカル，現代

舞踊，現代演劇等の現代舞台芸術の拠点となる第二国立劇場の設立準備にて） 

いては，昭和46年度調査費を計上して以来，設立準備協議会の開催，外国施設

の調査，基本構想の策定，用地の選定作業を行ってきた。 

昭和55年度に，国有財産中央審議会の答申において懸案の用地が東京都渋

谷区の通産省東京工業試験所跡地（3万990平方メートル）に確定した。これ

に伴い，昭和56年度には設置構想概要及び建築規模についての報告がまとめ

られた。この報告に基づき，昭和59年度末から施設の公開設計競技を我が国

で初めての国際的な競技として実施し，昭和61年 5月最優秀作品1点，優秀

作品 4点を選定し，この最優秀作品に基づいて同年10月から基本設計に着手

した。 

昭和63年度は，実施設計に着手するとともに,連絡道路用地の購入を実施

することとし，14億6857万円を計上している。 

国立文化施設整備 昭和52年度から昭和55年度にかけて，国立歴史民俗博

物館の建設費（総工費103億9560万円）が計上されたカら その後，国立大学共

同利用機関として設置されることになった。 

昭和54年度から昭平D58年度にかけて，国立能楽堂（総工費47億3058万円）, 

国立文楽劇場（総工費68億710万円）の建設費が計上された。 

昭和58年度から昭和61年度にかけて，東京国立近代美術館フィルムセンタ 

ー相模原分館の建設費（総工費15億3035万円）が計上された。 

地方文化財保存施設等整備 国宝・重要文化財（美術工芸品）及び重要有

形民俗文化財を火災，盗難 大気汚染，虫害等から守るための文化財保存施  

設，地域の特色を示す民俗文化財，歴史資料，考古資料等の保存活用を図り， 

地域の伝統文化の拠点となる歴史民俗資料館，また，地方公共団体の埋蔵文

化財の発掘調査の企画実施の中心拠点となり，出土遺物の科学処理，整理， 

調査研究，収蔵を行う施設である埋蔵文化財調査センター建設のための補助

金 4億2858万円を計上している。 

昭和63年度文化庁予算について経費の対象分野別に見ると，図1-3のと

おり，文化部の所掌する現代芸術文化の分野に係る予算と文化財保護部の所

掌する伝統文化の保存・継承の分野に係る予算の比率は 2対8 となっている。 

図1-3 昭和63年度文化庁予算（対象分野別） 
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このほかに，地方公共団体が地域における音楽，演劇等の芸術文化活動の

拠点となる公立文化施設（文化会館）の整備を進めるための補助金として， 

公立文教施設整備費の公立社会教育総合施設の中に 5億9500万円が計上され

ている。 

また，国立博物館，国立美術館などの施設の新築や修繕は，官公庁施設の

建設等に関する法律に基づき，建設省の官庁営繕事業として行われている

ものも多い。この 5年間に 「官庁営繕費」で実施した事業は次のとおりで

ある。 

昭和58年度 東京国立博物館資料部棟新営エ事等 4億5477万円 

昭和59年度 恵都国博近代美術館新賞」工事等 5億、91万円 

昭和 6.0年度 京都国立近代美術館新営工事等 21億2513万円 

昭和61年度 京，都国文近代媛，術‘館m営エ声等 24億5457万円 

昭和62年度 奈良国立文化財研究所鵬藤原調査資料施設新営工事等 17億9582万円 

地方公共団体の文化予算 

(1）文化予算の現状と推移 

文化予算の推移 文化庁が創設された昭和43年以降の地方公共団体の文化

関係予算の推移は表1-2のとおりである。 

「文化の時代」，「地方の時代」 を反映して，地方の文化関係事業の増加， 

文化関係組織の拡充と並行して地方公共団体の文化関係子算は着実に伸びて

いる。昭和43年から昭和61年までの間において，都道府県の文化関係予算は 

20.9倍の伸びを示しており，また，昭和55年から昭和61年の間において，都

道府県の文化関係予算の伸びが1.2倍であるのに対して，市町村の文化関係

予算の伸びは1.7倍となっている。  

地方公共団体の文化関係子算の推移 （単位 億円） 

文化予算の内容 都道府県と市町村の合計額について昭和55年度と昭和61 

年度を比較してみると，2064億円から3176億円と約1.5倍の大きな伸びを見せ

ている。子算の内容についで見ると，芸術関係は1655億円から2655億円へと

約1.6倍の大きな伸びを示し，文化財関係でも429億円から550億円へと1.3倍

の伸びを示している。 

これを都道府県，市町村別に見ると，芸術関係では都道府県の1.2倍の伸び

に対し，市町村では1.7倍の伸びを見せている。文化財関係では，都道府県の 

1.1倍の伸びに対し，市町村は1.4倍の伸びとなっている。 

このように，地方公共団体は大きく文化予算を伸ばしており，特に芸術文

化関係に文化財関係の4.8倍以上の予算を投入していることが分かる。また， 

文化振興に地方公共団体，特に市町村の果たす役割が重要になっていると言

うことができる。 

都道府県，政令指定都市の新規事業 厳しい財政状況の下において，地方 

-47- 



第1章 文化と文化行政 	 第 3節 文ィヒ1テ政と予算等 

公共団体でも行政組織の簡素合理化,既存施策の優先順位の見直し等に努め

ている。その中においても，地域住民の文化的要求の増大，多様化に対応し， 

地域の活性化を図るための人的，物的，文化的資源を結集しての新規の文化

施策を推進する動きが活発になっている。 

自治省の昭平l61年度の「地域施策の動向」調査によると，新規の単独事業

の件数は，都道府県が3418件，政令指定都市が434件となっている。これを分

野別に見ると，都道府県では第一位が「産業振興」(37.7%), 次が「教育， 

文化，スポーツ」(16.1%）となっており，政令指定都市では第一位が「教育， 

文化，スポーツ」(25.8%)，次いで「産業振興」(20.3%）となっている。 

地方公共団体の新規施策に占める 「教育,文化，スポーツ」事業の割合が

相当に大きいことが分かる。また，この「教育,文化，スポーツ」事業のう

ちに文化振興事業の占める割合は約25％となっている。 

(2） 地方交付税 

地方公共団体の行政事務の財源としては，地方交付税が重要である。 

地方交付税の基準財政需要額の積算は,地方公共団体が合理的かつ妥当な

水準で自主的にその必要な事務を遂行するために必要な経費を計算するとい

う考え方に基づくものであり，文化行政について言えば，地方公共団体とし

て，そめ規模に応じて実施すべき文化行政事務の標準が，基準財政需要額の

単位費用の積算という形でそこに示されていると言うことができる。 

道府県の基準財政需要額を算定するための単位費用の積算の基礎におい

て，昭不1J54年度まで，芸術文化及び文化財保護に係る経費は，細目 「社会教

育費」の中の細則「地方文化費」に一括して計上されていた。昭和55年度か

ら，これらの経費が分離され，現在は芸術文化に関する経費は細目 「地方文

化振興費」に，文化財保護に関する経費は細目「社会教育費」の中の細節「文

化財保護費」として計上されており，経費の算定がより精鍬なものとなって

きている。この中で，昭和61年度に文化財保護審議会の委員が 2人増貝され  

て17人となったことや芸術公演事業の経費が増額されたこともあり，その経

費は，昭平n53年度には6354万円であったのが，昭和62年度には， 1億3456万

円と，約2.1倍に増額されている。 

市町村の単位費用の積算においては，文化に係る経費は社会教育費に含ま

れている。社会教育費全体について見ると，昭平U53年度には4826万円であっ

たものが，昭和62年度には7544万円と約1.5倍に増額されている。 

税制上の文化関係の優遇措置 

文化の担い手，主人公は国民であり，その意味で文化の振興を図るために

は，税制上の優遇措置を含めて，民間の活力を十分に生かすことが必要であ

る。 

文化に関する税制上の優遇措置を芸術文化，文化財に共通するものと文化

財のみに関するものに区分すると，その概要は以下のとおリである。 

(1） 芸術文化の振興及び文化財の保護に共通する優遇措置 

公益法人が納付すべき法人税に関する特例 文化の振興を目的とする公益

法人も多数設立され，活発な活動を展開しているが，その活動の意義にかん

がみ，公益法人は，その納付すべき税について優遇措置を受けている。公益

法人の公益事業に対しては，法人税は課されない。また，収益事業について

も，法人税率は，普通法人が42％であるのに対して27％となっている。 

寄付金控除 文化の振興等に充てられる寄付金については，その寄付を奨

励する観点から特例措置が設けられている。 

公益法人等により広く一般に募集され，文化の向上等に寄与するための支

出で緊急を要する事業に充てられる寄付金で大蔵大臣が指定したもの（指定

寄付金），文化の向上等に著しく寄与する公益法人等への寄付金（特定公益増

進法人に対する寄付金）及び文化の向上等に寄与する公益信託の信託財産と 
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するための拠出金で，一定のものについては，所得税及び法人税の免税措置

が設けられている。 

相続税，贈与税の非課税 相続又は遺贈により財産を取得した個人が，取

得した財産を文化の向上その他公益の増進に著しく寄与すると認定された公

益法人等に寄贈した場合には相統税，贈与税が免除される。 

入場税 入場税は，入場料金の10％であるが，文化振興のため，映画は 

2000円以下，演劇，演芸，音楽は5000円以下の入場料金である場合は入場税 

は謀されない。 	 , 

また，次の場所への入場については，入場税は課されない。 

芸術祭主催公演等の文化庁の主催する催物を催す場所 

助成の措置を講じられた文化財のみを公開する場所 

国立劇場が伝統芸能のみを公開する場所 

(2）文化財の保護に関する優遇措置 

譲渡所得への課税に係る特例 文化財の国・公有化の促進，文化財の管理

の適正化等文化財の保存と活用に資するため，文化財の譲渡所得については

次の優遇措置がなされている。 

国等に対して重要文化財等を譲渡した場合の非課税 

国や地方公共団体に対して重要文化財等を譲渡した場合の譲渡所得につ

いては所得税は課されない。 

史跡等に指定された土地を譲渡した場合の特別控除 

重要文化財又は史跡名勝天然記念物として指定された土地が，国・地方

公共団体等に買い取られた場合における譲渡所得にてハ、ては，2000万円の

特別控除（個人）又は損金算入（法人）が認められる。 

重要文化財に指定された民家の相続税及び贈与税の軽減 重要文化財に指

定されている民家で実際に人が住んでいるものについて，分割相続によリ管

理が困難になるのを防ぐとともに，所有者に課された種々の規制を考慮して，  

その相続税及び贈与税の軽減措置が講じられている。 

固定資産税及び都市計画税の非課税 文化財保護の見地から文化財の所有

者に課された種々の規制を考慮して，次のような優遇措置が定められている。 

国宝・重要文化財，重要有形民俗文化財，特別史跡名勝天然記念物・史跡

名勝天然記念物として指定され，又は重要美術品等に認定された家屋及びそ

の敷地については固定資産税及び都市計画税は課されない。 
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1 文化交流の意義 

(1） 文化交流の流れ 

我が国は, 古来海外の文化を吸収しつつ独自の文化を形成してきた。その

意味では，海外との文化交流が各時代の文化を特徴づけるとともに，我が国

文化の発展の大きな原動力となってきた。しかしながら，交流の在り方は， 

海外の先進的文化・文明の吸収に急なあまり我が国文化の海外への紹介等の

努カは必ずしも十分でなく，相互交流とは言い難いものがあった。 

明治維新以降においても我が国は，欧米諸国の文化・文明を積極的に取り

入れ，近代化，工業化を推進し，西欧化を図ることにより高度工業化社会を

形成したが，欧米諸国の知識・技術の導入の努力に比べ，諸外国に対する総

合的な理解や我が国に対する諸外国の理解を深めるための努力は少なかった

と言わざるを得ないであろう。 

(2） 文化交流の在り方 

政治的，経済的国際関係の緊密化と交通手段やコミュニケーション手段の

発展によリ，諸国間の相互依存の関係がますます強くなっている中で・世界

の多くの国々が，今日の日本の繁栄の基盤となっている日本の文化と歴史に

対して大きな関心を寄せつつある。このような関心の高まリに積極的に対応

し，我が国の文化について諸外国の理解を広げ，深めるための努カをしてい

くことは，我が国が国際社会の一員として諸外国との友好協力を深める上で

大切であることはもちろんであるが，我が国の文化が海外に広く紹介される 

第4 節 文化の国際交流 

ことによリ他文化と活発に交流し合い，評イmル合うことは我が国の文化がこ

れからの国際社会の中で新たな創造を加えつつ発展していく上で不可欠の重

要性をもっている。この意味から，文化の国際交流は，我が国文化の振興を

図る上で，積極的な推進が強く要請される課題である。 

また，我が国の現在の繁栄と将来の発展に深くかかわっている国際社会の

相互依存関係を平和で安定的に持続させるためにも，広く深く相手を知ると

ともに，より広く深く自らを知らせること，とりわけ，文化の国際交流が極

めて重要になってきていると考えられる。 

近代の我が国の国際交流活動は，近代化，工業化を図るための政治・経済

面に偏り，諸外国との相互理解の基盤となる文化面がおろそかにされがちで

あった。このような文化交流の努力不足が，今日，欧米やアジア諸国との間

に経済摩擦を弓は起こし，ひいては我が国への不信や誤解を生む原因のーつ

になっているとも考えられる。 

世界中に輸出され，定評を得ている日本の諸製品は， 日本人の伝統に根ざ

した知恵と技術と審美眼から生み出された文化的所産であるとも言われてい

るが，諸外国においてはこれらを外国の技術導入による物まねに過ぎないと

する批判もある。これは，我々の文化交流の努力不足から生じた日本の文化

に対する理解不足のー例としてとらえることもできるであろう。 

一方，近年，古美術展，古典芸能から現代芸術までの公演等日本の伝統や

現代文化の紹介のための事業を自国で開催してもらいたいという諸外国から

の要請が年々増加している。 

これらの要請に積極的に対応して，我が国の伝統や現代文化について諸外

国の理解を深めるための努カを行うことは，国際杜会における日本の位置を

確かなものとすることともなろう。 

国民のたゆまぬ努力により，経済的に強カな国となり，繁栄を迎えた我が

国に対し，諸外国においては経済中心，物中心の考え方や行動の仕方にてル、 

ての批判も高まり，また，国民の間では人間性の回復と心の豊かさを求める 



声が高まってきている今日，文化の国際交流は,人と人,心と心の友好関係

を国と国との間にはぐくむとともに,多様な文化が触発し合って,新しい文

化の創造に貢献することともなるであろう。 

(3） 文化交流の現状 

諸外国との文化交流の状況について，以下に概観してみよう。 

人物交流 昭和61年度の日本人の海外旅行者は，図1 -4のとおり外国渡航

が自由化された昭和39年度の40倍を超え，海外長期滞在者,留学生，研究者

等の海外渡航も年々増加している。一方，訪日外国人数は，昭和60年度には

昭和40年の6倍以上となっているが，これは日本人の海外旅行者数の 2分の 

1以下である。 

また，外国人登録者も毎年増加してきてはいるが， 日本人の海外長期滞在

者に比してその数は少ない。 

映画，書籍，レコード等の交流 まず，映画の交流の状況について見ると， 

表1-3のとおり，我が国で製作された映画の昭和58年における輸出先の大

半は香港などアジア地域が多く，欧米へは少なくなっている。これに対して， 

欧米からの輸入は200本近くになっている。なお，このうち過半数はアメリカ

映画である。 

表 1 -3 映画の輸出入の状況 

輸 
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入
先 

アメリカ イギリス フランス 西ドイッ イタリア 香港 その他 合計 
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「
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（注） 劇場用長編映画の統計である。 

ユネスコ統計年監1987年版による． 

また，図書の翻訳については，表1-4のとおり，昭和56年に我が国で翻

訳・出版された外国語図書は英語図書を中心として2754点であり，これは海 
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表1-4 翻訳・出版された図書数 
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ユネスコ統計年鑑1987年版による。 

外で翻訳された日本語図書数の約20倍となっている。 

レコードについては，昭和56年においては輸入枚数・金額ともに輸出の10 

倍以上となっている。 

テレピ放送は，日常生活から切リ離すことのできないものとなっているが， 

通信衛星利用による国際テレビジョン伝送の受信量は，送信量の 2倍以上で

ある。 

舞台芸術の交流 表1-5のとおり，海外における日本の演劇，舞踊，歌

舞伎等の伝統芸能等の舞台芸術の公演は，昭和52年には12件であったが，昭

和61年には29件となり，倍増している。また，諸外国の舞台芸術の我が国に

おける公演数は，昭和52年には13件であったが，昭和61年には72件で5倍以

上に増加し，年々我が国の側が入超となる傾向を示しているが，舞台芸術の

交流は活発化している。これは我が国と諸外国における相互の芸術文化に対

する関心の高まりととらえることができ，このような分野の交流は今後一層

増加するものと思われる。 

美術展の交流 昭和61年度に文化庁及び国際交流基金の主催による海外に

おける我が国の美術工芸展は26回開催され，国内で開催された海外の美術・

工芸展で文化庁が後援を行ったものは93展であった。この分野の交流におい

ても日本側が入超となる傾向を示しているが,近年，諸外国からの日本の美

術工芸展の開催希望は激増している。今後，このような諸外国の我が国の古

美術や現代美術に対する関心の高まりに適切に対応し，交流の均衡を図るこ

とが必要と思われる。 

(4） 交流の不均衡 

人の交流では日本側が出超，映画，書籍，レコード，舞台芸術等の交流で

は日本側が入超の傾向となっており，交流の対象国，交流分野等の拡大は見

られるが，明治以降の我が国の交流の態勢はあまり変わっていないようであ

る。 

これまでは，諸外国において日本理解を図る上で，新聞，書籍等の出版物， 

テレビ，ラジオ等のマス・メディアを通じた我が国に関する情報の果たして

きた役割は大きいが，今後の国際交流は，このようなマス・メディアによる

間接的な交流のみでなく，生の文化の直接交流をー層進めることが必要であ

ろう。その意味では，日本の国民が長い歴史の中ではぐくんできた舞台芸術， 

美術，音楽，その他の生の文化を通じた交流の充実を図り，我が国の文化， 

ひいては我が国に対する総合的理解を促進することが肝要と思われる。 

国際交流の推進体制等 

 

表 1 一 5 舞台芸術の交流の状況 

  

国際社会における我が国の役割の増大に伴い，文化の国際交流の果たす‘ 

き役割も増大しており，国及び地方公共団体においては，国際交流の充実， 

活発化のための努力が払われている。 

 

演劇年鑑（（社）日本演劇協会監修発行）による。 
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(3） 民間団体 

(1） 国 

国際的な文化交流の基盤として重要なことは，世界で通用する芸術家，専

門家の養成など芸術文化の振興を図るとともに，我が国を含む世界の国々の

それぞれの文化に対する理解を深め，尊重の精神を養うために内外文化の紹

介等を行うことであるが，国においてはこれらの施策が進められている。 

また，その側面的支援としては，助言，援助,情報提供等があげられるが, 

地方公共団体及び民間団体と諸外国機関・団体の間の文化交流の橋渡し的役

割，全国的又は地域的な文化活動・文化交流に関する団体・機関への援助， 

芸術文化団体，博物館・美術館等に関する国内外の情報の収集・提供等が行

われている。 

(2） 地 方 

地方の国際交流は，地域の振興及び活性化の観点から，地域住民のニーズ

に即し，かつ，地域の特色を生かして，地域の国際化の推進,国際性豊かな

人材の育成，地方のアイデンティティーの確立等を目的として，教育委員会

及び首長部局において各種の事業が実施されている。いくつかの地方公共団

体においては，国際化推進のための研究会・懇談会が設けられ，国際化の推

進体制の整備が図られているが，国際交流の推進のためには,行政，民間， 

住民を含む包括的で長期的な基本方針の策定の推進と教育委員会，首長部局

等の連絡調整の充実が図られることが望まれる。 

住民の国際交流の推進のためには，住民のニーズの的確な把握の上に立っ

て広い国際的視野や外国語等の知識を持つ職員の養成，配置等による住民に

対するサーピスの向上を図ることが求められ，文化交流事業の実施に当たっ

ては，地域に居住，滞在している外国人，諸外国での文化活動の経験者，帰

国子女等の身近な人材のー層の活用を図ることが有効であろう。 

-58・ー 

昭和59年9月現在，我が国と諸外国との相互理解，友好親善を目的として

設置された国際文化交流団体は，全国で555団体力徴えられる。その所在は大

都市の周辺部に集中する傾向があるが，団体数は年々増加しており，親善使

節団の派遣や受入れ，講演会や催しの開催等の多様な事業が行われている。 

このような民間で行われる交流活動こそ，諸国民の間に真の相互理解と友好

関係を生むものであると考えられ，国及び地方公共団体は，各団体の自主性

を尊重しつつ，指導・助言等の支援を行うとともに，緊密な協力関係を保つ

ことが必要であろう。 

3 国の交流事業 

(1）文化庁 

国際化が進展する中で，国際社会における相互理解の増進を図る上て文化

の国際交流の果たす役割の重要性にかんがみ，文化庁では，文部省，外務省

等関係省庁，国際交流基金その他の団体等と連携・協力して各種文化交流事

業を実施するとともに，新しい文化の創造と芸術文化の普及を目的として， 

芸術家・専門家の海外派遣及び受入れ，国民に対する諸外国の芸術文化の鑑

賞機会の提供，日本の芸術文化の諸外国への紹介，文化財の保存及び修復の

ための国際協力等の事業を行っている。文化庁の国際交流事業について以下

で概観する。 

ア 芸術家・専門家の派遣・受入れ 

芸術家在外研修 将来性に富む芸術家を研修のため1年，2年又は 3か月， 

諸外国に派遣するもので，昭和42年度（ 2年派遣は昭平1149年度， 3か月派遣

は昭和54年度）から実施している。昭和62年度末までに総数で479名を派遺し 

-59- 



二二I灘難議冨鯵 

りり、ミ，ミ、喜難議籍語ザ尋） 

遭 

昭和63年度 」ノレ 
	

ア映画祭 

昭和61年度‘ 

昭和62年度」 

米国映画祭，界難ス映画察で

中国映画祭 

第1章 文化と文化行政 
	

第4 節 文化の国際交流 

た。芸術家在外研修派遣者実績は次のとおりである。 

芸術文化指導者等派遣 昭手fl48年度から，音楽，舞踊，美術，演劇等の指

導者を諸外国に派遣し，各国の芸術文化に関する調査研究等を実施している。 

日米芸術家交換計画 昭和53年度から，日本側は文化庁と米国側は日米友

好基金及び米国国立芸術財団との間で，毎年 5名の視覚芸術及び舞台芸術の

分野の芸術家の相互交換を行っている。 

イ 海外美術展，海外公演の開催 

日本古美術の海外展 日本の歴史と文化に対する諸外国の理解増進を目的

として，昭和26年の「講和記念サンフランシスコ日本古美術展」以来25展実

施している。最近の状況は次のとおりである。 

日米舞台芸術交流事業 我が国の現代舞台芸術を米国において広く紹介す 

ー-60ー 

るため，昭和61年度から音楽，舞踊，演劇の各分野を代表する芸術団体を米

国に派遣し,米国内での巡回公演の機会を提供している。実施状況は次のと

おりである。 

ウ 諸外国の芸術作品の美術展，公演，映画祭の開催 

海外美術の国内展 国立の美術館・博物館では，外国の美術作品展をその

主催又は外国政府,新聞社等との共催で，年問延べ十数展開催している。昭

和62年度には次の展覧会を開催した。 

東
】 

京 

国 

、

立
］ 

近 

代 

美 

術 

館 

一ザ叱藍ヲg薫勲霧熱海二舞麓麓＝二一ゾ， 
J 京都国立近代美鶴』 事灘告議競藻舞ス」 告議ミー一，譲護二 

国立西雌郷官 ‘、 麟「鷲警環鱗愛勇ュプ」，二繊舞曹誓三 
薗立国際美術館’ に 誉舞「麟苦9.7簾纏 98 7エ麟編篇g舞三婆 

交換映画祭 東京国立近代美術館フィルムセンターでは，昭和45年度から， 

，商業ベースに乗リにくい優秀映画作品を諸外国と交換し，ー般に公開するた

め，毎年1ないし 2か国について企画した映画祭を開催している。最近の状

況は次のとおりである。 
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チェンマイ民族舞踊団（タイ） 

「チベット蔵劇仮面芸術団（中国） 
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ヤ也ネノサルアカデミ
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昭和61年度 

「アジアにおけち仮面の芸能」 

7名（オ、ノfール，タイ・インドネシア・韓国 2・米国・中国）一 
昭和61年度 

昭和62年度 「日本・東洋美術史における転換期の諸問題」 

5名（米国3,英国，韓国） 

昭和61年度 7名（中国2，カナダ，ノルウェー・デンマーク） 

昭和62年度 4名（米国1，その他 3名） 
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海外民族芸能団の招聴 昭和21年以来毎年開催されている芸術祭に，昭和 

61年度から毎年，アジア・太平洋地域の 3か国から民族芸能グループを招き， 

我が国の芸能グループとの競演を開催している。最近の状況は次のとおりで 

ある。 

ェ 文化財保存・修復のための国際協カ 

文化財の保存及び修復に関する国際研究集会 東京国立文化財研究所で

は，昭和52年度から諸外国の文化財関係研究者を招き，各国の研究成果の発

表と意見交換を行う国際研究集会を開催している。最近の状況は次のとおり

である。 

招聴研究員 東京国立文化財研究所では，文化財の保存修復に関する科学

的研究能力の向上と緊急に解決すべき課題の研究のため，海外の優れた研究

者を招き，共同研究を行っている。最近の状況は次のとおリである。 

文化財保存修復研究国際センターへの協力 文化財保存修復研究国際セン

ター (The International Centre for the Study of the Preservation and 

Restoration of Cultural Property, LCCROM）は，1956年（昭和31年）第 9 

回ユネスコ総会の決議に基づき，1959年（昭和34年）に政府間機関としてロ 

ーマに設置されたもので，文化財の保存・修復に関する学術的，技術的問題

に関する研究，資料の収集及び配布，保存・修復に関する諸問題についての

助言・勧告，研究者・技術者の養成及び修復事業の推進等への援助を行って

おり，現在75か国が加盟している。 

我が国は昭和42年に加盟し，その活動に参加・協力を行っている。すなわ

ち，昭和44年以来我が国の代表カ2Oか国の代表で構成される理事会の理事に

選出され，積極的に貢献するとともに，同センターが毎年開催している研修

コースに，昭手n49年度から毎年文化庁又は所轄機関の専門家1名を派遣して

いる。 

敦埋文化財保存修復協力 人類の貴重な文化遺産であり，我が国の飛鳥・

奈良時代の美術の源流をなすと言われている中国の敦煙莫高窟の壁画・仏像

の経年による剥落，破損を防ぎ，保存修復を進めるため，昭和59年の日中外

相会談及び文化庁長官・中国文化部長会談において「敦煙文化財保存につい

ての日中協力」が合意され，さらに昭和60年及び昭不1162年の日中文化交流政

府間協議においても，敦埋文イヒ貝オ保存協力の推進が確認された。 

これらの経緯を踏まえ，昭和61年度から協力事業推進のための代表団及び

調査団の相互交流により共同研究等協力の進め方についての協議を行ってい 

(2）文部省 

文部省は，教育，学術，文化の振興及び普及を目的として，学生，教員， 

研究者，青少年，スポーツ競技者等の交流や国際会議等を通じて国際交流・ 

協力を進めるとともに，国際共同研究の推進，国際連合大学やユネスコに対 
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する協力等を行っている。 

ユネスコを通じて，我が国の代表的な文学作品を海外に紹介するため，英

語．フランス語等に翻訳し，出版する日本文学代表作品翻訳事業を実施して

いる。また,文部省からの助成を得て，ユネスコアジア文化センター（ACC 

U）は， アジア・太平洋地域諸国の協カの下に，文化，図書開発，識字の 3 

分野で地域協力事業を実施している。 

さらに，所管の特殊法人日本学術振興会は，研究者の派遣・受入れ，学術

の国際協力の推進等の事業を実施している。 

(3） 外務省 

外務省は，諸外国との相互理解及び友好親善の促進に資するため・文化協

定等の締結とそれに基づく文化交流，在外公館等における講演会，映画会等

文化事業の開催，海外広報資料の作成・配布，有識者の派遣及び招聴，文化 

無償協力等を行っている。 

(4） 国際交流基金 

外務省所管の特殊法人である国際交流基金は，我が国に対する諸外国の理

解を深め，国際相互理解と国際友好親善を促進することを目的として，人物

の派遣及び招聴，海外における日本研究に対する援助や日本語の普及，文化

交流のための催しの実施・援助及び日本文化を海外に紹介するための資料等

の作成・配布等を行っている。 

地方の交流事業 

今日，「文化の時代」，「地方の時代」と言われ，社会・経済全般にわたって

国際化が進展している中で，地方公共団体は多様な施策を講じ,広範な国際

交流事業を展開している。このような地方公共団体の文化交流の施策や事業  

は，地域文化の振興及び地域住民の文化的な創造活動の育成・支援のために， 

諸外国の文化に接する機会を幅広く提供することに重点があるように見受け

られる。 

文部省が昭和62年度に実施した都道府県・指定都市における国際交流活動

に関する調査によると，諸外国との交流の状況は図1-5のとおりである。 

図1一5 都道府県等の人物交流の現状 

「＝”  派遣 

［麗図 受入 

.H勺 

都道府県・指定都市における昭和61年度国際交流事業活動に関する調査（文部省調査） 
による。 
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(1） 人物交流 

都道府県・指定都市の昭平ロ61年度の海外派遣人数は， 1万685人で，海外か

らの受入れ人数3399人の約 3倍である。図1-5のとおり，派遣については・

青少年が半数近くを占め，友好・親善を目的とする事業に関するものがほと

んどであり，芸術・芸能・文化関係者の派遣は6.1％で海外での公演・展示の

事業に関するものが大半である。受入れについては，スポーツ関係者が34% 

と最も多く，次いで芸術・芸能・文化関係者が26％であるが，そのほとんど

は国内での公演・展示の事業のための来日である。 

(2） 公演・展示活動に関する交流 

都道府県・指定都市が昭和61年度に海外で実施した公演・展示活動は・ 10 

都道府県 5指定都市の24件となっている。同年度に海外の団休等が国内で実

施した公演・展示活動は21都道府県 7指定都市の66件であり，海外への派遣

事業の約 3倍に相当する。しかしながら，このような事業には単年度限りの

ものもあることから，必ずしも断定はできないが，公演・展示活動の交流に

取り組んでいる都道府県等はまだ多くはないように見受けられる。 

(3）姉妹都市提携 

地方公共団体が行う国際交流のための特微的な活動のーつに姉妹都市提携

に基づく交流がある。昭和30年に始まったこの姉妹都市提携は，相手国，件

数ともに増加を続け,昭和60年 5月現在，27都道府県，239市，101町・ 7村

の合計374地方公共団体が，総計538組の提携を結んでいる。姉妹都市提携に

よる交流活動は，友好親善，人物交流，文化交流，経済・技術交流など幅広

く行われているが，相手国に偏りが見られ，今後世界の様々な国々との交流

に拡大されていくことが期待される。 

(4） 民間団体等の協力 

地方公共団体が行う国際交流事業の実施面での特徴に，地域住民，青少年

団体，婦人団体，青年会議所， ロータリークラブ等の協力や通訳，ホームス

テイ等ボランティアの活用などの民間との連携が図られていることがあげら

れる。また，資金面については，地方公共団体による支出に加え,民間資金

の導入が図られていることがあげられる。さらには，異なった生活文化を身

につけた留学生，研修生等を含む地域居住・滞在外国人との交流 例えば懇

談会・交流会の開催や，地域イベントへの参加が，地域住民の諸外国の文化

及び生活への理解の増進に極めて大きな効果をあげていることも特色のーつ

として指摘することができよう。 
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イギリスの文化行政 

(1）概 	説 

イギリスでは，文化を振興するに当たって，芸術文化関係者の自主性を尊

重する観点から，芸術協議会（Arts Council）等の特殊法人を設立して，そ

れらを通じて振興を図る方式がとられていることが特色となっている。 

芸術の振興に当たる政府機関は，芸術図書館庁（Office of Arts and 

Libraries) である。芸術図書館庁は，1983年に教育科学省から独立したもの

で，芸術大臣の下で，国立の博物館・美術館や大英図書館に対して予算を配

分するほか，芸術協議会，工芸協議会（Crafts Council), 博物館・美術館委

員会（Museums and Galleries Commission)，英国映画協会（British Film 

Institute) などの団体に対し補助を行っている。芸術図書館庁の1987年度の予

算額及びその内訳は次のとおりである。 

国立補助,配分先 金 額 	（邦貨の概算額）比率 

国立博物館・美術館 	」 1億 800万ポンド（258億1,200万円）32% 

大英図書館 %5,]叩万ポンド（121博8,900万円）15% 

芸術協識会 1億3,800万ポンド（329億8,2叩万円）41% 

工芸協議会 200万ポンド（ 4億7声00万円）」1% 

博物館・美術館委員会 600万ポンド（ 14億3,400万円）'2% 

英国映画協会 1,000万ポンド（ 23億り.000万円×3% 

その他 2,4加万ポンド（ 5.億3,600万円） 	7% 

計 3億3,900万ポンド（810億2,100万円） 	ー 
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芸術協議会等の団体は，芸術図書館庁が所管しているカ、 独立の法人格を

持ち，芸術図書館庁からの補助金を主たる財源として，それぞれの分野にお

いて芸術文化の援助事業の実施に当たっており，その運営については大幅な

自主性が認められている。また，国立の美術館・博物館にてル、ても，自主財

源の獲得と使用を含め，自主的な運営が認められている。 

芸術図書館庁は，政府の文化予算をこれらの機関・団体に配分することを

主な役割としているが，さらに，企業の芸術援助活動を促進するために，企

業が新たに芸術活動に寄付を行った場合，その活動に対して一定の割合で補

助をする企業援助奨励計画を1984年から開始し，1987年度には,175万ポンド 

(4億1825万円）を補助するなど芸術活動への民間資金導入のための施策を展

開しつつある。 

また，芸術図書館庁は，後述する国民文化財記念基金（National Heritage 

Memorial Fund）を環境省と共管し，1987年度で150万ポンド（ 3億5850万円） 

を補助しているほか，貿易産業大臣の依頼を受けて，美術工芸品の国外流出

を防ぐため，その輸出の許可の審査に当たっている。 

文化財の保護に当たるのは，主として環境省（Department of Environ-

ment）である。環境省では，遺跡・歴史的建造物局（Directorate of Ancient 

Monuments and Historic Buildings）が担当し，関係委員会の助言を得て， 

保存すべき歴史的建造物等のリストを作成し，このリストに掲載されたもの

の改築，取壊しなどに対して必要な規制を行っている。 

環境省の歴史的建造物等の保護のための子算を見ると，1987年度で約7300 

万ポンド（174億4700万円）である。 

文化財の保護に関しては，法律によって設立された支援組織が国民文化財

記念基金，歴史的建造物・遺跡委員会（Historic Buildings and Monuments 

Commission）をはじめいくつかあリ，環境省等からの補助金を主たる財源と

して，それぞれ必要な活動を行っている。1987年度においては，国民文化財

記念基金は芸術図書館庁及び環境省からそれぞれ150万ポンド（ 3億5850万 
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円）ずつの補助，歴史的建造物‘遺跡委員会は環境省から約6500万ポンド（155 

億3500万円）の補助を受けている。このほか，民間のボランタリー団体とし

てナショナル・トラスト（National Trust）がある。 

諸外国との文化交流については，英国文化を教育研修，出版，英語教育・

芸術などの事業を通して海外に紹介するため設置された特殊法人であるプリ

ティッシュ・カウンシル（Briti山 Council）が，外務省からの補助金等によ

り国際文化交流事業を活発に展開している。 

また,スコットランド，ウェールズ，北アイルランドについては・それぞ

れの地域省もその地域の国立の博物館，美術館，図書館等の維持・運営など

について，1987年度において，100万ポンド以上を支出していると言われてい 

る。 

以上の主な行政組織についてまとめると図1-6のとおリである。 

図1-6 イギリスの主な文化行政組織 

rA部（芸術協識会等担当） 

lB部（博物館‘美術館等担当） 

LC部（図書館等担当） 

(2） 芸術文化の振興 

舞台芸術，美術等の振興については，芸術協議会が中心的な役割を果たし

ている。芸術協議会は，1946年にロイヤル・チャーターにより設立され，芸

術に対する政府援助資金の中心的な配分機関として，オーケストラや劇団な

ど1200以上の芸術・文化団体等に対して補助を行っているほか，芸術活動の

発展，芸術鑑賞の機会の増進,政府，地方機関等への助言，協力等を行って

いる。芸術協議会の補助の主な配分状況は次のとおりである。 

分 	野 比率 

演 

劇 

 19% 

音楽 17% 

舞踊 8% 

地域芸術協会 20% 

スコットランド芸術協繊会 10% 

ウエールズ芸術協議会 6% 

その他 20% 
0 芸術ー芸術・図書館庁

大臣 

局 務 
（注） 

0 環境省ー環境保護部門 

（大臣） 
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文化財
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貿易産業省 

（大臣） 

ウェールズ地域省 

（大臣） 

スコットランド地域省 

（大臣） 

北アイルランド地域省 

（大臣） 

工芸については，工芸協議会カ、 実際の振興事業の企画・実施に当たって

いる。工芸協議会は，1982年に法人格を得ており，工芸の振興,工芸に対す

る国民の理解の増進を目的として活動している。 

大英博物館等の国立の博物館・美術館に対しては，国から資金が直接配分

されているが，国立以外の博物館・美術館に対しては，博物館・美術館委員

会が補助金配分を行っている。 

映画については，英国映画協会が振興に当たっている。この協会は，1933 
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年に設立され，映画の芸術性の向上を助けるとともに・国民への普及を図る 

’ことを目的として，映画のフィルムの保存施設の運営，国立映画館の設置・

運営，映画の製作・供給，地域映画館の建設，映画情報の収集・提供を行っ

ている。また，国立映画テレビ学校が1971年に設立され・芸術図書館庁と映

画テレビ産業との共同の援助により映画，テレビ関係の人材養成に当たって 

いる。 

(3）文化財の保護 

文化財保護の制度 イギリスにおける文化財保護の制度は・ 1882年の古代

記念物保護法の制定以来，多くの変遷を経ているが・現在効力を有する基本

的な法律としては，歴史的建造物及び保全地区に関する1971年改正都市田園

計画法，古代記念物等に関する1953年歴史的建造物及び記念物法・ 1979年遺

跡及び考古学地区法などがあげられる。 

これらの法律によって保護の対象とされる文化財は，①歴史的建造物・②

保全地区，③記念物，④遺跡，⑤美術工芸品（製作後50年以上のもの）に大

別される。美術工芸品を除いては，環境省遺跡・歴史的建造物局が担当して

いる。我が国の無形文化財，民俗文化財に相当する制度はないが・これらの

区分に部分的に含まれるものがあることはもちろん，舞台芸術など無形文化

財に該当するものは他の顕彰制度によリ栄誉を得ているものと思われる。ま

た，民俗文化財，史跡名勝天然記念物などに該当するものは地方公共団体や

ボランタリー活動により保護され，実際の保護において我が国と大きな違い 

はないものと考えられる。 

都市田園計画法では，歴史的建造物の保護を規定しており・環境大臣が建

築上又は歴史上価値があると認めた登録建造物及びこれと同じ扱いを受ける

ものについては，現状変更の禁止等の種々の保護の措置が定められている。 

さらに，都市田園計画法では,建築上又は歴史上特別の価値を有し・その

特性，外観を保護・整備することが望ましい地区として保存地区を規定して  

おリ，地方計画当局が指定したものは，保護の対象とされている。 

歴史的建造物及び記念物法等では，記念物の保護を規定しておリ，宗教目

的で使用されている建造物を除き，地上及び地下の建造物，構築物その他の

工作物並びに洞窟及び掘削跡のうち，環境大臣が古代記念物審議会の報告に

基づきその保存の国家的意義を認めて台帳に登録したものなどについて，現

状変更の禁止などの保護の措置がとられている。 

遺跡及び考古学地区法では，遺跡の保護を規定しており，環境大臣は考古

学上重要地区を指定できることとされ，指定された地域について，現状変更

を行う場合には通告が必要とされ，現場への立入りなどの結果により必要性

の認められるものについては発掘調査が行われる。 

また，50年以上経過した美術品，書籍，考古学上の遺品などで一定額以上

の美術工芸品については，その輸出について貿易産業大臣の許可を要するも

のとされ，美術工芸品の国外流出を防いでいる。 

文化財保護の事業団体 前述の歴史的建造物・遺跡委員会は，主として政

府出資金，民間寄付金によって運営されているが，保護対象遺跡の登録，現

状変更許可などの環境省の遺跡・歴史的建造物局が行う事務に助言を与えた

り，自ら遺跡や歴史的建造物を買収して保護に当たったり，個人や団体の行

う保護の措置に対し補助金を交付するほか，関係の調査・研究を行うなどイ

ギリスにおける文化財保護に重要な役割を果たしている。 

また，国民文化財記念基金においては，歴史的建造物，美術工芸品などの

文化遺産を公共のために取得しようとする団体に対する援助を行っている。 

さらに，民間のボランタリー団体であるナショナル・トラストは，1895年

に英国の歴史と美を国民のために保全することを目的として設立され，破壊

の危機にある土地及び建造物を購入し，又は寄贈を受けて管理を行っている。 

現在の会員は150万人で，土地61万ェーカー，有料公開建物，庭園など約300 

を所有していると言われる。 

（注） ポンドの邦貨換算については， 1ポンドを239円とした。 
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2 アメリ力合衆国の文化行政 

(1）概 	説 

アメリカでは，芸術の振興・保護については，歴史的にカーネギーやメロ

ンなどの資産家が美術品の収集や美術館，コンサートホール等の創設，芸術

家への経済援助を行うなど民間の個人や団体による援助活動などが従来から 

定着しており，文化における連邦政府の役割は，これらの寄付等を奨励，助

長するための税制上の優遇措置等を種々講じることが中心であったc 

また，連邦制をとっているため，一般の行政と同じく，文化の振興も各外1 

が中心であり，連邦政府には文化行政担当の省庁はなく，各州がそれぞれ文

化振興施策を展開してきた。 

しかしながら，1965年，芸術文化・人文科学分野の全米的事業の諮問・調

整機能が必要であるという観点から，米国芸術・人文科学財団（The National 

Foundation on the Arts and the Humanities）が設立され，その傘下に芸術

文化活動への公的援助を目的とした全米的な連邦政府機関として，米国芸術

財団が設立された。米国芸術財団は，連邦政府の行う芸術文化の振興と民俗

文化の保護の中心機関となっている。 

そのほか，連邦政府の独立の文化機関として，博物館援助機関が博物館に

対し援助を行っているほか， スミソニアン機構，ナショナル‘ギャラリー・

ォブ・アート，ケネディ舞台芸術センターなどの国立の文化施設が置かれて

いる。 

州政府の文化施策 州政府の芸術文化施策は，それぞれ独自に行われてお

り，州によりその差は大きい。 

アメリカの50州及び六つの特別地区（ワシントンDC，グァム等）のすべ

てに公的な芸術振興機関が設置されているが，このうちバーモント州のバー 

モント芸術評議会が唯ーの民問機関で,その他はすべて州政府の機関である。 

第5節 諸外国における文化行政 

州の機関のプログラムは多様であるが，基本的には米国芸術財団のものと類

似している。各州の機関はいくつかのグループを形成し，州を超えた広い活

動のため互いに協力し合っている。 

州政府のうち芸術援助に最も力を注いでいるのは,アメリカで最初に公的

な芸術援助を開始し，芸術家の集中度等からアメリカの芸術の中心と言える

ニューョーク州である。同州は,1988年には全米50州中最大の約5400万ドル 

(68億円）の芸術援助予算を組んでいる。 

文化財保護行政 文化財保護行政においても分権制度が確立されており， 

連邦政府においては，内務省等が国全体の立場から保護すべき重要な歴史記

念物・建造物・物件の保存,連邦の所有地に存する記念物の保存，埋蔵文化

財の保護等に当たっており，州はこれらを除く広範囲の分野を対象としてい

る。 

文化予算 芸術文化の振興のための資金面で重要な役割を果たしているの

が民間寄付金であるが，芸術文化活動のための公的支出及び民間による援助

資金は次のとおりである。 

1983-1984年の芸術文化活動のための公的支出 

区 	分 支出額（邦貨の概算額） 

連邦政府 (38%) 9億6,6 0 0万ドル （ 	335億1,6 0 0万円） 

州政府 	（19%) 1億3,6 0 0万ドル （ 	171億3,6 0 0万円） 

市町村等（43%) 3億ドル （ 	378億円 	） 

計 7億 	200万ドル （ 	884 億5,2 0 0万円） 

税支出（免税額） 23億 5, 6 0 0 万ドル （2,9 6 9億 5,6 0 0万円） 

総計 30億5,8 0 0万ドル （3,8 5 3億円 	） 
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資金額（邦貨の概讐黙
,よ一雄 区 分（年） 

個人寄付（1983年） 36億5,0 00万 し .( 4 59,9億 ）・ 

企業寄付（1982年） 2億 6・300万ドル（ 331億 3・8:00 万円） 

財団寄付（1982/83年） 4億 5,2 0 0万 Eル（ 5 70億 5,2 0b万円） 

舞 び 
美術 4 ,,3 0 0 

民俗芸術 

ーイ ンター 

文学 0 

メディア・ア 12-,:800 

，博物館・美術館 1 2' , 3.0 0 

音楽 1 5 , 3 0 0 

オペラ 6,100 

演劇 10.800 

ビジュアル・アー 200 

芸術家教育 300 

州プログラム 24,561 

地区試験 .200 

チャレンジ・プログラム 20,000 

政策・立案・研究 1 ,000 

管理 14,900 

320 ア ドバンス・プログラム 

」J ドル 

ク f ン ショ 

165 .081 

000' 
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芸術文化のための民間による援助資金 

芸術の支援 国際比較研究（1985 .J.M.D.Schuster) による。 

(2） 芸術文化の振興 

連邦政府による芸術文化の振興には米国芸術財団が中心的な役割を果たし

ている。 

米国芸術財団 米国芸術財団（The National Endowment for the Arts) 

は，1965年大統領直轄の独立機関として設立された。米国芸術財団は，芸術

文化の振興，アメリカの遺産となるべき文化の保護，国民への芸術機会の提

供を目的とし，デザイン，舞踊，伝統工芸，文学，メディア（映画,テレビ， 

ラジオ），音楽，美術等の分野の芸術家及び芸術団体並びに博物館，オペラ劇

場，演劇場等の団体に補助金の形で経済援助を行っている。補助金の交付の

審査に当たっては，行政に判断・評価をゆだねるのではなく，芸術分野にお

ける広範で専門的知識を有する民間の芸術家,専門家等によリ民意の反映が

図られている。米国芸術財団の財源は，連邦政府の予算と民間からの寄付で

賄われているが，1988年の予算は 1億6773万ドル（211億3398万円）となって

いる。米国芸術財団の1987年度における分野別の支出状況は次のとおりであ

る。 

スミソニアン機構 スミソニアン機構(Smithsonian Institution）は，1926 

年にイギリス人ジェームズ・スミソンによリ遺贈された資産によリ,アメリ

カ議会の立法に基づいて1946年に創設された独立の機関 (Establishment) 

で，合衆国大統領，副大統領，最高裁判所長官，各行政機関の長を法定構成員

としている。同機構は，人類の知識の増進と普及を目的として，14の博物館， 

美術館，研究所等で構成されており，美術，科学，歴史等幅広い分野の調査 
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研究活動，展示，実演等公共サービス，コレクション等の活動を行っている。 

1986年度の支出額は，連邦政府から配分された予算を主とし， 2億2402万ド

ル（282億2652万円）となっている。 

ナショナル・ギャラリー・オプ・アート ナショナル・ギャラリー・ォブ’ 

アート（National Gallery of Arts）は，スミソニアン機構の傘下ではある

カ、 独立の連邦政府機関として，連邦政府の直接の子算配分を受けており・

内外の美術品の展示，芸術教育等を行っている。 

ケネディ舞台芸術センター ケネディ舞台芸術センター（John F・ Ken-

nedy Center for the Performing Arts）は，スミソニアン機構の傘下ではあ

るが，内務省後援の独立の連邦政府機関であり，国の文化センターとして五

つの劇場を有し，入場料収入と民間からの寄付により演劇・音楽・オペラ・

舞踊等の公演及び教育活動を実施している。 

(3） 文化財の保護 

アメリカの文化財保護の重点は，当初，独立記念建築や南北戦争の戦跡に

置かれ，連邦の所有，管理する土地に存するものに限られていたが・次第に

保護の対象を広げ，私有財産にも文化財保護のための規制を加えるようにな 

った。 

アメリカでは，文書，美術品等の文化財の指定制度はないが，重要なもの

は，スミソニアン機構，国会図書館などの政府関係機関で保有されている。 

また，アメリカ民俗生活センター（American Folklife Center）においては, 

スミソニアン機構等とも共同しながら，アメリカの伝統的生活の保存・再生

や建築物の保存を図っている。 

文化財保護の制度 連邦の文化財保護に関する法律は数多く，また・多く

の変遷を経ているが,おおむね次のような歴史を経ている。 

1906年の古代遺物法では,大統領は，連邦が所有し，又は管理している土

地に存する歴史的な記念地等を国家的記念物と宣言できることとし・その保  

護を図ろうとするものであったが，多くは先史時代の遺跡が対象とされてい

た。1935年の史跡法は，保護対象の時代的範囲を広げるとともに，重要な遺

跡等を取得して保存する権限を内務長官に与えるものであった。 

いずれにしても，保存の対象は連邦所管の土地という基本的考え方が踏襲

されていたわけであるが，1966年の国家歴史保護法において，はじめて民有

地にある史跡等にまで保護の対象を広げ，重要な遺跡等の国家登録を行う権

限を内務長官に与えるとともに，これらの遺跡等の保護を図ることとした。 

なお，埋蔵文化財の保護についても，古代遺物法では連邦が所有し，又は

管理している土地にある遺跡に係る場合にのみ許可制をとっていたが，1960 

年のダム等の工事により影響を受ける歴史的・考古学的資料の保護に関する

法律では，連邦の機関又は連邦の免許を受けた者によって実施されるダム等

の工事の場合には連邦所有地等以外の土地にある遺跡についても緊急調査を

実施することとされ, さらに， 1974年の改正によって， 連邦の免許又は補

助によるものを含むすべての連邦関係の事業計画にてル、て，遺跡の破壊のお

それがある場合には調査又は復元の措置をとるべきこととされた。 

文化財保護の組織 アメリカにおける文化財保護の対象は，国家歴史保護

法によれば，アメリカの歴史上，建築上，考古学上及ひ文化上重要な地域， 

遺跡，建造物，構築物,物件であリ，連邦は，各州の行う文化財の保護，取

得等に関する調査及び計画の策定その他の保護の措置に対して補助金を交付

している。 

文化財の保護を担当する組織には，連邦政府の機関として，内務省国立公

園部，魚類・野生動植物部，博物館援助機関等があり，そのほか,各州の機

関，関係団体等があげられるが，これを総括する立場である大統領の諮間機

関として歴史保存諮問審議会が設けられている。 

歴史保存諮間審議会は，文化財の保護，修復，復旧，改築についての基本

的な施策立案に関する事項をはじめ保護活動に関係する組織・団体，個人等

の連携措置や情報の普及等について大統領に助言することとされている。 
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内務省国立公園部（The National Park Service of Department of lute-

nior）は，国立公園，史跡，記念物，歴史公園の管理・運営を行っておリ・ま

た，内務省魚類・野生動植物部（The Fish and Wildlife Service of Depart-

ment of Interior）は，絶滅の危機にある動植物について，政府において指定

されたものの生息地や繁殖地を買い上げることなどによりその保存を図って 

いる。 

このほか，1976年に設立され，現在は米国芸術・人文科学財団傘下の独立

組織となっている博物館援助機関（Institute of Museum Services）は・博

物館，動物園，水族館，植物園，プラネタリウムの運営・文化遺産の収集及

び保護計画に対して援助を行っている。ここで，博物館は・文化遺産の保存’ 

保護の機能と教育的機能の両面を扱うものとしてとらえられている。 

また，1949年の合衆国歴史保護ナンョナル・トラスト法によって設立され

た歴史保護ナショナル・トラスト（National Trust for Historic Preserva-

tion）は，文化財保護に関する連邦の政策を推進するとともに・文化財保謹に

関するー般国民の参加を促進するという目的の下に，重要な遺跡・建造物等

の贈与を受け，これを公共の利益のために保存，管理するとともに・保護計

画を実施するため，広く一般から受けた寄付金等を管理するなど・アメリカ

の文化財保護において重要な役割を担っている。 

（注） ドルの邦貨換算については， Iドルを126円とした。 

フランスの文化行政 

(1）概 説 

フランスの文化振興においては，中央政府の果たす役割は大きく，文化・

コミュニケーション省（Ministとre de La Culture et de Ia Communication) 

がそれを統一的，総合的に担っている。文化・コミュニケーション省の施策

は，国立の文化施設の運営や芸術団体に対する助成に加え，芸術家養成のた

めの専門機関の設置・運営，初等中等教育における芸術教育，歴史的建造物

の大規模な復元・修復を行うなど幅広く展開され，その予算も膨大な額に上

っている。 

文化・コミュニケーション省は，1959年第 5共和制の下でアンドレ・マル

ローが文化大臣に任命され，文部省から文化省が独立し，文化行政の一体化

が図られて以来，文化振興の中心的役割を果たしている。 

文化省は，文化環境省等と名称の変更が時によリ行われており，現在は， 

上記の名称が用いられているカち コミュニケーション分野の施策は，映画， 

報道等を通じたフランス文化の海外普及を目的とした報道機関等への補助金

の交付等である。 

文化・コミュニケーション省は，芸術文化の振興，文化財の保護，国立の

芸術文化施設の管理・運営等種々の施策を行っている。さらに，コンセルヴ

ァトワール等国立の芸術家養成のための機関を所管するとともに，各段階の

学校教育における芸術教育活動と奨学金の交付等広く芸術教育の振興に努め

ている。 

文化予算 1988年度の文化・コミユニケーション省の予算は，88億2358万

フラン（1941億1876万円）(1987年度89億9120万フラン）で，国家予算（約1 

兆900億フラン）に占める割合は0. 81%( 1987年度0.7 1%）となっておリ，補助

金が全予算の約半分を占めている。1987年度予算の内訳は次のとおりである。 
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一電二資 J、、L 野い ―ー土夢額（邦貨童概爺韻了弾 	」 

i難灘難1 
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一総舞機舞臨 

(1）文花活唖功 
建築文化財、美術館，博物館 
古文書，資料文化財 
造形美術 
演劇．；劇場 
音楽，舞踊 
映画 一 
文化環境（芸術教育，民間資 
金導入文化活動・地方文化施設 

等） 
‘気所管機関運営・設備 	‘ 
一IJドンピドー・七ンター 

二考その他 

セ）重要文化施設撃備 
二森・（大Il一ブル葬鱈i編,ヴイ kッ・ー 

’ト音楽都市等）き三、 響「鷲響響響。 
一に総 	叫計、；".g,・ 一89億 9,120万7ラ x(1, 978億 	640万「助 

次のようなことがあげられる。 

① 1987年に文化芸術助成に関する法律（全面的発効は1990年）の成立に伴

い，芸術文化の助成に関するハイレベル諮間委員会が発足し，公的資金と民

間資金との協力によって造形芸術，博物館・美術館活動，文化財保護活動・

演劇等の文化事業が実施されている。このための予算は・ 1987年においては 

3060万フラン（ 6億7320万円）,1988年においては4400万フラン（ 9億6800万

円）となっている。また，文化の事業に対する民間資金の調達を促進するた

めに文化活動のための寄付金について税控除等の優遇措置がとられた。 

② 歴史的遺産の保護事業は，芸術教育施策と並ぶ優先施策であり，歴史的

建造物・記念物の大規模な復元・修復のため1988年から歴史的記念物の保護

に関する事業計画法が施行された。同年から1992年まで'0) 5 会計年度（総額 

51億4570万フラン（1132億540万円）を予定）にわたって継続して実施される

予定である。 

③ 1988年は「舞踊年」に指定され,舞踊の創作と内外における舞踊の普及

を促進するため，1987年度予算に比し，40％増の1840万フラン（ 4億480万円） 

の予算が計上され，また，舞踊に関するハイレベル協議会が設置された。 

④ 重要文化施設整備事業として，1988年度はバスティーユ・オペラ座の建

設，大ループル美術館の整備，ヴィレット公園の改修，ヴィレット音楽都市

の建設等の事業が継続して実施されており，これらの実業のための総予算は， 

1987年度は21億1720万フラン（465億7840万円）,1988年度は12億2950万フラン 

(270億4900万円）となっている。1988年度が前年度に比して減少しているの

は，オルセー美術館の完成あるいは工事の進行に伴うものである。 

⑤ 地方文化の振興のため，予算の地方配分に配慮が払われており，特に地

方における文化施設の建設・整備，歴史的建造物の修復等の大規模文化事業

に重点が置かれている。1988年の地方配分予算には，文化予算の49% (1987 

年は43%）が向けられている。 

(2） 芸術文化の振興 

文化・コミユニケーション省は，舞台芸術の分野では，パリ・オペラ座， 

音楽・演劇コンセルヴァトワール，オーケストラ並びにコメディー・フラン

セーズ，オデォン国立劇場，シャイョー国立劇場，コリーヌ国立劇場及びス

トラスブール国立劇場の5大国立劇場等を所管し，また，地方の国立劇場や

地方及び民間の各団体及び教育機関に財政援助を行い，その振興を図ってい

る 

美術分野では，ルーブル美術館，ォランジェリー美術館等33館の美術館・

博物館を直接管理するほか，国家認定の美術館・博物館33館及び民間の美術

館1000館程度について設備費又は運営費の財政援助を行っている。また，国

立造形美術センター，芸術美術学校等を所管し，造形美術の創作活動と専門

家の養成を支援している。 

映画については，文化・コミュニケーション省所管の国立映画センターが， 

最近の施策 文化・ ュニケーション省の最jとの1守iuJな施策としてはュニケーション省の最近の特徴的な施策としては 
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映画入場料の付加価値税等を財源とし，映画の製作・興行の助成，映画の収

集・保存等を行い，映画芸術の振興に当たっている。 

(3）文化財の保護 

フランスにおける文化財の保護については，国が多くの歴史的な記念物を

保有し，歴史的に国の中央集権的な体制によって行われてきたことが特色で 

ある。文化財の指定制度は，1841年に始まると言われ・長い伝統を有してい

るが，現行の文化財保護制度は，歴史的記念物に関する1913年法・天然記念

物及び美術的，歴史的，学術的，伝説的又は絵画的な景観の保護のための1930 

年法，1913年法のうちの発掘に関する部分を独立させて制定された考古学上

の発掘の規制に関する1941年法，フランスの歴史的，美術的遺産の保護に関

する法律を補足し，建造物の修景を促進するための1962年法を補正して制定

された都市計画に関する1973年法などが基本となっている。これらの法律は

その後多くの改正が加えられ，現行制度に至っている。 

前に述べたように，歴史的遺産の保護は優先的な施策とされ・歴史的記念

物の保護に関する事業計画法によって1988年から 5か年計画で膨大な予算を

投入して，歴史的な建造物・記念物の復元・修理事業が行われる予定である。 

歴史的記念物に関する1913年法 歴史上又は美術上の見地から保存の必要

がある不動産及び動産を保護の対象としている。対象とされる不動産には建

造物，遺跡の包蔵地などのほか,指定不動産から見え・又はこれと同時に眺

められ，かつ500メートルを超えない周囲にある他の不動産を含むこととして

いる。これらの中で重要なものについて保護措置がとられているが・その指

定対象物件が私有に係るものである場合，所有者の同意があるときは文化省

令で，同意がないときはコンセィユ・デタの議を経た政令で行われることと 

なっている。 

指定不動産については，現状変更が制限されるー方，修理等が必要となっ

た場合には随時国の費用で実施することができることとされている。修理等  

の工事が実施されないため，段損，破壊等の危険に陥った場合は，所有者に

対し50％以上の国庫補助の下に工事の実施を命じることができることとされ

ている。また，指定動産については，現状変更が制限されるほか，国外への

輸出が一切禁止されている。 

なお，不動産，動産を問わず，直ちに指定を要しないカ、 その保存力鴫旦まし

いものについては，文化省令により補助目録に登録することができるとされ

ており，指定による重点主義を補う形で登録による保護措置がとられている。 

天然記念物及び美術的，歴史的，学術的，伝説的又は絵画的な景観の保護 

のための1930年法 美術的，歴史的，学術的，伝説的又は絵画的な見地から

その保存又は保全が普遍的価値をもつ天然記念物及び景観地を指定し，これ

らについて現状変更の制限等の保護措置を講じることとしている。私有地に

ついての所有者の同意の有無による手続の区別については，歴史的記念物の

場合と同様である。 

考古学上の発掘の規制に関する1941年法 埋蔵文化財の保護を図るもの

で，国により実施される場合を除き，発掘・試掘については，許可制となっ

ており，許可を受けたものは，文化・コミュニケーション省の監督下に実施

すべきこととされている。 

都市計画に関する1973年法 我が国の伝統的建造物群の保護制度に相当す

るものは，都市計画に関する1973年法に規定されている。歴史的，美術的特

質を有する一定の街区又はその地区内の建造物等で保存，修理，修景が適当

と認められるものについては，関係市町村の同意に基づく場合は関係行政機 

関の省令で，同意のない場合はコンセイユ・デタの議を経た政令で保護地区

に指定することとされている。この保護地区においては，政令で長期計画が

定められ，現状を変更する工事はこの長期計画に沿うものでなければ許可さ

れないこととなっているなど，都市再開発の中で歴史的街区の保存を図る上

で重要な機能を果たしている。 

（注） フランの邦貨換算については， 1フランを22円とした。 
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西ドイツの文化行政 

(1）概 説 

ドイツは，歴史的に独立したいくつかの邦から成リ立つ国であリ，現在も・

連邦主義，地方分権主義が行政制度においても強く貫かれている。西ドイ、ソ

の基本法において連邦と州の権限配分が規定されているが・行政の大部分は 

,1政府が行うこととされている。特に文化に関しては，州が独自の施策を行

っている。 

行政組織について見ると，連邦政府に文化省は設置されておらず・文化に

関しては主として内務省（Bundesministerium des Innern）東方移民・難民・

戦争被災者，文化関係局が担当している。州においては，文化を担当する行

政組織は様々であリ，例えば，ヘッセン州においては文化省が担当し・バー 

デン．ヴュルテンベルク州においては文化・スポーツ省，学術・芸術省及び

内務省がそれぞれ担当している。なお，各」・トI間の調整・協力のため・常設各

州文化相会議が設置されている。市町村においては，各種のイベント・地域

の祭りや行事の奨励を行うほか，文化的基盤の整備を行っている。 

なお，連邦政府の文化関係支出について見ると，内務省以外の省庁所管の

ものを含めて1986年は，文化団体，博物館・美術館への補助・音楽・文学・

絵画，彫刻，映画の振興や人文科学の奨励等を含めた芸術文化関係の支出は

約 2億4300万マルク（182億2500万円），プロイセン文化財団(Stiftung Preus・ 

sischer Kulturbesitz）への補助などを含めた文化財保護関係の支出は約 1億 

2900万マルク（96億7500万円）となっているが，国全体の文化関係の公的支

出は，州と市町村が大きな部分を占めている。 

また，諸外国との文化交流については,外国におけるドイツ語の普及と

文化面での国際的な交流と相互理解の促進のため，ゲーテ・インスティテュ 

ート（ Goethe-Institut）が外務省等からの補助をうlナ， ドイツ語の語学コー 

第 5節 諸外国における文化行政 

スを設けるとともに，講演，セミナー，シンポジウム，美術展などの文化交

流事業を活発に実施している。 

(2） 芸術文化の振興 

連邦政府においては，内務省において，音楽，文学，絵画，彫刻，映画等

の振興を担当するとともに，博物館・美術館等の運営の補助等を行っている。 

音楽にてル、ては，三つのオーケストラの共同設置者として財政負担を行う

とともに，音楽諸団体の統合機関であるドイツ音楽協議会（Deutscher Musiー 

krat）に補助を行っている。 

文学については， ドイツ文学基金（Deutscher Literaturfonds）に対して補

助を行っており，ここから奨学金等が支出されている。 

絵画，彫刻については，芸術基金（Kunstfonds) に補助を行うほか,全国

的規模の展示会等への補助を行っている。 

映画については，連邦映画奨励庁（Filmforderungsanstalt) を通じての補

助を行うほか，各種映画祭と映画賞の補助を行っている。 

(3） 文化財の保護 

文化財の国外流出の防止 文化財保護に関する立法上，行政上の権限は原

則として州に与えられているが，貴重な文化財の国外流出については，連邦

内務省が所管し，連邦法としての1955年のドィツ文化財の国外流出防止に関

する法律によって規制されている。 

この法律においては，その国外流出がドイツの文化的財産の本質的損失に

なるような美術品，文書等の輸出が許可制とされ，許可が必要な美術品等は， 

各州から重要美術品の登録目録の通知を受けて，連邦政府が作成する 「国家

的に重要な文化財総目多剥に登録されたものであり，現在，約500点を数えて

いる。 

登録された文化財の輸出許可は連邦内務大臣が行うこととされているが， 
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輸出が許可されず，不利益を受けた者に対しては，州は連邦内務大臣と協議

して正当な補償をしなければならないこととされている。 

州における文化財の保護 各州の文化財保護法の制定は，1958年のシュレ

スヴィ ソヒ・ホルシュタイン州が最初であり，1982年にヘソセン州が制定し

たことによりすべての州にそろったが，現在，文化財保護に関する連邦法を

作るため，連邦内務省に連絡調整機関が設けられている。 

各州において保護の対象とされる文化財の分野は様々であり，それぞれの

州でその対象を決め，登録が進められているが，おおむねその対象は・建築

物，埋蔵文化財，芸術作品，装飾品，日常生活用品，文書・記録・地図・貨

幣，紋章，切手などに整理される。 

登録が終了しているのは，バイエルン州だけであるが，現在までの連邦全

体の登録件数は50万件に上ると推測されている。 

各州の文化財保護の制度を通観することは困難であるが，バイエルン州の

記念物の保全及び保護に関する法律においては，文化財の現状変更の原則的

禁止，所有者の管理義務，埋蔵文化財の発掘の許可制が定められるなど我が

国の現行制度と大きな違いはないように思われる。さらに・この法律では・ 

「住居の不可侵，人格の自由な発展及び所有権の諸基本権は，本法により制

限を受ける」とされており，その具体的な表れとして登録された文化財の内

容，形状に関する危険を他の方法では防止できないときは収用が認められる

ほか,立入調査，先買権などが認められている。我が国の天然記念物やー部

の名勝を含む自然の記念物は，この法律の対象とされず，自然保護法に基づ

く保護措置がとられており，主務官庁も文化財保護が一般に文化省であるの

に対し，この場合は，国土開発・環境問題省となっている。 

また，バーデン・ヴュルテンベルクナト~では，1985年に州が財政的援助を行

う特殊法人的な団体として文化財保護財団が設立され，文化財保護行政に協

力するボランティアの市民運動に対し，財政的な援助を行っている。 

連邦と州等との連携 旧プロイセン国の文化財の保存・管理を行うため・ 
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プロイセン文化財団が1957年に設立された。プロイセン文化財団では，旧プ

ロイセン国の中央文化施設である博物館・美術館，国立図書館，国立文書館

等を運営している。これは，連邦内務省が所管しているが，1986年は連邦政

府が財団予算の約65％を，すべての州が残りを財政負担した。 

また，1975年には，連邦と州等の文化財保護行政機関や報道関係者，専門

家を構成員とする文化財保護全国委員会（Deutsches Nationalkomitee fur 

Denkmalschutz) が設立され，各文化財保護行政機関の各種関係立法への協

力,専門的問題の解明への協力その他の相談，広報などの役割を担っている。 

このように，西ドイツでは，連邦と州とが連絡・調整の努力を払いながら, 

州を中心とした文化財保護行政が進められていると言える。 

（注） マルクの邦貨換算については， 1マルクを75円とした。 

イタリアの文化行政 

(1）概 説 

イタリアにおいては,文化行政は国が中心となっているが，イタリアには， 

統一国家成立以前の各地方の自治的伝統が現在まで残っておリ，なかでも地

方都市には，独自の文化的な蓄積が豊かであって,このような伝統に対応し

た州等の文化施策は，文化事業，音楽，演劇，映画，文化センター，文化財

等にわたり多彩な展開を見せている。法制的にも，文化の振興及び文化財の

保護は，かつては包括的に国の権限とされていたカ、1977年大統領令第616号

によって一部の権限が地方に委譲されている。 

観光・公演省と文化財・環境財省 イタリアにおける国レベルの文化行政

の権限は多くの省に分散されている。この中で，芸術文化の振興は観光・公

演省（Ministero per ii Turismo e 10 Spettacolo）が，文化財の保護は文化

財・環境財省（Ministero per i Beni Culturali e Ambientali）がそれぞれ所 
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管している。 

観光．公演省には，図1-7に示すように・二つの局が置かれ・観光及び 

スポーツのほか，舞台美術・映像芸術の振興に関する事務を所掌している。 

同省では，文化施設の運営は行わず,芸術団体への補助金の交付を行ってい 

る。 

文化財．環境財省には,四つの局が置かれ・記念建造物・考古資料などの 

文化財や環境財の保護とともに，博物館，美術館・図書館,文書館等の文化

施設の管理．運営又は監督に関する事務を所掌している。また・国の文化財

保護に関する管理組織として，文化財の種類に応じて地方に文化財監督署が 

置かれている。 

イタリアの主な文化行政組織 

文化予算 観光・公演省の1986年度における芸術文化の振興のための予算

は．8840億リラ（884億円）であリ，1981年度の2190億リラに比較して約 4 倍

に上っている。これは，舞台芸術の経費の上昇が問題視されるようになり， 

1985年の第163法によって音楽，演劇及び映画について総合的に助成を行う統 

ーファンドが設立され，大幅な予算の増額が行われたことによるところが大

きい。なお，同法によって芸術文化創造における民間企業の寄与についても， 

その投資に対する課税控除などの税制上の優遇措置がとられるようになっ

た。 

文化財・環境財省の1986年度の予算は，9960億リラ（996億円）であリ，1981 

年度の4910億リラに比較すると約 2倍となっている。 

(2） 舞台芸術の振興 

前に述べたように，1985年に音楽，演劇及び映画を総合的に助成する統ー 

ファンドが設立され，その助成の大幅な充実が図られたこともあり，1986年

度においては，音楽5450億リラ（545億円），演劇1300億リラ（130億円）,映

画2090億リラ（209億円）の予算が確保され，その振興が図られている。 

イタリアにおける音楽芸術の振興を図るために，1967年の第800法によっ

て， ミラノのスカラ座，ナポリのサン・カルロ座，ベネチアのフエニーチェ

座． ローマのサンタ・チェチリア・アカデミー等13のオペラ・シンフ・ォニー 

法人が設立された。これらの13法人はイタリアにおける音楽芸術のかなめと

しての位置を与えられ，多額の補助金の交付を受けている。 

演劇について，かつては助成に関して定める法律はなく，各年度ごとに， 

観光・公演省が定める基準に基づき， ミラノのピッコロ座，ローマ，ジエノ

ノぐ， トリノ， トリエステの各市立劇場， トスカーナ，エミリア・ロマーニヤ， 

カラプリアの各州の州立劇場巡回網等に対して補助が行われていたが，1988 

年に演劇の助成のための法律が制定された。今後は,その助成はこれに基づ

いて明確な基準によリ恒常的に行われるものと予測される。 
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映画に対する補助は，1965年の第1213法によって定められている。この補

助の中では，長編映画の制作について興業収益に応じて一定の割合で還付さ

れる奨励金が大きな部分を占めている。また・芸術的な映画で収益の少ない

ものについては，選考委員会の意見に基づき・観光・公演大臣から賞金が与

えられる。このほか，フェスティバルや映画サークル・国立映画図書館に対

する助成のために特別の財源が措置されている。 

(3） 文化財の保護 

文化財の保護は，1939年の第1089法（芸術的・歴史的遺産の保護に関する

法律）と第1497法（自然の美と景観の保護に関する法律）の制定によって・

近代的な意味での中央政府による保護の制度が確立された。 

また，1963年には第1409法が制定され，古文書に関する保護の制度が整備 

された。 

1986年度における文化財・環境財省の予算では，文化財の保護のために8520 

億リラ（852億円）の予算が確保され，その施策の充実が図られている。 

芸術的．歴史的遺産の保護に関する法律 保護の対象となる文化財は・「芸

術的，歴史的，考古学的又は民俗学的な価値をもつ不動産及び動産」とされ

ており，その例として①古生物，先史時代・原始時代に関するもの・②貨幣・

③写本，原始石版，書簡，重要文書，古版本,価値のある書籍・新聞があげ

られているほか，芸術的，歴史的に重要な邸宅，公園・庭園もこれに含まれ

るとしている。これらの中でも，生存している作者の作品又はその製作後50 

年を経過していない作品は保護の対象外とされている。 

また，これ以外に，政治史，軍事史並びに文学上，芸術上及び一般的な文

化上の理由によリ特に重要性をもつものと認めて文化財・環境財大臣が通達

した不動産についても保護の対象とすることが規定されている。 

これらの文化財のうち，公有のものはすべて保護の措置がとられるが,私

有のものは原則として特に重要な価値をもつものとして指定して告示したも  

のがその対象となる。 

すなわち，これらの物件の破壊，移動，改造又は修復については許可を受 
' 

けなければならず，また，文化財・環境財大臣は，その殿損を防止し,保存 

を確保するために直接必要な措置をとり，又はこれを命じることができる。 

文化財の所有者等は文化財に関する工事の計画について事前に地方文化財監

督署の承認を受けなければならず，地方文化財監督署はこれに反する工事の 

中止を命ずることができる。さらに，文化財・環境財大臣は，不動産である

文化財の安全が危険にさらされたり，その眺望や採光が損なわれ，又はその

環境や品位が変化するのを防止するため，建築基準法規等からは独立して， 

周辺の建築物に関して文化財からの距離，高さその他の基準を定めることが

できる。 

文化財の輸出については，告示の有無にかかわらず，すべて許可を受けな

ければならないこととされている。 

考古学的な調査については，文化財・環境財大臣が実施する場合を除いて， 

すべて許可を受けなければならず，これによって発見された文化財は国の所

有物になるとされている。この際，土地等の所有者又は占有者に補償金が与

えられる。 

自然の美と景観の保護に関する法律 保護の対象とされるものは，①卓越

した自然の美及び地質学的に特異な性質を有する不動産，②芸術的・歴史的 

遺産の保護に関する法律の対象とならない邸宅，公園及び庭園で際立って美 

しいもの，③美的,伝統的価値を持つ特徴的な外観をなす不動産の集合，④

自然の美しい景観で人々が展望でき，かつ享受し得るものがあげられている。 

これらは各県ごとに作成される名簿に登録される。上の①と②の物件の名

簿に基づいて，文化財・環境財大臣は重要なものを所有者等に通告する。ま 

た，③と④の地域の名簿は文化財・環境財大臣の認可を受け，官報に掲載さ

れ，公表される。これらの通告し，又は公表された不動産の所有者等は許可

を受けなければその段損・破壊及び外観の変更をすることはできない。 

ー-93-ー 



第1章 文化と文化行政 
	

第I節 我が国の芸術の状況 

また，通告の対象外の物件及び名簿に登録されていないものであっても・

この法律の対象とする物件又は地域については，その外観を変更するような

工事を禁止し，又は停止させることができることとされるなど保護の措置が

とられている。 

なお，ベニス，ボローニャ，アッシジ，シエナ等の歴史的都市の保存につ

いては，あらかじめ政府の承認を得て，市議会で決定される都市保存計画又

は都市再開発によって実現されている。 

（注） リラの邦貨換算については，100リラを10円とした, 

第 2 章 芸術の振興 

第 1 節 我が国の芸術の状況 

芸術活動の状況 

我が国の芸術は，伝統芸術を継承しつつも欧米芸術の強い影響の下に，音

楽，舞踊，演劇，美術，文芸などの各分野にわたり，広範かつ多様な活動が

活発に展開されてきている。 

文化の精華とも言うぺき芸術活動は，様々な形で自由に行われているもの

であり，その状況を正確に把握することは困難であるが，各種の資料を手懸

かリとしてその概括的状況をできるだけ明らかにしたい。 

(1） 公演・展示等 

芸術活動は，その成果を公演や展覧会，出版の形で発表し，鑑賞され，評

価されてより一層の発展につながっていく。 

舞台芸術（音楽・舞踊・演劇）の公演について見ると，その状況は図2-

1のとおりである。その推移は，舞踊は変化が少ないが,演劇，音楽は年々

かなりの増加傾向を示している。また，地域別の状況を昭和61年について見

ると，舞踊，演劇における関東地区への集中が目立っており，地域によって

かなりの相違があることがうかがえる。 

美術の展覧会については，全国における美術館などの整備の進展もあって， 
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図2-i 舞台芸術公演回数の推移 

図2-2 美術展覧会開催件数の推移 

（注） 公募展＝美術団体が実施する公募の展覧全 

美術館等の企画展＝国公私立美術館の企画による展覧会

個 展＝画廊を使用して行う個人作家の展覧会 

コンクール展＝新聞社・文化団体等が賞金を提供する公募展

県 展＝各県が行う公募の展覧会 

日本美術年鑑（東京国立文化財研究所）による。 

図2-2に示すように，その開催件数は増加している。旧官展を継承し，我

が国の団体公募展として最も代表的な日展（日本美術展覧会）を例にとって

最近の状況を見ると，応募者数は昭和58年に1万人を超え，昭和62年には 1 

万1600余人となリ活況を呈している。 

文芸作品の出版状況を見ると， 日本文学関係の新刊書籍の出版点数は昭和 

50年から60年までの10年問に4011点から5063点と増加し,また，文芸関係維

誌の出版点数も同じ期間に180点から232点へと増加しているものの，最近数

年間はほぽ横ばいの状況にある。 

(2）芸術文化施設 

舞台芸術の公演会場として通常使われるホールや劇場数は，昭平FJ52年には 

527館であったが，昭和60年には1036館となリ 8年間でほぽ倍増している。 

昭手ロ60年における地域別の館数は図2-・ 3のとおりで，ほぽ全国にわたっ

て整備されつつあリ，このうち公立文化会館建設の比重が大きいことが分か

る。これらの施設はその多くがいわゆる多目的ホールとして作られてきたカち

最近，専門のホールに対する要望も強く，コンサートホールのように使用目

的をはっきりさせた特色のある質の高いホールも設けられつつある。 

また，美術館も公立，私立ともに館数が大幅に増加し，これに伴い入館者

数も順調に増加している。 
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93 

巨 

図 2一 3 地域別ホール館数 

340 

(3） 芸術家・芸術団体 

芸術家 芸術関係の活動を職業としている人々を 「芸術家」として・国

勢調査により分野別芸術家人口の推移を見ると図2-4のとおりであり・全

般的に増加傾向にあるが，音楽家とデザイナーは特に著しい増加を示してい 

る。 

また，昭和60年における男女比を見ると，女性の比率は・音楽家において 

-98---- 

78％と最も高く，次いでデザィナ-42%，俳優・舞踊家・演芸家40%，文芸

家・著述家33％と統いており，芸術活動における女性の活躍がうかがえる。 

これらの芸術家も芸術活動のみで生計を維持できる者は少ないと言われて

いる。例えば，芸術団体に属している舞台芸術家の一部を対象とした調査て‘ 

も，芸術活動で主要な生計費を得ている者は 3割程度であり，なお多くの実

演家が教育活動等からも収入を得なから生活しているという結果が出てい

る。 
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芸術団体 芸術活動は，オーケストラや劇団など団体の活動として行われ

ることが多く，それぞれの分野で多くの団体が活発な活動を展開している。 

また，伝統芸術の流派や美術団体などに見られるように，芸術家の活動の拠

占  研義の場，発表の場として重要な機能を果たしている団体も少なくない。 

さらに．特定分野の芸術の普及発展，芸術家の利益の擁護，相互交流，国

際交流など共通の課題に力を合わせるために，それぞれの分野で協会・協議

会等の団体が結成され活動している。 

前述の芸術家のうちでも，専門性の高い芸術家は通常はこれら芸術団体に

よって活動しており，例えば，舞台芸術については，各分野の専門芸能実演

家団体によって組織される囲日本芸能実演家団体の加盟団体に所属する実演

家数は，昭和62年 3月現在で5万5729人であり，また・美術の分野では,主

要各団体の登録会員数が 3万4416人である。 

各芸術団体の状況は，我が国芸術活動を知る上で重要な意味を持っている

が，その概況については本節 2に譲ることとする。 

(4） メディアの発達と芸術 

今日の科学技術の進展は，芸術に対しても大きな影響を及ぽしている。ま

ず第ーに，記録し，再生し，さらに伝達する技術の発達は，舞台芸術や美術

作品に触れ,それを楽しむことができる人の数を飛躍的に増大させた。映画・

レコード，ラジオ，テレビから，ステレオ，ビデオ，CDなどに至るまで・こ

れらの機器の機能の向上と低価格化の進展は良質の音や映像に広く国民が接

することを可能にした。ピデオテープレコーダ，CDプレーヤの普及が急速に

進んでいることが注目され，さらに，ヘッドホンステレオの生産が著しい増

加を示しておリ，若者の愛好者が激増していると推定される。これらのビデ

オ，CDのソフト面について見ると，ビデオにおいては，（カセ・ソト）テープ・

ディスクともに劇映画（洋画）が全新作中最も高い比率を示しておリ・ CDで

は，ポピュラー及びクラシック音楽が全体の新譜数中最も高い比率を示して 
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いる。 

また，写真や印刷技術の発達は絵画などの美術作品を身近なものにしてお 
.ノ 

り，ハイビジョン技術の実用化は映像芸術の制作と鑑賞の両面に画期的な変

化をもたらすものと考えられる。 

科学技術の進展が芸術にもたらしたもうーつの大きな影響は，新しい表現

手段を提供し，新たな芸術分野を開拓していることである。映画は映像芸術

としての独自の地位を確立して数多くの名作を生み出し,また，テレビも独

自の芸術分野を確立している。さらに，近年，シンセサイザーなどの電子音

楽，あるいはコンピュータミュージックやコンピュータグラフィックなど， 

コンピュータの能カを利用した新しい音や映像の芸術分野が次々に生まれて

きており，今後の多様な発展が期待されている。 

(5） 芸術活動の経済的基盤 

我が国において，芸術活動に要する経費の財源の確保は，原則的には，芸

術家，芸術団体の責任にゆだねられている。 

美術の場合は，美術館等の場かかなりの水準にまで整備されており，活動

の成果の発表に伴う芸術家等の経済的負担については比較的問題が少ない

が，発表が公演の形態をとる舞台芸術については困難な場合が多い。すなわ

ち，舞台芸術の場合，その財源は，通常，入場料等の収入に求められている

が，それのみで賄い得るのは，商業演劇の一部や特に高名な音楽家の演奏会

等に限られ，その他確実なスポンサーを持つ芸術家，芸術団体を除いては， 

必要とする経費を確保することは困難な場合が多く，不足する部分は，国， 

地方公共団体や民間，企業等からの援助に求めることとなる。 

図 2一5は，昭和61年に行われたオーケストラ，オペラ，バレエの文化庁

助成公演の収入構成の例であるが，これを見ると，入場料が44％から51%, 

補助金17％から30%，プログラム売上げ等 5％から6%，自己負担金15％か

ら32％という概況になっているカち この自己負担金は究極のところ，そのほ 

-101- 



オーケストラ定期演奏会，オペラ公演及びバレェ公演に

おける収入状況 

オーケストラ定期
演奏会 

オペラ公演 

協 

(46.1) 

とんどが民間，企業等の援助に待たざるを得ないものと考えられる。 

我が国の入場料の水準を欧米諸国のそれと比較を試みたのが・図2-6で

あるが，公演内容の相違等があって単純な比較はできないが・これらから・

我が国の現状は既にかなり高い水準にあることがうかがわれ・鑑賞者の負担

に頼ることには限界があることが示されている。 

我が国の民間，企業等の芸術文化活動に対する関心は，従来必ずしも高く

ないと言われてきたが，近年，財団等を設置し，これを通じて企業が援助・

助成を行おうとする動きがかなり見られるようになってきている。また・企

業自身が芸術活動に直接援助するケースも増加してきている。企業の支出し 
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図2-1 企業における文化鑑賞型イベントの実施状況 

I 

 	文、化 鑑 賞 

l 、
444.:％ノり、 

型 （鍬語加型 
13.  2% 
’ 	与 I麟麟響博ミ 

1 コン 4).二 j など 美術島・絵画肩＼、ー望豊 

遍・ミ三どり芳ル等文芸監% 1.賢ーー 
公】員 4J'7' 

（注） 1 比率は，全回答企業に対するもので里双回苦もあ乞 ての T(..LUUて kgんつ。 

2 比率は，文化イベント総件数に対するものである。 

企業の文化活動に関する調査（昭和61年度調査）（東京都生活文化局コミ．ュニティ文化部】 

による。 

図 2一 8 文化庁の芸術振興予算の分野別支出状況（昭和引年度） 

た公益法人への寄付金は，昭和50年から10年間で約 2倍の伸びを示している

が，この中で，芸術活動への援助についてもほぼ同様の傾向が推測される。 

また，昭和62年に東京都が行った調査によれば，図2-7のとおり，回答し

た企業555社のうち47％が何らかの文化活動を行い，そのうちの 5％がいわゆ

る冠公演等プロの芸術公演を主催していることが分かる。このように，現在， 

民間，企業等の芸術活動に対する援助が盛んになる兆しを見せている。 

芸術活動，特にオーケストラ，オペラ，パレェ等の大型の舞台芸術は，性

質上入場料等の自己収入のみでは成立できず，欧米諸国に見られるように公

費等外部からの援助，助成を不可欠としており，ここに芸術活動振興の必要

性が存在する。文化庁が各芸術分野別に助成を行っている状況は図2-8の

とおりであるが，今後，国，地方公共団体は，民間，企業等の理解・協力を

得ながら，芸術活動に対する支援について，一層充実に努力を払うことが強

く望まれている。 

芸術各分野の現状 

(1）音 楽 

我が国には，古来から継承されてきた伝統音楽と，明治以降，海外から伝

えられたョーロッパ系の音楽との二つの大きな流れがある。これらの音楽は

それぞれの伝統を守リつつ活動を続けながらも，昭和の初めごろからは，相

互に様式や技法を導入し合い，その融合を図ろうとす．る動きも現れ，今日で

は，洋楽的な楽器編成による邦楽の演奏様式や「ノベンバー・ステップス」 

のようにオーケストラと邦楽器等の協演の形態を取リ，また，洋楽の中に日

本の伝統音楽の要素を取り入れた我が国独特の作品も生まれている。 

演奏会の開催回数及び音楽家人ロは，本節 1で述べたとおり年々増加し

ている。 

このほか，音楽の分野においては，レコード，テープ等の媒体を利用した 
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日本人演奏家による洋楽演奏会の開催回数 

（昭和引年1月～12月） 

歌厳 285回 
(5%) 

バイオリン 286回 
(5%) 

（社）日本演奏連盟調べによる。 
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演奏の鑑賞が大きな役割を果たしている。日本レコード協会の調査によるレ

コード，テープ等の生産数は，戦後，昭和55年ごろまでに急増しており，そ

の後，伸び悩みは見られるものの，依然として極めて高い水準を維持してい 

伝統音楽 伝統音楽の分野では，大正期に撃曲の宮城道雄などを中心に洋

楽の要素を取り入れた新日本音楽の運動が起こり，戦後は現代邦楽の名の下

に邦楽・洋楽を越えた新しい音楽作りの道が開かれた。昭禾ロ30年代後半にそ

の活動はーつの頂点を迎えるが，それ以降もこの動向に大きく刺激され，新

たな邦楽を目指す活動が活発に行われるとともに，一方，古典邦楽において

も古典・伝統への志向をー段と強めた公演活動が盛んに行われるなど，邦楽

界全体が活気を呈し，今日に至っている。特に三曲（挙，三弦，尺八‘胡弓） 

界や長唄（三味線音楽）では，演奏家の個人リサイタルが急増したのが特徴

的である。 

邦楽の演奏回数を 「邦楽催物案内（東京公演）」（邦楽社発行）で見ると・

昭和59年295公演，昭和60年335公演，昭和61年349公演と年ごとに増加を示し

ている。 

また，昭和43年11月筆，三弦，尺八の普及向上と各流派の交流を図ること

を目的として設立された棚日本三曲協会の会員数も，昭手ロ45年3957人・昭和 

50年6180人，昭和55年9728入，昭和60年1万217入と増加してきている。 

洋 楽 クラシック分野における演奏会開催回数の内容について見る

と，昭和61年の分野別内訳は図2-9のとおりである。その比率を見ると・

室内楽，独奏，独唱等の小規模演奏会が63％と最も高い比率を占め，そのう 

ちピアノの演奏会が
100110/0，次いで声楽の独唱会が1 10/11/0，パイオリン 5％と続

く。この比率は今日の演奏家の数を反映したものとも言えよう。また・オー 

ケストラは，最大の器楽演奏形態として独自の優れた作品を数多く持ち，同 

時にオペラやバレエの上演に欠くことのできないものとして西欧舞台芸術の

基幹とされているが，我が国においても20団体を超える職業的オーケストラ 
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の積極的な活動もあって，その公演数は洋楽のクラシック全公演の28％とい

う高い比率を示していることが注目される。また，オペラは，洋楽分野では 

最大規模の公演形態を持ち，多額な公演経費を要するものであるが，関係者

の努力等により着実に公演実績を積み重ね，公演回数も洋楽のクラシック全

公演回数の 5％を保っている。 

クラシック以外の分野では，戦前から歌謡曲（流行歌）が根強い潜在的な

支持層をもって大きな比重を占めてきたカちー方ではジャズを中心にラテン， 

ロック，フォーク，ポピュラーソングなどカち その時その時の若い世代に支

持され，ジャズ界では世界のジャズメンと肩を並べて活躍する日本人演奏家 

も多く，今や日本のジャズとして国際的な位置付けさえも持つに至っている。 

この分野においては,ヘッドホンステレオの若者たちへの急速な普及等も

あり，カセットテープ等の軽便なものを中心とする媒体を通じた鑑賞の占め

る比重が極めて高い。 

国際交流 音楽に関する国際的な交流が近年盛んになってきていることが

注目される。 

来日演奏家・演奏団体の我が国におけるクラシックの分野の演奏活動の状

況を見ると，図2-10のとおり，年ごとにその公演回数が増加しておリ，昭

和61年には，1342回にも及んでいる。しかし，日本人演奏家・演奏団体の演

奏会も同様に増加しているため，来日演奏家・演奏団体による公演回数が我

が国で行われているクラシック音楽の公演回数全体に占める割合は，毎年20 

％前後と増えていない。 

一方，海外で活躍する日本人音楽家も昭和40年代から次第にその数を増し， 

世界的にもー流の交響楽団で音楽監督や首席コンサートマスターのように指

導的な地位についている者もいる。(tb日本演奏連盟に所属する海外在住の日

本人演奏家は昭平ロ63年 2月現在で165人であるが，このほか，若くして海外に

渡リ，そのまま長く海外で活躍している者も相当数あると思われる。これら

日本人演奏家の海外における活躍は，日本人の洋楽の技量の向上の結果にほ  

図 2-10 日本人演奏家・来日演奏家別の洋楽公演回数の推移 

演奏年鑑（口本演奏迎盟）による。 
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かならないが，ョーロッパでのコンクール入賞が大きな契機となった場合も

多い。 

昭和55年からは，我が国でも囲日本演奏連盟が中心となって「日本国際音

楽コンクール」が開催されるようになり，その後昭和58年，昭和61年と回を

重ねるごとにますます盛況を見せている。また，昭干1360年には神戸市による 

「日本フルート・コンクール」が開催されて大きな成果を収めるなど，よう

やく我が国も国際コンクールの開催国の一員，としての役割を果たしつつあ 

(2） 舞 	踊 

我が国の舞踊芸術も，我が国古来の伝統芸能である日本舞踊の流れと大正

から昭和初期にかけて欧米から移入されたバレエ，モダンダンス（現代舞踊） 

の分野に大別される。 

日本舞踊 近世の歌舞伎芝居とともに発展してきた歌舞伎舞踊が主流をな

し，関西で生まれ育った上方舞などとともに，それぞれ多〈の流派に分かれ

て活動している。昭和24年 5月，職業的日本舞踊家の個人参加による任意団

体として発足した日本舞踊協会（昭干1330年12月に社団法人）に所属する舞踊

家について見ると，流派数は約100流と言われており，このうち藤間，西川， 

若柳，山村などの流派は更に分派しているので，実際の流派（家元）数は更

に増えるものと思われる。（社）日本舞踊協会の会員数は昭平1360年 7月現在で 

4500人となっているカち 会員はー定の条件，資格が必要とされているため， 

会員以外にも各流家元から芸名を許されて舞踊師匠（名取り）として弟子の

養成に当たる傍ら公演活動を行っている舞踊家の人口は膨大な数に上るもの

と見られる。また，最近は若手舞踊家を中心に，流派を超えて，各流合同の

発表会を催すことも盛んに行われるようになっている。 

そのほか，昭和30年代中ごろから全国各地の民俗芸能を素材とした民俗舞

踊が舞台芸術として新しい分野を開拓しつつあり，その可能性に大きな期待  

が寄せられている。また・民謡舞踊（民踊とも略称される。）が盛んとなり，娯

楽性と大衆性を趣旨としながら舞台芸術への志向を強く示している。また， 

沖縄に伝承される琉球古典舞踊も，戦後は女性舞踊家による隆盛を示してい 

る。 

バ レェ 大正元年・イタリア人のバレエ・マスターのローシィが来日し， 

旧帝国劇場歌劇部で舞踊手養成に当たったのがその始まりとされている。そ

の後・ロシア人のエリアナ・パプロワ，オリガ・サファイアなどが多くの舞

踊手養成に努め・大正から昭和初期にかけてバレエの素地作りが進められた。 

そして・戦後間もない昭和21年8 月，戦前の積み重ねを踏まえて，我が国の

バレリーナ・バレェ団が結集して東京バレェ団を組織し,帝国劇場で「白鳥

の湖」全幕の初演を行った。その後，我が国のバレエの本格的な舞台活動が

展開され・飛躍的な成長を遂げて現在に至っている。昭和33年3月には日本

バレェ協会が設立され（昭和49年12月に社団法人），昭和62年 3月末で舞踊家

の会員数1270人・会員の所属バレェ団は16団体となっている。また，東京地

区の日本バレェ協会会員以外のバレェ団カ、 昭和46年 6月東京バレエ協議会 
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を組織したカ、 昭和62年3月末で，その会員団体数は 4，その団体所属舞踊

手は約210名である。 

現代舞踊 モダンダンスを中心にスペイン舞踊，インド舞踊，タイ舞踊な

ども含め活発な公演活動が行われている。このうち，モダンダンスは，大正 

5年アメリカで学んだ石井漠が新たな舞踊を発表したのがその始まりで，次

いで，昭和初年ドイツのノイエ・タンツを学んだ江口隆哉がこれに統き，我

が国のモダンダンスの基となった。 

戦後も，モダンダンスは，アメリカのマーサ・グラーム，マース・カニン

グハム，アルピン・エイリ等の舞踊団が度々来日し，その度に愛好者を増や

すとともに，我が国のダンサーも渡米し，アメリカのダンサーと肩を並べて

舞台で活躍する例も数多く見られるようになっている。 

モダンダンスは，その舞踊表現の性格から，個人の創作性が常に優先され， 

Lかも上演1回限坑の作品がほとんどであったが，昭和50年代に入ってから

はその作品の再演，，三演の試みが目立ち，同じ作品を繰り返し上演して完成

度を高めるという債向が出てk るとともに，作品ク）素材に日本や日本人，日

本の古典にそのテーマを求める傾向が顕著となっている。 

また，スペイン舞踊等各国の伝統的な民族舞踊を専門とする舞踊家も多く

輩出し，活発な公演活動を行って高水準の舞台を示している。 

昭和23年 5月に設立された現代舞踊協会（昭和47年 3月に社団法人）は， 

昭和62年 3月末で正会員1774人で，会員は年々増加の傾向にある。 

舞 踏 昭平ロ40年代に従来の舞踊の持つ様式に対するアンチ・テーゼと

して発生した「舞踏」は,昭和50年代にかけて一時期活況を呈し，海外へも

広く紹介され，その前衛的な手法と東洋的ェギゾチシズムから大きな注目を

集めた。 

(3） 演劇・演芸 

我が国演劇界は・近代に入って,欧米の演劇・文学の影響の下に新しい演

劇様式として定着していった新劇，あるいは商業演劇（中間演劇，大劇場演

劇とも呼ばれる。）などの近代演劇の流れと,歌舞伎，能楽，文楽，新派など

の伝統的な演劇の流れが並存している。しかし，例えば，70年の歴史を経た

新国劇が昭和62年10月経営難のため解散し，また従来の新劇に飽き足りない

若い世代が小劇場運動を活発に展開するなど，演劇界は常に流動している。 

近代演劇 いわゆる近代演劇の分野では，新劇を中心に商業演劇や小劇場

演劇・あるいは児童演劇，人形劇等の活発な公演活動が行われている。 

近代演劇の中核となる新劇では，既成新劇及びこれに準ずる性格の劇団か

ら成る新劇団協議会が昭平fl31年10月に結成され，当初40団体だった加盟劇団

も現在は52団体に増えている。また，これに加盟する劇団以外の劇団で活発

かつ意欲的な公演で注目を集めているものも多く，また，劇団単位を越えて

行われるプロデュース公演も盛んである。しかしながら，日本の劇作家によ 
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る見るべき創作戯曲が少なく，最近は特に新旧の翻訳劇の再演，三演が目立

つことを指摘する声も強い。 

昭和30年代後半以降に急速に台頭した小劇場演劇は，現在既に第三世代と

呼ばれる演劇集団が活発な公演活動を行い，その一部は20歳前後の若者を観

客層としてかなりの人気を獲得するとともに，近年は海外においても好評を

得るまでになっている。 

いわゆる商業演劇は，松竹，東宝等の興行会社の制作に係るもので，東京

では歌舞伎座，新橋演舞場，帝国劇場，東京宝塚劇場，芸術座，明治座など

大劇場に多数の観客を動員し，時の人気スターや歌手を主役にー座を構成し

て公演することが多く,華やかな話題も多い。しかし，近年はミュージカル

にその中心が移りつつあり，ブロードウェイをはじめ欧米の輸入作品上演と

ともに, ミュージカル・ブームの観を呈している。 

商業演劇は，大劇場に大衆動員を図り，しかも1か月興行単位で，大阪， 

京都，名古屋などに巡演し，したがって，その観客数は膨大な数に上る。商

業演劇の分野が，我が国演劇界に占める位置の重要さはここにあるとも言え

よう。 

児童演劇は，小中学校巡回公演を主として活動しているが，昭和50年 3 月

に発足した日本児童演劇劇団協議会の会員数を見ると，現在72劇団，約2400 

人がその傘下にあり，過当競争もあって劇団の経営は困難な面が多いと言わ

れる。 

人形劇については，昭不1J42年に発足した個人参加の人形劇人協会の会貝が

発足当初の70人から昭和62年3 月には200人に増加し，その活動の活性化がう

かがえる。世界人形劇連盟（ウニマ）の日本センターでは，昭和63年秋に， 

名古屋市，飯田市などと提携して，アジアでは初めてのウニマ世界大会の開

催を予定している。 

伝統演劇 ー方，伝統的な演劇では，歌舞伎を中心として文楽，能楽及び

新派が，それぞれ伝統を継承しつっ新たな創造への努力を続けている。 

歌舞伎は・依然として我が国伝統演劇界の中心的存在である。東京では国

立劇場・歌舞伎座・新橋演舞場，明治座などを中心とし，京都南座，大阪新

歌舞伎座・名古屋御園座などが歌舞伎公演の劇場として定着しており，この

ほか文化庁その他の主催する巡回事業による地方巡演を含めると，ほとんど

毎日・日本のどこかで上演されていると言うことができる。しかし，そのー 

方で・歌舞伎俳優，特に脇役や端役の不足，また，長唄，範芋，竹本などの

歌舞伎音楽の演奏家の不足が指摘されており，若い優れた主役級の俳優養成

もさることながら，脇役や歌舞伎音楽をはじめ道具，衣竃 かつら等の歌舞

伎を支える人材の養成カち 緊急の重要課題とされている。 

このような状況に対応して，国立劇場では，昭和45年度から歌舞伎俳優の

養成を行い・歌舞伎俳優の若返りに寄与するとともに，歌舞伎音楽について

も・演奏者の絶対数の不足や高齢化に対処して，昭和50年度から竹本（太夫， 

三味線），昭和56年度からは鳴物の後継者養成を行っている。 

ちなみに・昭和62年3月現在の歌舞伎界の大勢を見ると，囲伝統歌舞伎保

存会の会員数は・俳優136人,長唄・竹本・狂言作者48人であり，同保存会は， 

重要無形文化財歌舞伎の保持者団体（総合指定）になっている。 

人形浄瑠璃文楽は，歌舞伎とともに長い歴史と伝統を誇っている。昭平fl30 

年・文楽協会の技芸員で組織する人形浄瑠璃文楽座は，重要無形文化財保持

者団体として総合指定され,昭不fl38年助文楽協会が発足し，同協会に対して

風大阪府・大阪市・NHKが助成金を交付してその運営を補助してきている。 

さらに・昭禾ロ59年国立文楽劇場が建設されてその新しい拠点となった。 

文楽公演については，現在，東京本公演が国立劇場で年 3回（1回15日間）, 

大阪本公演が国立文楽劇場で年 4 回（1回15日から20日間）のほか，国立劇

場での若手公演・文楽教室（各1回）があり，さらに，文化庁の巡回公演事

業等による地方公演や京都（文化芸術会館），名古屋（中日劇場）での定例的

な公演があり，これに加えて各地からの招縛に応じての公演もあって，年間

を通じた活発な公演活動が行われている。 
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しかしながら，一方で，文楽の優れた人材が高齢化しつつあるにもかかわ

らず，後継者の養成が必ずしもこれに伴わず，また，観客数の伸び悩みもあ

って積極的な対応を迫られており，国立劇場において後継者養成等の事業を

行っているところである。 

新派は，歌舞伎（旧派）に対する新しい演劇様式として明治中期に誕生し， 

明治末年にその最盛期を迎えて既に我が国古典演劇として定着しており，昭

和62年には新派百年記念の年を迎えた。 

また，新国劇は，大正6年，大衆的国民演劇を目指して出発し，観客等の

大きな支持を得て演劇の大衆化に貢献したが，昭和40年代からは次第に観客

層が薄くなり，昭和62年10月劇団は解散するに至っている。 

能楽は，室町時代観阿弥・世阿弥父子により洗練，完成されたものである。 

昭和62年 3月現在の囲能楽協会の会員総数は1327人である。これは職業と

して能，狂言に携わる人の数で，このほか，これに準ずる人，あるいは謡， 

仕舞などを習い，時折舞台に立つ人々の数は，更に相当数に上るものと考え

られる。 

演能会は東京，大阪,京都を中心に，シテ方を核にして動いており，例え

ば東京でのシテ方が主催する演能会の数を見ると年間約200件に上っている。 

しかし，この公演件数に対して，三役（ワキ，難子,狂言）と呼ばれる共演

者の絶対数が極めて少なく，このため三役の人々は多忙を極め,かけもち出

演など演能に支障をきたすことさえしばしば起こっているとも言われ，これ

が今日の能楽界の最も大きな課題のーつである。昭和58年 4 月に開場した国

立能楽堂では，昭和59年度から能楽三役養成事業を開始した。もともと家元

制の確固とした能楽界にあって，それぞれが「家の芸」として代々継承して

きた技芸をー般に開放し，新しい人材を養成するには困難な面も多いが，能

楽の歴史にとらては画期的な試みと言えよう。 

演 芸 演芸の分野では，落語，講談，浪曲，奇術，太神楽，漫オなど

の各分野13団体から成る日本演芸家連合が昭和46年 4 月に設立されている 
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カち 昭和63年 3月現在の会員数は，1449人である。このほか，これに加入し

ていない全くフリーの演芸人も相当数に上るものと思われる。 

昭和45年 寄席の芝締であった東京 人形町の末広亭が廃業し，昭和47年

講談の定席であった東京・上野の本牧亭が演芸ー般への貸席となり，当時の

演芸界にはある緊張と不安が強まった。ちょうど演芸界全体とりわけ寄席カ、 

テレビの攻勢に圧倒されていたときである。しかし，東京では上野．鈴本， 

新宿’末広・池袋演芸場などが定席を守り，また，昭和60年春の江東区の寄

席若竹の誕生など新しい動きもある。 

また・関西では・吉本興業，松竹芸能など興行会社の経営する花月，浪花

座（大阪）などカち 上方芸能の大きな活動拠点となっている。上方芸能の伝

統は古いカち 戦前・戦後の一時期上方落語の蒲落期があり，演芸界全体が低 

迷した。その復興には時を要したカ、 昭和40年代にはその機運も高潮し，現

在は隆盛の様相を呈している。 

さらに・昭和54年 2月・東京・隼町の国立劇場に併設された演芸場では， 

日本演芸家連合と協力して定席を設け，また，特別公演を企画するなど演芸

界の発展に大きな役割を果たすようになっている。 

寄席芸は・テレビや他の大衆娯楽あるいは広く喜劇，レビユー，ショーな

ど大衆芸能一般の動きにも強い影響を及ぽすものであり，その動向が注目さ

れるところである。 

伝続演劇の海外公演 我が国伝統演劇の最初の大規模な海外公演は，昭和 

3年の訪ソ歌舞伎公演であった。以来，歌舞伎の海外公演はョーロソノ、 ア 

メリカ及びアジアの25か国を超える国々で行われ，その独自の演劇様式を通 

して我が国伝統文化を世界に紹介する上で重要な役割を果たしてきた。特に

この数年はョーロ yパ各地での公演が盛んで，昭和62年には 2度目の訪ソ歌

舞伎公演も行われた。 

人形浄瑠璃文楽については，昭和37年のアメリカ（シアトル）公演が最初

の海外公演で・以後ョーロソペ オーストラリア，カナ名 中国，韓国など 
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で上演され，特に人形の三人遣いの技法と浄瑠璃（音楽）の総合された独特

の人形劇として大きな注目を集め，高い評価を得ている。 

能の海外公演は，昭和29年有識者多数が組織した能楽渡欧後援会の応援に

より実現したイタリア（ベネチア）の国際演劇祭への参加が最初である。この

公演は，ョーロッパ演劇界に大きな刺激を与えたと言われ，渡欧能楽団はそ

の成果により芸術選奨文部大臣賞を受賞している。以後，欧米やオーストラ

リアを中心にほとんど毎年，能楽（能と狂言）の海外公演が行われている。 

(4） 美 術 

我が国の近現代美術は，明治以前からの伝統を継承しながらも海外からの

刺激を積極的に摂取しつつ，発展してきた。 

今日，美術は，絵画，版画，彫刻，工芸，書‘デザイン，写真，建築等の

分野があるカ、 分野にとらわれない創作活動も活発に行われ，また，科学技

術の進展等に伴い，新たな領域が増加するという現象も見られるなど，創作

活動は年ごとに盛んになってきている。 

創作活動に従事する者の数は，本節 1で述べたとおり増加している。 

作品発表の場 作家が作品を発表する場としては，美術団体の公募展，国

公私立美術館の企画展，各種のコンクール展，各地域ごとの団体展や県展， 

画廊，貸会場を利用する個展などがあリ，その開催状況は図2-2のとおり

である。 

美術団体による公募の展覧会は，新進作家の登竜門として，あるいは既成

作家の発表の場として重要な役割を果たしてきた。戦前からの団体は戦後の

荒廃の中でいち早く建て直しや再編成が行われ，新団体も結成された。これ

らの団体は，当時唯ーの展示場であった東京都美術館における公募展覧会の

開催を通じて，それぞれの団体の主張や動向を一般観覧者や後進に示し，戦

後の美術界の発展に重要な役割を果たした。作家にとっても，目標とする団

体に入選，受賞を重ね,その団体の所属会員となることにより，有カな発表  

の場が確保されるため，これらの団体によって活躍を統ける作家の数は極め

て多い。 

東京都美術館の借館団体数は，昭和26年当時の60団体カ、昭和60年には229 
団体に増加しておリ，これら激増する借館希望に対処するため，東京都は昭

和50年に新館を建設したカち なお今日ではすべての希望を満たすのは困難で

あると言われている。 

ー方において・これらの公募団体とは別に新聞社などによる美術展が開催

されて団体の枠を越えた発表の場を提供することも行われ，また，海外の国

際展や企画展へ発表の場を求める作家も多い。 

国公私立美術館の企画展などへの出品は，これら国際的に活躍している作

家によって占められる例が多いのもーつの特徴となっている。 

関係団体や地方公共団体，民間企業が文化事業として行う各種のコンクー 

ル展も増加して，今や大小100を超えており，公募団体展と並んで，新人の登

竜門としての発表の場を提供している。これらのコンクール展には既成の団 

図2-li 地域別画廊数（企画画廊・貸画廊・常設画廊） 
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体所属作家の出品も見られる。いわゆる県展も現在45道府県の実施するとこ

ろであり・昭和60年における総応募点数は10万点以上に達している。また, 
県展以外にも地域ごと，分野ごとの団体展が活発に開催されている。 

作家が自らその作品を世に問フ個展やグループ展も，図2-2に見られる

ように増加の一途をたどっている。その発表の場としては，画廊や貸会場が

重要な役割を果たしており，その数は，図2-11のとおり,全国にわたって 

2000か所余りを数えている。 

また,美術館も大幅に増え，図 2 -12に示すように，博物館法の登録博物

館及ひ噂物館相当施設だけで昭和35年当時の 4倍近くに達しており，公立だ

けでなく私立の美術館の順調な増加ぶりが注目される。これら施設の充実と

ともに・図2-13に示すように，美術館を訪れる者も増加し，美術愛好者の

層が広がっていることがうかがわれる。 

美術の国際交流 我が国美術の国際交流は，第二次世界大戦後， ミロのヴ

ィーナス・モナリザの日本公開等，国内における西欧美術の紹介に始まり， 

以来・連年にわたり・ピカソ，マチス，ルオーなどの作品を紹介する大展覧

会が開催されており，作家や鑑賞者に大きな刺激や影響を与えている。 

我が国からの国際展への出品も戦後早くに行われ，版画の受賞により国際

的評価を得て我が国美術の海外進出の先義がつけられた。従来，我が国から

は・個人による出品を別にすると，伝統文化や古美術の紹介のみが行われて

きたが・近年においては・我が国の近現代美術に対する海外の関心が深まる

に伴い・海外における近現代美術展の開催が目立っており，昭和61年にはフ

ランスのポンピドー芸術文化センターにおいて 「日本の前衛」展が開かれ， 

作品‘資料併せて700点が出品，展示された。また，フランス，アメリカなど

海外に長期滞在して活躍している作家も，かなリの数に上ると思われる。 

(5）文 芸 

我が国近代の文学は，他の芸術分野と同様に，明治以前の伝統を受け継ぐ 
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出版年鑑（出版ニユース社）による。 

図2 -15 同人雑誌の地域別発行状況 

文芸年鑑1987年版（日本文芸家協会）による． 
四国106点（3.6%) 
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とともに，諸外国の芸術思潮の強い影響を受けながら発展してきた。 

今日，小説，詩歌，評論等の文芸創作活動は，広範多岐にわたっている。 

文芸家，著述家の数は，本節 1で述ぺたとおり，大幅な増加を示してお

り・また，文芸各分野ごとに全国で発行されている同人雑誌数が昭平ロ62年1 

月調べで2966誌であることから見ても，文芸創作活動に従事する者は相当な

数に上ると思われる。 

図2-14のとおり，文学関係書籍の新刊出版点数は，昭和50年の4973点に

比較して，昭和60年では6610点と32％の伸びを示している。このうち，日本

文学関係の出版点数は，昭和50年の4011点に比較して,昭和60年では5063点

と26％の伸びを示している。また，文芸関係雑誌も文学・文芸雑誌が活発な

動向を示している。 

優れた業績をあげた文芸家，著述家の顕彰や新人作家の発掘を目的として， 

文学一般，小説，記録文学，評論，随筆，詩，短歌，俳句，川柳，児童文学， 

童話等の多分野にわたり290を超える賞が設けられている。これらの賞は，著

名な文芸家の事績を記念して設けられた基金や出版社等から贈られるものが

多く，文芸振興のために大きな役割を果たしている。 

同人雑誌は，明治時代以来の歴史を持つ我が国独特のもので，昭和の著名

な作家は，例外なくこれによって育成されてきたと言われている。同人雑誌

の発行状況を見ると,その活動は図 2 -15のとおり，全国各地域に広がって

おり，次代を担う作家等の育成に依然として多大な役割を果たしていること

がうかがわれる。 

(6） 映 画 

現在の映画の源流は，1895年（明治28年）リュミエール兄弟のシネマトグ

ラフがパリで公開されたときに発するとされている。我が国には明治29年に

導入され，翌明治30年には商業的な上映がなされるようになり，その後国産

の映画も作られるようになった。 
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当初は単なる実写が中心であったが，やがて映画独自の技法が次々と導入， 

創案され，さらにトーキー，色彩映画の導入等の技術的革新も経ながら国民

娯楽としての地位を確立するとともに，芸術的に優れた作品も数多く生み出

された。 

舞台芸術に比べ，鑑賞が容易なこともあって，永年にわたり多くの国民に

親しまれ，我が国の芸術文化水準の向上に大きな役割を果たしてきており， 

また，国際的な芸術文化交流にも極めて大きな貢献をしてきた。 

昭平ロ26年，ベネチア国際映画祭及びアカデミー賞コンクールに我が国から

参加した「羅生門」カち それぞれグランプリ，外国映画部門アカデミー賞を

受賞し，日本の文化へ欧米の関心を意きつける契機となったことは今なお記

憶に新しいところである。「羅生門」以後も国際映画祭等における日本映画の

上映受賞等を通じて日本映画の水準の高さが国際的に知られるとともに，海

外における一般の上映ともあいまって,我が国文化の海外への紹介に大きな

役割を果たしてきている。 

他方，外国映画が我が国の社会に及ぽした影響も極めて大きなものがある。 

欧米の芸術性に優れた映画が戦前から数多く我が国に紹介され，その製作技

法は我が国の映画製作に強い影響を与えるとともに，外国の社会や文化，歴

史を生き生きと伝えるものとして我が国の文化，社会にも大きな影響を及ぽ

してきた。 

我が国の映画製作は，明治末期以降変遷を重ねつつも活発に行われてきた

が，図2-16に示すように，昭和20年代後半から昭手ロ30年代にかけて大手五

社を中心に全盛を極めた。映画の封切り本数から見ると，昭和35年には最高

の547本が封切られ，うち99.6％が大手五社の製作したものであった。 

しかしながら，テレピの普及の影響を受けて，映画館入場者は，図 2 -17 

に示すように，昭不133年度の11億2745万2000人を頂点として急減し，その後

はビデオの普及や入場料値上げの影響も加わって長期的に低落してきてい

る。昭和62年度の映画館入場者数1億4390万人は,最盛期である昭和33年度 
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の13％であり，また，国民ー人当たりの劇場映画鑑賞回数は，昭和33年度12.3 
回に対し・昭和62年度は1.2回となっている。これが映画館に反映し，図 2ー 

18に示すとおリ・映画館数も昭和35年度の7457館を頂点として減少のー途を

たどっているカち その内訳を見ると，洋画専門館はむしろわずかながら増加

傾向にあり，邦画専門館の落ち込みが顕著である。 

このような状況の中で映画の製作は次第に困難となリ，図2-16のとおり， 

製作本数が全体として減少し，昭和55年には封切り本数320本と最盛期に比べ 

42％減となり，しかも 5分の 3が成人向き映画と言われている状況となった。 

大手映画会社は映画の自主製作を減少させ，実際の映画製作は経営基盤の

弱い独立プロダクションの手にゆだねられる傾向が強まっている。このこと

により・大手会社による従前の映画製作諸分野の人材養成等の機能が大きく

後退し・また・継続的，安定的な映画製作の機会が著し〈狭められたことカ三

良心的な独立プロダクションをはじめ映画関係者の努力にもかかわらず，我 
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図2-17 映画館入場者数とテレビ受信契約数の推移 
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図2-18 我が国における映画館数の推移 

が国の映画人の才能を十分に生かした優れた作品の製作を困難にしているこ

とも否めない。また，映画館の減少により優れた映画の鑑賞機会も失われつ

つあることも問題である。 

映画館で映画を鑑賞する人口は激減したまま横ばいにあるカち テレピにお

ける映画の放映回数は昭和61年度において日本映画440回，外国映画1053回に

上っており，また，ビデオによる映画鑑賞も激増しており，全体として映画

を鑑賞する人口はむしろ増加していると考えられる。 

今後ともハイピジョンの発達などが映画鑑賞の在り方に影響を及ぼすこと

も予想されるが，いずれにしろ映像芸術の基本として映画の役割は重要であ

る。 

キネ -7旬報1986増刊号による。 
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第 2 節 芸術の振興 

芸術振興施策の沿革 

(1） 明治前期 

明治維新後の我が国においては，近代化のための西欧文明の導入が急速に

進められたc 芸術の分野でも，音楽，美術を中心に政府の主導の下に積極的

な西欧芸術の導入がなされた。 

また一方で，急激な欧化政策への反発から官民の間に我が国古来の伝統文

化を見直そうとする動きが盛んとなり，美術においてもフェノロサや岡倉天

心に代表される日本美術見直しの動きも活発となった。 

明治期の芸術振興施策は，このように西欧芸術の積極的な導入と，その対

極に位置付けられる我が国伝統芸術の再興の二つの柱を軸に進められたと言

えよう。 

音 楽 この時期における洋楽の積極的な導入が，今日の洋楽隆盛の基

盤となった。 

明治12年文部省に創設された音楽取調掛は，西洋音楽習得のための伝習生

を採用し，音楽教育の担い手として必要な洋楽教育を実施するとともに，音

楽教育の研究をも任務として唱歌教材の作成を進め，明治14年11月には33歌 
へ人 

曲からなる小学唱歌集初篇を出版した。 

その後，明治16年東京師範学校及び同女子師範学校で音楽を正課に取り入

れるとともに，明治19年 4 月に公布された学校令は各種類の学校に唱歌・音

楽を必修とし，師範学校及び高等師範学校では楽器演奏,音楽理論の修得ま

でも課するようになり，我が国音楽教育は一層定着の度を深めていった。 

第2節 芸術の振興 

明治20年10月文部省直轄学校として東京音楽学校が創立され，文部省音楽

取調掛の音楽伝習事業を引き継いで,音楽家及び音楽教師の養成に取り組む 

こととなった。明治23年 5月，現右の東京芸術大学の所在地に新校舎が建設

され・その二階中央の音楽用ホール奏楽堂は我が国最初の演奏会場として多

くの音楽家を育て・音楽教育の象徴的存在となった。その後，明治26年 9月

東京音楽学校は高等師範学校附属音楽学校となったカ、 明治32年 4 月再び東

京音楽学校として独立し，その機能も充実されて音楽家，音楽指導者の育成

の中枢としての役割を果たすこととなった。 

このほか・この時期における我が国への洋楽導入を促すものとして，軍楽

隊における軍事技術の一環としての吹奏楽演奏技術の習得や官内省雅楽課に

おける伶人達による洋楽協会の設立に見られる洋楽伝習の努力をあげること

ができる。 

また，明治維新は王政復古といっ面もあり，神議の音楽としての雅楽の振

興が図られることとなり，明治 3年に，京都，奈良，大阪の三方楽所の楽人

を東京に集めて太政官の中に雅楽局を設け，翌明治 4年にはこれを雅楽課と

改めてその充実が図られて，近代における雅楽の伝承の基礎とされた。 

美 術 明治維新後の急激な欧化政策の下で，洋画の持つ写実的，実証

的描写は西欧文明を象徴するものとして軍事上，工学上の実用性からも積極

的な導入政策が進められた。明治 9年11月に工部省管轄として工部美術学校

が創設された。学科は画学，彫刻の 2学科で，招縛された教師はすべてイタ

リア人であった。また，明治 7年陸軍士官学校創設に際して，フランス人画

家が図画教師として招聴されて洋画教育を行ったことも，洋画の実用性,科

学性が軍事教育上重視された結果であろう。 

しかしながら，急速かつ広範な欧化政策に対する反発もかなり根強いもの

があり，東京大学教官として来日していたアメリカ人アーネスト．フェノロ

サが明治14年から主唱し始めた邦画伝統尊重論は，そのような当時の社会思

潮の下で，我が国美術界に大きな影響をもたらした。 
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明治10年，第1回内国勧業博覧会の美術部として初めて官設の美術展覧会

カり絹かれて以来，明治13年農商務省博物局主催の第1回観古美術会,明治15 

年10月農商務省主催の第1回絵画共進会と相次いで開催された。これらの展

覧会は，主として美術工芸品の輸出振興の観点から行われたものではあるが， 

政府主催の権威により，広く全国から作品を中央に集め，各流派の作品をー 

堂の下に展示し， 日本画家が広く世に迎えられる契機になったと言われてい

る。 

やがて，明治16年1月工部美術学校は閉鎖されるに至ったが，フエノロサ

と岡倉天心の伝統美術振興のための努カは，明治20年10月東京美術学校の開

校にも結実し，翌々22年2月授業が開始された。同校はこうした発足の経緯

もあリ，その課業は絵画，彫刻とも伝統美術の分野に限られていたが，一方， 

富国強兵主義に基づく実用主義の要請も強く，洋画の持つ写実的，科学的性

格が必要とされていたこともあって，明治29年には西洋画科が設けられて， 

洋画の面についても官立の学校による本格的な人材養成が行われることとな

った。 

このほか，明治23年宮内省に我が国の美術家，工芸家の社会的地位の向上

を促すこととなる帝室技芸貝の制度が設けられた。 

(2） 明治末期以降 

明治期前半は西洋芸術の導入と伝統芸術の再興を基軸とする芸術振興施策

が行われ，音楽教育及び美術教育は，明治期中ごろまでには学校教育の分野

において，東京音楽学校及び東京美術学校を頂点とする専門教育及び初等中

等教育の一部としてそれぞれ確立され，国民の間にも広く定着するに至った。 

明治末期以降の芸術振興施策の進展は，明治40年からの文展等の官展の実

施，大正 8年創設された帝国美術院に始まる芸術奨励のための栄誉機関の運

営及び文化勲章の創設に代表される。 

官展の実施 明治初期から頻繁に開催されていた政府主催の美術展覧会 
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は・主として農商務省等による応用意匠や海外輸出等の勧業の見地からのも

のであった。しかし，その後の国民文化の進展の中で，これら美術について

も―般知識人を中心に純粋に芸術の観点から議論されるようになり，やがて, 

勧業のための施策としてではなく，むしろ文教施策の一環として美術振興の

施策を講ずべきことが主張されるようになった。 

そうした状況の中で・黒田清輝等が文部大臣にフランスの官設サロン類似

の機関その他政府による美術奨励機関の設置を建議したことがーつの契機と

なって・明治40年 6月美術審査委員会官制が勅令により定められ，同年 8月

内閣から委員が任命された。美術審査委員会は， 日本画，西洋画及び彫刻の 

3部から成り・同年10月25日から11月30日まで上野で第1回の文部省美術展

覧会が開催されて・その後大正7年第12回で幕を閉じるまで文展の通称で親

しまれた。 

文展は・旧派・新派等の流派の争いから,明治41年の国画玉成会展や大正 

3年の再興日本美術院第1回展に見られるように，ー部の会派が離れ，ある

いは争部（日本画）が第一科（旧派）と第二科（新派）の二科制となるな

どの好余曲折を経ながらも，唯一の政府主催の官展であったこともあり，年

中行事として国民の間に定着していったと同時に，作家の登竜門として大き

な役割を果たした。 

このように・我が国美術の発展に大きな足跡を残した文展も，審査委員の

任命・授賞についての批判等から日本画の国画創作協会や洋画の二科会など

有力な会派の離脱があり，抜本的な改革を求める声が強くなった。 

帝国美術院 このような動きを受けて，大正 8年 9月勅令により帝国美術

院が創設され・美術審査委員会は廃止された。帝国美術院は，院長及び15名
以内の会員から成り，明治39年に創設された学術における帝国学士院と並ん

で美術のアカデミーとも称されるものであった。帝国美術院は，文部省に代

わる美術展覧会の開催をその主要な任務とし,審査員に中堅層を登用した。 

この帝国美術院の美術展覧会は,日本画，西洋画及び彫刻の 3部から成り， 

-131- 



第2章 芸術の振興 	
第2節 芸術の振興 

第1回が大正 8年10月14日から11月20日まで上野公園竹之台陳列館で開催さ

れ，その後帝展の通称で年々盛大となり，昭和 2 年の第 8回からは新たに第 

4部として美術工芸を加えた。帝国美術院の会員定数も，大正12年に20名， 

昭和 3年に25名，昭和 5年に30名と増加した。 

また，同年 6月，黒田清輝の遺志で設立された黒田記念館は帝国美術院附

属の美術研究所として,美術に関する調査研究を行うこととなった。 

その後，昭平ロ10年，帝国美術院の改組を目的に，従来の帝国美術院規程が

廃止されて新たに帝国美術院官制力淘」定され，会員数が30名から50名に増員

された。 

帝国芸術院 昭和12年 6月勅令による帝国芸術院官制が公布され，帝国美

術院が廃止されて，美術のみでなく，文芸，音楽．演劇など芸術全般にわた

る奨励機関として帝国芸術院が創設された。帝国芸術院は，従来の帝国美術

院の機能を受け継いただけでなく，学術における学士院に倣い，広く芸術全

般のアカデミーとして構想され，院長1名及び80名以内の会員から構成され

た。また，従来の帝展は，帝国芸術院に関係なく文部省が主催するいわゆる

新文展に引き継がれた。新文展は昭和18年まで6回開催された。 

文化勲章 昭和12年 2月勅令により文化勲章が新たに設けられた。文化勲

章は，従来の勲等制度による文化方面の叙勲が，ともすれば文化自体の価値

創造よりもその結果としての具体的な国益増進の見地から評価が行われてい

たという認識に立ち，新たに，学術，芸術等文化の発達に対して偉大な貢献

をした者に贈られるものとして制定された。文化の分野における功績は分野

間においてそれぞれ質を異にし，比較することができない等の理由から等級

を設けず，単一級の勲等制とされた。 

(3） 戦 後 

戦後，我が国は文化国家としての道を歩むべきことを決意し,芸術文化活

動に対して，国は積極的な振興のための施策を講じることとし，昭手fl20年12 
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月文部省社会教育局に芸術課が設けられた。 

戦後の荒廃と困窮の中で，昭和21年秋には第1回の芸術祭が開催され，昭

和25年度には芸術選奨が芸術祭賞から独立して始められた（昭和29年度まで

は芸能選奨と称されていた。）。 

昭和22年6月帝国芸術院の会員数を80名から100名に増やすとともに，同年 

12月名称を日本芸術院と改め，また，戦前から統く文化勲章に加え，昭和26 

年 4 月新たに学術，芸術等の文化の領域で顕著な功績をあげた者を顕彰する

ため，文化功労者年金法が制定された。 

その後，昭和34年度には芸術団体の活動に対する国庫補助が始められ，ま

た，優秀美術作品の買上げ制度が設けられるなど，芸術振興のための施策が

次々と拡充されていった。 

施策の現状 

芸術振興のための施策は，芸術活動の水準向上とこれを支える国民的基盤

の充実を目的とし，優れた芸術創作活動の奨励，優れた芸術家の養成，国民

の芸術鑑賞機会の充実，芸術活動の場の確保，優れた芸術家に対する顕彰に

よる奨励等の観点から進められている。 

(1） 芸術創作活動の振興 

ア 民間芸術等活動費補助 

民間芸術関係団体は，我が国の芸術文化の向上及び普及に中心的役割を果

たしており，このため，そのオーケストラ，オペラ，バレェ等の大規模な公

演,広く全国の青少年等を対象に芸術鑑賞の機会を提供する地方巡回公演， 

芸術関係の資料整備,海外公演等の事業に対して経費の一部を補助している。 

昭和34年度から社会教育関係団体補助金のー部として芸術団体に対する助

成が始まり，昭和42年度から文化局の設置に伴い，芸術関係団体補助金とし 
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て分離独立し，昭和53年度に民間芸術等振興費補助金と名称を変更して現在

に至っている。 

芸術活動の特別推進 

我が国舞台芸術に大きな刺激を与え，その水準の格段の向上を促すような

我が国の芸術団体による海外フェスティバルへの参加公演や国内における大

型の舞台公演等を，企業等民間の協力も得て，昭和63年度から新たに実施す

る。 

優秀舞台芸術公演奨励 

広く舞台芸術の創作活動を促進することを目的として，昭和62年度から， 

音楽，舞踊及び演劇の各分野において優れた創造性に富み，我が国舞台芸術

に新生面を開いたと認められる公演の奨励事業を実施している。 

日米舞台芸術交流事業 

舞台芸術の分野における日米両国間の交流を通じて公演水準の向上と相互

理解を図るため，昭和61年度から我が国の現代舞台芸術の公演を米国に派遣

している。 

ォ 優秀映画製作奨励 

観客数の減少等による映画産業の衰退から映画芸術を守り，優れた芸術性

に富む映画の製作を奨励するため，昭和47年度よリ，公開上映された映画の

中から特に優秀と認められた作品にてル・て，その製作者に対して年間10件， 

1件1000万円の奨励金を交付している。 

また,こどもたちの美的感覚を養い，豊かな情操をはぐくむため，昭和51 

年度から優れたこども向けテレビ用アニメーション映画作品の製作者に対し

て年間 5件, 1件600万円の奨励金を交付している。 
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(2） 芸術祭 

芸術祭は，広くー般に優れた芸術作品を鑑賞する機会を提供するとともに， 

芸術家に意欲的な公演発表の機会を与えて芸術の創造と発展を図るための芸

術の祭典として，昭和21年以来，毎年秋に開催され，芸術家，芸術団体のみ

ならず，広く国民に親しまれてきている。 

昭手ロ21年 9, 10月，民間興行会社等の協力により第1回が開催された芸術

祭は，その後，昭和25年の第 5回から予算の裏付けを伴う主催公演や芸術祭

賞，芸術祭奨励賞が設けられるなど，年々その内容が充実されてきておリ， 

現在の公演形態としては，文化庁に置かれる執行委員会が自ら企画して行う

主催公演，芸術祭の期間中に行われる優れた公演の中から選定し委嘱する協

賛公演，芸術祭に参加を希望する公演の中から参加を認める参加公演，また， 

昭和61年度から新たに始められたアジア・太平洋諸国の民族芸能を招く国際

公演等がある。 

また，参加公演のうち，優秀なものに対しては，演劇，音楽，舞踊，演芸

の各部門ごとに芸術祭賞（賞金30万円）を授与することとしている。 

開催地も，当初は東京Iか所のみであったが，昭手1153年度から大阪，昭和 

59年度から名古屋がそれぞれ加わるとともに，昭和60年度からはさらに地方

開催として毎年1か所公演場所が追加されることとなリ，昭和60年度熊本県， 

昭和61年度札幌市，昭和62年度奈良県と順次開催されてきている。 

(3） 芸術家の研修と顕彰 

ア 芸術家在外研修 

芸術家在外研修は，音楽，舞踊,演劇，美術，舞台美術等の各分野の芸術

家を海外に派遣し，その専門分野における実際的な研修の機会を与えるため

の制度であり，文化庁が往復旅費及び滞在費を負担するものである。新進芸

術家に海外における実技研修の機会を与えるための1年派遣（定数24名）,我 
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が国に組織的，系統的養成機関が存在しない分野や基礎的な実技の長期集中

研修の必要な分野の若手芸術家を対象とする 2年派遺（定数 4名），また，比

較的に短期の 3か月程度の実技研修を目的とする特別研修（定数 6名）があ 

昭手1J42年の制度発足以来，昭和62年度末までに512名が研修員として派遺さ

れ，帰国後は，各分野で活発な芸術活動を繰り広げ，まさに我が国の芸術を

支える中核となっている。 

芸術家国内研修 

芸術家国内研修は，美術，音楽，舞踊，演劇，舞台美術等の芸術各分野の

新進芸術家に国内の専門研修施設における研修や個人指導を受ける機会を与

えるため，文化庁がI年間授業料，教材費等40万円を限度として負担する制

度（定数40名）である。 

昭平U52年度の制度発足以降昭和62年度末までに378名が研修を修了してい 

文化勲章及び文化功労者制度 

文化勲章は，文化の発達に関し，勲績卓絶な者に対して授与されるもので

あリ，昭和12年 2月公布の文化勲章令によって制定された単ー級の特別勲章

である。文化功労者選考審査会の意見に基づき，文部大臣が候補者を推薦し， 

内閣で決定する。 

学術，芸術，文化等の分野を対象とするが，芸術の分野は美術，文芸，音

楽，演劇等を内容としている。 

芸術分野における受章者は，制度発足以来，昭和62年までに106名に及んで

いる。 

文化功労者は，学術，芸術，文化等の分野において活躍し，我が国の文化

の向上発達に関して特に顕著な功績をあげた者が選ばれている。 

この制度は，昭和26年 4 月公布の文化功労者年金法に基づき，「文化の向上

発達に関し特に功績顕著なもの（文化功労者）に年金を支給し，これを顕彰

することを目的とする。」ものであり,文化に関し高い識見を有する委員10人 

（任期1年）で組織される文化功労者選考審査会の選考に基づき，毎年11月 

3 日（文化の日）に文部大臣が決定している。 

対象となる分野は，文化勲章と同様であリ，昭禾ロ26年の制度発足以来，昭

和62年度までの決定者は184名に及び,年金額も漸次改訂されて，現在は350 

万円となっている。 

日本芸術院 

優れた芸術家優遇顕彰するための唯一最高の栄誉機関である。 

大正8年9月帝国美術院として創設され，昭和12年 6 月に帝国芸術院に改

組されるなどの拡充を経てきておリ，昭和22年12月現在の名称に変更された。 

現在，院長1名と会員120名以内から構成され，会員の選考は，芸術上の功

績顕著な芸術家について，会員から成る部会の推薦と総会の承認により行う

こととされている。会員に対しては終身年金250万円が支給される。 

また，芸術院の事業としては，日本芸術院会員以外の卓越した芸術作品と

認められるものを制作した者及び芸術の進歩に貢献する顕著な業績があると

認められる者に対する恩賜賞及び日本芸術院賞の授与があり，恩賜賞は賜品， 
はい 

日本芸術院賞には賞牌，賞金及び賞状が贈られている。 

芸術選奨 

演劇，映画,音楽，舞踊，文学，美術等の芸術各分野において，その年に

優れた業績をあげ，新生面を開いた者に対し,芸術選奨文部大臣賞及び同新

人賞を授与するものである。 

昭和25年度の発足当初は，演劇，音楽，舞踊，文学，美術，古典芸術の6 

部門であったが，その後，映画，評論等，放送，大衆芸能の 4部門を加えた 
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10部門に広がり，また，昭手042年度からは文部大臣新人賞を加えて現在の形 
	

青少年に最高水準の芸術を鑑賞させることは，将来の優れた芸術家とこれを 

となった。 	 支える芸術の理解者，愛好者を育てるためにも特に重要である。 

このため，舞台芸術の分野では，広く国民ー般を対象とする移動芸術祭， 

カ 芸術作品賞 
	

成長期にあるこども，青少年のための「こども・青少年芸術劇場」，中学校の 

媒体芸術の分野における芸術活動の水準向上とその発展に資することを目 
	

学校現場に優れた舞台芸術を派遺する 「中学校芸術鑑賞教室」カ、 また，美 

的として，映画，ラジオ，テレビ及びレコードの各部門におけるその年の優 
	

術の分野では，国立美術館所蔵品を各地の美術館で巡回展示する国立美術館 

れた作品に対し芸術作品賞を授与している。 	 所蔵内外芸術名品展，中央の各美術展覧会入賞作品や文化庁買上げの優秀美 

従来，芸術祭参加公演の対象としていた映画，放送及びレコードの各部門 
	

術作品を全国各地の美術館に巡回展示する現代秀作美術展を実施している 

を昭和60年度から独立させて，年間を通じた業績を対象とするいわゆる年間 
	

が，その詳細は第 3章 3節のとおリである。 

賞としたものである。 
(5）国立美術館等 

創作奨励 

舞台芸術の振興に資するため，昭和53年度から舞台芸術各分野において独

創的な優れた舞台芸術創作作品を広く募り，優秀作品に対し創作奨励特別賞

を授与している。 

優秀美術作品買上 

美術作家の創作意欲を高めるため，中堅作家等の絵画，彫刻等の優秀作品

を買い上げて，文化庁主催地方巡回展において公開するほか，国立美術館に

おいて収蔵，展示することとしている。 

昭和34年度の制度発足以降昭和62年度末までに，計239点の美術作品を買い

上げており，美術作家，特にその中堅層に対して重要な顕彰の機能を果たし

てきている。 

(4） 芸術鑑賞機会の充実 

広く国民に優れた芸術を鑑賞する機会を提供することは，芸術活動の水準

向上のための基盤づくりとしても不可欠であり，特に，次代を担うこども， 

ア 国立美術館 

現在,国立の美術館としては，東京国立近代美術館，京都国立近代美術館， 

国立西洋美術館及び国立国際美術館の 4館が設置されている。 

これらの美術館においては，美術作品その他の資料を収集し，保管して公

衆の観覧に供し，併せて，これに関連する調査研究及び事業を行うことを目

的としており，主な事業として，収蔵作品を順次展示する「常設展」と特定

の課題に基づき内外の美術作品を展示する「企画展」 を行っている。企画展

には年1回から 2回程度の大規模な「特別展」及び民間文化事業団体等と共

催で行う「共催展」 などがある。 

また，講演会や講座等の開催，展覧会図録や館報の刊行，友の会組織の運

営などにより，美術の普及に努めるとともに，美術作品や美術史等に関する

調査研究を行い，その成果を展示事業や普及事業等に反映している。 

近年，公私立の美術館が増加し，優秀な学芸貝の確保や館蔵品の体系的な

収集などが重要な課題となってきている。このため，国立美術館においては， 

長年にわたって警積した事業運営上の知識や技術の提供，学芸員の研修や管

理運営職員の研究協議会の実施，企画展等への館蔵品の貸与等を通じて，公 
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私立美術館に対し指導,助言及び援助を行っている。特に，研修については， 

昭平n59年度から公私立美術館の学芸員を一定期間国立美術館に個別に受け入

れ，職務に従事しながら研修する制度を設けるとともに,昭和61年度からは， 

文化庁と国立国際美術館の共催で学芸員に対する研修会を実施するなど，そ

の資質の向上に努めている。 

① 東京国立近代美術館 

東京国立近代美術館は，国立美術館の中で最も早く昭和27年に設置された

ものであり，近代美術に関する我が国の美術館の中枢としての機能を果たし

ている。 

美術館本館は，当初東京都中央区京橋に開館したが，展示面積が狭いため， 

昭和44年6月に現在地の千代田区北の丸に移転した。同館では，おおむね今

世紀初頭から現代に至るまでの日本画，洋画等を収集・保管，展示し，これ

らに関する普及活動や調査研究を行っている。 

工芸館は，明治43年に建設され，昭和47年に重要文化財に指定された旧近

衛師団司令部庁舎を展示施設としたものであリ，我が国の近代工芸に関する

専門的な施設として陶磁，染織，漆工，金工等の展示や調査研究を行ってい

る。 

フィルムセンターは，当初の美術館本館の建物を改装し，それまでのフィ

ルムライプラリー部門を拡充して，昭和45年5月に東京国立近代美術館フィ

ルムセンターとして開館したものである。同センターは，内外の映画フィル

ムや映画に関する資料の収集・保管及びこれらに関する調査研究を行うとと

もに，所蔵フィルムを中心とした企画上映や諸外国との交換映画祭等の活動

を行っている。 

なお，同センターでは，昭和61年3月に，神奈川県相模原市に映画フィル

ム専用の収蔵庫をもつ分館を新設した。また，老朽化が激しく，昭和59年に

は火災にも見舞われた現在のセンター本館は，昭和66年度新館開館を目途に

建て替えを予定している。 

② 京都国立近代美術館 

京都国立近代美術館は，昭平1138年 3 月に京都市から無償譲渡された施設を

基に国立近代美術館京都分館として発足し，昭和42年6 月には京都国立近代

美術館として独立したものである。 

同館は，東京国立近代美術館と同様に，近代美術に関する活動を行ってい

るが，特に，関西における近代美術のセンターとして，関西で活躍した美術

家及び工芸を中心とした美術作品の紹介など特色ある活動を行っている。 

また，日本画，洋画，陶芸，染織などにわたり，作品の収集，保管，展示， 

調査研究等の活動も実施している。 

なお，設置当初の建物は，美術館として建設されたものではなく，不備な

点が多かったため，昭和61年10月に同一場所に新館が建設され，展示面積の

増加を見るなど拡充が図られた。 

③ 国立西洋美術館 

国立西洋美術館は，サンフランシスコ平和条約によリいったんフランス国

有となった後，同政府から返還された松方コレクションをもとに，昭和34年 

4 月に設置された。松方コレクションは，故松方幸次郎氏が第ー次世界大戦

前後,ョーロッパ各地で収集した作品のうちフランスに在って戦禍を免れた

印象派の絵画及びロダンの彫刻を中心とする美術作品である。 

同館では，松方コレクションの保管，展示と並んで，その後収集した西洋

美術作品等を収集・保管，展示するとともに，西洋美術の普及紹介と調査研

究等の活動を行っている。 

④ 国立国際美術館 

国立国際美術館は，昭和45年の日本万国博覧会て胆：界の名品を集めて展覧

した万国博美術館の施設を利用して，昭和52年10月に開館した。同館は，日

本の美術と世界の美術とが密接な関係を持ちながら発展してきていること

を，時代や地域の区分を超えて示そうとするものである。 

同館では，これまで作品収集の重点を世界の現代美術に置き，現代美術の 
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多様な展開の紹介を行ってきている。また，昭和62年度からは，現代美術に

関する中堅作家の近作展を実施するなど，日本の美術と世界の美術との関連

性に関する活動の充実を図っている。 

イ 第二国立劇場（仮称）の建設 

近代になって欧米で発展し，日本に入ってきたオペラ，バレェ等の舞台芸

術は，我が国においても独自の発展を遂げ，その水準は国際的にも評価され

ているが，発表の場としての国立の施設がなく，その設立は関係者の長い間

の悲願であった。 

このような背景の下に，昭和41年国立劇場法の成立の際，「伝統芸能以外の

芸術の振興を図るため,施設等につき，必要な処置を講ずべきこと」が衆議

院文教委員会において附帯決議された。その後，昭和46年度に第二国立劇場 

（仮称）設立準備のための調査費が計上されて以降，昭和55年度には，東京

都渋谷区の東京工業試験所跡地が建築予定地とされ，昭和60年度から61年度

の両年度にかけては公開建築設計競技が，また，昭和61年度から62年度にか  

けては基本設計が行われた。さらに昭平1J63年度には実施設計が開始されるな

ど，設立に向けて着実に準備が進められている。 

第二国立劇場（仮称）は，現代舞台芸術のセンターとして構想されており， 

オペラ，バレェ，現代舞踊等の公演を行う大劇場，主として現代演劇の公演

を行う中劇場，ォープンステージを持つ小劇場の三つを総合した劇場となっ

ている。完成の暁には，国際的にも屈指の劇場となり，我が国舞台芸術振興

の中核として，大きな役割を果たすことが期待される。 

芸術振興の方向 

芸術活動がいかに展開され，享受され，支えられているかは，その国の心

の深さと豊かさを端的に表す指標でもある。 

経済大国と目されるに至った我が国カ、国民生活の精神的充実を図る上で， 

また，国際社会の一員として他国の友好と信頼を得て人類文化に貢献する上

で，芸術の振興は重要な課題となっている。 

明治以降，伝統的な芸術を維持発展させつつも，圧倒的な欧米文化の影響

の下で，西洋の芸術の導入と吸収に没頭してきた観がある我が国芸術界も， 

先人の努力により,多くの分野で国際的に評価される水準に達しつつある。 

我が国は，今や，人類共通の貴重な芸術の成果を国際的水準において十分

に自らのものとしていくとともに，伝統の基盤の上に立って創造的活動を展

開し，国民の心に深く根ざしつつ国際的にも評価される優れた芸術を自ら生

み出して行くことが強く期待される段階にあると思われる。 

そのためには，何よりも，我が国の優れた芸術家カち 先進諸国と同等の条

件で，オ能を充分に伸ばし，かつ，発揮するとともに，国民がその成果を享

受できるように，先進諸国に劣らぬ諸条件の整備拡充を目指していかなけれ

ばならない。 

当面，特に舞台芸術の創造と発展の中心拠点となるべき第二国立劇場（仮 
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称）の創設を速やかに推進するとともに，関係各方面の力を結集し,広く民

間等の協力を得ながら，次の諸点に重点を置いた芸術の振興を図る必要があ 

る。 

(1）芸術創作活動への支援 

優れた芸術創作は，もとより，芸術家，芸術団体の自由で，創造的な活動

によって振興されるものであるが，これに対する行政の役割は，その活動の

場の整備や芸術情報の収集・提供，顕彰制度の整備，若手芸術家の育成，研

修等，芸術創作活動を振興，奨励するための条件整備を行うことにあリ，今

後とも，国，地方公共団体は，芸術諸分野の置かれている状況等を見極めつ

つ，重点的，効果的にこれらの施策の充実を図る必要がある。 

その中で，特に留意されなければならないのが，第1節1の（5）で述べた舞

台芸術活動の経済的基盤の充実である。前述のとおり，オーケストラ，オペ

ラ，バレェ等大型の舞台芸術は，入場料等の自己収入のみでは存統し得ない

ものであり，これらの分野において，国際的にも評価される質の高い水準の

活動が行われ，創造性豊かで優れた特色を持った成果が自ら生み出されてい

くためには，国，地方公共団体は，民間，企業等の協力・連携を求めること

を含め，この面の援助・助成についてー層の充実を図る必要がある。この場

合，質の高い芸術活動の継続的実施や新たな創造性の発揮を重視する観点か

ら，舞台芸術全般の基盤となる芸術活動や創造的に新たな局面を切り開く野

心的な公演，それぞれの分野を結集した意欲的な公演，新たな飛躍につなが

る国際的な公演等に重点を置いた施策を推進すべきである。 

(2） 国際的芸術活動の推進 

我が国の芸術は，海外の芸術の導入や伝統芸術の海外への紹介にとどまら

ず，国際的水準において芸術活動を展開するとともに，海外の芸術に触発さ

れつつ日本文化の伝統の上に，新たな創造的活動を発展させ，世界の割青界  

にも寄与することが期待されている。 

そのためには，我が国の芸術家が，国の内外において海外の芸術家と交流

し，協力し，競い合い，国際的評価の中で芸術活動を積極的に展開できるよ

う必要な条件の整備充実を図っていく必要がある。とりわけ，若手芸術家等

の在外研修や海外からの受入れなどによる諸外国との間の交流の充実，国際

フエスティバルへの参加等舞台芸術の国際公演の促進，アジア諸国等交流が

遅れている地域との芸術交流の強化などを重視する必要がある。 

(8）優れたメディア芸術の奨励 

映画，レコード，テレビ，ビデオ等のメディアの発達と普及は芸術の発展

と普及に大きく寄与してきたが，メディア芸術の製作と発表には通常多額の

経費を要するので，優れた作品の製作，発表を可能にするためには種々の配

慮が必要である。 

まず，メディア芸術に関する著作権，著作隣接権等が不当に害されること

がないよう，第 4 章で述べるように，その制度の適正な運用を図ることが基 
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本的な重要性をもつ。さらに，メディア芸術においては，経営上の配慮等か

ら少ない経費で多くの人々を引きつけることを重視するあまり，質の高い芸

術作品の製作が困難となるおそれがあり，優れた作品の製作への努力を助長・

奨励することが必要である。 

特に映画については，テレビ，ビデオ等の影響で安定した製作基盤が得難

くなっているが，テレピ，ビデオによる観客の広がリや今後のハイビジョン

の活用の可能性等を考えると，映像芸術の基本としての重要性はむしろ増加 

していると考えられる。 

さらに，国際的な文化交流に果たす映画の役割の重要性を考慮すると，我

が国映画界の置かれている状況の中で芸術的に優れた映画の製作，鑑賞の基

盤と機会の確保を重視していくことが必要である。 

第 3 章 国民の文化活動の振興 

第 1 節 国民の文化活動の現状 

文化活動の背景 

近年，所得水準の向上や自由時間の増大等を背景として，国民の文化に対

する興味，関心は著しく高まり，それとともに，文化活動を行う国民の層は

広がり，その活動内容も多様化している。また，その形態は単に芸術文化の

成果を鑑賞するだけにとどまらず，自ら活動し，学ぶなど主体的に参加する

文化活動が増える傾向にある。 

所得水準の向上の状況について，ー人当たりの国民所得（名目）で見ると， 

昭和30年には 8万円で当時のアメリカの約 9分の1であったものが,昭和61 

年には215万9000円となり，アメリカの約10分の 9となっている。 

また，ー人当たり平均月間実労働時間数が，昭和30年前後には190時間を超

えていたものが，昭和50年代には，170時間台となり，週休 2 日制を採用する

企業も昭平ロ61年には51％に上っているなど，余暇活動に割くことのできる時

間が増加している状況がうかがえる。また，平均寿命が戦前は50歳に満たな

かったものが，昭干ロ61年には男75.2歳，女80.9歳に達しているなど,高齢化

社会が進行していることも余暇活動の重要性を増大させている。 

このような社会，生活条件の変化を背景として，国民の間に内的な充足を

求める声が高まってきている。総理府広報室の「国民生活に関する世論調 
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図3- 心の豊かさか，物の豊かさか 
	

図3-2 芸術鑑賞活動の状況（対象別） 
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国民生活に関する世諭調査（昭和60年 総理府広報室）による。 

査」によると，図3-1のとおり，昭和54年以降は「心の豊かさ」を重視す

る者の割合が「物の豊かさ」を重視する者の割合を上回り，更にその後も・

前者は漸増し，昭和60年には「心の豊かさ」を重視する者は50%,「物の豊か

さ」を重視する者は33％となっている。また，同じく総理府広報室が昭和62 

年 7月に実施した「文化に関する世論調査」によれば，回答者の88％が日常

生活の中で優れた芸術文化を鑑賞したり，自ら文化活動を行うことが大切だ

としている。 

国民の文化活動の状況 

国民の文化活動は広範かつ多様であるが，以下では芸術文化，生活文化及

び国民娯楽に関する国民の活動について，各種調査などに基づき概観してみ 

よう。 
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文化に関する世論調査（昭和62年 総理府広報室）による。 

(1） 鑑賞活動 

芸術家の創作活動は，その成果を鑑賞し，享受する国民の支えがあって初

めて可能となるものである。こうした国民の鑑賞活動については，第 2章で

述べたように公演や展覧会などが増加していることや美術博物館の入館者数 
す’ 

がこの10年間に倍増していることなどから，年々増加の趨勢にあるものと見

られる。 

総理府広報室の「文化に関する世論調査」によって見てみると，図3-2 

のとおり，この1年間に音楽，演劇，演芸及び舞踊についてプロの公演を直

接鑑賞した者の割合は27%，映画鑑賞をした者の割合は34%，美術館又は美

術展覧会に行ったことのある者の割合は33%，文芸作品の読書をした者の割

合は50％となっている。これを年齢別に見ると，美術以外は若年層ほど割合

が高くなっている。さらに，人口規模による地域別に見たものが図3-3で

あり，いずれの分野も人口規模の大きいところほど鑑賞した者の割合は高く

なっており，これらの地域ほど鑑賞型の文化活動を活発に行っていることが

うかがえる。 

また，芸術文化活動の鑑賞は，レコード，テレピ，ラジオ等の媒体を通じ 
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図3-3 芸術鑑賞活動の状況（人口規模による地域別） 

26% 27% 

、
2
6 

人
口
旧
万
人

以
上
の
市 

人
口
旧
万
人

未
満
の
市 

ブ 23% 

旧％ 
37% 

1
0大
都
市 

（指数） 
100 

50 

東 
京 
都 
区 
音5 

舞台芸術 

39% 

のとおり，若い層ほど実際に活動している者の割合も今後の活動を希望する

者の割合も大きくなっている。このことから，参加型文化活動は今後とも―

層活発になると思われる。 

こうした国民の文化活動への積極的な参加は，アマチュア文化活動の活発

化として現れており，例えば，合唱については全国で約150万人以上カち吹奏

楽は約70から80万人が活動していると推計される。美術関係でも，自ら創作

を行う者は約400から500万人，書道については約1000万人以上とも言われて

いる。伝統的な生活文化についても，それぞれ数百万人に上ると言われる茶

道や華道をはじめ民謡・民舞や吟詠などは，根強い人気を保っており，また， 

多くの愛好家がいる囲碁，将棋や園芸なども含めて，文化活動は多様な広が

りを見せている。 

図 3一4 参加型文化活動の実態と今後の希望 
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文化に関する世論調査（昭和62年 総理府広報室）による。 
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第 3章 国民の文化活動の振奥 	 第1節 国民の文化活動の現状 

（注） 東京都区部を100とする。 

文化に関する世論調査（昭和62年 総理府広報室）による． 

て行われることが多いが，特に昨今はォーディオテープ，ビデオテープ，コ

ンノぐクトディスク等の普及が目覚ましいことから，青少年を中心として，媒

体を通じての鑑賞がますます盛んになっているものと考えられる。 

(2） 自ら行う文化活動 

近年，我が国では，芸術文化を単に鑑賞するだけでなく,自ら演じたリ作

ったりするなど，能動的に文化活動に参加する人々が増える傾向にある。前

述の「文化に関する世論調査」では，自ら作ったり，演じたりする参加型文

化活動を行っている者は18%（男14%，女21%)，今後そのような活動を希望

する者は28%（男24%，女32%）となっており，年齢別に見ると，図3-4 
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これらのアマチュアの文化活動について，組織的な活動を行っているもの

を中心として分野ごとに見ると以下のとおりである。 

音 楽 音楽関係では, 合唱，吹奏楽，ォーケストラがとりわけ盛んで

ある。合唱は，PTAや地域のいわゆるママさんコーラス，年末の第九の合唱

など，これを楽しむ人は多く，合唱人口は全国で約150万人以上と推定される。 

昭平ロ23年以来全日本合唱コンクールを開催するなど，我が国アマチュア合唱

活動の中核となっている囲全日本合唱連盟には，全国で約3000団体，約15万

人力切日盟している。 

吹奏楽は，その大半が中・高等学校の部活動として行われており，社会人

も含め約70から80万人が活動していると言われる。また，戦前から全日本吹

奏楽コンクールを実施している囲全日本吹奏楽連盟には，約1万500の団体が

加盟している。オーケストラについては，約410のアマチュアオーケストラ団

体が活動していると言われており，うち87団体が日本アマチュアオーケスト

ラ連盟に加入している。 

美 術 美術関係では，いわゆる美術愛好家は約1000万人おり，そのう

ち鑑賞だけでなく自ら創作活動を行うものは，約400から500万人と言われて

いる。その創作活動も発表の形態も様々であるが，全体としての水準は向上

しつつあり，画廊や美術館における展覧会の開催という形て噴り作作品の発表

を行うなどの例も少なくない。アマチュア美術愛好家の全国団体としては囲

美術愛好会サロン・デ・ボザールがあリ，アマチュアの美術の振興・普及の

ための活動を行っている。 

また，書道は,書道教室，塾などで学ぶ者も多く，この人口は1000万人以

上とも言われている。巌近は，特に婦人や高齢者が多くなっている。アマチ

ュア書道家のための文化庁所管の公益法人としては，助日本書道教育学会と

卿日本習字教育財団がある。 

演 劇 我が国のアマチュア演劇活動は，その生まれた基盤によって， 

高校演劇，職場演劇，市民演劇，青年団の演劇活動などに分けられる。高校 
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演劇は，高等学校の部活動として行われているものであり，全国高等学校演

劇協議会加盟校は約2500校に上っている。 

そのほかのアマチュア劇団は全国で700から800を数え，高校演劇と合わせ

約 5万人が活動していると思われる。全国団体である日本アマチュア演劇連

盟には56劇団力功口盟している。 

文 学 小説，短歌，詩，俳句，川柳などの文芸の分野における活動は， 

個人的色彩が強いが，同人誌などによって活動している者も少なくない。囲

日本文芸家協会によると，文芸同人誌の発行種類数は小説が542，詩1120, 短

歌557，俳句747と多く，活動の多様化，個性化の傾向を強めている。 

民謡・民舞，吟詠 民謡・民舞の愛好者は約500万人とも言われているカ、 

その愛好者の多くは中高年齢者で，今後，青少年層への普及が課題とされて

いる。全国団体である助日本民謡協会は，昭和26年以来，民謡の普及のため

の活動を展開している。 

吟詠は戦後，一時衰退を見せた時期もあったが，その後，全国的に広がり

を続け，各地で様々な組織が結成され，同好者は現在約400万人に及ぶと言わ

れている。戦前は青少年男子が多かったが，近年では婦人の同好者が増加し

ている。文化庁所管の吟詠関係の公益法人は 5団体あるが，そのうち助吟剣

詩舞振興会などは海外への普及も熱心に行っている。 

茶・率道等 茶道を学ぶ者は500万人とも600万人とも言われている。現存 
やよ 

する流派も表千家，裏千家，武者小路千家，薮内流，遠州流，宗偏流 石列1 

流,織部流，有楽流，松尾流，江戸千家等数多く，我が国生活文化の中で重

きをなしており,国際的にも多くの愛好者を持っている。現在文化庁所管の

茶道関係の公益法人は，囲表千家同人会，棚裏千家淡交会など15団体に上る。 

ー方，煎茶道の人口は抹茶道ほど多くないカち 親しみやすさが受け，最近で

は着実な伸びを見せており，現存する89流のうち37流が集まって伽全日本煎

茶道連盟を組織している。 

華道の流派数は，1000を超すと言われており，そのうち池坊，小原,草月 

-153- 



第3章 国民の文化活動の振興 
	

第1節 国民の文化活動の現状 

はそれぞれ約100万人を擁していると言われる。華道関係の文化庁所管の公益

法人は14団体あるが，そのうち約480流が参加する助日本いけばな芸術協会

は全国的な普及活動を行っており，また，この協会に属さない流派の一部が別

に如日本華道連盟を組織‘している。フラワーデザインも伝統的な華道との融

合が進み，普及しつつあり，(t)日本フラワーデザィナー協会が設立されている。 

また，盆栽は鎌倉時代にその萌芽を見ることができると言われ・国民の間

に定着してきている。近年，住り日本盆栽協会を中心に海外への普及が盛んと

なっており，昭和64年には第1回世界盆栽大会が我が国で開催される予定と

なっている。 

囲碁，将棋等 囲碁人口は約1000万人，将棋人口は約2300万人と言われて

おり，国民の間に広く普及している。助日本棋院，囲日本将棋連盟等関係団

体は各々その普及に努めている。 

その他の文化活動 このほか，コントラクトプリッジが囲コントラクトブ

リッジ連盟により，香道が肋お香の会により，菊作りが囲全日本菊花連盟に

より，錦鯉の飼育が（主り全日本愛鱗会によリ，食生活文化が助日本食生活文化

財団により，服飾文化が肋日本きもの文化協会及び助民族衣装文化普及協会

により，それぞれ普及が図られるなど,広範な分野にわたリ多様な文化活動

が展開されている。 

(3）文化に関する学習活動 

近年，いわゆるカルチャーセンターなど民間の文化学習のための機関が増

え，社会教育の面だけでなく文化活動の推進の上からも大きな役割を果たし

ている。文部省が昭和61年度に行った「生涯教育事業調査」によると，人口 

10万人以上の市区において昭和60年度間の1年間に市民を対象として学級, 

講座，教室を開催した新聞社，放送局，総合文化教室等は436であり・学級数

は約 4万1000，受講者数は約136万3000人となっている。これを内容別に見る

と「趣味・けいこごと」に関するものが，学級数及び受講者数とも最も多く， 
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学級数約1万9700，受講者数約40万3000人となっている。このことからも国

民の文化活動への関心の高いことがうかがわれる。 

これらの機関における文化関係の学習活動は，婦人層が中心となっている

が，一方，幼・少年層の間でも 「おけいこごと」 として文化活動が活発に行

われている。文部省が行った「昭手L160年度児童生徒の学校外学習活動に関す

る実態調査」により推計すると，習字を習っている小・中学生の割合は24%, 

ピアノ18%, 電子オルガン 4％などとなっている。 

このような文化学習の活発化は，国民の文化的素養を高める上で大きな役

割を果たしている。例えば，上述の「文化に関する世論調査」では，楽器の

演奏ができると答えたものは全体の25％であるカ、 特に10代後半の女性では 

63％に上っており，こうした基礎の上に，文化活動は,今後とも質量の両面

から大きな発展を見せることが期待される。 

地域の文化活動の現状 

地域の文化活動としては，戦前から地域の青年団など地域団体を中心とし

て，伝統的な民俗芸能などが行われていた。戦後，とりわけ昭和50年代に入

リ，それまでともすれば中央志向の強かった我が国社会の在り方に対する反

省として,地方がそれぞれ豊かな個性を持ち，特色を生かして経済的，社会

的発展を遂げるという，いわゆる地方の時代の理念が生まれ，地方の文化活

動は，地方公共団体の支援も受けて著しく活発になってきた。地方の文化施

設の建設が盛んに行われ，また，各種の文化団体の結成強化も見られた。地

域の伝統芸能や郷土芸能が見直されるとともに，最近では，イベントプーム

と言われるほど，各地で大規模な文化行事が実施されるようになっている。 

多くの地方公共団体では，文化振興が個性豊かな地域社会の発展に欠かせな

いものであるという認識に立ち，特色ある文化事業を積極的に進めるように

なっている。 
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(1） 地域の芸術文化団体の結成 

地域の芸術文化の振興，普及に当たり，芸術文化団体の果たす役割は大き

く，各地域では多様な団体が活動している。このうち，全県的な芸術文化の

総合的連合団体は，昭和60年 5月現在で35県にあり，10年前の30県に比べる

と 5県増えている。これらの総合的連合団体には，県単位の各分野ごとの団

体が連合してできたもの，市町村単位の文化団体の連合組織であるもの・両

者の融合したものなどがある。これらの全県的な団体は，その事業として・

構成団体の連絡調整，研究集会の開催，県芸術祭や県美術展の実施又は協力・

総合文化誌・年鑑等の発行，顕彰，団体助成等を行っている。また,全県的

な分野別の団体は全国で349団体が活動しており，分野別に見ると音楽75団

体，文芸45団体，美術35団体等となっている。これらの団体は構成員相互の

連絡，発表会の実施，研修会・講習会の開催，県芸術祭への参加，機関誌’ 

会報の発行等の事業を行っている。 

(2） 地域の特色ある文化活動 

的な発表会を行うものなどがあり,例えば，地域にゆかりのある「遠野物語」 

を題材にして市民の手により演劇化し，毎年公演を行っている岩手県遠野市

の「遠野ファンタジー」，アマチュアの音楽活動を結集して水準の高いオペラ

を上演している神奈川県藤沢市の「藤沢市民オペラ」，市民が参加し，製作し

た手作りのオペラ，演劇，合唱等を総合的に公演している山形県天童市の「市

民創作劇場」，合唱を中心に児童劇や郷上芸能を織り交ぜながら，宮沢賢治の

音楽や詩の世界を市民の手で再現している岩手県花巻市の「市民音楽祭」な

どの例がある。 

また，町づくり・村おこし等地域振興型の事業としては，各地から著名な

音楽家やオーケストラ等を招いて音楽祭を開催し，また，優れた映画やユニ 

ークな映画を数日間にわたリ上映する大分県湯布院町の「音楽祭・映画祭」， 

プロ，アマを間わず，世界各地の劇団を招いて公演を行っている劇団SCOT 

の「世界芸術祭」を村ぐるみで積極的に支援している富山県利賀村，郷土出

身の画家等の展覧会を開催したリ，町民ぐるみで絵画創作活動を行っている

鹿児島県末古町などの例がある。 

各地の特色ある文化活動について，文化庁が昭和61年度に行った調査によ

ると，演劇，オペラ，合唱，オーケストラ，民俗芸能など幅広い分野にわた

リ，336の特色ある活動が報告されている。これによると，活動の形態は・県

芸術祭や文化祭に参加する場合，独自に公演会等を開催する場合，学校・福

祉施設等を訪問して発表する場合，さらには，後継者養成など地域の芸能の

伝承活動を行う場合など多様である。また，オーケストラ，合唱・伝統芸能

等の分野では，プロの参加を得て活動したリ，定期公演やテレビ・ラジオへ

の出演を行うなど水準の極めて高いものも見受けられる。 

これらの地域の文化事業には，市民参加型のものと町づくリ・村おこし等

地域振興型のものが多い。市民参加型の事業としては，地元市民からなる活

動水準の高いアマチュアの団体等が主体となって，文化会館等を拠点に定期 
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施策の沿革 

芸術の頂点を高めるための施策と並んで，芸術文化行政の重要な柱である

文化の稽野を広げるための施策は，戦前，通俗教育・社会教育の施策の中で

行われた面もあったが，現在のように，一般国民の文化活動を振興するとい

う観点からの施策が展開されるようになったのは，戦後になってからと考え 

られる。 

昭和20年12月，文部省社会教育局に新設された芸術課においては，芸術家

の創作活動を奨励するための各種の施策を展開するとともに・地方の人々に

芸術文化の鑑賞の機会を提供し，あわせて，その活動を促進するための地方

芸術文化の振興のための施策を実施した。具体的には，昭和24年度からの名

作美術展の地方巡回をはじめとして，演劇や合唱の指導者の講習会・芸術祭

の地方公演，全国芸術文化担当者研究協議会，音楽・演劇関係の参考資料の

作成配布などの事業を行ってきた。また，昭和32年度からは・都道府県力崎了

う青少年音楽，演劇普及などの芸術文化事業に対する国庫補助を開始すると

ともに，昭和36年度からは，群馬交響楽団の活動に対する補助を皮切りに, 

地方芸術振興のための団体補助も開始した。 

昭平1141年5月文部省に文化局が新設され，それまでの芸術課が牡会教育局

から移るとともに，文化課と芸術課に分かれた。文化謀の新設に伴い，地方

芸術文化の振興のための施策が充実され，昭和42年度には，公立文化会館の

建設に対する国庫補助や地方の青少年に舞台芸術の鑑賞機会を提供する青少

年芸術劇場が開始された。 
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その後，昭平1J43年6月文化庁の設置に伴い，文化課は文化普及課と名称を

変え，それまでの事業の拡充を行ったほか,昭和49年度にはこども芸術劇場

を新たに実施した。また，このような優れた芸術鑑賞機会の提供に加え，昭

干1152年度には，市町村が行う参加する文化活動促進事業や全国高等学校総合

文化祭に国庫補助を開始するなど，国民が参加する文化活動の推進を施策の

重点に加えるようになった。 

一方，地方公共団体においては，昭平1150年代に入り,いわゆる地方の時代

と言われる時代背景の下で，すべての都道府県に文化行政担当の課が設置さ

れ，芸術文化担当の係などが設けられるようになるとともに，公立文化会館

や公立美術館の建設も盛んに行われた。また，芸術文化関係予算も大幅に増

加した。 

国は，」このような地方公共団体における体制の整備や芸術文化事業の充

実・定着傾向を考慮して，昭平ロ61年度には，それまで行ってきた地方公共団

体に対する国庫補助の一部を地方交付税による財源措置に切り替え,それま

での補助金中心の地方芸術文化の振興施策から，指導，助言を中心とする施

策に重点を移すこととした。このため，昭和57年度から行っている地方公共

団体や文化施設の職貝，文化活動の指導者等に対する各種の研修等のー層の

充実を図っている。同時に，昭手1161年度から，地方公共団体の行う事業との

有機的な連携に配慮しつつ，全国的な観点から国民の文化活動への参加の気

運を酸成し，その奨励を図るため国民文化祭を発足させている。 

施策の現状 

(1） 国の施策 

ア 優れた芸術鑑賞機会の提供 

近年,地方においても舞台芸術や美術などの優れた芸術文化に触れる機会

は多くなったカ、 いまだ大都市偏在の状況にあることは否定できず，地方に 
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よっては優れた芸術を鑑賞する機会は必ずしも十分ではない。全国的に芸術

文化の鑑賞機会の充実を図るとともに，地方公共団体の文化振興への努力を

助長するため，文化庁では地方公共団体と共同で各種の巡回事業を行ってい 

舞台芸術については，昭和40年代に，児童生徒を対象とする 「こども芸術

劇場．」，青少年を対象とする 「青少年芸術劇場」，広く国民一般を対象とする 

「移動芸術祭」をそれぞれ発足させ，昭和59年度からは，特に中学生の情操

の篇養の重要性にかんがみ，主として文化会館等で実施されているそれまで

の巡回公演事業とは異なり，舞台芸術を学校現場に派遣する「中学校芸術鑑

賞教室」 を開始している。昭和62年度における巡回公演の実施状況は次のと

おりである。 

名 . 	 称 公演回数 

移 動 芸 術 祭 ，」1 4 4 

こ ど も 芸 術 劇 場 56 

青 少 年 芸 術 劇 場 56 

中学校芸術鑑賞教室 3 9 

また，美術については昭和42年度から，中央で開催される主要な団体美術

展の受賞作品等を集め，文化庁買上げの美術作品と合わせて，地方の美術館

等に巡回展示する現代美術選抜展を実施するとともに，昭和56年度から・国

立の 4 美術館が近年収集した作品等内外の美術作品をまとめて地方の美術館

に巡回展示する国立美術館所蔵内外名品展を行っている。 

イ 国民文化祭等 

国民文化祭 最近における国民の文化活動への参加意欲の高まりに対応

し，文化庁では,国民ー般（アマチュア）が行っている各種の文化活動が全

国的な規模で一堂に会し，相互に競演，交流，発表する場としての「国民文

化祭」を，昭和61年度から都道府県と共催で開催している。  

⑦ 事業の概要 

この国民文化祭のねらいとしては，①国民が積極的に文化活動に参加する

ことにより・ 芸術文化を楽しむ気運を盛り上げ，文化の穂野を広げること， 

②地域住民カちそれぞれ地域の特色ある文化を育て，その競い合いを通じて， 

我が国の文化の水準を高め，創造に貢献すること，③文化関係団体を充実強

化するとともに・それらの文化活動の環境条件を整備すること，などがあげ

られる。 

国民文化祭は，主催者（文化庁及び開催都道府県等）が実施する主催事業

と・広く全国各地で地方公共団体，文化関係団体，企業等が実施する協賛事

業からなリ・主催事業は，「総合フェスティバル」，「シンポジウム」及び「分

野別フェスティバル」から構成されている。 

また・主催事業及び協賛事業は，全国各地の民俗芸能，民謡，合唱，吹奏

楽・ォーケストラ,演劇，舞踊，邦楽，文芸，美術，茶・華道などの生活文

化等の各分野について実施し，その開催期間は，原則として，主催事業は 1 
週間程度,協賛事業は主催事業の期間を含む 3か月程度となっている。 
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(4） 第 1回及び第 2回国民文化祭の実施状況 

第1回の国民文化祭は，東京都等との共催で昭平ロ61年11月東京都において 

12の主催事業が実施された。これには，全国から舞台関係で延べ138団体，約 

4500人が出演するとともに，文芸，美術などには，約1万点の応募があリ， 

また，生活文化関係では，15団体，約2000人が参加した。これら主催事業全

体に入場した観客は，約 4 万7000人であった。また，協賛事業は全国19都道

府県で145事業が実施された。 

第 2回は，昭和62年10月に初の地方開催として，熊本県等との共催で熊本

県下 8市16会場で行われ,主催事業としては，熊本県の特色を出した事業な

ど21の事業が実施された。この主催事業には，舞台関係の出演団体，出演者

が190団体，約5100人が参加するとともに，観客数は約20万6000人に及んだ。 

なお，協賛事業は17都県で181事業が実施された。 

今後の開催県としては，昭平1163年度の兵庫県，64年度の埼玉県,65年度の

愛媛県，66年度の千葉県，67年度の石川県，68年度の岩手県が内定している。 

国民文化祭は，まだ， 2回を終了したばかりであるが，アマチュアの文化

の祭典として，また，地域文化の全国に向けての発信の場として充実定着し

つつあると言えよう。今後は，開催県以外の都道府県の参加体制を整備する

とともに，国民文化祭と各地方公共団体や文化関係団体が行う文化振興事業

との連携を強化することが課題となろう。 

全国高等学校総合文化祭 全国高等学校総合文化祭は，高等学校における

芸術文化活動の振興に資することを目的とした，高校生の文化活動の全国的

な発表の場であり，昭平ロ52年度以降各県持ち回りで開催されている。文化庁

は，この事業を行う都道府県教育委員会に対し補助金を交付してきたが，昭

和61年度からは主催者として実施に加わっている。 

高校文化祭のねらいとするところは①芸術文化活動に積極的に参加しよう

とする創造意欲を醸成すること，②クラプ活動，部活動の成果を発表するこ

とにより相互に啓発を行い，芸術文化活動の質的向上を図ること，③芸術文  

化活動を通じて高校生として連帯感を育て,相互に交流と親睦を深めること， 

などである。 

この文化祭は，回を重ねるごとに内容の充実が図られ，種目数，参加校数

は大きく伸びている。昭手1162年度は，文化庁，愛知県教育委員会等の主催に

よリ・ 8 月に愛知県下を会場に吹奏楽,合唱等13種目にわたリ，約1400校， 

約1万5000人の参加を得て実施された。 

ウ 地方文化施設の整備，充実 

公立文化会館や美術館などの文化施設は,地域の文化活動を進める上で大

きな役割を果たしている。文化庁においては，公立文化会館の建設の促進を

図るため・昭和42年度から，地方公共団体（都道府県，人ロ10万人以上の市

及び広域市町村圏の中心都市）が行う施設整備に対して補助している。これ

まで補助金の交付を受けて設置された公立文化会館は，昭和62年度末現在で

計299館となっている。 

美術館の施設整備に対する国の補助は,文部省の公立博物館の施設整備に 
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,地方における芸術文Iロ古動の拠点となる公立文化会館の

連営の改拝に資するため・公立文イt会館の管理‘運営’利

用に関係する者が嚇伍に知識や糊験の交流を図り・研究協

議を行う。 

① 公立女化会館の職頁 

② 助公共団体の文化行政担当

職員’ 二 

③ 芸耐文化団体関係者 

」公立文化会館運営

研究協議会、 二 

公立文化施設技術

職員研修会 

公立文｛ヒ施設のI舗職員を対卑としぐ 舞台照明 音

業務に必要な知議，」主術に関する研峰を行う。 

公立の文化施設の技l'i職I4 

美術館等運営研究

協議会 

難満等の運営の充実に資するため，公私立の資術館等

用に関係する者が相liに知識や経験の交 

流を図り，研究協議を行う。 
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対する補助の中で行われており，昭和40年度以降，補助金の交付を受けて設

置された公立美術館は，昭和62年度末現在で計52館となっている。 

ェ 指導者研修等 

地域の文化活動が活発に行われるためには，その指導者の確保や養成が極 

めて重要である。また，近年急速に整備が進みつつある文化会館や美術館が

効果的に活用されるためにも，職員等の資質向上や相互の情報交換の場の確 

保が必要である。 

このため，国は，都道府県の要請に基づき，中央の一流の芸術家を実技の 

表3-i 芸術文化関係研修会・研究協議会 

r 

各締県，市町村の繊年数 

3年未満(,)芸井I文化行政担当者等 

公私立美術館学芸 公私立の美件就博物館において 近現代美術や酋犠 」近現代美雨の公開，保存，管理 

口等のd IIIf.I 珊修 
	

術に関する展覧会の企画・展示品の取扱いや保‘f管理等を 等専門的臓務に従水する学芸担当 

担当する学芸員等の専門的知歳；技1紳向上調る。 
	

堵 

指導者として地方に派遣し（約2()地区），地方の文化活動指導者の育成に資す

るとともに，表3-1のとおリ，地方の文化会館や美術館の職員及び芸術文

化行政担当者などを対象とした研修会，研究協議会等を開催している。 

(2） 地方公共団体の施策 

地方公共団体は，住民の文化活動振興のため，地域振興の観点も含めた幅

の広い多様な施策，事業を行っている。 

都道府県の段階では，具体的な施策，事業の内容は各々異なっているが， 

おおむね，全県を対象とした芸術文化事業の実施，文化施設の設置運営，文

化団体に対する助成等を行っている。また，市町村の段階では指定都市をは

じめ入口規模の大きい市を中心として，都道府県並みの施策，事業を行って

いるところがある一方，人口規模の小さい町村などでは，芸術文化事業が行

われていなかったり,文化施設が未設置のところが見受けられるなど，市町

村によって大きく異なっている。昭和60年度の状況を以下に概観しよう。 

ア 都道府県 

芸術文化事業の実施 県民に優れた芸術を鑑賞する機会を提供するととも

に，文化活動の発表の機会を与えるため，ほとんどの都道府県においては， 

舞台芸術及び美術の巡回事業（42県），都道府県芸術祭（40県），高校文化祭 

(42県）を自ら実施したリ，又は，その実施に対し助成を行っている。その

他，都道府県の実情に応じて，合唱祭,写真展，文化講演会など多様な芸術

文化事業を行っている。 

これらの芸術文化事業の実施に当たり，都道府県が支出した額は， 1県当

たり平均で，舞台芸術・美術の巡回事業約1000万円，県芸術祭約2000万円， 

高校文化祭約400万円などとなっている。 

芸術文化施設の設置運営 都道府県立の芸術文化施設としては，文化会館

及び美術館の整備が進んでおり，昭和60年5月現在，都道府県立の文化会館は 

芸術文化行政継

講I聖 

各都覇県及姉町I‘コlrに卿醐・1 遺等を’I象 

して, 難I文化行政の組識・ ー隣・  圭f改振鋤の現滞． 

基唾的な・噸lー関する研修の機会糾い 悩iじ甲斌な維 

① 公私立の美薪赫等の職「I 

② 地方公共団体の文化行政担当 

、職員 

③ 芸嚇文化団体関係者 
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37都道府県に72館が，美術館は昭和59年度で30都道府県に36館が各々設置さ

れている。また，博物館，図書館のほかに，文学館等特色ある芸術文化施設

が整備されている例も見受けられる。これら文化施設の管理運営に県が支出

した額は， 1県当たリ平均約 4億円となっている。 

また，今後，芸術文化施設の新設を計画している都道府県は19都道府県で

あり，土地購入費も含めた建設費は約273億5000万円（ 1県当たり14億4000万

円）となっている。 

指導者の養成 地域の文化活動の指導者を養成するため，市町村に指導者

を派遣したり，研修会を行うことは13道府県が実施している。これに要する

経費として， 1県当たリ平均100万円が支出されている。 

芸術文化団体への助成 各分野を総合した全県的規模の文化団体の運営費

に対し補助を行ったリ，舞台芸術の県内巡回事業又は指導者養成などを実施

する文化団体に補助している都道府県は42都道府県となっており， 1県当た

り平均4500万円が支出されている。 

市町村に対する助成 市町村が行う芸術文化事業に対し，補助を行ってい

る県は12府県であり，1府県当たり227万円となっている。また，市町村が行

う芸術文化施設建設に対し補助を行っている県は 8 県であり， 1県当たリ 

5800万円となっている。 

文化振興財団等の設立 文化施設の維持管理や各種文化事業の実施を弾力

的，効率的に行うとともに，民間資金の導入を容易にするため．都道府県が出

資して法人等を設立する例が増えている。昭和62年 5月現在，30都道府県で 

61法人等が設立されており，その大半が文化施設の維持管理を目的としてい

る。このほか,県民芸術祭等の芸術文化事業の実施を目的とする法人もある。 

例えば，文化施設の運営を主として行うものとしては助福島県文化センタ 

ー，助滋賀県文化体育振興事業団等が，芸術文化事業の実施を主として行う

ものとしては「県民芸術祭」，「少年文化祭」等各種の芸術文化事業を実施して

いる助群馬県教育文化事業団等がある。 
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また，施設の運営，芸術文化事業の実施等総合的なものとしては助岩手県

文化振興事業財団，助山梨県県民文化振興協会，助岡山県郷土文化財団等が

ある。 

芸術文化予算 以上のように，都道府県は様々な施策を行っており，それに

要した予算額は総額531億円（I県当たり11億3000万円）となっている。この

うち，文化施設の管理運営費及び建設費と市町村が行う施設整備に対する補

助を合わせた文化施設関係予算額は488億円であり，全体の86％を占め，都道

府県の施策の中心となっている。 

また，都道府県の芸術文化予算の推移を見ると，図3-5に示すとおりで

あり，昭平ロ47年度に132億円であったものが，昭和60年度には531億円に増え

ている。これを，経常的経費と臨時的経費である文化施設建設費に分けてみ

ると， 前者は昭和47年度に62億7000万円であったものが， 昭平060年度には 

252億7000万円に増え，後者は69億3000万円が278億1000万円に増えている。 

前者はほとんどの年度において増加しているが，後者は景気の動向に影響さ

れ，その増減は著しい。全体としての芸術文化予算は，文化施設建設費の増 
すう 

減によって年度によリ増減はあるものの，超勢としては着実に増加する傾向

にあると言える。 

イ 市町村 

芸術文化事業 住民に優れた芸術の鑑賞機会を提供するため，あるいは住

民の文化活動の発表の機会を確保するために，市民文化祭や絵画展覧会，郷

土芸能大会等市町村の実情に応じた多様な芸術文化事業が行われている。事

業の種類，内容，規模は各市町村によって様々であるが,一般に人口規模の 

大きいところほど活動が盛んである。 

芸術文化施設設置運営 市町村における文化施設の設置状況は，一般に人

口規模の多寡によリ大きく異なっている。市町村立の文化会館は，昭和60年 

5 月現在で560市町村に689館が設置されているが，これを人口規模別に見る 
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第2節 国民の文化活動の振興 

と，人ロ10万人以上の市ではほとんどに設置されているのに対し，町村では

わずか60館程度設置されているにすぎない。 

美術館を設置する市町村は，昭和59年度で65市町村であリ，ほとんどが人

口規模の大きいところである。 

指導者の養成，文化団体への助成等 上記のほか，地域の文化活動の指導

者を養成するため研修会を開いたり，文化団体へ助成を行うなど，市町村の

実情に応じて多様な施策が行われている。 

芸術文化予算 以上のような施策，事業を行うために市町村が支出した予

算は，総額1700億円となっており，このうち，文化施設関係予算は,1577億 

3000万円で全体の93％を占め，その施策に占める比重は都道府県以上に高い。 

なお，市町村の芸術文化予算の推移を見ると,図3-6のとおりであリ, 

昭和56年度に1413億円であったものが，昭和60年度には1700億円に増加して

いる。経常的経費と文化施設建設費に分けてみると，施設建設費は必ずしも

増えていないが，経常的経費は着実に増加しており，昭和56年度に348億9000 

万円であったものカち 昭和60年度には641億5000万円と激増（84％増）してい

ることは注目される。 

ウ 地域の芸術文化施設 

前述したように，地方公共団体が行う施策のうち芸術文化施設が果たす役

割は大きい。以下では，代表的な芸術文化施設である文化会館及び美術館に

ついてその整備及び運営状況につき概観してみよう。 

文化会館 音楽堂，劇場,美術展示場等の機能を持つ文化会館は，地域に

おける芸術の鑑賞，住民の文化活動の発表，練習の場として，地域の芸術文

化の振興に重要な役割を果たしている。これらの文化会館のうち，客席数300 

席以上のホールを有する施設は，昭和60年 5月現在で761館となっている。ま

た，客席数500席以上のものについて見ると，昭和49年度に411館であったも

のが，昭和60年度には668館と約1.6倍に増加している。 
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図 3 市町村の芸術文化予算 
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文化会館の事業としては，ホール等の貸館業務以外に，館が自ら企画して

実施する自主事業が重要である。昭和60年度の文化庁の調査によれば，約54 

％の文化会館が自主事業を実施しており，昭和49年度の調査では約43％であ

ったことと比較すると，近年，自主事業の実施が増加していることが分かる。 

美術館 美術の展示等を行う美術館は，地方における美術の振興,普及

に大きな役割を果たしている。 

美術館（博物館法による登録博物館又は博物館相当施設）の設置数は,第 

2章第1節 2 で述べたとおり昭和59年 7月現在，公立71館，私立120館，計191 

館であリ，約10年前の昭和49年度の公立33館，私立66館，計99館に比べて約 

2 倍に増加している。 

美術館のほか，総合博物館の中にも美術館としての機能を併わせ持ってい

る施設がある。また，美術展示施設も多数存在し，各々特色ある活動を行い， 

地域の美術の振興，普及に貢献している。 

美術作品等の収集に当たっては，特定分野の作品について体系的，集中的

に行ったリ，地元作家に重点を置くなど地域の実情や館の特色に即して行わ

れているところが多いが，収集方針が明確になっていないという指摘もある。 

このほか，普及事業として，講演会，講座等の開催，図録，館報等の発行， 

情報提供など多様な事業が実施されている。また，館活動を支援するための 

「友の会」の組織を設けたリ，ポランティア活動が行われている。 

文化会館等の公立文化施設の施設設備の内容や管理運営の在り方は，館や

地域によって多種多様である。ー般には，オペラ，バレエ，コンサート，合

唱，演劇等いずれにも使うことを目的としたいわゆる多目的ホールがほとん

どであるが，地域によっては専門ホールを持って特色ある活動を行っている

施設も少なくない。また，その管理運営を財団法入を設立して，これに委託

しているところも増えている。 
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第 3 節 国民の文化活動振興の方向 

国民の文化活動への関心は今後とも更に高まるものと思われるが，それに

対応して，国民が自発的に文化活動に参加し，あるいは芸術文化の成果を享

受できるような条件を整え，人々の生活をより充実した文化的なものとし， 

国民生活に真の豊かさとゆとりをもたらすことが肝要であろう。そのために

は，次の諸点に重点をおいて，国民の文化活動のー層の振興を図ることが必

要であると考えられる。 

(1） 地域文化活動の拠点施設の充実．強化 

近年，地方公共団体等の努力によって，公立文化会館や公私立の美術館な

どの整備が進んでいるが，国民の文化活動が活発になってきている中で，活

動の拠点としての文化施設の役割は，ますます重要なものとなっている。そ

のため，社会教育施設等既存の他施設の活用も含めて，練習場の確保等各分

野の文化活動の現実の必要性に十分留意して施設の整備を進めていく必要が

ある。同時に，各文化施設が職員の専門性の向上，文化団体との連携の強化， 

ボランティアの活用等によリ組織機能の強化に努め，住民の関心と意欲を的

確に受けとめ，充実した事業を展開するとともに，住民の文化活動を効果的

に支援することが肝要である。このようにして，国民が日常生活の中で自ら

文化活動に参加し，あるいは優れた芸術を鑑賞することができるように，そ

の機会を十分確保し，提出していく上で，これら施設が中心的役割を果たし

ていくことが強く期待される。 

(2）文化団体との協力・連携 

国民の文化活動を組織的に維持，発展させる上で，同好の士が指導者を中 

ー-172ー 

第3節 国民の文化活動振興の方向 

心にあい集うグループや団体の役割は極めて重要である。地域ごとにこのよ

うな組織が育ち，積極的に文化活動を展開していくことカ哩ましく，地方公

共団体としては，これらグループや団体の発展を支援するとともに，それら

との協カ，連携を通じ，住民の参加を促進することが必要である。また，こ

れらのグループや団体が相互の交流や協力を強化していくための基盤として， 

都道府県レベルあるいは全国レベルでの文化関係団体の発展が助長され，国

や地方公共団体との連携の下に，国民の参加による文化活動が全国的な規模

で積極的に展開されることが望まれる。 

(3） 地域における芸術鑑賞機会の充実 

国民の間で芸術文化に対する興味と関心が高まっている今日，優れた芸術

を身近に鑑賞できる機会を充実することが強く求められている。 

このような要望にこたえて大都市に偏りがちな芸術鑑賞の機会を各地に広

げていくことは，国民の文化活動の振興を図る上で重要である。 

優れた芸術活動や作品の公開が各地で活発に行われるためには,公立文化

施設や関係団体等の努カに期待するとともに，それらの努力を助長する意味

も込めて，地方においては鑑賞の機会の得難い舞台芸術，美術作品，映画等

について，各種の巡回事業や地方開催事業を一層拡充し，地方の芸術鑑賞の

機会を豊かなものにしていく必要がある。また，それぞれの地方で水準の高

い特色ある芸術活動が常時展開されるようになることが地方における芸術鑑

賞機会の拡充のため望ましいばかりでなく，我が国の芸術文化の発展にとっ

ても重要である。このような視点から地域に根ざした芸術活動の支援奨励を

進める必要がある。 

(4）情報提供機能の強化 

今日国民が芸術文化活動の成果を享受するとともに，積極的に文化活動に

参加していく上で，多種多様な文化関係の情報が必要となっている。このよ 
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第3章 国民の文化活動の振興 	 第1節 我が国の国語の状況 

うな中で文化活動にかかわる内外の情報を収集し，整理，提供することは， 

文化活動の基盤整備の観点からも，また，文化関係事業問の相互の連携の強

化の観点からも，極めて重要である。国，地方公共団体，文化施設，文化関

係団体などが，相互に協力して，美術館の所蔵品や展示に関する情報，文化

会館等の事業に関する情報，全国のイベント情報，指導者や団体についての

情報などを体系的に収集，整理し，必要なデータベースを構築するなど，広

く文化関係の情報を提供する体制を整えることも，国民の文化活動を振興し

ていく上での大きな課題である。 

第 4 章 国語施策の推進 

第 1 節 我が国の国語の状況 

国語の状況 

我が国は，固有の文化を持ち伝えるとともに，古来，諸外国の文化を摂取

してきた。それに伴って，日本語とは系統を異にする言語・文字に接する機

会が多かった。古くは中国，近くは欧米諸国の言語・文字を採り入れながら， 

今日のような国語が形成されてきた。 

国語の使用 国語の語種は，和語，漢語，外来語の三つに大別される。国

立国語研究所カ、 昭和31年中に発行された90種類の雑誌について調査したと

ころでは，使用された語のうち，37％が和語，47％が漢語，10％が外来語で， 

残りの 6％がこれらの混じり合った語であった。漢語と外来語の占める割合

がかなり高い。 

表記の上では，漢字，平仮名，片仮名，ローマ字等が用いられ，複雑・多

彩な文字使用が行われている。明治以来 表記をめぐって幾多の論議が繰り

返されたゆえんであるが，種類を異にするこれらの文字のそれぞれの機能を

生かして用いることによって，今日一般に行われている漢字仮名交じり文は， 

国語の表記として有効適切なものとなっている。 

現代文の中で用いられている漢字の字種は，国立国語研究所の上記の雑誌 

90種の調査によれば3328字である。また，文章の中で漢字の占める割合は約 
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36％である。国立国語研究所が昭手fl41年の新聞 3紙について調査したところ

では，使用された漢字の字種は3213字である。また，文章の中で漢字の占め

る割合は約39％である。雑誌，新聞とも大差のない数字が出ている。 

書き言葉の文体としては，口語文がー般に行われている。これは明治時代

の言文一致運動から発展したものであるが，法令・公用文が口語文に統一さ 

れたのは戦後のことである。昭和21年，新しい憲法において，従前の法令の

漢字片仮名交じり文語文という定型を破って，漢字平仮名交じりの口語文が

用いられたのは画期的なことであった。 

話し言葉については，全国に通用する言葉である共通語が広く普及してい

る。地域で使われる言葉である方言はこれと併存しているが，近年特に若い

世代の方言離れの傾向は著しい。 

時代の推移と国語問題 情報化社会，国際化社会の到来が叫ばれるように

なって久しいが，社会生活が複雑になるにつれて，国語の用語も豊富になり

複雑になってきて，新語や外来語の問題が発生している。新語の増加，外来

語の流入は社会現象のーつとして避けることのできないものであるが，それ

が過度になると，混乱を引き起こし，是非の論議を呼ぶことになる。 

ワープロなど情報機器の発達は言語生活に新生面を開いている。現在はま 

だ研究・開発の途上にあるが，コンピュータへの言語の入力を音声で行うい

わゆる音声入力，機械による自動翻訳，文字の自動読み取リ等の技術も，将 

来は広く実用化されるようになると思われる。これらの技術の発達に伴って

言葉の運用がますます自在になることは喜ばしいが，反面，機械によって言

葉が規制されたり画ーーイヒされたりする傾向も強まることも考えられる。 

新聞・雑誌等の出版物，ラジオ・テレビ等の放送，各種の広告など，いわ

ゆるマスコミユニケーションの媒体が人々の言語生活に及ぽしている影響の

大きさについては言うまでもない。文字から映像への好みの変化，若い世代

の活字離れの傾向も指摘されている。 

人間関係と言葉の在リ方については，いわゆる言葉の乱れの問題や敬語の 

ー一176- 

適不適の問題がしばしば論じられている。一方，諸外国においても日本語に

対する興味と関心が高まっており,我が国の内外における外国人の日本語学

習者の数も年々増加している。国語は，日本を国際的に理解させる手段とし

ても，この上なく重要である。平明，的確で，美しく，豊かな言葉を目指し， 

国語を大切にする精神を養うことカち 今日ほど大切なときはないであろう。 

国語施策の沿革 

明治維新後，新政府は，欧米先進諸国にならって近代国家の諸制度の整備

に努めたが，国語についても,早くから各種の施策を講じてその改善を図っ

た。国民意識の統合と国力の伸張を図るためにも，国語の統一と，国民皆教

育に必要な文字の平易化が求められたからである。民間においても国語・

国字改良の論議が盛んに行われた。漢字の節減，仮名遺いの平易化，標準語

の選定，言文ー致体の採用等が目標として掲げられた。明治30年代に入ると

単なる論議にとどまらず，まず学校教育において具体的な形で国語施策が実

施されることとなった。 

(1）小学校における国語表記の統一等の動きと国語調査機関

設置（明治33年～大正10年） 

小学校で用いる仮名の字体の統ー等 明治33年の小学校令施行規則におい

ては，小学校で用いる仮名（平仮名及び片仮名）の字体を定めた。これは， 

いわゆる変体仮名を整理して，一つの仮名にはーつの字体を用いることにし

たものであるが，教育の場だけでなく，次第に広くー般にも用いられるよう

になった。 

この小学校令施行規則では，小学校で用いる漢字についても大体の範囲と

して1200字を示した。また，仮名遺いについては，漢字を音読みにするとき

の仮名遣い（字音仮名遣い）が特に複雑であるところから，これを表音的に 
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書き表す方式を採用することとした（例 東京 とーきょー，工業 こーぎ

ょー）。これが俗に棒引き仮名遺いと言われるもので，明治34年度から明治42 

年度まで教科書に用いられた。 

なお，小学校の教科書は，明治37年度から国定教科書が使用されたが，国

語の教科書（いわゆる国定読本）においては，標準的な言葉を示して，話し

言葉，書き言葉の双方について国語としての統一を図ろうという方針が盛ら

れており，現実に，国語の統ーに大きな効果をあげることになった。 

なお，戦前の国定読本における漢字の提出数は，おおむね1300字強であっ

た。 

国語調査委員会の設置 明治35年には，国語の改善に関する調査を行うた

めの機関として，文部省に国語調査委員会が設置された。同委員会は，国語

の音韻，方言，仮名遣い，漢字，口語法等の諸問題について調査を行い，大

正2年に廃止されるまでの10余年間に，「音韻調査報告書」（明治38年），「ロ語

法調査報告書」（明治39年），「送仮名法」（明治40年），「漢字要覧」（明治41年）, 

「仮名遣及仮名字体沿革史料」（明治42年），「仮名源流考」（明治44年），「疑問

仮名遣前編，後編」（大正1年，4年）等を発表し，学術的研究に大きな成果

をあげた。特に明治40年の「送仮名法」は学校教育や一般社会にその後広く

用いられた。 

なお，国語調査委員会のほかに，仮名遣いの改定について臨時仮名遣調査

委員会（明治41年 5月～12月）が開催され,学校教育用の仮名遣い案につい

て審議したが，審議未了のまま終わった。 

(2） 国語表記の簡易化等の動き（大正10年～昭和9年） 

臨時国語調査会の設置 国語調査委員会が廃止された後，教育界や一般社

会から，国語・国字の簡易化を図るために，調査機関の再設置が要望され， 

大正10年には，文部省に臨時国語調査会が設置された。同調査会は，漢字の

制限，仮名遣いの改定等を当面の調査事項と定め，大正12年に「常用漢字表」 

(1962字，昭和6年1858字に修正）,14年に「仮名遣改定案」（おおむね表音

式。昭和6年に修正）,15年に「字体整理案」（略体字の大幅を採用），大正15 

年から 3か年にわたって「漢語整理案」(853の漢語の言い換え）を発表した。 

当時，新聞社等では漢字節減の機運が生じており，大正12年の「常用漢字

表」は相応の影響を社会に与えたが，公用文書等で用いられることはなかっ

た。 

その後，政府は国語調査機関の強化を図るために，昭和9年,臨時国語調

査会を廃止し，代わって国語審議会を設置した。 

臨時口ーマ字調査会の設置 ローマ字に関しては，臨時ローマ字調査会（昭

和 5年～昭和11年）が設置された。この調査会の成果をもとに，昭和12年， 

内閣から各官庁に対して「国語ノローマ字綴方」が訓令された。これが，い

わゆる訓令式のローマ字のつづり方である。 

(3） 国語審議会の設置（昭和 9年以降） 

官制に基づく国語審議会 昭和9年に設置された国語審議会は，臨時国語

調査会が単なる調査機関にすぎなかったのに対し，文部大臣の諮問機関とし

て，国語に関する事項を調査審議することとなった。設置の翌年，国語の統

制，漢字の調査，仮名遣いの改定，文体の改善の 4 項目に関して諮問された。 

これに応じて審議会は多くの調査検討を重ね，昭和13年に「漢字字体整理案」， 

昭平017年に「標準漢字表」(2528字。文部省は修正を加え2669字として発表）, 

「新字音仮名遣表」（おおむね表音式）を答申した。ただし，これらの漢字や

仮名遣いに関する諸案は，戦時下でもあり，政府で具体的に実施に移すには

至らなかった。 

戦後になって国語審議会は，次節に述べるように戦後の国語施策として重

要な一連の国語の改善策を答申した。 

文部省設置法に基づ〈国語審議会“昭平024年文部省設置法の制定に伴い， 

従来の官制による国語審議会は文部省設置法に基づく政令（国語審議会令） 
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による審議会に改組された。改組後の国語審議会は，国語の改善，国語の教

育の振興及びローマ字に関する事項を調査審議し，これらに関し必要と認め

る事項を文部大臣及び関係各大臣に建議する機関となった。なお，改組後の

最初の審議会を第1期審議会とし,その後，委員の任期 2年を 1期として第

何期と呼ぶ慣例になっている。 

改組後の国語審議会は，表4-1のとおり，次々と建議・報告を行ったが， 

昭和37年の政令改正によって，文部大臣の諮問に応じ国語の改善等について

審議することを主な任務とする機関となって今日に至っている。 

(4） 国立国語研究所の設置 

明治以来，国語・国字の改善を図るため専門・常設の研究機関が必要であ

ると唱えられていたカち 戦後，国民の生活能率の向上と文化の進展には，ま

ず国語・国字の合理化が基礎的な要件であり，そのために国語に関する科学

的，総合的な研究を行う有力な機関を設置すべきであるという要望が特に強

くなった。このような情勢下で，昭和23年12月国立国語研究所の設置を見た。 

当初，庶務部と 2研究部で発足したが，昭和30年に研究部を 4部とし，49 

年には，日本語教育部の新設と同時に 5研究部の組織となった。日本語教育

部は，昭和51年に日本語教育センターへと拡充発展した。 

- 180 - 

第 2 節 国語施策の改善 

国語施策と国語審議会 

国語の問題は，国民の日常生活や社会生活に広く関連し，ー国の教育や文

化の進展とも深くかかわる問題であるから，これを施策として取り上げるに

当たっては，十分な調査・研究を重ねて，問題点の所在を見極めるとともに, 

広く各方面の意見を聞きながら，慎重な審議を尽くすことが必要である。 

このため，政府は，広く社会の各界各層を代表する学識経験者や専門家で

構成する国語審議会を設け，そこでの高い識見と専門性に基づく慎重かつ公

正な審議により，国語施策の誤りなきを期しているところである。 

国語審議会の役割 国語審議会は，前述のとおり，昭和 9年に文部大臣の

諮間機関として設置されたものであるが，現在の国語審議会は，文部省組織

令に定めるところによって，文化庁に置かれ，文部大臣又は文化庁長官の諮

問に応じて，国語の改善，国語の教育の振興及びローマ字に関する事項を調

査審議し,また，これらに関し必要と認められる事項を文部大臣，関係各大

臣又は文化庁長官に建議することを所掌事務としている。 

国語審議会の構成等 国語審議会の委員は50人以内で任期は 2年である。 

ほかに，特別の事項を調査審議するため必要があれば臨時委員を，また，専

門の事項を調査するため必要があれば専門調査員を，それぞれ置くことがで

きることとなっている。 

委員の構成は，国語学・言語学等の専門家，新聞・放送・通信等の報道関

係者，学校教育関係者，学術・文芸・出版・印刷等の学識経験者を網羅して

いる。各界各層の広範な関係者の合意形成の場として十分な機能が果たせる 
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表4-1 戦後の国語審議会の主な活動状況 

昭和21. 9「現代かなづかい」を答申
マ ‘  

11「当用漢字表」 を答申 

昭和22. 9「当用漢字別表」，「当用漢字音訓表」を答申

昭和23 6「当用漢字字体表」 を答申 

昭和24. 7「中国地名・人名の書き方の表」 を建議

昭和25, 6「国語問題要領」を報告 

5「人名漢字に関する建議」を建議 

10 r公用文改善の趣旨徹底について」を建議 
~ 

― 一 管」讐I・紺鷲 
4「どれからの敬語J を建識 

3「ローマ字づづり方の単ーィヒについて」を建議 

昭和27. 4「どれからの敬語J を建識 

昭和28. 3 rローマ字づづり方の単ーィヒについて」を建議 

昭和22.  

昭和23.  

昭和24.  

昭和25.  

昭和26.  

「国 

昭和29. 3「法令用語改善につ,、て」を建議。 「外来語の表記について

一を報告 ’ 

昭和31. 7「話しことばの改善について」を建議

昭和33.n「送りがなのつけ方」を建議 

・昭和36. 3「語形のゆれについて」等を報告 

昭和認 10「国語の改善についし を報告 
」  

昭和40. 12「発音のゆれについて」等を報告 

昭和41. 6 文部大臣から「国語施策の改善の具体策について」の諮問を受 

け，審議開始

昭和45. 5 漢字部会試案「当用漢字改定音訓表（案）」， 

定送りがなのらけ方（案）」を報告 

6「当用漢字改定音訓表」，r改定送り仮名の付け方」を答中。 「国

語の教育の振興に執に」を建議 

1「新漢字表試案」 を報告 

3「常用漢字表案」 を中間答巾 

3「常用漢字表」を答申 

2 仮名遣い委員会試案「改定現代仮名遣い（案）」 

3「改定珊t仮名遣い」を答申 

I 外来語の表記にてパ、て審議開始 
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ような組織になっておリ，政府はその答申については，全面的にこれを尊重

し，実施に移している。 

このような組織の例を外国に求めれば，フランスには古い歴史を有するア

カデミー・フランセーズがあり，フランス語を純化しその特性を保つことを

任務としている。近年は総理府所管の国家機関としてフランス語高等委員会

が設置され，フランス語の擁護と発展のための措置について政府に勧告を行

うこと等を任務としている。 

また，中国においては，語言文字工作委員会（旧称は文字改革委員会）が

国務院直属の機関として，中国の言語政策の立案と普及に当たっている。 

なお，国語審議会の調査審議においては，国立国語研究所が行っている現

代の新聞，雑誌，教科書等の用語・用字についての大規模な調査等が資料と

して大きな役割を果たしている。 

国語審議会の主な活動状況は次の表4-1のとおりである。 

戦後の国語改革 

戦後， 日本再建の呼び声の中で，教育や社会の各方面にわたる諸改革とと

もに，国語改革が重要な課題として取り上げられることになった。国語の改

革なくしては，国民の知識を広め，日常生活の能率を増進することができず， 

文化水準の向上を実現することもできないと考えられたからである。そして， 

「当用漢字表」（昭和21年），「現代かなづかい」（昭和21年）をはじめ，「当用

漢字別表」（昭和23年），「当用漢字音訓表」（昭平1123年），「当用漢字字体表」 

（昭和24年），「送りがなのつけ方」（昭和34年）等一連の国語表記に関する施

策が国語審議会の答申・建議に基づき，内閣告示・内閣訓令によって実施さ

れた。 

これらの施策は，戦前からの課題である国語の表記の平明化を実現しよう

としたものであって，法令・公用文書や教育で実施されるとともに，新聞・ 
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雑誌・放送その他一般社会に採用され，広く普及することとなった。国民の

多数にとって，国語の表記は使いやすく学びやすいものとなり，当初の施策

実施の趣旨は相応に実現されたものと言えよう。 

これらの施策の要点を示すと，次のとおりである。 

(1）漢字に関する施策 

漢字については，字数が多いこと，字体が不統ーであったり宇画が複雑で

あったりすること，読み方が多様で，音（中国から伝わった読み方）や訓（漢

字の意味に応じて和語をあてたもの）がーつの字に幾通りも存在することな

どから，これらを制限又は整理して， 日常生活の上で使いやすく，学びやす

いものとする施策がとられた。 

なお，我が国の漢字施策にやや後れて，中国でも，大規模な字体の簡易化

が行われた。また，韓国では，漢字を用いず固有の表音文字であるハングル

を専用する施策が推進された。（現在，公用文と教科書はハングル専用。新聞

は，ハングルに漢字を混用。漢字は，中学校・高等学校で漢文教育用として 

1800字を指導。） 

当用漢字表（昭和21.11. 18内閣告示・訓令） 「従来，わが国において用

いられる漢字は，その数がはなはだ多く，その用いかたも複雑であるために， 

教育上また社会生活上，多くの不便があった。これを制限することは，国民

の生活能率をあげ，文化水準を高める上に，資するところが少なくない。」（内

閣訓令）という趣旨で，法令・公用文書‘新聞・雑誌及び一般社会で日常使

用する漢字の範囲を定めたもの。1850字。 

当用漢字別表（昭和23.2.16内閣告示・訓令） 「国民教育における漢字

学習の負担を軽くし，教育内容の向上を図るためには，わが国の青少年に対

して義務教育の期間において読み書きともに必修せしめるべき漢字の範囲を

定める必要がある。」（内閣訓令）という趣旨で，当用漢字表の中で，義務教

育の期間に読み書きともにできるように指導すべき漢字の範囲を定めたも 
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の。いわゆる教育漢字。881字。 

当用漢字音訓表（昭和23.2.18内閣告示・訓令） 「漢字を使用する上の複

雑さは，その数の多いことによるばかりでなく，その読みかたの多様である

ことにもよるのであるから，当用漢字表制定の趣旨を徹底させるためには， 

さらに漢字の音訓を整理することが必要である。」（内閣訓令）という趣旨で， 

現代国語を書き表すために日常使用する漢字の音訓の範囲を定めたもの。 

3122音訓。 

当用漢字字体表（昭和24.4.28内閣告示・訓令） 「漢字を使用する上の複

雑さは，その数の多いことや，その読みかたの多様であることによるばかり

でなく,字体の不統一や字画の複雑さにももとづくところが少なくないから， 

当用漢字表制定の趣旨を徹底させるためには，さらに漢字の字体を整理して， 

その標準を定めることが必要である。」（内閣訓令）という趣旨で，現代国語

を書き表すために日常使用する漢字の字体の標準を定めたもの。約400字の簡

易字体を採用。 

人名用漢字別表（昭和26.5.25内閣告示・訓令） 「人名に用いる文字は， 

国民の生活能率をあげるためにも，また，個人の幸福のためにも，Jできるだ

け常用平易な文字を用いることが必要である。しかしながら，人名に用いる

漢字については，社会慣習や特殊事情もある」（内閣訓令）という趣旨で，当

用漢字表に掲げる漢字以外に人名に用いて差し支えない漢宇を定めたもの。 

92字。 

なお，当用漢字表及び人名用漢字別表に掲げられた漢字は，子の名に用い

ることのできる漢字の範囲として戸籍法及び同法施行規則に取り入れられ 

(2）仮名遣い等に関する施策 

仮名遣いについては，従来の歴史的仮名遣いが「あふぎ（扇）」，「かほ（顔）」， 

「てふ（蝶）」，「たふ（塔）」のように，古い時代の仮名の用法に準拠している 
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ため， 日常生活の中で使いこなすことが難しかったので，これを現代語の発

音に即して，「おうぎ」，「かお」，「ちょう」，「とう」のように書くことにしたも

のである。 

送り仮名の付け方については，従来から，様々なものが行われており，統

一することは難しいとされていたが，「当用漢字」,「現代かなづかい」に基づ

く新しい時代の口語文に適した送り仮名の付け方の標準が求められていたの

で，それにこたえたものである。 

「現代かなづかい」（昭和21.11 .16内閣告示司，令） 「国語を書きあらわ

す上に，従来のかなづかいは，はなはだ複雑であって，使用上の困難が大き

い。これを現代語音にもとづいて整理することは，教育上の負担を軽くする

ばかりでなく，国民の生活能率をあげ，文化水準を高める上に，資するとこ

ろが大きい。」（内閣訓令）という趣旨で，現代国語の口語文を書き表す仮名

遣いの準則を定めたもの。 

「送りがなのつけ方」（昭禾ロ34.7.11内閣告示・訓令） 「当用漢字・現代

かなづかい制定の趣旨の徹底を図るためには，さらに送りがなのつけ方を整

理して，その標準を定めることが必要である。」（内閣訓令）という趣旨で， 

現代国語を書き表すためによるべき送り仮名の付け方の標準を定めたもの。 

(3) 
	

字に関する施策 

「ローマ字のつづり方」（昭和29.12.9内閣告示・訓令） ローマ字のうづ

り方については，昭和12年9月21日内閣訓令で「国語ノローマ字綴方」が示

され統一の方向に向かったカち 戦後に至って再び幾つかの方式が並び行われ

るようになった。このため，官庁等の事務処理，ー般社会生活，また教育学

術の上において多くの不便があったので，これを統一し，単ー化することは， 

事務能率を高め，教育の効果をあげ，学術の進歩を図る上に資するところが

少なくないとして制定されたもので，国語を書き表す場合によリどころとす

べきローマ字のつづリ方を定めたものc 
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第1表，第2表に分かれ，一般に国語を書き表す場合は，第1表に掲げた

つづり方（いわゆる訓令式）によるものとし，国際的関係その他従来の慣例

をにわかに改め難い事情にある場合に限り，第 2表に掲げたつづり方（いわ

ゆるヘボン式など）によっても差し支えないとしている。 

戦後国語施策の見直し 

戦後国語施策に対する批判 戦後実施された一連の国語施策は，国語表記

の平明化を図り，教育上の負担を軽減し，社会生活上の能率を増進すること

によって文化水準の向上に資するという目的を相応に実現してきたc 

しかし，反面これらの施策の実施に伴って，種々検討を要する問題が生じ

てきた。すなわち，「当用漢宇表」や「当用漢字音訓表J については，漢字の

字種や音訓の制限的な取扱い方は，国語の表現を束縛し，表記を不自由なも

のにするという批判や，しばしば使われる漢字や音訓で，これらの表に入っ

ていないものがあり，一般社会の漢字使用の要請に合わないという指摘がな

されるようになった。「当用漢字字体表」や「現代かなづかい」については， 

新しい字体や表音主義による新しい仮名遣いの内容そのものに対する批判と

ともに，従来から行われてきた，いわゆる旧字体（康照字典体）や旧仮名遣

い（歴史的仮名遣い）をもっと尊重しなければならないという批判がなされ

るようになった。「送りがなのつけ方」については，規則が煩雑であるととも

に，全体として送り過ぎの傾向があるという批判がなされた。 

また，これらの施策の性格すなわち拘束力の問題や，適用分野の問題，例

えば各種の専門分野にまでー律に適用しようとすることが適切かどうかなど

のことについても論議を生じた。さらに，これらの施策の実施が，特に若い

世代における古典や伝統との断絶を生じたとして文化の伝承や創造を重んじ

る立場からも，戦後のー連の国語表記に関する施策の再検討が要望されるよ

うになった。 
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国語施策の改善についての諮問 このような批判や要望にこたえて，昭和 

41年 6 月，文部大臣から国語審議会に対して「国語施策の改善の具休策につ

いて」の諮問がなされた。 

諮問は，「これまでの国語施策には，実施の経験等にかんがみ，種々検討を

要する問題があると考えられるので，この際，再検討を加え，その改善を図

る必要がある。」という理由によるものであリ，検討すべき問題点として，当

用漢字，送りがなの付け方，現代かなづカ・い及びこれらに関連する事項の四

つを挙げている。 

昭手(141年6 月以降，国語審議会はこの文部大臣の諮問に応じて審議を継続

し,逐次，答申をしており，政府はその答申を尊重して，新しい内閣告示・

内閣訓令によって実施に移している。 

今日までの主要な審議経過と新しい内閣告示・内閣訓令による実施状況は， 

表4-2のとおりである。 

表4-2 国語審議会の主要な答申と実施状況 

諮問当時め内閣告示訓令 r 、 ． 答 申 	現行め 開告永．訓令 

（注） 「当用漢字音訓表」（昭和23. 2）は，国語審議会の答申「当用漢宇改定音訓表」（昭
和47. 6)を受けて，昭和48年 6月に改定されたが，その後「常用漢字表」 に吸収． 
合併された。 

(1） 漢字表の改定ー当用漢字関係諸表から「常用漢字表」 

当用漢字は,宇種と音訓と字体がそれぞれ別の表になっていたが，それら

を見直した「常用漢字表」は，字種，音訓，宇体を併せ示した総合的な漢字

表となっている。 

なお，「当用漢字別表」(881字）は，当用漢字の中て儀務教育の期間に読み

書きともにできるよう指導すべき漢字の範囲を定めたものであるが，「常用漢

字表」の制定に伴い，教育上の漢字の扱いは文部省の学習指導要領等別途の

教育上の措置にゆだねることとし，「当用漢字別表」は廃止された。小学校に

おいて指導すべき漢字については，小学校学習指導要領（昭平(152.7.23）に「学

年別漢字配当表」があり，996字が示されている。 

また，「人名用漢字別表」(92字）及び「人名用漢字追加表」（昭和51.7. 30 

内閣告示・訓令。28字）は，「当用漢字表」に掲げる漢字以外に人名に用いて

差し支えない漢字を定めたものであるが，「常用漢字表」の制定に伴い，人名

用の漢字の扱いは法務省令の戸籍法施行規則における取扱いにゆだねること

とし，この 2表は廃止された。 

法務省では，戸籍法施行規則第60条の取扱いについて民事行政審議会に諮

リ，その答申に沿って，昭和56年10月1日戸籍法施行規則の一部改正を行った。 

この結果，子の名に使用できる漢字は，常用漢字表に掲げる漢字（1945字） 

及び戸籍法施行規則第60条 別表第二「人名用漢字別表」に掲げる漢字（166 

字）と併せて計2111字（従来は1970字）となった。 

漢字表の改定の要点は，次のとおりである。 

常用漢字表の性格等 

① 「常用漢字表」は，法令，公用文書，新聞，雑誌，放送など，一般の

社会生活において，分かりやす〈通じやすい文章を書き表すための漢字使用

の「目安」 を示すものである。すなわち，この表に掲げられた漢字や音訓だ 

けを用いて文章を書かなければならないという制限的なものではなく，運用 
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に当たって，個々の事情に応じて適切な考慮を加える余地のあるものである。 

② 科学，技術，芸術その他の各種専門分野や個々人の表記にまで及ぽそ

うとするものではなく，地名・人名など固有名詞を対象とするものではない。 

また，過去の著作や文書における漢字使用を否定するものでもない。 

内 容 

① 字種は，従来の当用漢字1850字に95字を加え，合計1945字とした。加

えた95字の中には，例えば，「靴」，「涯」，「垣」，「蛍」，「昆」，「斉」，「汁」，「棚」，「釣」， 

「肌」，「僕」，「堀」などの字がある。 

② 音訓は，従来の音訓表に約360の音訓を付け加え，新たに加えた95字に

ついても，それに準じて音訓を選定した。 

加えた音訓の中には，例えば，「夏（ゲ）」，「除（ジ）」，「凡（ハン）」，「探（さがす）」， 

「記（しるす）」，「危（あぶない）」，「魚（さかな）」，「街（まち）」などがある。その

ほか，付表を設けて，いわゆる熟字訓や当て字などの類110語を掲げている。 

例えば，「明日（あす）」「時計（と‘ナい）」，「眼鏡（めがね）」，「お父さん」，「お母さ

ん」 などである。 

③ 字体は，従来の当用漢字については「灯」（＋ー燈）1字を除いて変更は

なく，新たに加えた95字については，「蛍」（叫一登），「斉」（一斉）のように， 

従来の当用漢字に準じた整理を加えた。また，明治以来行われてきた字体と

のつながりを示すため，例えば「円（園）」，「応（磨）」，「学（畢）」，「宝（賓）」， 

「竜（龍）」のように，いわゆる康照字典体を括弧に入れて添えた。 

(2） 送り仮名の付け方の改定ー「送りがなのつけ方」から 

「送り仮名の付け方」へ 

送り仮名の付け方の改定の要点は，次のとおりである。 

送り仮名の付け方の性格等 

① 「送り仮名の付け方」は,法令，公用文書，新聞，雑誌、放送など， 

―般の社会生活において，「常用漢字表」の音訓によって現代の国語を書き表 

す場合の送り仮名の付け方の「よりどころ」を示すものである。 

なお，「よりどころ」とは，「常用漢字表」における 「目安」の趣旨と同じ

く，ゆとりのある緩やかな取決めであることを意味するものである。 

② 科学，技術，芸術その他の各種専門分野や個々人の表記にまで及ぼそ

うとするものではなく，また，漢字を記号的に用いたり，表に記入したりす

る場合や，固有名詞を書き表す場合を対象としていない。 

内 容 

この「送り仮名の付け方」では，従来の「送りがなのつけ方」の26の通則

を 7通則にまとめて規則を簡明にしたほか，活用語尾を送ることを主要な原

則とし，慣用を尊重して例外・許容を設け，読み間違えるおそれのない場合

は送り仮名を省いてよいこととした。その結果，例えば，従来の「送りがなの

つけ方」で「表わす」，「現わす」，「行なう」 としていたのを，「表す」，「現す」， 

「行う」 と改めた（従来の形も許容）ほか，「浮かぶ」，「生まれる」，「終わる」， 

「売り場」，「手統き」を「浮ぶ」，「生れる」，「終る」，「売場」，「手統」とする類の

許容を大幅に認めることとした。 

(3）仮名遣いの改定一「現代かなづかい」から「現代仮名遺い」 

仮名遣いの改定の要点は，次のとおりである。 

現代仮名遺いの性格等 

① 「現代仮名遣い」は，法令，公用文書，新聞，雑誌，放送など，―般

の社会生活において，現代の国語を書き表す場合の仮名遣いの「よりどころ」 

を示すものである。 

② 科学，技術，芸術その他の各種専門分野や個々人の表記にまで及ぽそ

うとするものではない。 

③ 主として現代文のうち口語体のものに適用する。原文の仮名遣いによ

る必要のあるもの，固有名詞などでこれにより難いものは除く。 

④ 擬声・擬態的描写や嘆声，特殊な方言音，外来語・外来音等の書き表 
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し方を対象とするものではない。 

内 容 

① 「現代仮名遣い」は，語を現代語の音韻に従って書き表すことを原則

とし，一方，表記の慣習を尊重して一定の特例を設けたものであり，従来の 

「現代かなづかい」に比べて構成を簡明にしたほか，歴史的仮名遣いとの対

照表（語例入り）を付表として添えた。 

② 慣用の定着状況にかんがみ，不要になった許容を省いた。すなわち， 

従来の「現代かなづかい」では，( ）内に示すような形を許容していたが， 

これをやめた。 

例 私は（わ），学校へ（え），放送 ほうそう（ほおそお） 

また，必要と考えられる許容を新たに設け，( ）内に示すような形を許容

することにした。 

例 せかい旦ゆう（～互ゆう）,いな土ま（いなゴま），うな土く 

（うな2く），さし1ソ）（さしニ2め） 

③ 従来，疑義のあった諸点について新たに項目を設けたり，語例を多く

示したりしてこれを明らかにした。例えば「経営」，「時計」などは「ケーエー」， 

「トケー」のように発音されることも多いカち 常に「けいえい」，「と‘ナい」と

書くことを明記した。また，「じ，ぢ」，「ず，づ」の書き分けについて語例を

多く示した。 

④ 歴史的仮名遣いについては，昭和21年の「現代かなづかい」の制定以

前には社会一般の基準として行われてきたものであり，今日においても，歴

史的仮名遣いで書かれた文献などを読む機会は多く，歴史的仮名遣いが，我

が国の歴史や文化に深いかかわりを持つものとして，尊重されるべきことは

言うまでもないとしている。 

⑤ なお，以上の諸点のほか，「現代仮名遣い」による表記の仕方は，従来

の「現代かなづかい」による表記の仕方と，実際上ほとんど相違がないが， 

これは「現代かなづかい」の実施後約40年が経過し，法令，公用文書，新聞, 

第2節 国語施策の改善 

雑誌 放送など，一般の社会生活における使用状況が十分安定し，国民の問

で広く支持されていると判断されたことによるものである。 

(4） 改定された漢字表等の性格及びそれらの実施 

改定された漢字表等の性格 前述のように，改定された漢字表等は，内容

の上て唾重々改善を加えるとともに，その性格の上で従来の漢字表等の制限的， 

画ー的な色彩を改め，「目安」，「よりどころ」という，ゆとりのある緩やかな

取決めとした。また，従来の漢字表等が，国民生活のすべての分野に一律に

及ぽされるものであるかのような誤解を与えがちであった点を改め，適用分

野は「法令，公用文書，新聞，雑誌，放送など，一般の社会生活」であるこ

と，「科学，技術，芸術その他の各種専門分野や個々人の表記にまで及ぽそう

とするものではない」ことを明示した。つまり，これらは国民生活の中でも， 

公共的な伝達の場で，分かりやすく通じやすい文章を書き表すためのもので

あって，専門的な領域や私的な場にまで立ち入ろうとはしていないものであ

る。 

さらに，これらは，上記のような適用分野で「現代の国語を書き表すため」 

の「目安」，「よりどころ」であって，過去の著作や文書における文字使用やい

わゆる旧字体（康黙字典体）や旧仮名遣い（歴史的仮名遣い）などの伝統的

な表記を否定するものではなく，それらに対する配慮もそれぞれ示している

ところである。 

漢字表等の実施 改定された新しい「常用漢字表」，「送り仮名の付け方」， 

「現代仮名遺い」は，それぞれ内閣告示の形で公示された。 

内閣告示は，政府の意思として国語施策の内容を公示し，現代の国語表記

の「目安」，「よりどころ」として広く活用されることを期待するとともに， 

新聞等関係分野に周知を図リ,協力を求めるものであるが，法的な拘束力を

持つものではない。 

ー方，国の各行政機関に対しては，「常用漢字表」，「送り仮名の付け方」， 
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「現代仮名遣い」の実施について，それぞれ内閣訓令が発せられた。これら

の内閣訓令は，国語施策にてハ、て各分野に協力を求める以上，政府部内で率

先して実行するのは当然のことであるので，内閣が各行政機関にその旨を指 

示するものである。 

なお，国の各行政機関は，内閣訓令に従い公用文としての統一的基準を設 

けるため，事務次官等会議において「公用文における漢字使用等について」 

の申合せを行っている。また，法令については，内閣法制局から各行政機関 

に対して 「法令における漢字使用等について」が通知されている。 

学校教育においては，文部省で，小・中・高等学校の学習指導要領の―部 

改正など必要な措置を講じ，改定された漢宇表等の趣旨に沿って教育を行っ 

ている。 

また，日本新聞協会では，新聞用語懇談会で申合せを行い，新聞，通信， 

放送の各社とも，それぞれ改定された漢字表等を取リ入れた新しい表記を実

施している。 

は，原語の発音又はつづりに即した表記（例 ティーム，ヴァイオリン）を

採るべきか，国語化した発音をもとにした平易な表記（例 チーム，バイオ

リン）を採るべきかという問題である。昭和29年の「外来語の表記について」 

は，おおむね後者の立場をとっているが，近年とみに前者の立場を主張する

声も高まっている。 

第17期国語審議会は，昭禾1162年1月14日，第1回総会を開き審議を開始し， 

以来，総会と外来語表記委員会において問題点を整理しながら，審議を重ね

ている。 

外来語の表記の審議 

昭和61年12月10日に発足した第17期国語審議会においては，「現代仮名遣

い」に関連する事項として外来語の表記の問題を取り上げることとなった。 

外来語の表記については，昭和29年 3月に国語審議会の部会報告として「外

来語の表記について」が公表され，これが各方面で参考にされてきた。しか

し，この部会報告は，当初からなお検討すべき点があるとして総会での了承

が得られなかった経緯があリ，また，既に30年以上を経て現在の外来語表記

の実情と合わなくなっている面があることも指摘されている。そこでプ各方

面の要望等も考慮し，外来語の表記の問題を取り上げることとしたものであ 

る。 

外来語の表記に関して指摘されている問題点はいろいろあるが，根本的に 
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第 3 節 国語施策の普及と充実 

国語施策の普及 

国語の改善に関する諸施策，特に，前節で述べたような内閣告示，内閣訓

令によって実施に移された国語表記に関する諸施策は，まず，政府部内で率

先してこれによっていることは言うまでもない。法令や公用文書における表

記がそれである。 

また，その趣旨は，新聞や放送など，いわゆるマスコミュニケーションの

場においても広く受け入れられ，おおむね国語施策に準拠した表記が行われ

ている。さらに，学校教育では，特に初等中等教育において全面的に採り入

れられている。 

ー般の社会生活において，相互の伝達や理解を円滑にするためには，分か

りやすく通じやすい文章を書くことが必要であり，そのための漢字使用の「目

安」，送り仮名の付け方や仮名遣いの「よりどころ」を定めるという国語施策

の趣旨は，それらの「目安」，「よりどころ」が緩やかで弾力的な性格のもの

であることとあいまって，広範な支持を得るとともに広く普及していると言 

えよう。 

国語施策の課題 

国語施策は，従来，主として国語の表記の問題を扱ってきた。これは，我

が国の文字表記が，歴史的な事情で，複雑に形成されてきたことによるもの

である。前節で述べたように，戦後，新しい国語表記が発足してから20年で  

改善の機運が生じ，更に20年を経て主要な改善策が出そろい，現在は，国語

審議会で外来語の表記についての審議か峯iわれている。 

ところで,国語を平明，的確で美しく豊かなものとするためには，表記の

問題だけではなく，言語生活全般について問題点の所在を把握し，広い視野

に立って適切に対応していかなければならない。 

このような観点から見ると，今日，国語にてル、て問題とされている点は多

岐にわたるが，例えば次のような事項がしばしば指摘されている。 

言葉の乱れやゆれの問題 日本語の「乱れ」，「ゆれ」に関しては，近年様々

な論議が行われている。国立国語研究所報告「大都市の言語生活」（昭平1156年 

3月）の調査資料と分析にもある 「見れる」，「起きれる」等のいわゆるラ抜

き言葉やアクセントの問題のほか，「学生する」，「青春する」等の言い方，外 
はん 

来語の氾濫，マンガ字の流行などが指摘されている。 

敬語表現の問題 「やる」と「あげる」の使い分け，「お求めやすい」，「お

持ちしてください」等の言い方や敬称の用い方など，敬語が正しく使われて

いないという指摘が増加している。 

また，「これからの敬語」（昭和27年国語審議会建議）は，必要以上に煩雑

な点があった従前の敬語の行き過ぎを正し，新しい時代に即した平明・簡素

な敬語法の指針を示したものであるが，これに続く指針を示してほしいとい

う要望も多い。 

ワープロなど情報機器の発達に伴う問題 情報機器の発達に伴い，近年の

ワープロの普及は，文書作成能率を飛躍的に高めた。このような情報機器の

もつ長所が十分に発揮できるよう，通産省工業技術院で日本工業規格（JIS) 

が種々制定されているが,「常用漢字表」にない漢字の字体の取扱い，数字の

書き方，句読点や括弧等の符号の使い方などについての広い視野に立った基

準の設定も望まれているところである。 

そ の 他 国際化,情報化に伴い，新語・外来語が増加する中で，伝統

的な国語との調和を図ることも大きな課題であリ，各種のマスコミュニ’ケー 
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ションの媒体や学校教育，社会教育及び家庭教育の果たす役割も問われてい

る。 

課題への対応と国語施策の充実 

広範多岐にわたる国語問題に対応するとともに，国民の間により一層国語

に関する認識を深め，国語を大切にする精神を高めることを目的として，文

化庁は次のような諸施策を講じているところである。 

(1） 美しく豊かな言葉の普及 

昭和47年 6月28日，国語審議会は,「国語の教育の振興について」を建議し， 

その中で「国語が平明で，的確で，美しく，豊かであることを望み，国民全

体が，国語に対する意識を高め，国語を大切にする精神を養うことが極めて

重要である」として，学校教育,社会教育及び家庭教育の各分野における国

語の教育の振興を提言した。この建議の趣旨に基づき，昭和48年度から専門

家の協力を得て，冊子による「ことばシリーズ」 を，昭和55年度からは 「美

しく豊かな言葉をめざして」 と題するビデオテープによるシリーズの作成・

配布を行っている。 

「ことばシリーズ」 毎年，解説編と問答編とを作成し，全国の小・中・

高等学校，図書館，公民館などに配布するとともに，政府刊行物として―般

にも市販している。解説編では，「敬語」，「言葉のしつけ」，「あいさつと言葉」， 

「話し方」など，広く国民に関心を持たれている主題を設定して分かりやす

い解説を加えている。問答編では，「言葉に関する問答集」として「世論」の

読み方は，「セロン」か「ョロン」か，「超える」 と「越える」の使い分け， 

「殿」と「様」，「おられる」 と 「いらっしゃる」の使い分けなど，言葉の使

い分け，敬語表現の適否など身近な言葉の問題を問答形式でまとめている。 

国語に対する国民の関心の高まりを反映し，「ことばシリーズ」は，毎年，好 
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表4-3 「ことばシリーズ」（解説編）の刊行の状況 

評をもって迎えられ，市販されているものは大蔵省印刷局刊行物のベストセ

ラーとなっている。これまでに作成した年度別の標題は表4-3のとおりで

ある。 

なお，問答編は，「言葉に関する問答集」1 -14（昭和49年～62年）として

作成している。 

ビデオテープ「美し〈豊かな言葉をめざして」 文字による 「ことばシリ 

ーズ」のほかに，ビデオテープレコーダの全国的普及などにかんがみ，音声・

映像効果を活用して，言葉の学習のための教材として作成しているシリーズ

である。 

敬語をはじめ，日常生活のいろいろな場面に応じた言葉遣いの問題や音声

訓練の方法など，世間で広く関心を持たれている言葉に関する問題を取り上

げ，毎年，15分のビデオテープを 3種類ずつ作成して，全国のフィルムライ

プラリー等へ配布し学校教育，社会教育での利用に供している。これまでに 
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作成したものは，表4-4のとおリである。 

(2） 国語問題研究協議会の開催 

第 4 章 国語施策の推進 
	

第 3 節 国語方瞭の普及と充実 

道出版関係者その他国語に関心のある者と広範にわたっている。 

国の国語施策の現状の説明，国語施策の課題や国語に関する諸問題につい

ての実態調査報告と協議等が行われている。 

(3） 国語施策に関する資料の収集と整備 

国語施策は長い文化的意義を持ち，国民の日常生活や精神生活に直接かか

わる問題であるから，正確で堅実な研究に基づいて，充実，発展されるべき

ものである。そのためには国民の言語生活に関する科学的な調査研究を更に

推進させることが必要である。 

国立国語研究所は，昭和23年の設置以来,国民の言語生活全般について着

実な研究成果をあげ，国語施策検討の基礎資料を提供してきているが，今後

とも更に組織的に，言語に関する継続的，体系的な調査研究を行うことが強

く要望されている。 

また，現在同研究所が編集の準備作業を進めている国語大辞典は，日本語

の歴史的な足跡を可能な限りたどり，時代ごとの用例を示す貴重な資料とな

るものである。 

この種の自国語の歴史を示す大辞典は，英仏等においては既に刊行されて

おり，たびたび改善・改訂も行われているが，我が国において今回初めて編

集の緒についたこの国語大辞典は平明，的確で，美しく，豊かな国語の確立

に大きな貢献をすることになろう。 

国語をめぐる諸問題を取り上げ，改善の方策等について研究協議し，国語

に対する関心を高めるとともに,国語施策の充実に資することを目的として， 

毎年，東西 2地区で，地元国立大学，都道府県教育委員会等の協カを得て， 

「国語問題研究協議会」を開催している。参加者は小・中・高等学校等の教

員，都道府県・市町村の指導主事，社会教育関係者，広報・文書担当者，報 

-200- 	 -201ー 



第 4 章 国語施策の推進 
	

第 4 節 日本語教育の推進 

第 4 節 日本語教育の推進 

我が国では，全国津々浦々，どこへ行っても，日本語によって相互に意思

を通じることができると言ってよい。このような，日本国民にとっての日本

語を 「国語」と呼んでいる。 

近年，この国語としての日本語だけでなく，別な面での日本語の需要が急

速に高まっている。外国語あるいは第二言語として，日本語を学ぶ人々が増

えているためである。 

国内では，外国人ビジネスマン，留学生，インドシナ難民など多数の人々

に，日本社会のー員として，日本語を使って杜会生活を営む必要が生じてい

る。海外においても,日本関係企業の就労者,技術者，観光関係者等の間で， 

また学校教育において，日本語の学習者が急激に増加している。さらには， 

中国帰国者など，日本人であっても，いわば第二言語として日本語を学ぶ人々

がいる。 

しかし，日本語教育は伝統ある国語教育に比べ，これから解決していかな

ければならない問題が多い。日本語を外国語・第二言語として教授するため， 

多様な学習目的に応じた体制の整備，教育内容・方法の充実が求められてい

る。 

日本語学習者の増加 

経済の発展等による我が国の国際社会における役割の増大や国際交流の活

発化に伴い，国の内外における外国人日本語学習者数は，大幅に増加してい

る。日本語教育機関における学習者数は，国内においては，昭和62年11月現

在 4 万3000人（文化庁調査），海外においては，昭和59年度現在58万1000人（国  

際交流基金・外務省調査）に上っている。 

文化庁では，昭和42年度から，国内の日本語教育機関の実態調査を実施し

てきたが，それによると，日本語学習者数，日本語教員数の推移は，図4-

1のとおりである。また，日本語教育機関数も年々増加し，昭和62年には総

数で496機関となっている。内訳を見ると，大学等で正規の学科，課程あるい

は科目を設けているもの及び補習授業等で何らかの日本語教育を実施してい

るものは241機関，専修学校，各種学校で日本語教育を行っているものを含め

一般の日本語教育機関は255機関となっている。 

なお，図4-2は，昭和62年11月1日現在の出身地域別学習者数である。 

昭和51年と62年を比較すると，日本語学習者は約 4倍，日本語教員は約4.4 

倍，日本語教育機関は約2.6倍といずれも大幅に増加している。今後この傾向

は，留学生10万人計画や社会の各分野で国際化が更に進展する中で，ますま 

図4-1 国内における日本語学習者数・教員数 
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大洋州 423人（I.0%) 

南アメリ力州 446人（l.0%) 

ョーロッバ州 2,734人（6.3%) 

（昭和62.11. I現在） 

アフリ力州 399人（0.9%) 

その他不明等 697人い.6%) 
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図4-2 出身地域別の日本語学習者数 

す強まるものと予想される。 

また，日本語学習者の増加に伴い，年々その職業，年齢，出身地域等も多

様化し，留学生や大学入学志望者，ピジネスマン，技術研修生，中国帰国者， 

インドシナ難民等の多岐にわたる学習者に対して，それぞれの学習目的に即

した多様な日本語教育が必要となってきている。 

日本語教育の推進 

国内外における日本語学習者の増加に対応し，関係省庁は，相互に連携し

ながら積極的に日本語教育の振興・普及を図っている。 

文部省では，留学生に対する日本語教育の推進をはじめ，外国人日本語能

力試験，日本語教育能力検定試験の実施，国立大学における教員養成等，日

本語教育の基盤となる体制の整備，充実に努めている。 

また，海外における日本語普及については，外務省・国際交流基金が中心

となり，日本語教育専門家の派遺，日本語教材の開発・提供，各種研修会な  

どの事業を実施している。 

文化庁では，国立国語研究所に日本語教育センターを設置し日本語教育に

関する基礎的実際的研究を行うなど，日本語教育の充実・向上の基本となる

教育内容や教育方法の改善・充実を図ることを主たる任務として,次のよう

な諸事業を実施している。 

日本語教育実態調査 昭和42年度以来毎年，全国の日本語教育機関を対象

として，アンケートによる実態調査を実施している。国内の日本語教育の機

関数，教員数，学習者数などの概要を明らかにするとともに，各機関でのコ 

ースや授業科目，使用教材など教育内容の実態の把握に努め，日本語教育施

策の推進の基礎資料としている。 

日本語教育研究委嘱 昭和48年度以来,日本語教育の指導内容・方法に関

する諸課題のうち，特に対応が急がれるものについて，大学，主要な日本語

教育機関，団体に対し研究を委嘱し，成果の蓄積を図っている。これらの成

果については，文化庁の日本語教育関係事業の推進に直接役立てているだけ

ではなく，比較的歴史の浅い日本語教育界の共通の財産として広く活用され

ているところである。 

指導方法の改善 近年の日本語教育の質的・量的拡大に伴い，学習者の学

習目的別に効率的な教育が可能となるような教育内容や教育方法に関する指

標が求められている。このため，昭和57年には外国人留学生が日本人学生と

共同の大学生活を送る上で必要となる日本語能力やその能力の測定方法を取

りまとめたが，これは，今日，外国人留学生に対する指導の教授細目として

広く利用されている。 

その後も，昭和60年度からは中国帰国者用，昭和61年度からは専門学校進

学希望者用の日本語教育指導の手引の作成を，それぞれ専門家，関係教育機

関の協力を得ながら進めている。 

日本語教育研究協議会・日本語教育機関連絡協議会 日本語教育研究協議

会は昭和48年度以来，文化庁の主催によって，全国 2か所（東京・大阪）で 
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開催されている。各年度における文化庁の研究委嘱や指導方法の改善の成果

報告と参加関係者による研究協議を行うほか，国立国語研究所や民間等での

優れた研究成果の報告も加わリ，最新の研究状況が把握できるため参加者は

増加のー途である。 

一方，日本語教育機関連絡協議会は，全国の主要な日本語教育機関の指導

面の責任者の参加によって，教育内容・方法，教材，コース編成等に関する

問題を協議している。 

国立国語研究所日本語教育センターの調査研究事業等 昭和51年10月,国

立国語研究所に日本語教育センターが設置され，外国語としての日本語の研

究や日本語と外国語の対照研究など，日本語教育に関する基礎的，実際的調

査研究が統けられている。 

また，これらの研究に併せて日本語教育教材（母語別日本語学習辞典，日

本語教育映画等）の開発・普及，日本語教育研修会（ 4 種類）の開催，日本

語教育に関する情報資料の収集・提供等の諸事業を行っている。 

中国からの帰国者に対する日本語教育 昭和47年の日中国交正常化以来， 

中国残留孤児やその家族等が次々と帰国してくるようになった。中国帰国者

の定着には，日常生活に即した日本語の習得が不可欠であリ，特に緊急を要

する課題であるため，文化庁では，日本語教材や教師用指導書を作成し，全

国の都道府県の援護担当部局を通じて，中国帰国者及び指導者に無償配布し

ている。 

さらに，中国帰国者の日本語教育に従事している指導者に対しては,毎年， 

全国 2か所（東京・大阪）で，教材や指導書を用いた教授法等の研修会を行

うほか，中国帰国者に対する日本語指導上直面する諸問題を持ち寄って相互

に研究協議を行う日本語指導研究協議会を開催している。 

第 5 章 著作権制度の整備 

第 1 節 著作権制度の概要とその現状 

我が国著作権制度の概要 

著作権は，小説，脚本，音楽などの創作物を創作したときに，それらを創

作した人に，法律によって認められる権利である。著作権による保護の対象

となるものが「著作物」 であり，それらを創作した人が「著作者」である。 

著作物は，それを出版，上演，演奏させたりしてー定の対価を徴収できる

という財産としての性格を有すると同時に，著作者の思想や感情が表現され

たものとして，著作者の人格を具現するという性格もある。もし，著作物を

著作者に無断で印刷，出版したり，その内容を変えることが自由に行い得ると

すれば，知的労カを費して著作物を創作しようとする意欲が減殺され，ひい

ては新たな文化の創造が阻害されることにもなるので，著作者の人格的財産

的利益の保護についての配慮が必要となる。 

一方，著作物は,広く国民に享受，鑑賞されることカ哩ましく，それが必

要以上に制約されるとすれば，かえって文化の発展が阻害されるので,この

点についても配慮する必要がある。著作権制度は，著作者の人格的又は財産

的利益を保護するとともに,人類の文化的所産である著作物を国民が適正に

享受することを確保することによって，文化発展の基盤をなしていると言う

ことができる。 
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第1節 著f瞭制度の概要とその現状 

また，著作物を公衆に伝達している実演家，レコード製作者，放送事業者

及び有線放送事業者に対しては，それらの伝達者としての活動の重要性にか

んがみ，「著作隣接権」が付与されている。 

(1） 沿 革 

旧著作権法の制定まで 我が国著作権制度は，明治 2年に制定された「図

書ヲ出版スル者」 を保護する 「出版条例」から始まると考えられている。 

明治 8年に改正された出版条例では，福沢論吉の造語であると言われてい

る「版権」 という言葉が使われ，図書を30年間専売する権利として規定され

ている。これが，現在の「著作権」である。出版条例は，著作者に私権とし

ての著作権を認めるほか，出版の取締り法規という性格を有していた。 

その後，明治20年に，「版権条例」が著作権保護の条例とじて，出版取締り

の規定と分離されて制定された。また，「脚本楽譜条例」及び「写真版権条例」 

も制定され，保護される著作物の範囲も拡大された。 

版権条例は，ほとんどそのままの形で明治26年に「版権法」となった。 

明治政府は，治外法権を定めた不平等な通商条約を撤廃することを念願と

していたが，通商条約の改正の際，外国人の著作物を保護するため,著作物

を国際的に保護するための条約である 「文学的及び美術的著作物の保護に関

するベルヌ条約」に我が国力功日入することを約したという背景もあり，ベル

ヌ条約に規定する保護のレベルに合致させるため国内法制の整備を図る必要

があった。そのため，明治32年に同条約に加盟すると同時に，「旧著作権法」 

が制定，公布された。 

旧著作権法は，内外人平等の取扱い，無方式主義（著作権の享有に登録， 

納本等の手続を何ら要しないとするもの。）の採用，死後30年の原則的保護期

間等について規定しており，明治32年は近代的著f刊佳制度の確立された年と

言える。 

現行著作権法の制定と改正 旧著作権法は，明治，大正,昭和の70余年に

わたり我が国著作権制度を支えてきた。その間，16回に及ぶ改正が行われた

が，法制の基本は当初のままとなっていた。 

そのため，著作物の利用形態の複雑化,多様化に伴い，法律適用の実際に

照らしもろもろの問題が生じ，著作権制度の全面的な再検討が要請されるよ

うになった。また，国際的には，ベルヌ条約が昭和23年に改正され，さらに， 

「実演家，レコード製作者及び放送事業者の保護に関する国際条約（隣接権

条約）」が制定されたことに伴い,これらに対処するための国内法制の検討も

要請されていた。 

昭和37年に旧著作権法の全面的改正作業が着手され，昭和45年に現行著作

権法が制定され,翌年施行された。現行著作権法では，著作権の保護のほか

に，著作隣接権の保護を新しく規定している。 

’しかし，現行著作権法の施行後における新しい著作物利用手段の開発・普

及には目覚ましいものがあり，それに対して的確に対応するため,数次にわ

たる改正が行われている。 

すなわち，昭和53年には，海賊版レコードを防止するための国際的条約で

ある 「許諾を得ないレコードの複製からのレコード製作者の保護に関する条

約（レコード保護条約）」に加入するため，法制度の整備が行われ，昭和59年

には，貸レコード業に端を発した著作物の貸与という利用形態に対応するた

めの法改正を，昭和60年には,コンピュータ・プログラムを著作物として明

確に規定する等の法改正を行い，昭和61年には，データベース，ニューメデ

ィアに対応するための法改正力折テわれている。 

(2）概 要 

現行著作権制度は，著作物並びに実演，レコード，放送及び有線放送に関

し，著作者の権利及びこれに隣接する権利を定めて,著作者等の権利の保護

を図るものであるが，著作物等は文化的所産として国民に広く享受されるこ 
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第 1節 著作権制度の概要とその現状 

とが望ましく，著作者等に無制限に権利を認めることは，それが制約される

ことにもなるので，一定の場合には，著作権等を制限して著作物等を自由に

利用できることとしており，全体として文化の発展に寄与することを目的と

している。 

現行著作権制度の概要は,以下のとおりである。 

著作物 著作権法では，著作物を「思想又は感情を創作的に表現したも

のであって，文芸，学術，美術又は音楽の範囲に属するもの」 と定義してい

る。著作物の具体例としては，小説，脚木，講演等の言語の著作物，絵画， 

版画，彫刻等の美術の著作物,音楽の著作物，建築の著作物，地図,図面, 

模型等の図形の著作物，映画の著作物,写真の著作物，コンピュータ・プロ

グラムの著作物などがある。 

著作者の権利 著作者は，著作物を創作した者であり，個人に限らず， 

定の条件を備えた場合は，会社等の団体も著作者になり得る。 

著作者は，著作権と著作者人格権を有する。 

著作権は，著作物を印刷，出版したり，上映したり，放送したりして利用

することができる権利である。著作権法では，著作者はこれらの権利を専有

すると規定している。すなわち，著作者は，他人がその著作物を利用するこ

とに対して，承諾し，又は拒否することができるとともに，承諾した場合は， 

その利用の対価を請求することができる。 

著作権は，表5-1のとおり著作物の利用態様に応じた複製権等の諸権利

から構成されている。例えば，著作物を印刷，出版したり，放送したり，上 

映したりする場合は，それぞれ著作権の中の複製権，放送権，上映権を有す

る者の承諾を得て著作物を利用することになる。なお，著作権は，譲渡可能

な権利である。 

また，著作物には，著作者の思想や感情が表現されており，著作者の人格

が具現されているという性格がある。そのため，著作者の承諾を得ることな

く，未公表の著作物を公表したり，その内容を改変することは，著作者の人 
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上演権及び演奏権 
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著作物を公に讐L二演奏する権利 

放送権J有線送信権等‘ 
著作物を放送し，‘有線送信し，あるいは，放送，有

線送信された著作物を公に伝達する権利 
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美術の著作物又は未発行の写真の著作物を原作品に
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ュ 	， 

映画の著作物を公に上映し,その複製物により頒布

する権手” 

貸 与 	権 
映画の著作物を除く著作物をその複製物の貸与によ 

り公衆に提供する権利 	一『 	、 	, 	二』 

翻訳権， 翻案権等 
著作物を翻訳し，編曲し，変形し，脚色し，映画化

し，その他翻案する権利 

二次的著作物の 

利用に関する権利 
翻訳物，翻案物などの二次的著作物を利用する権利 
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著作者人格権の種類及び内容 
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氏 名 表 示 権 
著作物に著作者名？表示を付すかど”・・及びいカな 

,、る表ホを付すかどうかを決足する確利 l J 一、‘'' 

同一性保持権 
著作物の内容ゃ題号を著作者の意に反して改変さ‘中
い権利 

格を傷つけることにもなる。著作権法は，著作者に著作者人格権を認め，著

作者に無断でそのような行為が行われないようにしている。著作者人格権は， 

表5-2のとおり公表権等の権利から構成されている。なお，著作者人格権

は,著作者の一身に専属するもので，譲渡することはできない。 

著作権及び著作者人格権は,著作者が著作物を創作した時点で，著作者に 
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第1節 著作権制度の概要とその現状 
第5章 著作権制度の整備 

自動的に発生するものであリ（無方式主義），権利を取得するための登録・納

本等の手続は不要である。 

保護期間 著作物は，相当期間著作者に著作権を認めてその創作の労に報

いた後は，人類の共有の文化財として広く一般に開放されることが，文化の

発展のためには望ましい。著作権法では，著作権の保護期間について・著作

物の創作の時から著作者の死後50年を経過するまでの間と定め，この期間を

経過した著作物は，万人が自由に利用できることとしている。 

著作者人格権は，著作者の一身に専属する権利であるので，その保護は著

作者の生存期間である。しかし，死後においても，著作者人格権の侵害と同

様な行為をしてはならないとされている。 

著作物の自由利用 著作権は，著作物のー定の利用にてル、て独占できる権

利であるが，それを無制限に認めることは，国民の文化的所産としての著作

物を享受することを制約することになるので，一定の場合には，著作権を制

限し，著作物を自由に利用できることとしている。 

具休的には，私的使用のための複製，図書館等における複製，引用，教科

用図書等への掲載，営利を目的としない上演等などがある。このような場合 

には，著作者の許諾を得ることなく，著作物を利用することができる。その

際,例えば教科用図書への掲載など一定の使用料を支払うことが必要となる

場合もある。 

登録制度 著作権を取得するためには，登録等の手続は不要であるが，著

作物に関する法律事実を公示するため，又は,著作権の取引の安全を図る観

点から，登録制度が設けられている。登録を行った場合には，一定の効果が

保障されることになる。 

裁定制度 公益上の見地から，著作権者が不明であるなど特定の場合には, 

文化庁長官の裁定により著作物の利用ができる制度が設けられている。これ 

は，著作者の意向にかかわらず，著作権者に代わって文化庁長官が著作物の

利用について許諾を与えるもので，利用者は，補償金を著作権者に支払うか・ 
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又は供託することにより，著作物を利用することができる。 

出版権の設定の制度 複製権を有する者が,著作物を出版する場合，出版

を引き受ける者（出版者）に出版権を設定することができる。出版権は，著

作物を文書又は図画として排他的，独占的に出版することができる権利であ

る 

著作隣接権制度 実演を行う実演家，レコードを作成するレコード製作者， 

放送を行う放送事業者及び有線放送を行う有線放送事業者は，著作物の伝達

者として重要な役割を果たしているが，これらの活動については，著作物を創

作することとは異なるものの，高度の精神的活動が行われていると認められ

ることから，著作者に準ずるような形で権利を付与してその保護を図ってい

る。この権利を著作隣接権という。 

著作隣接権の保護期間は，実演が行われた時などから20年間である。 

権利侵害に対する対応 著作権等を侵害した者に対しては，民事上の救済

として差止請求を行うことができるほか，損害があれば，その損害の賠償を

請求することができる。また，著作権等の権利を侵害する行為は，権利者等

の告訴により刑罰の対象ともなる。 

また，著作権等に関する紛争を簡易に解決するため，文化庁に著作権紛争

解決あっせん委員が置かれている。 

著作権の国際的保護 

著作物は，国境を越えて利用されるので，世界各国は，著作権に関する国

際条約を結んで，相互に著作権を保護し合っている。現在我が国は，ベルヌ

条約，万国著作権条約及びレコード保護条約に加入しており，著作権等にて〕 

いて条約が要請している保護と同等以上の保護を著作権法により行ってい

る。隣接権条約にはまだ加入していないが，同条約への加入問題についての

検討を行っていた著作権審議会小委員会（第 1小委員会）は，昭和63年1月， 
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著作者の生存間とその死後 
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第1節 著作権制度の概要とその現状 

その検討結果を公表した。 

これら条約の管理に当たっているのが，主として WIPO（世界知的所有権

機関）及びユネスコ（国際連合教育科学文化機関）両事務局である。 

(1）ベルヌ条約 

ベルヌ条約は，1886年（明治19年）にスイスのベルヌで制定された。フラ

ンスの文豪ビクトル・ユーゴーら文学者たちの運動が実って，世界最初の多

国間著作権条約として成立したもので，我が国は，1899年（明治32年）に旧

著作権法制定と同時にこの条約に加盟した。 

ベルヌ条約は，その後 7回改正され，条約の保護水準を引き上げてきたが， 

最新の改正条約は1971年（昭和46年）にパリで改正された条約で，我が国は， 

このパリ改正条約を1975年（昭和50年）に批准した。 

現在の加盟国は，イギリス，フランス，西ドイツなど77か国（アメリカ合衆

国，ソピエト連邦は未加盟）で，これらの加盟国がベルヌ同盟を構成する。 

条約の概要は，表5-3のとおりである。 

(2）万国著作権条約 

万国著作権条約（万国条約）は，ユネスコが中心となって1952年（昭手U27 

年）にスイスのジュネーブて’」定された。世界には，我が国や欧州諸国のよ

うに，著作権の保護の条件として登録等の手続を必要としない無方式主義国

と，米国や中南米諸国のように，保護の条件として一定の手続を必要とする

方式主義国とがあるが，万国条約はこれらの国々が相互に著作物を保護し合

うことができるようにするために制定されたもので，無方式主義国の著作物

は，雑誌や書籍として発行する際に，⑥マーク，著作権者の名前，及び最初

の発行の年をー体として表示すれば，方式主義国が要求している方式の履行

があったものと条約上認められ，方式主義国でも保護されることになる。 

我が国は，1956年（昭和31年）にこの条約に加入した。 

万国条約は，その後1971年（昭和46年）にベルヌ条約と同時にパリで改正

されたが，我が国は，この改正条約を1977年（昭和52年）に批准した。 

現在の締約国は80か国であるが,そのうち，ベルヌ条約に加盟していない

アメリカ合衆国，ソピエト連邦等27か国では，我が国の著作物は，⑥マーク

等を表示すれば，保護される。 

条約の概要は，表5-3のとおりである。 

国際著作権条約の概要 

ル ヌ 条 約 
	

万国著作権条約十 

保護され か 条約加入国の国民の著作物り ベルヌ条約と同様

著作物「 0 条約加入国において最初に喜

い発行された著作物 ,JJ」 】J言 

曹毎方式主義の規定はない。 

言⑩表示により方式主義国に 

熱、て、，保弾を受lナる。 

‘保護の内 )J 丙菌民乏畔叫 及び条 
	

源農約と同様 
約が特に与える保藤 

(3） レコード保護条約 

正式には「許諾を得ないレコードの複製からのレコード製作者の保護に関

する条約」と言い，1971年（昭和46年）にスイスのジュネープで制定された。 

レコードの海賊版の防止のための緊急措置として制定されたもので，我が国

は，1978年（昭和53年）にこの条約に加入した。 
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現在の締約国は，アメリカ合衆国，イギリス,フランス，西ドイツ等41か 

国である。 

この条約の趣旨は，各締約国が，互いに海賊版レコードの作成，輸入，頒 

布を禁止することによって，国際的に海賊版レコードの防止を図るものであ

る。 

(4）我が国が未加入の著作権関係条約 

① 隣接権条約 

正式には「実演家，レコード製作者及び放送事業者の保護に関する国際条

約」 と言い，1961年（昭和36年）にイタリアのローマて畑】定された。国際的

には 「ローマ条約」 と略称される。著作物の伝達者としての実演家，レコー 

ド製作者及び放送事業者の三者の知的労働を不公正な利用から保護するため

の条約で，内国民待遇を原則とし，20年を最低限の保護期間とする。 

現在の締約国は，イギリス，フランス，西ドイツ等32か国であり・（我が国

は未加入であり，この条約への加入が課題となっている。（詳細は「第 2 節 3 

国際化の進展に伴う問題」参照。） 

② 衛星信号条約 

正式には「衛星により送信される番組伝送信号の伝達に関する条約」と言

い，1974年（昭和49年）に制定された。衛星により送信される番組伝送信号

をその送り先でない伝達機関が伝達することを阻止することを目的としてお

り，現在の締約国は,アメリカ合衆国，西ドイツ，オーストリア等11か国で 

ある。 

なお，これらのほかに，「タイプフェイスの保護及びその国際寄託に関する

ウィーン協定（1973年（昭和48年）制定）」があり，現在締約国はフランス・

西ドイツのみで，協定自体未発効である。 

著作権制度の運用 

著作権制度の運用については，著作権思想・制度の普及，著作権等の適正

な集中的管理による著作権等の保護と著作物の利用の円滑化，登録，裁定等

著作権法等の法令で定められている事務の遂行という三つの側面がある。 

また，著作権制度の運用の面のみならず，制度の整備・改善について重要

な役割を果たしている機関として著作権審議会がある。 

(1）著作権思想・制度の普及・周知 

著作権等の保護が実効をあげるためには，国民ー人ー人の意識に負うとこ

ろが大であり，そのため，文化庁では講習会の開催，資料の発行等著作権思

想・制度の普及・周知に努めている。 

著作権思想や制度は，次第に社会の各方面に定着しつつあると考えられる。 

例えば，昭和53,60年度に，総理府が実施した著作権に関する世論調査によれ

ば，「著作権」という言葉を見聞きしたことがあるかどうかという問いに対し， 

見聞きしたことが「ある」と答えた者が，昭和53年度調査では69％であった

ものが，昭和60年度調査では77％に増加している。 

しかし，なお著作権思想・制度の普及・周知を継続して進める必要がある

ことは言うまでもなく，このための施策として，①著作権講習会，②著作権

審議会報告等説明会，③著作権問題研究協議会，④都道府県著作権事務担当

者講習会，⑤図書館等職員著作権実務講習会，を毎年実施している。 

これらのうち，著作権講習会は，広く一般国民を対象として，著作権に関

する理解を深めるため，著作権法の基本にとどまらず，著作権の実際的な間

題にてハ、ても，その内容に含めて実施しているものであり，幅広い参加者を

得る上からも著f併雀関係団体の協賛を得つつ，開催している。 

このほか，国民が著作権に関する正しい理解を得るための一助となるよう， 
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「著作権法ハンドブック」等を刊行している。 

さらに，関係団体の協力を得て国民各層にわたって広く著作権思想’制度

の普及・周知を行っていくことが今後の課題となっている。 

(2）著作権等の適正な集中的管理の推進 

著作権者等と利用者の双方の便宜のために著作権等を集中的に管理する団

体があり，著作権等の保護と著作物等の円滑な利用を図る上で重要な役割を

果たしている。このような団体による著作権等の管理が適正に行われ・利用

者との間で円滑な著作物等の利用関係が進められるよう，文化庁は必要な指

導監督を行っている。 

① 著作権の集中的管理と管理団体 

他人の著作物を利用する場合，事前に著作権者の許諾を得るのが原則であ

る。しかし，国民に広く利用される著作物を，個々の著作潅者が利用の許諾 

を行うことは事実上不可能である。このため，著作者に代わって著作権を集 

中的に管理し，利用者に著作物の利用について承諾を与え・使用料を徴収す

る団体が必要となってくる。このような著作権の集中的管理は・著作権者の 

権利行使を容易にするとともに，著作物の円滑な利用を確保する方法として 

適切なものと考えられるが，反面，著作権の管理が集中化されるため・管理

団体がその独占的地位を利用して，利用者に対し不公正な使用料を定めると 

いうような弊害を生じないようにする必要がある。そのため・著作権ニ関ス

ル仲介業務ニ関スル法律が制定されており，小説，脚本及び音楽の著作物の

管理業務に関し，適用されている。 

具体的には著作物の管理業務は，他人の財産である著作権を預かるもので

あるから，その業務の基礎が確実であり，かつ，その運営が公正に行われる

ものでなければならないので，当該業務を行おうとする者は・文化庁長官の

業務実施許可を受けなければならず，また，当該団体が利用者から徴収する

使用料を適正にするため，当該団体は著作物使用料規程を定め・文化庁長官 

-218ー 

の認可を受けなければならないことになっている。 

現在，この法律により許可を受けた団体として，囲日本音楽著作権協会， 

囲日本文芸著作権保護同盟及び倒日本放送作家組合の三つの団体がある。 

囲日本音楽著作権協会 

日本音楽著作権協会は,音楽の著作権の管埋団体であり，現在，我が国

の作詞家，作曲家のほとんど（約7700人）が協会に著作権の管理を委託し

ている。 

また，同協会は，世界52か国の音楽著作権管理団体と契約を結んでおり， 

これにより外国人の音楽著作権をも管理している。 

したがって，我が国において音楽の著作物を利用しようとする場合は， 

同協会を通じることによって，おおむねすべての権利処理が行えることに

なっている。 

昭和52年度から昭和61年度までの，同協会の著作物使用料徴収実績は図 

5-1のとおりである。 

囲日本文芸著作権保護同盟 

日本文芸著作権保護同盟は，小説 詩などの文芸作品の著作権の管理団

体である。 

同同盟は，約700人の文芸家から権利の委託を受けており，文芸作品を放

送，上演，映画化，録音，出版等の方法により利用する場合について，権

利処理を行っている。 

昭和52年度から昭和61年度までの，同同盟の著作物使用料徴収実績は図 

5-1のとおりである。 

働日本放送作家組合 

日本放送作家組合は，放送脚本の管理団体であり，約650人の脚本家から

権利の委託を受けている。管理の範囲は，放送（初放送を除く），有線放送， 

ピデォ化などである。 

昭和52年度から昭和61年度までの，同組合の著作物使用料徴収実績は図 
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5-1のとおりである。 

図5-1 著作物使用料の徴収実績の推移 

（社）日本音楽著作権協会 

I へノ（協）日本放送作審組合 
】 

〕 ”・・・一・ー・一ーーン／ー  
】一

一～/ 
昭和 52 53 54 55 56 51 bb りり りU UI 、サI文ノ 

② 著作隣接権の管理団体 

レコード等が，放送や有線放送において利用された場合・実演家とレコー 

ド製作者には，放送事業者等からその使用料である二次使用料を受ける権利

が与えられている。また，レコード等がレンタルされた場合・貸レコード業

者から報酬を受ける権利が与えられている。 

これらの二次使用料等を受ける権利の集中的な管理を図るため・文化庁長

官が指定する団体のみが権利を行使することになっており・現在・歌手・演

奏家など実演家の団体である棚日本芸能実演家団体協議会と・レコード会社

の団体である伽日本レコード協会の 2団体が指定されている。 

なお，昭和52年度から昭和61年度までに，両団体が放送事業者等から徴収

した二次使用料の額及び貸レコード業者から徴収した貸与報酬の額の推移は 
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図5-2のとおりである（ただし，貸与報酬の額の推移については，昭和60 

年度から）。 

図 5一 2 ニ次使用料，貸与報酬の徴収総額の推移 

（芸団協とレコード協会の徴収額の合計） 

(3）登録，裁定等 

著作権法等で定められている事務としては,著作権等の登録，著作物の利

用に関する裁定，著作権関係施設の指定等がある。 

① 登 録 

我が国では，著作権等を取得するためには登録等の特別の手続きをする必

要はない。しかし，著作権法は，著作物の発行などの一定の事実関係を公示

するための登録制度を定めており，登録を受けた場合には，ー定の効果を確

保することができる。 

登録の種類，内容及び登録を行った場合の効果は次のとおりである。 
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これらの登録は，プログラムの著作物に関するものを除き，文化庁長官が 

行うこととなっている。 

プログラムの著作物に関する登録については，プログラムの特性に応じた

登録を行うため，著作権法とは別に，プログラムの著作物に係る登録の特例

に関する法律が定められており，登録事務を指定機関に行わせることができ

ることとなっている。この指定登録機関として，助ソフトウェア情報センタ 

ーが指定されており，昭和62年 4 月1日から登録事務を行っている。 

② そ の他 

登録のほか，一次のとおり法令に基づく事務を行っている。 

事 	項 ―ーー内奪篇舞二義曹容二ブ事 
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(4）著作権制度と著作権審議会 

著作権制度の適切な運用と制度の整備・改善に当たっては専門的な検討が

必要であり，また，関係権利者をはじめ広く国民の意見を反映することが必

要である。このための重要な役割を果たしている機関として著作権審議会が 
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ある。 

著作権審議会は，文部大臣又は文化庁長官の諮間に応じ・著作権法に定め 

られている事項等について調査審議し答申するほか，著作権制度に関する重

要事項に関し文部大臣又は文化庁長官に建議することを目的とした文化庁の 

機関である。 

著作権制度の運用に関しては，著作権の管理団体の著作物使用料を認可す 

る場合，著作物を教科書に掲載する際に著作権者に支払うべき補償金の額を

定める場合等について，これらが公正妥当に行われるように・検討審議し・

答申することとされており，これによって適切な運用が図られるようになっ 

ている。 

また，著作権制度の整備・改善については，著作物の新しい利用手段’態 

様の開発・普及等に伴い新たに生じる著作権問題について・問題ごとに専門

の小委員会を設置し，問題点の把握，解決のための手段・制度等の考察・法

令改正の内容の究明等を中心に，ときには関係者の意見を聴取しつつ検討し・

適時に，適切な提言を行っている。文化庁は，これらの提言を尊重し・法改

正を含め，時代の進展に適合した制度の整備・改善の実現について努力して

きているところである。その具体的な内容等については次節で述ぺることと 

する。 

第 2 節 著作権制度の整備 

現行著作権法は，昭和46年1月に施行され，既に17年を経過しているが， 

この間，複製技術，情報処理技術，電気通信技術などの発達は目覚ましく， 

これに伴い著作物の新しい利用手段や伝達手段等の開発・普及が急速に進ん

でいる。また，こうした技術等の発達は，国内だけにとどまらず,国際的な

広がりをもって進展しており，これに国際関係や我が国の国際的地位の変化

なども加わって，著作権制度は新たな対応策を講じる必要に迫られている。 

複製技術に関しては，録音・録画機器・機材の開発・普及が急速に進み， 

音楽などの著作物のダビング業やレンタル業の出現が見られるようになっ

た。また，録音・録画機器が家庭内に広く普及し，容易に著作物を録音・録

画することができるようになるとともに，文献複写機が社会の各分野に広く

普及し,著作物を出版物から複写して利用する機会が増加している。 

情報処理及ぴ電気通信技術の発達に関しては，コンピュータ・プログラム， 

データベースという新しい知的創作物が生み出されたほか，コンピュータを

使って様々な知的創作物も生み出されるようになった。また，オンラインで

利用者の要求に応じて著作物を伝達するニューメディアと呼ばれる新しい著

作物伝達手段が開発された。 

これに伴い，新しい著作物利用手段等の開発・普及が行われ，種々の新た

な著作権問題が生じている。 

また，今日，著作権などの知的所有権を国際的に保護するという動きがま

すます強まっておリ，外国の著作物等についての適正な保護の充実の必要性

を指摘する声も高まっている。 

我が国は，著作権に関する条約には加入しているものの，著作隣接権に関

しては，レコード保護条約に加入しているが，隣接権条約には，いまだ加入 
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法「 ,律 名 考 備 内容の概要 

明確化等 

ムの著作権法上の保護の 公西御60. 6.14  

明確化等 	 施行昭和61・ 1. 1 

レコニド艇条約加盟 

伴う改正 	い叫一二、ご 

貸与権の創設等 

成立昭和53. 5.11 

公布昭和53. 5・18 

3iH 和53.10.14 

成立昭和59.ふ18 

公布昭和59.. 鍵邑

施行昭和60・LI 

著作権法のー部を改正する法律 

（昭和60年法律第62号） 

6. 7 ンピュータ・プログラ ンピュータ’プログラ 成立昭和60 67  

データベースの著作権法 警立昭和61  

上の保護の明確化・ 有線 公布昭和61523 

送信に関する規定の整備・  施行昭和62. 1.  1 

有線放送事業者の保護等 

著イ乍権法の一部を改正ずる法律 

（昭和61年法律第64号） 

プログラムの著作 に係る釜

の特例に関する法律 

（昭和61年法律第65号） 

に係る登録 

著作権法の一部を改正する法律 

J （昭稲3年法律第49号） 

著作権法の一部を改正する法律 

（昭和59年法律第46号）二 

5.23 

プログラムの著作物に係

る登録の特例を規定 

成立昭和61・ 5・16 

編藤U61. 5.23 

施霧昭和62. 4.1 
」―  

（登録機関の指 

定に係る部分 

fl 	q 61.10.1) 
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していない。隣接権条約などの未加入条約への加入が今後の課題となってい 

る。 

また，コンピュータ・プログラムの法的保護の問題・私的録音‘録画の問 

題やビデオ海賊版問題など国際的に権利の保護の在り方が問題となっている

課題もあり，国際的視野に立った検討が望まれている。 

以上のような現行法施行後新たに生起し，さらには・国際的な課題となっ

ている著作権問題に対しては，著作権審議会の審議の成果に基づき・表5-4 

表5-4 最近の著作権法の改正等の状況 

のとおり法改正が行われるなど,その対応に努めてきたところであるが，残

された課題についても時宜を失することなく的確に対応することが必要であ

る。著作権制度は，文化発展の基盤をなすものであり，我が国としては，科

学技術の発達に的確に対応するとともに，国際的調和に＋分配慮しつつ著作

権制度を整備充実していくことが，今後の極めて重要な課題である。 

複製技術の発達に伴う諸問題 

録音・録画機器，複写複製機器等，複製技術の著しい発達や，それを背景

とした新しい著作物利用手段の普及等に伴い生じた問題には，貸レコード間

題，複写複製に対する著作権者・出版者の保護の問題，私的録音・録画問題

及びピデオ海賊版問題がある。 

(1) 貸レコード問題 

① 貸レコード問題の概要 

昭和55年6月，最初の貸レコード店が東京で開店して以来，貸レコード業

は，短期間のうちに全国的に普及した（貸レコード店の店舗数の推移につい

ては，図 5一3参照）が，当時の著作権法は，映画の著作物の著作者を除き， 

著作者及び実演家，レコード製作者について貸与に係る権利を認めていなか

った。このため，貸レコード業の普及により，貸レコード業者がレコードの

貸与により利益を得ている一方で，レコードの販売量が減少するなど,大き

な経済的不利益を受けている著作者等がこの利益に関与できないのは適正を

欠くのではないかとの問題提起がなされるに至った。 

また，この貸レコード業に関連して,同時期に，音のダビング業者も現れ

た。これらの業者は，店内に高速ダビング機を設置し，店頭に並べられてい

る音楽テープを顧客に貸与するか，顧客の持ち込んだ音楽テープを用いるか

して，顧客にその機械を操作させ，テープを複製させるものであるカち この 
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図5-3 貸レコード店の店舗数の推移 
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（注） 各年12月現在における店舗数である。 

営業について，業者側と権利者側の間に，当該複製行為について著作権及び

著作隣接権の侵害か否かの意見の対立が生じ，結局この紛争は法廷の場へ持 

ち込まれるに至った。 

これらの問題については，著作権審議会小委貝会（第1小委員会）におい

てその解決策について検討がなされ，昭和58年 9 月・著作者等に貸与に関す

る権利を与える必要があること，また，ダビノグ業者の営業行為に関し・著

作権法上の責任を明確にする必要があることなど著作権法の改正のための具 

体的な提言が行われた。 

文化庁は，この報告を踏まえ，これらの問題の法的解決を図るため・著作

権法の改正を行った（昭和60年1月1日施行）。 

なお，貸レコード問題については，この問題の解決は緊急を要するとの立

法府の判断の下に，著作権法が改正され施行されるまでの間の暫定的措置と

して，議員立法によリ，商業用レコードの公衆への貸与に関する著作者等の

権利に関する暫定措置法が成立し,著作者等に貸与に関する権利を認めたが・ 

改正著作権法の施行時に廃止された。 

② 改正の概要 
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著作者の権利 

音楽などの著作物をレコード等により公衆に貸与する場合は，著作者

の承諾を得ることが必要となった。 

実演家及びレコード製作者の権利 

① レコード等の録音物の発売後1年以内 

レコード等の録音物を公衆に貸与する場合は，そのレコード等の録

音物に録音されている歌手，演奏家等の実演家及びその音を固定した

レコード製作者の承諾が必要になった。 

① レコード等の録音物の発売後I年経過後 

実演家及びレコード製作者の承諾は必要ないカ、 レコード等の録音

物を貸与した場合は，実演家及びレコード製作者に一定の報酬を支払

わなければならないことになった。 

私的使用のための複製についての規定の明確化 

公衆の使用に供されている自動複製機器を使って，著作物等を複製す

る場合は，それが私的使用の目的であり，かつ，使用者本人が複製する

場合であっても，権利者に無断では複製できないことになった。 

また，この改正と関連し，複製の原因を作っている自動複製機器を営

利を目的として公衆に提供し使用させる者について，罰則を適用するこ

ととした。しかし，私的使用の目的で自ら複製を行った者については罰

則を適用しないこととした。 

③ 貸レコードの運用 

これらの法律の成立，施行と並行して，貸レコード業者の団体と関係権利

者の団体との間で，話合いが行われ，現在，ー定の利用秩序が形成されてい

る。歌詞・楽曲の著作権については，業者が牡）日本音楽著作権協会と契約を

結び，ー定の使用料を支払うことにより許諾が得られることになっている。 

また，実演家及びレコード製作者の権利については,住り日本芸能実演家団

体協議会及び（社）日本レコード協会と貸レコード業者の団体である日本レコー 
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（千 

ドレンタル商業組合との間で，昭和60年6月に協定が締結され・レコードの

貸与を行う場合は，貸レコード業者がー定の報酬を両権利者団体に支払うこ 

とになっている。 

なお，新人アーチストや，あまリ頻繁に作品を発表しないアーチストのレ

コードなど，レコード販売と著しく競合するー部のレコードについては・販

売直後のー定期間に限り，各レコード会社が特別の使用料を徴収した上で許

諾していたが，この特別の許諾に関する契約について，当事者間で解釈の相

違が生じており，この問題は，現在，法廷で争われているところである。 

(2） 複写機器の発達に伴う著作権者・出版者の保護問題 

① 複写機器の発達・普及と著作権問題 

近年の複写機器の発達・普及には目覚ましいものがあリ・出版物等からの

複写複製が容易にできる文献複写機（静電複写方式による複写機）の国内向

け出荷台数の推移をみると，図5-4のとおり現行著作権法制定時の昭和45 

年から昭和60年までの15年間において約7倍に達しているが・これは国内に

おける文献複写機の稼動台数の増加を示すとともに，著作物を出版物等から

複写する機会が著しく増大していることをも表している。 

複写機器を用いて著作物を複写する場合，私的使用のための複製・図書館

等における複製，学校その他の教育機関での授業の過程における使用のため

の複製等，法律て特に定められている場合を除き，原則として事前に著作権

者の許諾を得なければならない。しかし，許諾を得ようとしても著作権者に

容易に連絡をとることができない等の理由で，現状では無断で複写すること

となる場合が多いものと考えられている。 

その結果，著作権者の本来得ることができる使用料収入等の経済的利益が

不当に害されているのではないかという問題が起こってくるが・さらに・こ

うした複製が頻繁かつ大量に行われることになれば，出版・特に学術関係の

専門書等のような少部数の出版等については，販売量の減少により出版の継 
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統そのものを危うくするおそれも生じることになる。一方，一般国民にとっ

て著作物の複写利用がこれだけ身近なものになり，欠くことのできないもの

となっている現在，これらの利用を制限する方策をとることは不可能であり， 

時代の要請にも反するものであることから，このような状況の中で，著作権

の保護と著作物の円滑な利用との調和に立った方法を確立することが緊要の

問題になっている。 

図 5-4 文献複写機（静電複写方式による複写機） 
の国内向け出荷台数の推移 

台） 
'20 

コ亡n 
一 

0
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4
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8
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6
0 

 

’ ・ ， ● ‘ 

昭和 45 	 48 	 51 	 54 	 57 	 60（年） 

（注） 国内向出荷台数は，機械統計年報の出荷台数全体から日本貿易月報の輸出台数を

除いた数値であり，輸入台数は含まれない。 

機械統計年報（昭和45, 50, 55, 60年 通商産業省大臣官房調査統計部）及びH本貿易月
報（品別国別編）（昭和45年12月，48年12月，51年12月，54年12月，57年12月，60年12月
大蔵省関税局）による。 

② 解決の方向 

こうした複写問題の解決には，権利の集中管理方式が最も有効な方法であ

ると考えられている。 

この方式は，著作権者の複写についての権利をーつの機関が集中的に管理

し,企業や学術研究機関等をはじめとする利用者がその機関の許諾を得，使

用料を支払うことによリ，個々に著作権者から許諾を得なくても著作物を利

用できるというシステムによるものであるカ、 既にアメリカ合衆国，イギリ

ス，西ドイツ等では実現している方式である。 
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我が国における権利の集中的管理を行う機構の設立については・昭和51年 

9月の著作権審議会小委員会（第 4小委員会）の提唱に統き・その後文化庁

に置かれた「著作権の集中的処理に関する調査研究協力者会議」が・昭和59 

年 4 月に，複写複製に係る著作権の集中的管理の在り方についての報告の中 

に含めて提言を行っている。 

この提言を受け，出版者の団体である囲日本書籍出版協会及び工学系の学 

術団体の連合体である囲日本工学会の両団体の呼び桂トlナで・学協会・著作者

団体，出版者団体で構成される「著作権の集中的処理に関する懇談会」が昭

和61年12月に発足し，さらに，昭和62年 4 月には，同懇談会の関係者を中心

とした「著作権の集中的処理機構設立準備委員会」に発展したが・この委貝

会では，諸外国の実態等について情報収集を行うとともに・使用料の徴収’ 

分配に関する事項や運営の方法等について，具体的な検討を進めているとこ 

ろである。 

③ 出版者の権利の保護 

複写機器の発達・普及は，著作権者に対してだけでなく・出版者に対して 

も大きな影響を及ぼしている。 

出版物の複写利用は，個々の事例をとってみれば・出版物の一部分につい 

ての1部又は数部の複写というものであっても，それらの全体をとらえれば

相当の量に上り，それが出版者の出版活動に影響を与えていることは＋分推 

測できる。 

現行著作権法上,出版者は，素材の選択，配列に創作性を有する雑誌・新 

聞，百科辞典などの編集物を作成した場合に，その編集物の著作者として保

護されるが，編集著作物である雑誌等が複写される場合には・通常は・個々

の記事について複製が行われるものであり，そのような場合には・雑誌等を

作成した出版者の編集著作権は及ばない。また，出版者は著作者等との契約

により排他的独占的な出版権を得ることはできるが，出版権は企業等の内部

資料として数部複製する場合等に対する保護にはならない。 
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こうした状況の中で，出版者が，著作物を出版物の形にして一般公衆へ伝

達するという重要な役割を果たしているところから，近年の出版物の利用の

形態を考慮して，出版者の法的保護について検討することが必要になってき

ている。 

これらの事情から，著作権審議会は，出版者の法的保護の問題にてル、て検

討するための小委員会（第 8小委員会）を設置し，著作権法上保護する必要

性及びその権利の内容について，昭和60年9月から検討を行っているところ

である。 

(3） 私的録音・録画問題 

① 録音・録画機器の発達・普及と著作権問題 

現行著作権法は，作詞家，作曲家，映画製作者等の著作権者にその創作に

係る音楽，映画などの著作物を複製（録音・録画）する独占的権利を与えて

おり，許諾を得た者のみが録音・録画できるのが原則となっており，さらに， 

歌手，演奏家等の実演家やレコード製作者などの著作隣接権者にも，これと

同様の権利を認めているが，家庭内における個人的な録音・録画については， 

「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用する 

ことを目的とする場合には，. 	．その使用する者が複製することができる」 

（法第30条）と規定し，このような私的使用のためであれば，だれでも，著

作権者等の許諾を得ずに，音楽，映画などを録音・録画することができるこ

ととなっている。 

ところが，録音・録画機器の利用等の状況は,現行著作権法が制定された

昭和45年当時とは質・量ともに著しく変化しており，これに伴い，私的録音・

録画が著作権者等の経済的利益との関係で問題となってきた。 

すなわち，録音・録画機器の性能の発達・向上は目覚ましく，最近では何

回録音しても音質が劣化しないDAT(デジタル・オーディオ・テープレコー 

ダ）等も発売されるような状況になったと同時に，録音・録画機器の普及率 
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も，図5-5のとおり，飛躍的な上昇を見せているが・これは・これらの機

器による私的録音・録画の頻度が増加していることをも示しており・例えば・

従来であればレコードを購入していたものが家庭内の録音で済ましてしまっ

といったように,私的録音・録画が著作権者等の経済的利益を脅かしている

のではないかという問題提起となって現れてきたのである。 

図5-5 録音・録画機器等の普及率 

53 	54 	55 	56 	57 	58 	59 	60 	61 	62 (年) 

（注） 各年 3 Jj現在における普及半である・ 

消費動向調査年報（昭和58,62年版 経済企画庁調査局）による。 

② 欧米諸国における報酬請求権制度 

こうした私的録音・録画の問題を解決するために，西ドイツ・オーストリ

ア，フランスなどでは，いわゆる報酬請求権制度を採用している。 

この報酬請求権制度とは，採用している各国によって種々の違いはあるが・

一般的には，録音・録画機器やテープの価格に一定の報酬（音楽‘映画など

の著作物等を録音・録画することについての著作物等使用料）を含めて販売

し，これを著作権者等に還元する制度であるということができる。 

我が国の著作権者等も，このような制度を我が国においても導入し・著作

権等の保護を図る必要があると主張している。 

③ 我が国における私的録音・録画問題の検討状況 

私的録音．録画問題については，昭和52年11月から著作権審議会小委員会 
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（第 5小委貝会）において検討されたが，結論としては，直ちに特定の対応

策を採用することは困難であるとされた（昭和56年6 月）。 

その後，関係者間に設けられた「著作権問題に関する懇談会」において検

討が続けられ，昭和62年 4 月に報告書が出されたが，この問題に対する国民

の理解が高まっている点で合意を見たものの，問題の対応策についての国際

的なコンセンサスの方向が定まりつつあるかどうかについての認識は一致せ

ず，制度をとることについての合意を形成するに至らなかった。 

昭和62年 6月に著作権審議会に改めて小委員会（第10小委貝会）が設置さ

れ，いわゆる報酬請求権制度を中心として，この問題を解決するための具体

的な方策についての制度的検討が続けられている。 

(4） ビデオ海賊版問題 

近年,録画機器の普及は目覚まし〈，昭和62年 3月末現在でその普及率は 

4 割を超えるに至っている（録画機器の普及率については，r(3）私的録音・録

画問題」の図 5一 5参照）。それに伴い，様々な映画その他の作品がビデオ

化され，多くのビデオ・カセット等が家庭用に販売，レンタルされるように

なってきた。 

しかし，これらの中には，権利者に無断で複製されたいわゆるビデオ海賊

版も大量にあると見られ，中には，我が国におけるピデオ発売前にその海賊

版が出回ったり，そもそも権利者がビデォ化を承諾していないものも出回る

など，ビデォ海賊版によって権利者の経済的利益が侵害されている。 

このようなことから，我が国のビデオ関係者は，昭和59月10月，「ビデオ著

作権保護・監視機構」 を組織し，ビデオ海賊版の作成，無許諾のダビング， 

レンタル等ビデオに係る違法行為について調査・監視を行ったり，悪質な者

に対しては警告・刑事告訴等の活動を行うなど，自主的に権利を守るための

努力を統けている。また，アメリカ合衆国の映画会社 9社からなるアメリカ

映画協会は，昭和61年 2 月 「アメリカ映画協会日本支社」 を設立し，同様の 
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活動を強力に進めている。また，警察当局も，不正商品の取締りの一環とし

て，このようなビデオ海賊版の取締りを強化してきている。 

現行著作権法は，言うまでもなく，既に，このような海賊版の作成や頒布 

（販売，レンタル等）は権利侵害行為として，罰則の対象としている。しか

し，「複製」については，秘密裏に行われるため，これをとらえることは難し

く，また「頒布」についても,いつどこでだれに対して行われたかを立証す

る必要があるがこの立証が容易ではない。そのため，実際に違法行為を行っ

ていても刑罰を科せられる者はごくわずかの者でしかなく，権利者側からは・

海賊版を頒布のため陳列し，又は所持しただけてリ刊罰を科すことができるよ

うに法律の改正を要望する声が高まった。 

そこで，昭和62年10月に著作権審議会小委貝会（第1小委員会）において・

海賊版を頒布のために陳列する等の行為を新たに罰則の対象とすることが必

要であるとの審議結果が取りまとめられた。 

これを受け文化庁では,著作者等の権利を侵害する行為によって作成され

た複製物を，違法な複製物であることを知って頒布の目的をもって所持する

行為について，著作者等の権利を侵害する行為とみなすこととする著作権法

の―部を改正する法律案を本年 3月に国会に提出したところである。 

情報処理技術等の発達に伴 諸問題 

情報処理技術，電気通信技術の発達に伴う問題には，コンピュータ・プロ

グラム及びデータペースの保護，ニューメディアの対応並びにコンピュータ

を利用して作成される創作物の問題がある。 

(1） コンピュータ・プログラムの保護 

① プログラムの法的保護の必要性 

コンピュータの開発・普及が目覚ましい中にあって，プログラムは，コン 

-236- 

ピュータに高度の機能を果たさせる中核となるものであり，従来は機械の附

属物として扱われる場合もあったが，現在では機械から分離独立した高い価

値を持つものと認識されるようになっている。プログラムの開発には多大の

知的労力と経費を必要とする一方，それをコピーすることは比較的簡単であ

るため，プログラムの無断複製等の紛争も多発し，プログラムの適切な法的

保護の確立が重要な課題になった。そこではプログラム保護のための法制等

が大きな論点であったが，著作権審議会では，既に昭和47年に，小委員会（第 

2小委員会）を設けて第一段階の検討を行い，プログラムが学術の著作物で

あり得るという見解を示していた。その後，この問題が更に進展し，深刻化

したことから，著作権審議会は昭和58年 2月に改めて小委員会（第 6小委員

会）を設け，著作権法によって保護する場合の問題点や必要な法改正の内容

等について審議した。 

プログラム保護のためにいかなる法制が適切であるかについては種々の意

見が出されていたが，プログラムの持つ高い国際的流通性のために諸外国法

制との整合性を保つ必要性があることや過去の判例の蓄積等を背景に，次第

に著作権法により保護することが適切であるとの意見が大勢を占めるに至っ

た。 

② 改正の概要 

こうした状況の中で，著作権審議会小委員会（第 6小委員会）の結論を基

に，プログラムの著作権保護を明確化するとともに，その特質に応じた規定

の整備を図るために，昭和60年 6月に著作権法の一部が改正され，昭和61年 

1月から施行された。改正の概要は次のとおりである。 

なお，プログラムは，文芸，絵画，音楽など従来の著作物とは異なる特質

を持っていることもあり，著作権法が実際に適用される中で，プログラム保

護をめぐる様々な問題が生じることが予想されるため，文化庁では，学識経

験者や実務家の協力を得て，プログラムの著作権の保護に関する諸問題の調

査研究を行い,その解釈・運用についてー層の明確化が図られるように努め 
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ているところである。 

保護の明確化 

著作権法による保護の明確化を図るために，プログラムの定義を「電子

計算機を機能させてーの結果を得ることができるようにこれに対する指令

を組み合せたものとして表現したもの」 と規定するとともに，著作物の例

示にプログラムの著作物を加えたっまた，プログラムに用いられているプ

ログラム言語，規約，解法は著作権法で保護するものでないことを明らか

にした。 

法人等が著作者となるプログラム 

法人等が著作者となる場合の要件として，フpログラムの特質を考慮し， 

法人等の著作名義で公表することを要しないこととした。 

利用等に関する規定の整備 

プログラムの著作物の特質に対応し，電子計算機においてより効果的に

利用する等のための改変はやむを得ない改変として同ー性保持権を侵害す

るものでないことを明らかにするとともに，プログラムの所有者が行うバ

ックアップ・コピーなど，自己の利用のために必要な複製・翻案を認める

こととした。 

ェ 登録制度の整備 

プログラムの著作物の創作年月日の登録の制度を新設した。 

なお，プログラムの著作物の登録については，他の著作物とは異なる取

扱いを必要とするため，別の法律で定めることとし，昭和61年 5月にプロ

グラムの著作物に係る登録の特例に関する法律が制定され，プログラムの

著作物の複製物の提出，登録の公示，文化庁長官による登録機関の指定な

どが定められた（昭和62年 4 月1日施行）。 

ォ 違法複製物に対する規制 

海賊版プログラム等著作権を侵害する行為によって作成された複製物を

業務上電子計算機で使用する行為は，その使用権原を取得した時に情を知 

第 2 節 著作権制度の整備 

っていた場合には，著作権侵害とみなすこととした。 

(2） データベースの保護 

① 保護の明確化の必要性 

多様な情報が大量に供給される現代においては,大量の情報を集約イヒし， 

コンピュータで検索可能な形に蓄積したデータベースの持っ意義は極めて大

きい。 

今後，我が国におけるデータベースの構築，活用の促進等,そのー層の発

展を図るについては，データベースの作成者の権利が適切に保護されるとと

もにその円滑な利用を図ることが不可欠である。このような観点から，デー 

タベースの著作権制度上の取扱いについて明確化を図ることが急務とされて

いた。 

② 改正の概要 

そこで，著作権審議会においては小委員会（第 7小委貝会）を設けて検討

を行い，その報告書を踏まえて，昭手1162年1月1日から施行された著作権法

の一部を改正する法律において，次のような内容の，データベースの保護を

明確化するための規定の整備が行われた。 

データベースの保護の明確化 

データベースを 「論文，数値，図形その他の情報の集合物であって，そ

れらの情報を電子計算機を用いで検索することができるように体系的に構

成したもの」 と定義するとともに，データベースで情報の選択やその体系

的な構成により創作性を有するものは，著作物として保護されることを明

らかにした。 

現在各方面で利用されているデータベースは，効率的な利用ができるよ

うに情報の選択や体系的な構成について様々な工夫がこらされていること

から，おおむね著作物に該当すると考えられる。 

データベースの公表についての規定の整備 
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データベースの特殊性に対応して，その公表の規定を整備し，データベ 

ースが公衆からの求めに応じ有線送信の方法で公衆に提示される状態に置

かれた場合には，データベースの著作物全体が公表されたものとみなすこ

ととした。 

(3) 
	

ーメディアへの対応 

① 対応の必要性 

近年の情報処理技術及び電気通信技術の飛躍的進歩に伴い，CATV，ビデ

オテックス，文字多重放送，衛星放送，ビデオディスク等のいわゆるニュー 

メディアと呼ばれる新たな情報伝達手段が開発，実用化されてきており,ニ

ューメディアの利用実態及び将来における利用可能性を踏まえた著作権問題

の検討が強く要請されてきた。 

② 改正の概要 

ニューメディアに関する著作権問題についても，著作権審議会小委員会（第 

7小委員会）において検討が行われ，その報告を踏まえて，昭和62年1月1 

日から施行された著作権法の一部を改正する法律において，次のような内容

の，ニューメディアの発達に対応するための規定の整備が行オっオIた。 

有線による送信に関する規定の整備 

データベースのオンラインサービスやビデオテックスなど，利用者の

リクエストに応じて個々に情報を送信する新たな形態の送信サービスに

ついては，著作権法上のそれまでの「有線放送」の概念には入り切らな

いところから，有線による送信の概念を整理することとし，利用者の求

めに応じて個々に送信する形態のものも含めて公衆に対する有線による

送信を包括的に表す概念として，新たに 「有線送信」 という概念を規定

すると同時に，「有線放送」は「有線送信」のうち公衆に対して同一の内

容を同時に送信する形態のものに限ることとした。 

有線放送事業者の保護等 
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CATVの大規模化や多チャンネル化等，有線放送は，近年放送と同様

に有カな著作物の伝達媒体となってきており，また，その番組の制作， 

編成には・放送の場合と同様に，著作物の創作活動に準じた創作的行為

が認められるところから，有線放送事業者を著作隣接権制度により保護

するとともに,CATV事業者も含めた有線放送事業者に商業用レコード

の二次使用料支払い義務を課するなど，有線放送について放送に準じた

著作権法上の取扱いをすることとした。 

このほか・営利を目的としない有線放送の取扱いや有線放送事業者に

よるー時的固定について，有線放送の発達に対応した規定の整備を行っ

た。 

(4） コンピュータ創作物 

近年におけるコンピュータのハードウエア，ソフトウェアの両面にわたる

開発・普及は目覚ましく，最近では社会の様々な分野においてコンピュ タ 

が利用されるようになっており，コンピュータを利用して著作物を作成する

ことも多くなっている。これは，省力化のために用いるものや，特有の表現

を目指すものなど，その目的はいろいろであるカ、 コンピュータを利用して

作成される著作物は，絵画，アニメーション，楽曲，プログラムなど広範な

分野に及んでおり,また，コンピュータを利用した翻訳も行われている。 

これらのいわゆるコンピュータ創作物についての著作権問題に関しては， 

昭和47年にコンピュータ・プログラムについての著作権問題の検討を行った

著作権審議会の小委貝会（第 2小委員会）においても，関連する問題のー環 

としてコンピュータを用いた作曲等について検討が行われた。しかし，その

後にお‘ナるコンピュータ技術の開発・普及には極めて著しいものがあり，そ

れに伴ってコンピュータ創作物も多様化，高度化するなど，当時とはかなり

状況が異なってきたことから，コンピュータ創作物に関する著作権問題につ

いて・より詳細な検討を行うことが必要となったものである。 
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こうした状況の中で，著作権審議会は，昭和61年 3月にそのための小委員

会（第 9小委員会）を設置し，コンピュータ創作物の現状及び今後の発展動

向を把握するとともに，コンピュータ創作物の著作物性，コンピュータ創作

物の著作者,そのほかコンピュータ創作物の作成・利用に関する問題など・

コンピュータ創作物に関する著作権問題全般について検討を行い・基本的な

考え方を整理することとしている。 

この問題に関する検討は，国際的には，アメリカ合衆国やイギリスなどの

諸外国及び WIPO・ユネスコの国際機関において行われているが・これらは

いずれもコンピュータ創作物だけを対象としているのではなく，コンピュー 

タに係る著作権問題についての全般的な検討に関連して行われているもので

あり，したがって，著作権審議会小委員会（第 9小委貝会）における検討は・

コンピュータ創作物に関する著作権問題について初めての踏み込んだもので

あると言うことができる。 

国際化の進展に伴う問題 

著作権等の保護の問題は，本来国際的な側面を持つものであるが・我が国

の国際化の進展に伴い，ますます国際的な広がりを持つようになってきてお

り，国際的視野に立って，その保護の充実・強化を図ることが要請されてい 

る。 

このことに関連の深い課題として，(1）隣接権条約への加入の問題，(2）外国 

レコードの貸与に関する権利の取扱い，及び（3）著作隣接権の保護期間の延長

の問題がある。これらの問題については，著作権審議会小委員会（第1小委

員会）において検討が行われ，昭手1163年1月に，以下のような内容の報告書 

が公表された。 
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(1） 隣接権条約への加入の問題 

隣接権条約は・前述のとおり，実演家，レコード製作者及び放送事業者の

権利を国際的に保護することを目的として，1961年（昭和36年）に作成され

た条約であり・我が国では，現行著作権法制定の際に，この条約を参考にし

て著作隣接権制度を導入したが，条約加入自体については，著作隣接権制度

の運用の実態や，諸外国の動向を見極める必要等から見送った経緯がある。 

しかし,その後17年を経過し，実演やレコード等の利用についての手続が, 

関係者の間で円滑に行われてきており，この制度は我が国において定着して

きたと考えることができる。また，現行著作権法制定時の昭平1145年には，隣接

権条約締約国は11か国にとどまっていたのカ、 現在では32か国に上り，イギ

リス,西ドイツ，フランスなど主要先進国の多くも加入しているなど国際的

にも定着しつつある。 

このような著作隣接権制度の定着状況及び近年における我が国の国際的地

位の変化等を考慮するならば，我が国が隣接権条約に加入し，著作隣接権の

国際的保護の充実を図る時期に至っているものと考えられる。 

なお・条約加入に当たっては，加入に伴って新たに保護されることとなる

外国の実演・レコードなどの我が国における利用について，円満な秩序が形

成されるよう，あらかじめ条件を整備しておくことが必要である。 

(2） 外国レコードの貸与に関する権利の取扱い 

貸レコード業は，ほぽ我が国独特のレコードの利用態様であり，外国の実

演家‘レコード製作者にレコードの貸与に関する権利を認めることは隣接権

条約又はレコード保護条約上の義務にはなっていない。しかし，貸レコード

店の店頭で洋盤も多数貸し出されている実態から見ると，我が国の場合，外

国の実演家・レコ・ーード製作者にもレコードの貸与に関する権利を認めないと

権利保護の実質が得られないと考えられ，この権利を認めるに当たっては， 
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この点を．考慮しなければならない。ただ，その場合には，レコード製作者や， 

貸レコード業者等，内外の関係者間において，貸レコードに関する円満な秩

序が形成されることについて十分な見通しが得られることが是非とも必要で 

ある。 

(3） 著作隣接権の保護期間の延長 

現行著作権法において，著作隣接権の保護期間は，隣接権条約の認める最

低限の20年を採用した。当時においては，同条約締約国11か国中10か国が保

護期間を20年ないし25年としていたこともその背景にあったとも考えられる

が，その後，同条約締約国における保護期間の延長や20年を上回る保護期間

を定めている国の批准・加入により，現在では，同条約締約国32か国中・ 20 

年の保護期間を有する国は10か国となっている。 

このような状況や実演家・レコード製作者の果たしている著作物の伝達者

としての役割と文化的使命を勘案して，著作隣接権の保護期間を30年とする

ことが適当であるとの結論に達した。 

なお，著作権審議会小委員会（第 1小委員会）の報告を受けて・文化庁で

は，先に述べた海賊版関係の改正とともに，著作隣接権の保護期間を延長す

る著作権法のー部を改正する法律案を本年 3月に国会に提出したところであ 

る。 
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我が国の宗教 

(1） 我が国の宗教の特色 

我が国は・世界的に見ても数多く しかも多様な宗教が存在する国であ

ると言われる。 

人々の生活の中には，今なお，あらゆる自然現象に霊威を認めるアニミズ

ム的な考え方が見られ,また，四季折々の祭りの中にも，古代的信仰に根ざ

すと思われる宗教習俗が息づいている。 

我が国固有の宗教である神道では，古来,各地に氏神を祭る神社が営まれ

てきたほか・中世以降，民衆の間に伊勢信仰が広まったこと，また，学問， 

商売等の守り神の信仰の広まりもあって，有力な神社の祭神を勧需する風習

が起こり・各地に数多くの神社が建てられてきた。また，江戸時代に儒学者

や国学者の唱えたもろもろの神道説の流れや山岳信仰等民衆の宗教運動の中

からは，幕末以降，多数の教派が創設されてきている。 

仏教は・飛鳥時代に伝来した。我が国の仏教は，中央アジアを経て中国に

伝えられた北伝の大乗仏教の流れをくみ，東南アジアに伝わった南伝の上座

部仏教とは流れを異にする。伝来当初は，鎮護国家を主眼とする学問仏教の

色彩が濃かったが，やがて民衆の間に受け入れられ，鎌倉時代以降，多くの 
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日本的宗派が生み出されてきた。また，明治維新に至るまで，約千年の長き

にわたって行われた神仏習合の結果，人々は，神仏をニつの宗教として分か

つことなく，ともに信じるという重層信仰の風を生じた。 

仏教と同時期に伝えられた儒教や道教は，宗教としての意識は乏しく・し

たがって，教団的まとまリを形成することはなかったが，国家観，倫理観に

大きな影響を与え，また，日柄，方位等の民間信仰にまで，幅広く浸透して 

いる。 

そリスト教は，戦国時代に伝えられ，ー時多数の信者を獲得したものの・

江戸幕府の禁圧にあってついえ去っていたが，幕末から再布教が始められ・

現在では多くの教団が活動している。 

また，イスラム教，ヒンドウー教などの世界的な大宗教も，わずかではあ

るが活動している。 

さらに，これら種々の宗教文化が混在する中から，独自の新しい宗教も少 

なからず創唱されてきた。 

(2） 我が国の宗教の系統 

文化庁では，これら諸宗教を系統別に分類整理する便宜として，神道系・

仏教系,ギリスト教系，及びこれら 3系統以外の諸宗教である諸教の四つの

区分を設けている。神道系は更に神社神道系，教派神道系，新教派系の 3種

に，仏教系は天台系，真言系，浄土系，禅系，日蓮系，奈良仏教系・その他

の 7種に，キリスト教系は旧教，新教の 2種に細区分される。各宗教団体が

いずれの系統に属するかについては，その由緒，沿革，教義，教典などを基

準とするが，最終的には宗教団体自らの判断にゆだねられている。 

以下では，この系統区分に従って，図6-1によリ，今日の我が国の宗教

界の概要を紹介する。なお，ここに示す教団数，信者数は，文部大臣所轄の

宗教法人となっているものの数である。これは，我が国の主要な教派・宗派・

教団のほとんどが文部大臣所轄の宗教法人となっており，神社，寺院，教会  

第1節 我が国の宗教の現状 

図6-1 我が国の宗教の系統 

神社神道系（神社本庁など16教団） 

一教派神道系（黒住教，出雲大社教，大本，御歎教，金光教

など80教団） 

ー新教派系 （48教団） 

仏教系 	 天台系 （天台宗，念法真教，孝道教団など20教団） 

ー真言系 （高野山真言宗，真言宗智山派，真言宗豊山派， 

解脱会，真如苑，中山身語正宗など47教団） 

ー浄土系 （浄土宗，浄土真宗本願寺派，真宗大谷派など 

24教団） 

ー禅 系 （曹洞宗，臨済宗妙心寺派など22教団） 

―日蓮系 （日蓮宗，霊友会，立正佼成会，創価学会など 

38教団） 

―奈良仏教系（法相宗など 6教団） 

ーその他 （2教団） 

（カトリック中央協議会など 2教団） 

（日本基督教団，日本聖公会，日本バプテスト

連盟，イエス之御霊教会教団，末日聖徒ィェ

ス・キリスト教会など42教団） 

（天理教，円応教，生長の家，世界救世教，パ 

ーフエクトリバティー教団，善隣会，天照皇

大神宮教など29教団） 

（注〕 （ ）内の教団数は，文部大臣所轄の宗教法人となっている全国的な教派，宗派， 
教団の数を示す。 

神道系 

キリスト教系 旧 教 

新 教 

諸 教 
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等の法人の97%，信者の88％までがこれらに所属していることによる。また， 

ここに掲げる信者数を合計すると日本の総人口を大きく上回る結果となる

が，その事情については後述する。 

神道系 神社神道系は，神社における祭売を中心とした宗教団体で，特

定の開祖や教義を持たないことを特徴とする。16教団，8431万人の信者を擁

する。なかでも神社本庁は，全国の神杜の97％に当たる 7万9000社を包括し， 

信者数においても 8079万人と，我が国最大の宗教団体となっている。 

教派神道系，新教派系は，特定の開祖がー定の神道的教義を創唱すること

によって成立した宗教団体である。このうち教派神道系は，幕末維新期に創

設され，戦前公認されていた13の神道教派（後述のとおり，現在では天理教

が除かれる。）及びそれらの系譜を引〈もので，黒住教，出雲大社教，大本， 

御獄教，金光教など80教団があり，信者数は518万人である。新教派系は，上

記の13派とはかかわりなく新たに創設されたもので，48教団，信者数は151万

人である。 

仏教系 天台系は，平安時代初めに伝教大師最澄が開いた天台宗の流れ

をくむもので，20教団，信者数は312万人である。伝統的宗派である比叡山延

暦寺を総本山とする天台宗が全天台系寺院の75％を包括する。また，修験道

系の教団や，念法真教，孝道教団などのいわゆる新宗教系の教団も天台系に

含まれている。 

真言系は，同じく平安時代初めに弘法大師空海が開いた真言宗の流れをく

むもので，47教団，信者数は1543万人である。伝統的宗派では，高野山金剛

峯寺を総本山とする高野山真言宗，智積院を総本山とする真言宗智山派，長

谷寺を総本山とする真言宗豊山派が大きく，それぞれ全真言系寺院の28%, 

23%, 21％を包括する。また，修験道系の教団や，解脱会，真如苑，中山身

語正宗などのいわゆる新宗教系の教団も真言系に含まれている。 

浄土系には,鎌倉時代初めに法然が開いた浄土宗系統の各派，その弟子親

驚を祖とする真宗系統の各派のほか，同じく鎌倉時代に一遍が開いた時宗,  

平安時代末に良忍が開いた融通念仏宗など24教団があり，信者数は2045万人

である。なかでも，知恩院を総本山とする浄土宗，西本願寺を本山とする浄

土真宗本願寺派，東本願寺を本山とする真宗大谷派が大きく，それぞれ全浄

土系寺院の24%, 35%, 29％を包括している。 

禅系には，鎌倉時代に栄西らが中国から伝えた臨済宗各派，同じく鎌倉時

代に道元が伝えた曹洞宗，江戸時代初めに隠元が伝えた黄業宗など22教団が

あり，信者数は948万人である。なかでも曹洞宗は，全禅系寺院の70％を包括

する。次いで臨済宗妙心寺派が大きい。 

日蓮系は，鎌倉時代に日蓮が創唱した教えに基づくもので，38教団，信者

数は3508万人である。伝統的宗派では,身延山久遠寺を総本山とする日蓮宗

が，全日蓮系寺院の68％を包括している。日蓮系では，霊友会，立正佼成会， 

創価学会などいねゆる新宗教の大教団が多いこともその特徴となっている。 

奈良仏教系は，法相宗など奈良時代の南都六宗の系譜を引くもので， 6教

団，信者数は244万人である。 

そのほかに現在 2教団あり，信者数は 8万人である。 

キリスト教系 旧教には，ローマ・カトリック系とロシア正教会系があり， 

2教団，信者数は46万人である。教会数，信者数ともに，ローマ・カトリッ

ク系のカトリック中央協議会が94％以上を占める。 

新教には，英国教会系，ルター派系，カルパン派系などの諸教派があり， 

42教団，信者数は47万人である。なかでも，戦前，新教各派が合同して結成

した日本基督教団は，新教の教会の35％を包括している。このほか,日本聖

公会，日本バプテスト連盟，イェス之御霊教会教団，末日聖徒イェス・キリ

スト教会の教会も多い。新教系には，文部大臣所轄の法人となっていない教

団も少なくないカ、 その中には，世界基督教統一神霊協会，ものみの塔聖書

冊子協会のように社会的な話題を呼んでいるものもある。 

諸 教 諸教とは，神道系，仏教系，そリスト教系のいずれにも属さな

い宗教を一括したもので，古い歴史を有する世界的な大宗教から，最近生ま 
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れた宗教まで，様々なものが含まれる。現在29教団，信者数は831万人であるり

戦前，教派神道13派のーつであった天理教は，戦後，自ら神道でないこと

を表明したため，現在では諸教の中に含まれている。それ以外のほとんどは， 

いわゆる新宗教系の教団であり，円応教，生長の家，世界救世教，パーフエ

クトリバティー教団，善隣会，天照皇大神宮教などの大きな教団がある。な

お，世界的な大宗教であるイスラム教は，我が国には少数の信者のいること

が知られているが，教団として文部大臣所轄の宗教法人となっているものは

ない。 

(3） 我が国の宗教団体・法人数，信者数 

文化庁では，毎年，宗教法人と都道府県の協力を得て，「宗教統計」を作成

している。以下では，この統計によって我が国の宗教団体・法人数，信者数

の動向を紹介しよう。 

ア 宗教団体・法人数 

概 説 我が国において活動している宗教団体の全部を細大もらさず知

ることは困難であるが，文化庁が把握する限リでも約23万の団体が存在する。 

そのうち宗教法人となっているものは，昭手1161年末現在，18万3449法人であ

る。この宗教法入数の内訳を示したのが図6一2 である。 

宗教法人には，神社，寺院，教会等の法人と，これらを包括する教派，宗

派，教団等の法人との2種類がある。教派，宗派，教団等の法人は全部で417 

法人，神社，寺院，教会等の法人は全部で18万3032法人ある。 

このうち，全国的に活動している教派，宗派，教団等には376法人があリ， 

これらに包括される神社，寺院，教会等は17万6731法人である。また，一都

道府県内で活動している教派，宗派，教団等には41法人があリ，これらに包

括される神社，寺院，教会等は273法人であるc このほか，宗教法人となって

いない教派，宗派，教団等として83団体の存在力秩IIられているが，これらに 

ー一一,250- 

2 所属関係からみた全国宗教法人数 

（昭和61. 12. 31現在） 

(376) 
，全国的に活動する
教派・宗派・教団 

(176,731) 
包括される 
神社・寺院・教会
等の法人 

包括される神社，寺院，教会等には592法人がある。また，いずれの教派，宗

派，教団等にも包括されない神社，寺院，教会等としては5436法人あるが， 

この中には創価学会のように教団的規模をもつ大きな宗教法人も含まれてい

る。なお，これらの宗教法人のうち，文部大臣所轄となるのは全国的に活動

している教派，宗派，教団等のみで，あとはすべて都道府県知事の所轄であ

る。 

推 移 過去30年問，宗教法人数には大きな変動はなかった。神社，寺

院，教会等の宗教法人数は，昭和30年末現在で17万9620法人あり，この30年

間で3412法人（2%）の増力Iに‘あった。また，全国的に活動する教派，宗派， 

教団等の宗教法人は，昭手ロ30年末現在で377法人あり，この30年間に 1法人減

っている。一都道府県内で活動する教派，宗派,教団等の法人については， 

昭和40年までの統計を欠くが，41年末現在で43法人あリ，この20年間に 2法

人減っている。 

宗教団体数・法人数 次に，宗教法人となっていないものも含めた宗教団

体数を示したのが図6-3である。神道系の神社，仏教系の寺院の大半は歴 
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図 6---3 系統別宗教団体数・法人数 

宗教年鑑（文化庁）による． 

史的経緯から宗教法人となっており，全国の宗教法人総数18万余のうちの約 

90％に当たる16万余を占めている。なお，諸教のうち法人となっているもの

の97％までは天理教の教会である。 

ー般に，いわゆる新宗教の諸教団では，支部教会のほとんどを宗教法人と

しないで，教団本部の管理下に置く傾向がある。これは，教団の成立が新し

く，内部のきずなも強いことから，運営も教団としてー体的に行われやすく， 

支部教会の独立性がそもそも乏しいこと，さらに，伝統的な制約もないこと

から，支部教会をわざわざ別個の宗教法人としない方が，教団本部の機構を

充実させた中央集権的な体制がとりやすいためと考えられる。 

イ 信者数 

現 状 我が国の信者総数は，先に示した文部大臣所轄の宗教法人とな

っている教派，宗派，教団等の信者数に，その他の教派，宗派，教団に属す

る信者数，いずれの教派，宗派,教団等にも包括されない神社，寺院，教会

等の宗教法人の信者数を加えて，昭和61年末現在， 2億1355万人であった。 
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これを系統別にグラフで示したものが図6-4である。総人口（昭和61年10 
月1日現在， 1億2167万人）に対する割合は,神道系88%，仏教系76%，キ

リスト教系 1 04A /0,諸教10％であり，信者総数では総人口の176％に及んでいる。 

このように信者総数が総人ロをはるかに超える現象は，現在の宗教統計が

開始された昭不1124年以来続いている。これは，我が国の歴史的伝統や国民性， 

また宗教団体の信者把握の仕方などに原因があるものと考えられる。 

まず，我が国では伝統的に「家の宗教」 という考え方が強く，個人は家を

通じて神社の氏子でもあり，寺院の檀徒でもあるというような，多重所属な

いし重層信仰がごく一般的であったことである。さらに,個人的には他の宗

教団体の信者になっても，何らかの形で「家の宗教」 とのかかわりを保って

いる人は少なくない。 

次に，各宗教団体が信者数を把握するに当たって，入信する者は積極的に 

図614 系統別信者数 

（昭不ロ6.~ 2.3~現在） 

宗教年鑑（文化庁）による。 

信者として加算する一方，脱落信者や没交渉の信者については，直ちに信者

から除籍することは少ないという傾向のあることも無視できない。 

このような背景から，各宗教団体の把握する信者数を合計すると，総人口 
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をはるかに超える結果となり，また，その格差は，時を重ね，新しい宗教団

体が発展してくればくるほど，よりー層大きなものとなる傾向を示すように

なる。 

推 移 そこで，図6-5により，過去30年間における 5年ごとの信者

数の推移を見てみよう。 

信者総数は，昭和30年現在で1億3597万人であり，既に総人口の150％を超

えていたが，それ以降も着実に増加し続けている（昭和61年現在では，前述

のとおリ176％に達し，対昭和30年上ヒ57％増）。 

系統別では，神道系は，昭和30年から昭和35年にかけて大幅に減少したが， 

その後，総人口の伸びを追うように増加し統けている。神道系信者数の変化

の要因は，専ら神社神道系信者数の動きによる。昭和30年の値が高いのは， 

このころにはまだ地域住民をすべて氏子とみなす旧来の考え方が根強かっ

たためと推察され，その後，次第に改められた結果，昭和35年の値にまで下

がったものと考えられる。仏教系は，昭和30年から昭和45年までのいわゆる

高度成長期に急激に増加したが，その後の伸びは緩やかになっている。仏教

系信者数増加の主な要因は，いわゆる新宗教系教団の信者数の伸びによる。 

しかし，既成仏教諸宗派の信者数も減ることなく，この間ずっと緩やかに増

加し続けており，このような点にも我が国宗教事情の複雑さがうかがわれる。 

キリスト教系では，昭和30年以来，永らく緩やかな増加を統けてきたカち こ

の 5年間に急激な増加を見せている。キリスト教系信者数のこの急増の要因

は,新教のうちでも比較的新しく成立した教団の伸びによる。諸教の信者数

は，昭和55年までは順調な伸びを示してきたが，最近の 5年間では減少して

いる。これは，二，三の大きな教団で信者数が減少したことによる。 

20 

I0 

国民の宗教意識・宗教行動 

国民の宗教意識・宗教行動については，新聞等の各種機関によって様々な

調査結果が公表されている。以下では，それらの調査結果を基に国民の宗教

意識，宗教行動の傾向を見ることにしよう。 

宗教意識 宗教意識調査として最も長期にわたリ継統的に行われているの

が,国立統計数理研究所の「日本人の国民性調査」 である。この調査は，昭 
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和33年以来 5年ごとに同じ質問紙を使って行われているが，「何か信仰とか信

心をもっていますか」という問いに対し，「もっている，信じている」と答え

た人の割合の推移を示したものが図 6 -- 6 の下の折れ線グラフである。ここ

で，昭和33年以来低下を続けてきた信仰・信心を持つ人の割合カち 昭和53年

以降，昭和33年に近い水準にまで回復したこ，とをとらえて，現代日本人の宗

教回帰現象を説く人もいるが，大きく見れば，多少の変動はあったものの, 

過去 6回の調査を通じて，約30％の人が信仰・信心を持つと答えてきたこと

が分かる。 

ところで，宗教意識調査の数値はその質間の仕方によって大きく変動する

ものであることに留意する必要がある。 

一般に，「個人的に信仰する宗教の有無」を問うと，「有る」と答える人の

割合は，先の国立統計数理研究所調査とほl了同じように約30％となる。例え 

図‘一‘ 宗教意識 

(%) 
100 

田 
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ば・朝日新聞調査では36%(昭和56.5.5朝刊「宗教心と日本人」），読売新聞

調査では29%（昭和59・8.20朝刊「80年代国民意識の流れ」）である。 

しかし・「神仏の存在を信じるかどうか」を問うた場合には,NHK放送世

論調査部調査で56% ('84.1「放送研究と調査」），毎日新聞調査で51%（昭和 

61.1.4朝刊「こころの時代J）のように，約50％の人が「信じる」と答えてい

る。また・「あなたの人生にとって宗教は大切か」などと尋ねた場合にも，「大

切」等とする人の割合は,朝日新聞調査で48%（昭和59.5.3朝刊「日仏合同

世論調査」）・先の毎日新聞調査でも49％と，やはリ50％近い数値を示す。 

さらに・一般的に・「宗教的な心は大切か」という問いに対しては，国立統

計数理研究所の過去 6回の調査を通じて，図 6一6の上の折れ線グラフに示

すように，ほぼ80％の人が「大切」と答えている。 

このように国民の宗教意識において，特定の宗教を自覚的に信じている人

は30％内外であるが・何らかの意味で宗教を人生のー部と考えている人は約 

50％おり・さらに・宗教に対する一般的な関心を有する人はおよそ80％にも 

及んでいる。 

宗教行動 次に・宗教行動面はどうであろうか。図6-7は，昭平ロ59年に

読売新聞が行った調査結果から主要な宗教行動を示したものである。 

ここで教典や聖書などを折に触れて読むとか，宗教的な行としてお勤め， 

ミサ・布教などをふだんから行うという積極的，意識的な宗教活動を行う者

は・いずれも10%程度にとどまる。そのー方で，約70％の人が，初舘でや年

に 1 -2回の墓参を行って，慣習的に宗教団体との関係を持続していること

が分かる。そして・「宗教活動は何もしていない」と答えた者はわずかに '7 0,'I /0 
しかなかった。 

同様の結果は・昭和58年に NHK放送世論調査部が行った調査にも見ら

れ・「全く宗教活動を行っていない」 とする者は10％にすぎなかった。 

このように・宗教行動面においても，自覚的に宗教的な活動を行う人は必

ずしも多くないが，過半数以上の人が何らかの形で宗教団体と関係を有して 
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図6-1 宗教行動 
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鋤
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80年代国民意識の流れ（昭和59. 8.20 読亮新聞） 

による0 

いるのである。 

若者と宗教 次に，最近，若者の宗教へのかかわり方に興味深い現象の見

られることが，幾つかの調査報告から指摘されているので，そのことに触れ

ておこう。 

まず，先にあげた毎日新聞の調査によると，20歳代では，神仏の存在を信

じる比率が46％と40歳代並に高く，特に20歳代前半では48％あり，最も低い 

30歳代前半と比べると10％も高いという。また，死後の霊魂の存在を信じる

比率についても，30歳代以上では40％前後であるのに対し，20歳代では50% 

と高率になっているほか，「霊能力の存在，占いを信じるか」などの質問につ

いても，同様の傾向が見られるという。 

同様に，NHk放送世論調査部でも，昭和48年，昭和53年，昭和58年に行っ

た調査結果を比較して，この10年間，神仏をはじめとして宗教的なもの，神

秘的なものに近づく傾向が一般的にあること，なかでも神仏を信仰する若者 
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が大幅に増えてきていることを指摘している。 

しかし・これを宗教行動の面から見ると，若者を含め一般に，折に触れて

教典を読んだり・宗教的な勤めを行ったりするという自己修養的な行動は必

ずしも増えておらず，祈願，お礼，おみくじ，易，占いといった現世利益的

な行動が増加しているとも言われている。 

なお・総務庁の家計調査によると，昭和61年のー世帯当たりの信仰費（冠

婚葬祭費は含まない。）は全世帯平均でI万5401円と，前年比 4 ％減であった

加世帯主の年齢カ24歳以下の世帯では，3349円から5305円へと逆に60％近い

大幅な伸びが見られ，20代後半の世帯でも40％の増加を示している。 

宗教団体の公益活動 

宗教は・古来 教育,医療，社会福祉など様々な公益活動と深いかかわり

を有してきた。近代以前において，公益活動のほとんどは，宗教者，宗教団

体の手にゆだねられてきたと言っても過言ではない。近代以降は，公的制度

の整備により・これら公益活動において宗教の果たす役割は相対的に減りは

したが，今なおその貢献には大きなものがある。 

このように宗教団体は，多くの公益活動において先駆的，指導的役割を果

たしてきたカち これは・人々の救済を目指す宗教的実践のーつの現れと考え

られ・この点において，宗教は，今後とも公益活動の推進及び新たな展開に

重要な役割を果たしていくものと考えられる。 

以下では・今日の我が国における宗教団体の公益活動の概要を紹介する。 

学校教育活動 宗教団体にとって，学校教育は，後継の聖職者の養成，信者

の子弟の育成・また教育を通じて宗教的情操を養うことなど様々な意味が込

められている。そして・これに応じて，宗教団体やその関係者によって，数

多くの私立学校が設立されている。幼稚園から大学までの各段階において， 

宗教関係学校がそれぞれ全私立学校に占める比率は，幼稚園30%，小学校 

ー-259ー 

i
ニ
回
の
墓
参 

の
祈
願 

安
全
・
商
売
・
入
試 



第6章 宗教と宗務行政 
	

第1節 我が国の宗教の現状 

56%，中学校36%，高等学校26%，短期大学31%，大学25％となっている。 

なお，小学校，中学校，高等学校，短期大学，大学については，法律によ

り，すべて学校法人化され，別組織となっているが，その宗教的理想は創立

の精神としてその運営に反映されている。ー方，幼稚園には，学校法人立の

ほかに，宗教法人立のものも相当数ある。 

社会教育・文化活動 宗教団体による社会教育・文化活動の役割も大きい。 

その中て最も顕著なものは，博物館の設置であり，全国の博物館のおよそ 

9％が宗教団体とかかわリを有している。 

次に図書館では，公立図書館の整備によリ，かつて各地の宗教団体が設置

した図書閲覧施設の意義は，次第に薄れつつあるが，今なお，こうした施設

はかなりの数が存在するものと推測される。また，点字図書館も，幾つかの

宗教団体によって設置されている。 

ボーイスカウト等の団体の育成に力を注ぐ宗教団体も少なくない。また， 

宗教団体が主催したり，場所を提供することによって，各種の教室が開かれ， 

文化活動も数多く行われている。 

医療活動 宗教団体の関係する病院・診療所では，キリスト教関係の施設

が圧倒的に多い。近年は，宗教者の間で，死に験した人の精神的介護を中心

とした施設であるホスピスの建設のような，新たな活動の高まリが見られる

が，現在，このようなホスピスは 3か所のキリスト教系病院に設置されてい 

る。 

社会福祉活動 宗教関係社会福祉施設の設置数も少なくない。 

このうち，各系統を通じて最も数多く設置されているのは保育所であり， 

全国の私営保育所のおよそ16％が宗教団体とかかわりを有している。このほ

か，神道系では，児童福祉施設のーつである児童遊園の設置が数多く見られ

る。仏教系では，児童福祉施設のーつである養護施設や老人福祉施設の設置

が多いほか，刑余者の更生保護を行う施設の設置も目立つ。ギリスト教系で

は，他の系統と比較して幅広く，しかも数多くの社会福祉活動が営まれてい 

るが・なかでも・養護施設，老人福祉施設，障害者施設の設置が多い。諸教

でも，養護施設の設置が多い。 

このほか・近年では，「いのちの電話」に代表されるような，宗教者有志に

よる相談活動の全国的な広がりが見られる。 

海外援助活動 文化庁では，毎年，宗教団体及びその関係諸団体に対して， 

海外援助の概要の報告を依頼している。ここで言う海外援助とは，難民救済

のような民生的な援助に限っており，現地での宗教活動に対するものは除い

ている。これによると，昭和61年の1月から12月までの間に宗教団体及びそ

の関係諸団体の行った海外援二助の実績は，全体で28団体，119件，金額でおよ

そ 8億円であった。 
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我が国の宗教政策の変遷 

(1） 祭政一致と神道国教政策（明治元年～明治 4年） 

明治新政府は，当初，祭政ー致，神道国教政策の方針をとり,中央行政機

関として神議事務科，神祇事務局，次いで神祇官を置き，神社を国家の宗肥

として国家の管理下に置いた。また，神社から仏教色を払義するため，神仏

分離令（明治元年 3月28日，太政官布告第198号等）を発し，千有余年にわた

る神仏習合の風潮に終止符を打った。しかし，これをきっかけに全国に廃仏

嚢釈の運動が起こり，仏教界に多大の打撃を与えた。 

(2）大教宣布の運動と信教自由の運動（明治 4年～明治 8年） 

政府は，単一の神道国教政策によって，国民を教化することに無理がある

ことを認識し，明治 5年 3月,教部省を設置して,民間の仏教，教派神道を

含めた大教宣布運動を展開した。これは，神職，僧侶その他の有識者を教導

職に任命し，国の根本方針としての皇道を宣布しようとするものであった。 

しかし，神仏合同布教であったため，当時普及しつつあった信教の自由の立

場からの批判が強まり，明治 8年，政府は神仏合同布教を停止し，明治10年 

1月，教部省が廃止され，その事務は内務省社寺局に引き継がれた。 

(3） 教導職の廃止（明治17年 8月） 

教導職は，前述の大教宣布のために設置されたものであったが，神仏合同

布教が停止された後も，なお制度としては残り，僧尼としての公的資格が教 
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導職試補以上に制限されていたため，信教の自由を阻害するものとして廃止

を求める運動が起こり，明治17年8月にこれが廃止された。それ以降，教派

神道，仏教については，住職の任免，教師の等級の進退等に関する権限すべ

てカ、 各教宗派に一人ずつ置かれた管長にゆだねられることとなり，各教宗

派は，教規・宗制を定め，内務資の認可を受lナることとされた。このように， 

仏教，教派神道において，教派，宗派として独立するには国家の許可を要し

た。仏教宗派の独立は明治 5年から，教派神道は明治 9年から始まり，宗教

団体法施行までに成立したのは，神道教派13派，仏教宗派56派であった。な

お・キリスト教は，明治 6年の切支丹禁制の高札撤去により布教が黙認され， 

明治32年 7月に初めて宗教行政の対象とされた。 

明治33年 4 月，内務省社寺局は神社局と宗教局に分かれ，神社とー般宗教

との取扱いの区別が明確にされた。 

その後，大正 2年6月に宗教局は文部省に移管されたカ、 神社局は，昭和 

15年11月に神紙院として独立し，神社はー般宗教とは異なる国家の宗肥であ

り，その崇敬は国民の道徳であるとの体制が確立されていった。 

(4）宗教団体法の公布（昭平014年） 

Iところで，これまで宗教，宗教団体に関する統ー的な法規はなく，長く通

達等によってのみ宗教行政が行われていた。明治32年，第1次宗教法案が提

出されたカ、 この法案は帝国議会で否決され，それ以後も，宗教法あるいは

宗教団体法として法案力犠会に提出され，あるいは草案として示されたが， 

いずれも実を結ばなかった。 

昭和14年 4 月に至り，ようやく「宗教団体法」が成立，公布され，翌15年 

4 月から施行された。 

宗教団体法は，神道教派，仏教宗派，キリスト教その他の教団及びこれら

に包括される寺院・教会を宗教団体と規定して，この法を適用したほか，い

わゆる非公認の類似宗教として宗教行政の対象とされていなかったものを宗 
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教結社と規定して，この法を適用することとした。宗教団体の設立について

は，文部大臣又は地方長官の認可を必要とし，その運営については，管長, 

住職等が主管し，代表し，総代にこれを補佐させたが，一方では,文部大臣

に監督，調査，認可取消し等の権限を与えた。その運用は時勢をも反映して， 

厳しい統制策がとられ，神道教派13派はそのまま認可されたが，仏教は56派

を28派に統合の上認可され，キリスト教は合同して二つの教団になり認可を

受けた。国体の思想に反することのないよう統制が行われ，仏教諸宗派の経

典の字句に削除，改変等が命ぜられたり， 日本基督教団を構成していた教会

の―部には解散を命ぜられたものもあった。 

(5）戦後の宗教政策と宗教法人法の成立（昭和20年以降） 

終戦と同時に我が国の宗教政策も大きく変化した。連合国の日本管理政策

のうちて最も重要なもののーつは宗教政策であり，昭和20年10月 4 日に出さ

れた 「政治的・社会的及宗教的自由ニ対スル制限除去ノ件」の覚書，昭和20 

年12月15日の「国家神道，神社神道ニ対スル政府ノ保証，支援，保全，監督

並ニ弘布ノ廃止ニ関スル件」（一般に「神道指令」といわれる。）の覚書にも見

られるように，それは，①軍国主義的ないし極端な国家主義的思想の根絶， 

②信教の自由の確立，③政教分離の徹底の三つが柱であった。 

そして，日本国憲法の制定（昭和21. 11.3公布，昭和22.5.3施行）によリ， 

第20条及び第89条において信教の自由，政教分離の原則が明示され，これま

での国の宗教政策は根底から変革するに至った。 

政府は，既に昭和20年12月,宗教団体法を廃止する一方，同法の廃止に伴

う混乱を防ぐため，「宗教法人令」を制定し，さらに，翌21年 2 月には,同令

を改正し，寺院・教会と同じく神社も同令の対象とした。これにより，神社

神道は，他の諸教団と同ー法制の基盤の上に新たな道を踏み出した。 

宗教法人令は，宗教法人の設立についていわゆる準則主義を採用したため， 

既成教団からの分派・独立，あるいは新教団の設立により，宗教法人の数は 

増加した。しかしながら，その間，既成教団からの離脱やその他運営に関し

て係争事件が発生したほか，新しく設立するものの中には宗教団体の実体を

なしていないものまで宗教法人となるものが現れ，昭和24年ごろから,宗教

法人令の改正を望む声が，宗教界をはじめ各界に高まりを見せた。また，宗

教法人令が，いわゆるポツダム勅令であり，占領の終結に伴い法律化の措置

が必要とされたこと，特に法人格の付与は法律でもって定める必要があるこ

となどの理由から，昭和26年 2月に宗教法人法案が国会に提出され，同年 4 

月に成立した。 

宗教法人法では，宗教団体の定義づけを行うとともに，その設立等につい

ては認証制度を採用し，また宗教法人の管理運営面においては，その自律的

運営にゆだねながら，責任役員制度と公告制度を設けてその民主性，公共性

の確保を図っている。 

宗務行政の運営 

(1） 宗務行政の在り方 

終戦に至るまでの我が国の宗教政策は，国の重要な政策として，敬神崇仏

を根幹とし，宗教団体の統制，監督，保護を根本原則として連営されてきた。 

すなわち，宗教団体の国家による公認制がその建前であって，宗教団体の教

義，儀式の調査，研究はもとより，これらの指導の任に当たることが宗務行

政の中核を占めていた。 

終戦と同時にこのような宗教政策は大きく変化した。日本国憲法において

信教の自由と政教分離の原則が明示され，個人の信仰，宗教の選択，儀式行

事への参加，宗教団体や宗教上の組織の結成，宗教活動等は，本来自由であ

り，何らの制限も受けないこと，ー方，国家は，宗教教育その他いかなる宗

教活動もしてはならず，宗教団体を保護，援助してはならないというように， 

これまでの国の宗教政策は根底から変革せざるを得なくなったのである。こ 
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れに伴い，行政庁の権限は法令に定められた宗教法人の管理運営といった世

俗的な側面に限られることとなり，現行の宗教法人法においては，宗教団体

の自治を最大限尊重し，その運用に当たって，個人や団体の宗教活動を制限

することのないよう，極力宗教法人への関与を排除している。 

現在，宗教に関する事務は国の事務のーつとして，中央においては文部大

臣（具体的事務は文化庁文化部宗務課）が，地方においては国の機関委任事

務（地方自治法第148条）として都道府県知事が処理しており，宗教法人の設

立に係る規則の認証等宗教法人法の施行に関することを中心に，法人の管理

運営が適切に行われるための事務的な指導，助言や，宗教団体との連絡，宗

教関係資料の収集及び提供等にも務めているところである。 

(2） 宗教法人法と宗務行政 

宗教法人法の意義と概要 現在，宗教に関する法制としては，憲法の関連

規定のほか，宗教法人法が制定されており，同法の施行を中心に，宗務行政

が運営されている。宗教法人法は，宗教団体が，礼拝の施設その他の財産を

所有し，これを維持運用し，その他その目的達成のための業務及び事業の運

営に資するため，宗教団体に法律上の能力を与えることを目的として制定さ

れたものである。このように，宗教法人制度が設けられているのは，宗教団

体にあっても，本来の活動である宗教活動そのもののほか，それら宗教活動

を支える上で必要となる財務管理などの世俗上の活動を行っており，宗教団

体も，この世俗的な側面については，ー般社会で機能的に行動できるよう, 

法人となりうる道を開こうとしたことによるものである。 

宗教法人法は，宗教法人の設立，規則の変更，合併；解散の手続，管理， 

登記，宗教法人審議会，その他の事項及びこれらに係る所轄庁の権限につい

て定めており，その概要はおおむね次のとおりである。 

第ーは，宗教法人の設立等に関し認証制度をとっていることであり，設立， 

規則の変更，合併，解散については，所轄庁による認証を受けなければなら  

ないこと。 

第ニは，法人運営の組織として責任役員制度を設けていることであり,宗

教法人には必ず 3人以上の責任役員（うち1人を代表役員とする。）を置き， 

法人の規則に別段の定めがなければ，その事務は責任役員の過半数で決し， 

議決権は各々平等であること。 

第三は，公告制度をとっていることであり，宗教法人が重要な行為（設立， 

合併，解散，被包括関係の設定・廃止,財産処分等）をしようとするときは， 

信者その他の利害関係人に対し，法人の規則で定める方法により公告するこ

と。 

第四は，文部省に宗教法人審議会を設置し，文部大臣の諮間に応じ，宗教

法人に関する認証その他宗教法人法の規定によりその権限に属せしめられた

事項について調査審議し，及びこれに関連する事項について文部大臣に建議

すること。 

このうち，認証制度と宗教法人審議会が，後述するように，宗務行政の運

営と密接なかかわりをもっている。 

宗教法人法と所轄庁の権限 宗教法人法上における所轄庁の権限は，次の

とおりである。 

① 設立（規則）認証（宗教法人法第14条），規則変更認証（同28条），合

併認証（同39条），任意解散認証（同46条） 

上記の不認証（所轄庁が文部大臣であるときは，宗教法人審議会の意

見を聞く。） 

② 設立又は合併の認証の取消し（認証書の交付からI年以内，宗教法人

審議会の意見を聞く。）（同80条） 

③ 宗教法人の登記並びに礼拝用建物及び敷地の登記に関する届出の受理 

（同9条） 

④ 目的に反する公益事業以外の事業に対する停止命令（1年以内の期問， 

宗教法人審議会の意見を聞く。）（同79条） 
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し、 

⑤ 次の場合における裁判所への解散命令の請求（同81条） 

・法令に違反して，著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行

為をしたとき。 

・目的を著しく逸脱した行為をしたとき，又は 1年以上にわたってその

目的のための行為をしないとき。 

・礼拝施設の滅失後やむを得ない理由がないのに 2年以上にわたってそ

の施設を備えないとき。 

・1年以上にわたって代表役員（代務者含む）を欠いているとき。 

・宗教団体の要件を欠いていることが判明したとき。 

⑥ 認証に関する決定，認証の取消し，事業の停止命令についての不服申

立てに対する裁決又は決定（却下の場合を除き宗教法人審議会の意見を

聞く。）（同80条の 2) 

以上のように宗教法人法上における所轄庁の権限は限定されており，かつ， 

宗教法人に対する不利益処分に係るものは，宗教法人審議会に諮間してその

意見を聞かなければならないこととなっている。 

宗務行政と認証制度 宗教法人法では，宗教団体を定義づけて，宗教の教

義を広め，儀式行事を行い,及び信者を教化育成することを主たる目的とす

る 「札拝の施設を備える神社，寺院，教会，修道院その他これらに類する団

体」と「これらの団体を包括する教派，宗派，教団，教会，修道会，司教区， 

その他これらに類する団体」の 2種類を掲げ，これらの宗教団体が規則を作

成し，それぞれの所轄庁（前者では都道府県知事，後者では文部大臣）の認

証を得て登記することによって，宗教法人として成立することとしている。 

また，規則の変更や合併，任意解散についても，これが必要とされる。ここ

でいう認証とは，所轄庁が，提出された申請書類に基づいて，宗教法人法で

要求するー定の要件を備えているかどうかを確認する行為であリ，宗務行政

にあっては，この認証事務が中心を占めている。 

昨今の認証中請の中では，規則変更に係るものが増加しつつあるが，これ 

らは・既存の宗教法人が，宗教活動の進展等に伴い組織の拡大や組織替えを

行ったり,あるいは本来の宗教活動とは別に公益事業や収益事業を行おうと

することに伴うものが多く，また，神社，寺院，教会等カち その属する教派， 

宗派・教団等から離脱して独立するための規則変更の認証申請も，しばしば

見受けられる。その中には宗教団体の内紛問題と関連するものもあり，最近， 

規則認証や規則変更認証について，行政不服審査法に基づく不服申立てが増

加の傾向にあるのも，この間の経緯を物語っているといえよう。 

宗務行政と宗教法人審議会 宗教法人審議会は,宗務行政が，憲法で保障 

された信教の自由と宗教法人の自主性を尊重して行われるよう,宗教法人法

に基づき設置されており，宗務行政の重要な支柱となっている。前述したよ 

うに・宗教法人審議会は，文部大臣の諮問に応じて，宗教法人に関する認証

その他宗教法人法の規定によりその権限に属せしめられた事項について調査

審議し・及びこれに関連する事項について文部大臣に建議する機関であり， 

現在，宗教家及び学識経験者から成る15名の委員で構成されている。 

特に・①所轄庁たる文部大臣による規則，規則変更，合併及び任意解散の

不認証に関する決定，②目的に反する公益事業以外の事業の停止命令，③所 

轄庁による規則及び合併の認証の取消し，④不服申立てに対する文部大臣の

却下以外の裁決，決定等については，あらかじめ宗教法人審議会に諮問しな

ければならないことになっている。このように，宗教法人審議会は，特に宗

教法人に対して不利益な決定を行う場合には，事前審査的な機能を果たして 

いる。 

これまで宗教法人審議会の答申を受けて処理された不服申立ては，昭和29 
年1月から昭和62年12月までの累計で35件となっており，多い年では 5-6 
件を数える。 

(3） 宗教法人の管理運営と宗務行政 

適正な管理運営の確保 宗教法人の適正な管理運営については，本来宗教 
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法人自身の自主的な努カが基本となるべきものであり，このため，助日本宗

教連盟その他の関係団体では，研修会の開催や手引書の作成を行ったり，ま

た，教派，宗派，教団等の宗教法人においても，それぞれの組織下にある神

社や寺院，教会等の宗教法人に対する指導に努めるなど，これまで，宗教法

人の適切かつ円滑な管理運営を期した自主的な努力が続けられてきている。 

所轄庁としての立場からも，都道府県にあっては，認証申請の都度，各種

の事務的な指導・助言を行うほか，所轄の宗教法人全般にてハ、て，研修会の 

開催等を通じ，その管理運営の適正化に努めているところである。しかしな

がら， 1県当たり平均4000にも上る宗教法人を所轄しており，法の趣旨徹底

を図る上からも，各県における事務処理体制の充実が望まれる。 

また，文化庁としては，側）日本宗教連盟あるいは都道府県と共催で教派， 

宗派，教団等文部大臣所轄の宗教法人を主たる対象とする 「包括宗教法人等

管理者研究協議会」や神社，寺院，教会等各都道府県知事所轄の宗教法人を 

主たる対象とする 「宗教法人実務研修会」 を実施して，法人意識の高揚と事

務管理能カの向上に努めている。また，これと並行して,各種の宗教法人の

管理運営の手引書を刊行して，宗教法人の実態に見合った規則の作成方糾, 

事務運営についての具体的な対処の仕方，会計経理といった財務管理面につ

いての処理方法あるいは不活動宗教法人対策等について，きめ細かい事務的

な指導を行っているところである。このほか，毎年，各宗教団体からの報告

に基づいて宗教統計をまとめ，その結果を「宗教年鑑」として刊行するほか， 

宗教界の動向，宗務実務上の諸問題等を内容とする「宗務時報」（季刊）を発

行し，情報として提供している。 

所轄庁の認証事務の適正化等 しかしながら，最近，宗教法人による税の

申告もれや脱税，不適切な収益事業の運営や不活動宗教法人を税対策に利用 

しようとする動きなどがしばしば報道されたことなどから，宗教法人をめぐ

っての社会的な批判が，とみに増大してきている。こうしたことが起きる背景

には，宗教法人の側に制度の趣旨が＋分理解されず，「法人意識」の欠如して 
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いることもあるが，最近の特徴として，いわば宗教界の外部の者が宗教法人

を通じて，宗教法人等に認められている事業の実施や税の優遇措置を利用し

ようとする動きなどのあることも指摘されているところである。このような

ことから，宗教法人を見る目は厳しいものとなっており，ひいては宗教法人

―般に対する信頼に影響を及ぽすことも懸念されるに至っている。 

このため，文化庁においては，昭和63年3月，所轄庁において認証事務等

を一層適正に行うよう，各都道府県知事に対し通達を行い，その指導の徹底

を図っているところである（昭和63.3.31 庁文宗第78号「宗教法人に関する

認証事務等の取扱いについて」）。これは，第ーに，設立の認証に当たっては, 

宗教団体としての実体を有していることを十分審査すること，第ニに，主た

る事務所の移転が実質的に新たな宗教法人の設立と異ならないような場合な

ど，宗教法人としての同一性の継統が認められないような規則変更の認証は

行わないこと，第三に，収益事業等が事実上行われている場合における規則

への明記及び規模・内容等が著しく不適切な場合にはこれを改めるよう指導

すること，第四に，不活動宗教法人の実態把握と解散についての指導等必要

な措置を講ずべきこと，の 4点を内容としたものである。この通達は，実体

と相違がある認証が問題発生の原因となる例も見られることから,このよう

な認証が行われないようにするとともに，特に問題を多く指摘される収益事

業について認証事務を中心に適正化を図ることを期待したものである。 

さらにまた，近年の目覚ましい社会の変化に伴い，宗教法人の活動領域も

多面的な広がりを見せていることから,宗教法人の行う事業について，新た

に昭和63年度から昭和64年度までの 2か年度にわたり，宗教法人の約1割程

度を対象に，事業の種類や目的，事業に関する組織，施設の内容，事業の収

支と収益の使途等について調査することとしている。これによって，宗教法

人が行っている公益事業や収益事業についてその実態を把握し，最近の宗教

法人をめぐり生じている問題にも対応し，かつ，宗教法人の管理運営全般に

ついて，一層の適正化を図ることとしている。 
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第1節 文化財保護の体制 

文化財は，我が国の長い歴史の中で生まれ，はぐくまれ，今日の世代に守

リ伝えられてきた貴重な民族の財産であり，我が国の歴史，伝統，文化等の

理解のために欠くことのできないものであると同時に，将来の文化の向上発

展の基礎をなすものである。 

文化財保護の行政は，その制度が明治期に創設され，時代情勢を反映した

数次の改正を経て今日までたゆみなく続けられてきたが，保護の対象が拡大

するとともに，その方法にも種々の配慮が払われ，・国と地方公共団体が一体

となって，文化財を保存して次世代に継承することはもとよリ，積極的に公

開・活用を行い，広く国民に親しまれるように努カしている。 

文化財保護制度の発展 

(1） 文化財保護制度の誕生（明治初年～大正末年） 

.  
明治維新後の状況 明治維新後，欧化主義や廃仏鍛釈等の影響によリ，我 

が国古来の文化財が危機に直面する中で，明治 4年 5月これを保存すること

が急務であるという大学（文部省の前身）の建言を受けて，太政官は，美術

工芸品等31種の保全等を内容とする「古器旧物保存方」 を布告した。この太

政官布告が，我が国として最初の文化財の保護に関する措置であリ，文化財

の再認識と保護思想の普及に資するとともに，その後の文化財の全国的調査 
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や保護法制の制定等へのーつの大きな端緒となった。 

明治21年宮内省に臨時全国宝物取調局が設置され，岡倉天心らの努力によ

って，その後10年間に全国の社寺等の絵画,彫刻，工芸品，書跡，古文書等

合わせて21万5000点の宝物類を調査し，優品に対する鑑査状の発行，登録等

を行った。 

古社寺保存法の制定 この調査に続いて，明治30年日清戦争後の民族意識

をも背景として，「古杜寺保存法」が公布，施行された。この法律は，内務大

臣が，社寺の建造物・宝物の中から，特に歴史の証徴又は美術の模範となる

べきものを「特別保護建造物又は国宝の資格があるもの」に定めるという制

度を設けるとともに，これら特別保護建造物及び国宝に対する神職又は住職

の監守義務や博物館への出陳義務，処分・差押えの禁止，社寺に対する維持

修理のための保存金の下付等を定めており，そこに，指定や指定対象に対す

る管理，規制，公開，助成等現行文化財保護制度の原型を見いだすことがで

きる。 

古社寺保存法は，それまで，内務省と宮内省において行われていた文化財

保護行政を内務省にー本化したが，その後，宗教行政の文部省移管に伴い， 

文化財保護行政は，大正 2年から文部省宗教局において所管されることとな

った。なお，特別保護建造物及び国宝の資格があるものの選定は，明治30年

以降継続して行われ，昭和 4年の「国宝保存法」制定時までに，特別保護建

造物845件，・国宝の資格があるもの3705件が定められた。 

史蹟名勝天然紀念物保存法 一方，記念物の保護に関しては，陵墓の比定

に関連して，「古墳発見ノ節届出方」（明治 7年太政官達）や「人民私有地内

古墳等発見Z節届出方」（明治13年宮内省達）によリ開墾等による不時発見の

際の届出制度が定められ，その後も古墳を発掘するに当たっては，事前に宮

内省に申出をなすべきことが度々通達されていたが,全般的な保護制度が整

えられたのは，大正 8年施行の「史蹟名勝天然紀念物保存法」によってである。 

名所地や旧跡保護の制度化の動きは，既に明治44年貴族院における「史蹟  

及天然記念物保存ニ関スル建議」に見られ，その理由書では，国勢の発展に

伴って土地の開拓，道路の新設，鉄道の開通，工場の設置その他の人為的な

原因によって，史蹟や天然記念物は日に日に破壊されており，我が国古来の

美術工芸品等が古社寺保存法によって保存の途が講じられているのに対し， 

これらが放置されているのは遺憾であるとして，国家による保存の方策をと

ることを訴えていた。政府は，建議の趣旨にのっとり，史蹟名勝天然紀念物

保存についての訓令を発するなど当面の保存措置をとりつつ，法案化の調査

を進め，大正 8年に同法の成立を見たものである。 

この法律の主な内容は，①史蹟名勝天然紀念物は内務大臣が指定し，緊急

の必要がある場合には地方長官が仮指定を行うことができること，②指定対

象の現状変更又は保存に影響を及ぽす行為を行う場合には地方長官の許可を

必要とすること，③保存に関し一定の地域を定めてー定の行為の禁止若しく

は制限を行い，又は必要な施設を命じることができること，④内務大臣は地

方公共団体を指定してその負担によって史蹟名勝天然紀念物の管理を行わせ

ることができることなどであった。 

なお，この法律による史蹟名勝天然紀念物の保存の事務は，昭和 3年12月

文部省宗教局に移管された。 

指定は，翌大正9年から始められ，文化財保護法の施行までに指定された

史蹟名勝天然紀念物は1580件であった。その間，昭和 7年 7月道路改修工事

を阻止するために行われた東大寺旧境内の史蹟指定のように，時には開発行

為に対し文化財を保護するための緊急の指定も行われた。 

文化財出土品の取扱い また，出土品については，明治32年に制定された

遺失物法において，学術，技芸又は考古の資料となるような埋蔵物は，所有

者が判明しないときは国庫の所有に帰し，発見者等にはその価格に相当する

金額を支給することとされた。さらに，同法の施行に伴い,「学術技芸若パ考

古ノ資料トナルヘキ埋蔵物取扱ニ関スル件」（内務省訓令）が発せられ，埋蔵物

として警察署長に差し出されたものの中で学術，技芸又は考古の資料となる 
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べきものを発見した場合は，石器時代の遺物は東京帝国大学に,古墳関係品

その他は宮内省に通知し，宮内省又は東京帝国大学からその要請があった場

合にはその物件を送付するなどの取扱いが定められたが・この制度はその後

種々の改正を経て，現行の文化財出土品の取扱い制度に至っている。 

明治維新に始まるこの期間は，社会の急激な変革，欧米先進国文明の強烈

な影響等に起因して，伝統文化軽視の風潮を背景に，地域の変貌’進展や既

存の杜会勢力特に寺院の衰退等に伴い，我が国古来の文化財は極めて深刻な

危機に直面したが，これに対する反省と保護・保全，復興についての必要性

が，国勢の進展や民族的自覚の深化ともあいまって，強く認識されるに至り・

我が国の近代的な文化財保護制度が，社寺中心にではあるが・体系的に整備

され始めた時期と概括することができよう。 

この時期に，文化財保護が国の責務と認識され，最初の法律である古社寺

保存法の中で維持修理及び公開のための助成が定められるとともに,その後

毎年ほぽ15万円ないし20万円が支出されたことなど，その後の実質的な文化

財保護体制の基礎が形作られたとも考えられる。 

(2） 国宝の保護の充実と海外流出の防止（昭和初年～終戦） 

国宝保存法の制定 古社寺保存法は，その保存の対象を古社寺の所有する

建造物及び宝物に限定していたが，昭和初年の深刻な経済不況や政情不安の

中で，旧大名家の所有する宝物類等が国の内外に散逸し・あるいは城郭建築

等伝統的建造物が修理を要すべき状況になるなど，国，地方公共団体又は個

人の所有する文化財についても保存の措置を講ずべきことが認識されるよう

になり，昭和 4年国宝保存法が制定，施行された。 

国宝保存法の骨子は，①従来の「特別保護建造物又は国宝の資格があるも

ク力を文部大臣が指定する国宝に統一するとともに，社寺有だけでなく・国・

地方公共団体又は個人の所有する物件をすべて指定の対象に拡大したこと・ 
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②国宝の輪出又は移出は，文部大臣の許可を受けた場合以外はできないこと

としたこと，③国宝の現状変更については，維持修理の場合を除き，地方長

官でなく，文部大臣の許可を要することとしたこと，④国宝について博物館

に出陳義務に関する規定を整備して，国宝をただ死蔵するだけでなく，公開

を図るべきであるという趣旨をー層進めたことなどの諸点にまとめることが

できる。なお，古社寺保存法によって定められた特別保護建造物及び国宝は， 

国宝保存法による国宝に指定されたものとみなされ，そのまま存続するもの

とされた。 

この法律による指定作業は，施行後早速着手され,建造物では姫路城，名

古屋城等の城郭建築，宝物類では絵画，書跡を中心に指定件数は飛躍的増加

を見たが，同時に，全体の指定に目途を立てることには,極めて長い年月を

要することが明らかになっていった。そうした中で，吉備大臣入唐絵詞など

国宝には指定されていないが重要な価値のある美術品の海外への流出が相次

ぎ，緊急にこの防止を図る必要性が痛感されるようになった。 

重要美術品等の認定制度 「重要美術品等ノ保存ニ関スル法律」は，この

ような状況に対する臨時立法として昭和 8年に制定された。この法律の内容

は,歴史上又は美術上特に重要な価値のある物件の輸出又は移出には文部大

臣の許可を必要とすること，この許可を要する物件は文部大臣が認定するこ

と，輸畠等の許可申請があって許可をしない場合には1年以内に国宝に指定

するか，又は認定を取り消さなければならないことを骨子としていた。 

‘重要美術品等の認定は，迅速に作業が進められ，昭和 8年に1022件が認定

されて以来，昭和25年の文化財保護法施行の時点までの認定件数は，工芸品 

7983件，建造物299件，総計8282件に上ったが，この法律は，名品の海外流出

の防止のために大きな効果をあげたと言えよう。なお，この法律は文化財保

護法の施行によって廃止され，新たな認定は行われていないが，既に重要美

術品等の認定を受けている物件については，なお効力を有するものとされ， 

現在なお美術工芸品の海外流出防止に効果をあげている。 
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戦時中の措置 昭和16年12月我が国は太平洋戦争に突入し・戦争に関係の

薄い行政事務については，機構の縮小，行政の簡素化を図ることが必要とさ

れた。それまで文化財保護の行政は宗教局保存課で所掌されていたが・昭和 

17年11月教化局総務課の1係において，次いで，昭和18年11月には教学局文

化課の一係において処理することになった。 

昭和18年12月重要美術品等の認定及び名勝天然紀念物の指定の事務は停止

し，保護行政は，主として国宝及び史蹟の指定，既に認定又は指定された物

件の管理及び修理を重点として行われるようになった。 

載局の激化に伴って，文化財を戦禍から防護することが真剣に考えられた。 

同年12月国宝，重要美術品等に防空施設を実施することとなり・建造物に対

しては貯水池，防火防弾壁等の防護施設を設け，宝物類に対しては安全な地

域に分散疎開し，収蔵庫等に保管するなどの措置がとられた。また・保護事

務は不急不要の事務として軽視される傾向にあり，軍当局の要請により行わ

れた金属回収及び供木運動において，文化財もその対象となったが・徳川家

霊爾の銅灯篭（東京都），日光杉並木街道（栃木県）などについては当局と交

渉し，その阻止を図ったことなどもあった。 

この時期，特に昭和初期における文化財保護行政の充実の重点は・美術工

芸品の海外流出防止に置かれていたと言えよう。国宝保存法において・国宝

の輸出を原則として禁止するとともに，例外的に輸出する場合について文部

大臣の許可を必要とする制度を確立し，次いで・重要美術品等ノ保存ニ関ス

ル法律による緊急認定制度に基づいて実効ある流出防止措置がとられるに至

ったのは，当時の深刻な社会・経済情勢の中での美術品の著しい海外流出の

状況や国家意識の台頭等に関連して，我が国の伝統的文化遺産に対する評価

の高まりなどによるところが多かったと思われるが・いずれにしても・これ

らの措置が占美術品等の保全のために果たした役割は極めて大きかったと言 

うことができる。 
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(3） 文化財保護法の制定と整備（昭和20年代以降） 

終戦直後の対応 昭和20年 8月の終戦に伴って，停止されていた指定・認

定の事務は，同年10月再開された。特に，重要美術品等は，戦後にわかに海

外に流出する動きが出ていたので，文部省では，各都道府県に実態調査を依

頼し，これに基づいて認定の手続きを急いだ。 

この間，昭和22年 5月には，帝室博物館が文部省に移管され，国立博物館

と改められたことに伴い，国宝の指定・修理等の事務は，国立博物館におい

て行うこととされた。 

国宝建造物については，全般的に荒廃が甚だしく，連合国からの指示もあ

って，全国的な破損状況調査を行い，これに基づいて昭和23年度から応急修

理 5か年計画を実施したが，この 5か年計画は，その後の重要文化財修理補

助制度の基となった。 

また，連合国は，ポツダム宣言の武器撤収の定めに基づいて，民間人の所

有する刀剣を含め武器引渡しを求めてきたが，文部省では，文化財としての

価値の高い刀剣の保存の上で重大な影響が生じると考え，連合国側に対し説

得に努めた結果，昭和21年 6月に制定された「銃砲等所持禁止令」において， 

美術刀剣類は，内務大臣の任命する刀剣審査員の審査により，所持の許可を

行うことができることとされた。このときに定められた制度は，基本的には， 

今日の美術刀剣登録制度に継承されている。 
こう 

文化財保護法の制定 戦後のインフレの昂進，財産税の賦課，農地改革な

ど社会の混乱と変革は，当時の国民的自覚の喪失と伝統軽視の風潮とあいま

って，文化財の保存に大きな困難をもたらした。例えば，国宝，重要美術品

等の所有者である個入や社寺は，安定した経済的基盤を失ったことによって， 

これらを放置する傾向が生じ，あるいは財産税の負担や生活の維持のために

売却し，更には転々売買されて海外流出のおそれも生じたことなどである。 

このような文化財の散逸，荒廃の危機の中で，昭和24年I月法隆寺金堂の 
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失火が起こリ，世界最古の木造建築物に描かれた壁画が一朝にして灰塵に帰

したが，この事件は国民に強い衝撃を与え，文化財保存の危機を深く憂慮す 

る世論がわき起こった。 

参議院文部委員会では，かねてから文化財保護のための立法について検討 

が行われていたが，この事件が契機となってその動きが活発イヒし,実地調査・

専門家からの意見聴取等を経て，昭和25年 4 月文化財保護法案が同委員会に

おいて発議され，同年 5月文化財保護法が成立し，同年 8 月から施行された。 

文化財保護法は，我が国最初の文化財保護に関する全般的’統一的立法で

あり，内容的には，従来の国宝保存法，重要美術品等ノ保存ニ関スル法律・

史蹟名勝天然紀念物保存法等文化財の保護に関する法律を総合するととも

に，大幅な拡充を図るものであった。同法によって従来の制度を拡充した点 

は次のとおりである。 

ア 文化財保護委員会の設置 

文化財保護を推進する専門的な行政機関として・文部省の外局である文化 

財保護委員会を設置した。文化財保護委員会は，従来・文部省・国立博物館

等において行われていた文化財保護行政を統一し・総合的に行うとともに・ 

その所掌事務を遂行するために事務局を置き，文化財保護を担当する行政組 

織の拡充を図った。 

ィ 無形文化財及び埋蔵文化財に関する保護制度の新設 

美術工芸品，建造物及び史跡名勝天然記念物に加えて・新たに無形文化財 

及び埋蔵文化財を保護の対象とした。 

ウ 国の指定制度等の改正 

指定については，国宝と重要文化財，特別史跡名勝天然記念物と史跡名勝 

天然記念物の 2段階に分lナることとし，国宝と特別史跡名勝天然記念物の保

護を優先することとした。ただし，新設の無形文化財については・国が助成

措置を講ずべきものを定めることとするにとどめ・指定制度はとられなかっ

た。なお，従来の国宝又は史蹟名勝天然紀念物は・それぞれそのまま重要文 
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化財，史跡名勝天然記念物として存続することとした。 

ェ 文化財保護行政における国と地方公共団体の協力体制の確立

文化財の保存・活用についての地方公共団体の任務を明らかにするととも

に，国と地方が連携・協カして文化財保護行政に当たることとし，国が都道

府県教育委員会等に権限の委任を行うことができること，都道府県教育委員

会を書類等の経由庁とすることなどが定められた。 

オ 文化財の保存・活用と財産権の保障との調整 

文化財保護法では，文化財が貴重な国民的財産であることから，文化財の

公共性を強調しており，従来からの現状変更又は輸出の制限，保存上の届出

義務等のほか，所有者の管理義務，文化財保護委員会の管理についての指示， 

管理・修理についての命令及び勧告，出品・公開の勧告及び命令等を規定し

て，保存・活用に十全を期したが，ー方，ー定の命令等の権限の行使の際の

聴聞制度，国庫補助，損失補償等所有者の負担軽減と財産権の保障を図った。 

文化財保護法の改正 次いで，昭和29年 5月施行後 3年余りの運用の経験

に照らし，文化財保護の体制をー層充実・整備する趣旨の下に，文化財保護

法の大改正が行われた。その主な改正点は次のとおりである。 

重要文化財に対する管理団体の制度の新設 

史跡名勝天然記念物のほか，重要文化財についても，その管理に万全を期

するため，所有者による管理を原則としながらも，その管理が困難な場合な 

どに地方公共団体その他の法人を管理団体に指定して保存に必要な管理を行

わせるようにした。同時に，管理団体は所有者に代わって修理及び公開を行

う権限と義務を有することとした。 

無形文化財に対する指定制度の創設等 

無形文化財について，重要無形文化財として指定を行うこととしたが，指

定の対象は，無形のわざであるので，その存在を具体化するためにわざの体 

現者である保持者を併せて認定することとした。このほか，重要無形文化財 

以外の無形文化財で価値の高いものを選択して，記録の作成等の措置を講じ 
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ることができる制度が同時に設けられた。 

ウ 民俗資料の保護に関する制度の分離独立 

民俗資料は，有形文化財のーつとして位置付けられていたが，生活の推移

の理解のために不可欠なものとして民俗資料を独立させ，有形の民俗資料に

ついて重要民俗資料に指定することができる制度を設け，その管理，修理及

び公開について，重要文化財の場合とほぽ同様の制度を採用した。無形の民

俗資料の保護については，価値の高いものを選択して記録の作成等の措置を

講じることができるようにした。 

ェ 埋蔵文化財に関する保護制度の拡充 

周知の埋蔵文化財包蔵地における土木工事等による発掘について事前届出

を要するものとし，これに対し文化財保護委員会は必要な指示を行うことが

できることとした。 

ォ 無断現状変更等に対する原状回復命令 

史跡名勝天然記念物の無断現状変更等について，原状回復命令の制度を設

けるとともに，滅失等に至らしめた場合における刑事罰を定め，悪質な文化

財破壊行為に対して嘉然とした態度を示すーことによって，保護の徹底を図る

こととした。 

カ 地方公共団体における文化財保護事務の明確化 

当時，既に地域の文化財について自ら指定等を行っていた地方公共団体が

相当数に上っていた実態にかんがみ，地方公共団体がその事務として保存及

び活用ができることを明確にして，地方公共団体が主休的に文化財保護に取

リ組むことを奨励することとした。 

この改正によって，文化財保護法は，この段階における整備をほぽ完了し

たと考えることができる。これらの文化財保護法の制定・整備は，前述した

ように，戦前の法制を統ー的，総合的に整理するとともに，戦後の深刻な社

会情勢や国民意識の変化等に対応するための体制を構築しようというもので  

あったが，その特色を概観すれば，次のようばまとめることができよう。 

第一に，保護すべき文化財の範囲を拡大，明確化し，また，対象の重点化

を図ったことである。従来の有形文化財，記念物に無形文化財，埋蔵文化財 

及び民俗資料を加えるとともに，国の保護の対象を重点化するための指定制

度について，体系的に整理したことなどがこれに当たるが,さらに，指定を

受けた文化財については，現状変更や管理，公開等の規制が及ぶ一方，維持

修理等に対する助成措置を定めるなど，指定に伴う保護・活用の内容につい

てー層充実を図った点も注目される。 

第二に，文化財保護の管理体制を強化・整備したことである。国の文化財

行政を統ー的に所掌する機関として文化財保護委員会が設置されたこと，重 

要文化財について管理団体の制度を設けるとともに，文化財保護委員会が管

理に関する指示を行い得ることとし，また，地方公共団体の任務を明確にし

たこと，史跡名勝天然記念物の侵害に対して原状回復命令制度を設けたこと

などであるが，これらは，当時の状況の中で最も緊要の課題であった。 

第三に，これと関連するが，文化財保護行政における地方公共団体の役割

を重視し，位置付けを明確にしたことである。戦前の制度では，国宝の保護

等に関して地方の関与は極めて薄かったが,本来，文化財の保護・活用は, 

地域及び住民の理解と協力なくしては実効を収めることが困難なものであ

り，この観点から改善が図られている。すなわち，国の行う保護行政に対し

ては，都道府県教育委員会が書類の経由庁となり，ー般的に関与することが 

できる立場を得たほか，特定の対象について，国の権限の委任を受け，ある

いは管理団体となって参加することとなった。また，地方公共団体自ら条例

によリ文化財を指定する方途が明定されたことから，地域の文化財を主体的

に保護・活用することができることとなった。これらの改正により，国と地

方との一体的な文化財保護行政の体制が敷かれることとなった。 
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文化財保護制度の現状 

(1） 現行文化財保護制度への整備 

昭和43年 6月の文化庁設置に伴い，文化財保護委員会が廃止され・それま

で文化財保護委員会の権限とされていたものは，指定及び指定の解除につい

ては文部大臣，その他の権限については文化庁長官が1テうこととされた。ま

た，新たに文化財保護審議会が設置され，文部大臣又は文化庁長官の諮問に

応じて文化財の保存及び活用に関する重要事項を調査審議し・文部大臣又は

文化庁長官に建議することとされて，実質的に文化財保護委員会の機能を引 

き継ぐこととなった。 

昭和29年の文化財保護法改正以降は，約20年間文化庁設置に係る部分のほ

かは大きな改正を経ることなく，そのままの体制が統いたが・その間・高度

経済成長などに伴い，社会，経済，国際関係等様々な面において・急激かつ

大規模な変動が起こり，当然ながら文化財についても広範囲にわたって多く

の影響が及ぶに至った。 

都市の膨張，再開発や新たな市街化等が，伝統的建造物をはじめ従来から

の建築物を改廃させる大きな契機となり，明治期の洋風建築等市街地にある

古い建物の建替えや社寺建造物及びその周辺における環境劣化・各地域に残

る昔の宿場町，城下町等の町並みの変競等伝統的文化の表徴を残す物件の存

続に危機をもたらした。 また，産業構造の高度化や機械化の進展を背景に・

社会的規模で起こった人口移動，農林漁業における生産様式の変化・生活様

式の近代化等を通じて，昔からの民家の消滅が急速に進行したほか・地域社

会の変質に伴う風俗，行事，慣習，民俗芸能等及びこれらに用いられる器具

等の民俗文化財や工芸技術，保存技術も衰勢のー途をたどった。 

さらに，最も大きな影響を受けたのは，主に土地に関係する文化財である

史跡名勝天然記念物及び埋蔵文化財包蔵地であリ，全国的に広がった宅地や 
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工業団地の造成，道路建設，農業構造改善等の開発は，各地でこれらの文化

財の保護に関して困難な問題を引き起こした。 

このような状況の中で，保護すべき文化財の範囲の拡大，埋蔵文化財の保

護の強化，地方公共団体の役割・機能の強化等を中心に文化財保護体制の強

化の必要性の認識が高まり，各方面から，これらの点についての法改正が要

望されるに至った。 

このため，昭和49年 5月衆議院文教委員会に設置された文化財保護に関す

る小委員会において法改正の検討が始められ，その成果をもとに，昭平1150年 

5 月文化財保護法の一部改正が発議され， 6 月可決成立，10月1日から施行

された。この改正の主な点は次のとおりである。 

民俗文化財の制度の整備 

民俗文化財の範蒔を設けて，その中に従来の民俗資料を含め，衣食住，生

業，信仰，年中行事等に関する風俗慣習を無形の民俗文化財，これらに用い

られる衣服，器具，家屋等の物件を有形の民俗文化財とするとともに，それ

ぞれ重要無形民俗文化財及び重要有形民俗文化財として文部大臣が指定する

ことができることとした。このほか，無形の民俗文化財について記録作成等

をすべきものを文化庁長官カら善択する制度が定められたが，これらは，いず

れも，地域固有の生活文化の変遷を知る上で必要な文化財について，その衰

退の実情にかんがみ，保存・活用制度の画期的充実が図られたものである。 

埋蔵文化財に関する制度の充実 

国，地方公共団体等の機関が，周知の埋蔵文化財包蔵地における土木工事

等のため土地の発掘をしようとするときは，その事業計画についてあらかじ

め文化庁長官に通知し，その求めにより，文化庁長官と協議しなければなら

ないこととした。 

また，これまで明定されていなかった，工事中等に遺跡が発見された場合

の取扱いについて規定を設け，その場合には発見者は遅滞な〈届出を要する

こととし，文化庁長官は，その遺跡が重要で保護のため調査が必要と認める 
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ときは，一定の期間及び地域を定めて現状変更等の停止又は禁止を命じるこ

となどができることとした。ただし，発見者が国等の機関の場合には・上述 

の通知・協議の制度をとることになった。 

埋蔵文化財の調査については，学術上の価値が特に高く・技術的にも困難 

なものなどについて国が行う場合を除き，地方公共団体が行うことができ・

その場合に地方公共団体は，発掘調査に関し事業者に協カを求めることがで

きることとして，埋蔵文化財の調査が原則的に地方公共団体の事務であるこ

とを明らかにした。そのほか,国と地方公共団体は・埋蔵文化財包蔵地につ

いて，国民に対する周知徹底のために資料整備等の措置の実施に努めなけれ 

ばならないことなどを定めている。 

このように，埋蔵文化財については,大幅な制度改正を行い・開発等から 

の保護の強化と調整の円滑化を図っている。 

ウ 伝統的建造物群保存地区制度の新設 

伝統的建造物群を新たに文化財に位置付け，これと一体をなしてその価値

を形成している環境とともに保存するため，伝統的建造物群保存地区として

集落や町並みを広域的に保護することとした。この制度は・手続面に特色が 

あり，まず，市町村が，都市計画区域内では都市計画により・都市計画区域

外では条例により，伝統的建造物群保存地区と定めると同時に・条例におい

て現状変更の規制その他保存のために必要な措置をも定め,その上で・文部

大臣が，市町村の申出に基づき，その価値が特に高いと認めるものについて 

重要伝統的建造物群保存地区として選定するという方式をとっている。 

これは，伝統的建造物群保存地区が周囲の歴史的環境とともに住民の生活 

の場である建造物群を保存するものであることにかんがみ・地域における意

思を尊重し，住民の合意と市町村の自主的決定を前提とした制度としたもの 

である。 

ェ 文化財の保存技術の保護制度の新設 

文部大臣は，文化財の保存のため欠くことができない伝統的な技術又は技 
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能で保存の措置を講じる必要のあるものを選定保存技術として選定すること

ができることとし，選定した技術にてル、ては，その保持者又は保存団体を認

定する制度を新設した。選定保存技術に対しては，その技術の保存のため記

録の作成，伝承者の養成等の措置をとリ，又は必要な助成を行うことができ

ることとして，衰勢を見せている伝統的な文化財保存技術の保護を図った。 

地方公共団体における文化財保護行政体制の整備 

都道府県の教育委員会に，それまでの文化財専門委員制度に代えて都道府

県文化財保護審議会を，また,新たに文化財保護指導委員を，それぞれ置く

ことができることとした。また，地方公共団体が，文化財の保存・活用のた

めに行う事業に要する経費に充当するための起債について適切な配慮をする

ものとするなど,地方公共団体における文化財保護体制の一層の整備・充実

を図った。 

その他の改正 

有形文化財の中に，学術上価値の高い歴史資料を明確に位置付けるととも

に，建造物と一体になって価値を形成している土地等が含まれることとして， 

歴史資料や建造物の庭園等とのー括保存の促進を図ることとしたこと，重要

文化財に対する型取リ,拓本取リ等保存に影響を及ぽす行為も許可の対象と

したこと，重要無形文化財について個人の保持者ばかりでなく，保持団体の

認定も行うことができることとしたことなどの改正が行われた。 

昭和50年の文化財保護法の改正は，制度全般について時代の要請に応じ充

実・強化することを目的としたものであったが，その後今日までこの体制に

より文化財保護行政の運営が続けられている。 

(2） 現行文化財保護制度の概要 

前に述べたように，文化財保護の制度は，社会の変化と時代の要請等に対

応して整備されてきたが，現行文化財保護法による制度をまとめると次のと 
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ー有形文化財 
r 有形の文化的所産で我が国にとって歴史上 
~又は芸術上価値の高いもの｛これらのものと 
~ー体をなしてその価値を形成している土地そ 
I の他の物件を含む。）並びに考古資料及びその 
、他の学術上価値の高い歴史資料 

―無形文化財 

「誘熟e4e, I曹 Iq競 thQ)Q)諾 
、価の高いもの 

-( 鑑鵠に関する風俗慣習，民俗芸能及び〕~ 
~これらに用いられる物件で我が国民の隼昏の II

一

し推移の理解のため欠くことのできないもの ノ 

ー記念物 
ノ 迫跡で我が国にとって歴史上又は学術上価、 
値の高いもの。庭園，橋梁その他の名勝地で
我が国にとって芸術上又は観賞上価価の高い
もの。動物（生息地，繁殖地及び渡来地を含
む。），植物（自生地を含む。）及び地質鉱物 

（特異な自然の現象を生じている土地を含む‘) 
、で我が国にとって学術上価値の高いもの ノ 

ナ驚慧饗ー体をなして歴史的風致を形、 
~成している伝統的な建造物群で価値の高いも I 
しの 	 ノ 

建造物 

美術工芸品（絵画，彫刻，工芸品，書跡， 
典箱，考古資料，歴史資料） 

無形の民俗文化財（衣食住，生業，信仰， 
年中行事等に関する風俗慣習，民俗芸能） 

有形の民俗文化財（無形の民俗文化財に用
いられる衣服，器具，家屋その他の物件） 

遺跡（貝塚，古墳，都城跡，旧宅等） 

名勝地（庭園，橋梁，峡谷，海浜，山岳等） 

動物，植物，地質拡物 

文化 財― 

図1一 2 文化財保護の体系 

ー有形文化財~指定トー・重要文化財・ーー｛特に価値の高いもの〕ーーー-(4審t）ー一国宝 

「→ ）一ー重要無形文化財 

	

ー無形文化財 	I 
L.・H選）ーー一記録作成等の措置を訊ずべき無形文化財 

ー昆俗tイト叶r形の民俗文化財H指定トー重要有形民俗文化財 

	

ー’’ー’ー’ー’'1 	一 一 ~指定）一重要無形民俗文化財 

‘無形の民悟又化財1 
LH選択トー・記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗又化財 

・鵬物――→指定）ー→史跡名勝天器己念物→特に重要なもの〕→指定）ー→特別史跡名勝天然記念物

伝統的建造物群…・一・（市町村が決定）・…→伝畑り遣造幡保存地区ーー一（選定〕ー・重要伝統的昭造物群保存地区

刻ヒ財の保存技術ー（選定）一→選定保存櫛i 

埋蔵文化財 

文イ 
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図 7一1 文化財の定義 
おりである。 

まず，文化財として，図7-1のとおり，「有形文化財」・「無形文化財」・ 

「民俗文化財」，「記念物」及び「伝統的建造物群」の 5分野が定義されてい

る。これらの文イヒ財について，図7-2のとおり・指定・選定又は選択を行

い，保護の対象としている。なお，指定又は選定は文部大臣が・選択は文化 

庁長官が行う。 

有形文化財 重要なものを重要文イヒ財に指定し・さらに・重要文化財のう 

ち世界文化の見地から価値の高いもので，たぐいない国民の宝であるものを 

国宝に指定する。 

無形文化財 重要なものを重要無形文化財に指定し・それを体現するもの 

を重要無形文イヒ財の保持者又は保持団体に認定する。また・重要無形文化財

以外の無形文化財のうち特に必要のあるものは・その記録の作成・保存等を

行うため記録作成等の措置を講ずべき無形文化財として選択する。 

民俗文化財 有形のもののうちで特に重要なものを重要有形民俗文化財

に，無形のもののうちで特に重要なものを重要無形民俗文化財にそれぞれ指

定する。また，重要無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財で特に必要のあ

るものは，無形文化財の場合と同様に，その記録の作成・保存等を行っため

記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財として選択する。 

記念物 重要なものを史跡，名勝又は天然記念物に指定し・さらに’史

跡，名勝又は天然記念物のうち特に重要なものをそれぞれ特別史跡・特別名 

勝又は特別天然記念物に指定する。 

伝統的建造物群 市βり村が，伝統的建造物群及びこれと一体をなしてその 

価値を形成している環境を，者ド市計画区域内においては都市計画によリ諸闘i 

計画区域外の区城においては条例によリ伝統的建造物群保存地区として定め

瓦文部大臣は，市町キ寸の申出に基づいて・これらの保存地区のうち我が国に

とってその価値が特に高いものを重要伝統的建造物群保存地区に選定する。 

これらの指定等が行われた文化財について，規制・援助等を行い・保存及 
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現状変更の規制 

保存のため必要な措置 

舞二 
保存に必要な指導・助言 

管理．修理，修景，復旧の国庫補助 

保存に必要な指導・助言 

第1節 文化財保護の体制 
第7章 文化財の保護と活用 

び活用を図っている。 

すなわち，重要文化財，重要有形民俗文化財及び史跡名勝天然記念物につ

いては，文化庁長官が管理，修理，復旧及び公開に関し指示等を行うことが

できること，管理団体を指定して管理，修理，復旧及び公開を行わせること

ができること，現状変更又は保存に影響を及ぼす行為を規制すること，輸出 
'  

を制限すること，所有者等の変更，所在の変更，滅失，殿損等に関して文化

庁長官に届出を行わなければならないこと，修理，管理団体による買取り等

に国庫補助を行うことができることなどの措置が定められている。 

また，重要無形文化財及び重要無形民俗文化財については，国が自ら記録

の作成，伝承者の養成等を行うとともに，保持者，保持団体，地方公共団体等に

対し保存に要する経費を補助することができることなどが定められている。 

重要伝統的建造物群保存地区については，国が政令で定める基準に従って

条例で現状変更の規制を行うべきこと，文化庁長官又は都道府県の教育委員

会が保存に関し指導・助言を行うことができること，管理，修理，修景又は

復旧に国庫補助を行うことができることなどが定められている。 

埋蔵文化財 土地に埋蔵されている文化財であり，このような状態で存在

する文化財の呼称である。その保護のために，調査のための発掘に関する届

出，土木工事等のための発掘に関する届出，遺跡の発見に関する届出,国の機

関等についての通知・協議等の制度を設けている。埋蔵文化財については，調

査記録の作成を行うとともに，出土品で重要なものは重要文化財に，遺跡で重

要なものは史跡に指定するなど保護が図られるわけであるが，そのため，まず

これらの規制を行い，あらかじめ破壊・滅失を防止しようとするものである。 

文化財の保存技術 文化財そのものではないが，文化財の保存のために欠

くことのできない伝統的な技術又は技能で保存の措置を講じる必要があるも

のを，文部大臣は選定保存技術として選定し，その保持者又は保存団体を認

定している。選定保存技術の保護のために，国が自ら記録の作成，伝承者の

養成等の措置をとるとともに，保持者，保存団体等が行う技術の錬磨，伝承 

図1-3 重要文化財等に関する規制，援助等 

(I）重要文化財．重要有形民俗文化財及び史跡名勝天然記念物 
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(2) 重要無形文化財，重要無形民俗文化財及び選定保存技術

一＝ 記録の作成等の措置の実施 ‘ 

配録の作成，後継者の養成等の圏庫捕助 

公開，記録の公開の勧告 

保存のために必要な助言，勧告 

(3）重要伝統的建造物群保存地区 

(4）埋蔵文化財 

調査のための発掘 	届出の義務，報告書の提出の指示，禁止等の命令 

土木工事等のための発掘 届出の義務，発掘に関する指示（注） 

遺跡の発見 	届出の義務，遺跡の保護上必要な指示，現状変更行為の 

停止等の命令（注）, 

埋蔵文化財包蔵地の周知 

埋蔵文化財包蔵地の周知 

調査のための発掘 

（注） 国の機関‘地方公共団体等が土木工事等のための発掘を行う場合又は遺跡を発見した場

合には，文化庁長官に対する通知・協議の制度による。 

文
化
庁
長

、
官 

者 

文 
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第 7章 文化財の保護と活用 
	 第］節 文化財保護の体制 

者養成等の事業に対し必要な援助を行うこととしている。 

以上の重要文化財等に関する規則，援助等を図示すると・図7-3のとお 

りである。 

なお，昭和63年 3月31日現在，国が指定等を行っている文化財の数は表 7 

-1のとおりである。 

国指定文化財等件数 	
〔昭和63. 3 .31現在） 

重要文化財 

（美術工芸品） 

（建 造 物） 

11,410 
9,403 
2,007 

国 	宝 

（美術工芸品） 

（建 遺 物） 

L034f 
827i；奪 

207 

指 

定 

史跡名勝 
天然記念物 

（史 	跡） 

（名 
（天然記念物）い 

2,433 
1,266 
252 
915 

特別史跡名勝 

天然記念物 

（特 別 史 跡） 

（特 別 名 勝） 

、（特別天然記念物） 

・ 155 
56 
27 
72 

重要有形民俗文花財 169 

重要無形民俗文化財 - 	141 

重要無形文化財 

（芸 	能） 

（工芸技術） 

く  団

‘

I 

体

7
1  

固

2
3 

人

4
0  

・ 

『 
 

I選

定一 

重要伝統的建造物群 

”保言存 地 区 
亡 	 26地区 

、選定保存技術 1面人） 22 

（注） 重要文化財の件数は，国宝の件数を含む。 

史跡名勝天然記念物の件数は,特別史跡名勝天然記念物の件数を含ひ。 

(3） 地方の文化財保護体制の現状 

文化財保護に関する地方公共団体の役割 文化財保護行政については・戦

前は国の事務であり，地方長官は国の機関として事務処理に当たるものとさ

れていた。しかしながら，文化財は，極めて数が多く・広く全国に存在し・ 
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かつ，その性質上平素から周到な注意をもって保存に当たる必要があること

などから，その保護をすべて国で行うことは不可能である。しかも，文化財

は，その所在する地方の文化と密接な関連を有するものであって，その保存

及び活用を図ることは，地方文化の向上，発展にとって極めて重要なことで

あることから，その区域内にある文化財の保護は，その地方公共団体の本来

的任務でもある。昭和25年に制定された文化財保護法においては，文化財保

護に関する国の行政機構を統一し，その責務を強調するー方，地方公共団体

については，その固有の事務として国指定文化財に係る保護事業に対し補助

を行うことができることとし，広範囲にわたる権限委任の規定を設けるなど， 

その積極的な取組みを求めた。 

さらに，その後，地方公共団体の組織体制が次第に整備されてきたことを

背景に，昭和29年と50年の文化財保護法の二次にわたる改正において，地方

公共団体が，文化財保護条例を制定し，それに基づき国指定文化財以外の地

域内に存する文化財について指定と保存・活用等を行うべきことなどが明ら

かにされ，また，地方公共団体の文化財保護のための行財政体制の整備が図

られた。これらにより，文化財保護行政に地方公共団体の果たす役割が一層

拡大し，国と地方公共団体とが一体となって総合的に文化財保護行政を展開

していく体制の整備が進められたのである。 

地方公共団体における文化財保護の推進 地方公共団体においては，国指

定文化財に関し，その指定に先立つ基礎的調査，無形の民俗文化財等の保存

団体の育成指導や管理団体として指定された場合の管理，修理等に当たるほ

か，地方公共団体独自で，所有者等が行う管理，修理，公開等の事業に対し

て援助し，また，その区域内に存する文化財の保護を図るため，文化財保護

条例を定め，それに基づき，その地方にとって価値のある文化財を指定し， 

保存と活用を行っている。 

文化庁としては，従来から条例の制定を奨励してきたが，昭和62年5月1 

日現在すべての都道府県及び全国3275市町村中3018市町村（92%）において 
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第1節 文化財保護の体制 

都道府県・市町村指定文化財件数の推移 

（各年 5.1現在） 

62（年） 
， 	 ’ 

57 58 59 60 61 

（件） 

60,000 

55,000 

50,000 

45,000 

40,000 

20,000 

15,000 

10,000 

0 
昭和 53 54 55 56 

都道府県・市町村指定文化財件数 

（昭和62. 5.1現在） 

第 7章 文化財の保護と活用 

文化財保護条例が制定されている。これらの条例は，通常，地方公共団体に

よる文化財の指定・選定及びその解除，所有者等による管理，修理，公開等 

の措置，現状変更等の制限，都道府県又は市町村による補助制度，所有者等 

の届出義務等を定めており，地方公共団体はこれらの条例に基づいて，国指

定の文化財以外の文化財でその地方公共団体において保護すべきものを指定 

して，その保存及び活用のため必要な措置を講じている。指定の対象として

は，おおむね，有形文化財，無形文化財，民俗文化財及び記念物であり，文

化財保存技術の選定を行っているものもある。文化財の指定（選定等を含む。 

以下同じである。）の件数は，図7-4のとおり，年々増加しており，昭和62 

年 5月1日現在では，表7-2のとおり，全国で都道府県指定が1万6706件， 

市町村指定が 5 万8634件である。しかし，なお文化財保護条例が制定されて

いない市町村が残っておリ，また，条例が制定されている市町村にあっても

指定等を行わないままになっているものや，指定分野に偏りが見られるもの

もあって，今後，これらについての積極的な取組みが必要である。 

また，伝統的建造物群保存地区は，現在23市町村で26地区が決定されてい

るが，歴史的な集落・町並みは全国にまだ数多くあり，これをかかえる市町

村における積極的な対応力哩まれ，また，都道府県においても伝統的建造物

群について積極的な取組みを推進する必要があろう。 

都道府県又は市町村においては，これらの指定等が行われた文化財につい

て，自ら管理，修理，公開等を行うほか,所有者等による管理，修理，公開 

等の事業に対して助成を行っている。また，美術館，博物館，歴史民俗資料 

館等の設置による文化財の公開・調査研究，埋蔵文化財の発掘調査の施行等

のほか，社会教育や学校教育を通じた文化財に関する学習活動，次に述べる文 

化財愛護活動，広くー般住民を対象とした普及啓発活動にも取り組んでいる。 

文化財愛護活動 文化財の保護のためには，国や地方公共団体の施策や所

有者等の適切な管理が必要であることは言うまでもないが，国民全体が文化

財の意義を理解し，文化財を愛護する気持ちを持つことが何よリも大切である。 

―・295-- 
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第 7章 文化財の保護と活用 

各地方公共団体においては，住民が日常生活を通じて文イヒ財に親しみ・弓 

れぞれの地域に所在する文化財について理解を深め・我が国の文化財を尊璽

する態度を養うために，地域社会に根ざした愛護活動が行われている。 

文化庁では，このよっな愛護活動が地域社会の組織的な活動にまで高めら

れることを期待して，文化財愛護地域活動を推進している。 

昭和41年度から昭和54年度までは，各都道府県で1市町村を文化財愛護モ

デル地区として指定し， 2か年継統で地域が一体となった文化財愛護活動の

推進を図った。この活動の内容は，文イヒ財に対する学習活動・文化財愛護団

休の育成，各種団体による文化財の巡視，清掃等の奉仕活動・民俗芸能の伝

承活動等であり,各地域で文化財愛護思想の普及に努め・昭和54年度までに

指定された地区は281市町村に及んだ。また，文イヒ財愛護団体も次第に増加し

たが，その種類別の団体数は表7-3のとおりである。 

ー昭和55年度からはこれに代えて，都道府県教育委員会に文化財愛護活動を

効果的に行っための実践的研究を委嘱している。これは・都道府県教育委員

会が管下の市町村教育委員会，小・中・高等学校・博物館や郷土資料館ある

いは文化財愛護団体等を選び，①地域文化財についての普及啓発活動’
()iI. 

域文イヒ財の伝承活動，③文化財学習活動，④地域文化財保存のための奉仕活 

3 文化財愛護団体数 

(1R4U62. 5. 1 i 在) 

分 団体数 

少一年 団 体 

青年団体 
	

、237 

婦人団体 
	

351 

成大団体J 	1,651 
・  
高齢者団体 
	

777 

郷土史研究会等 
	

2,838 

計 
	

6.898 

第1節 文化財保護の体制 

動等の効果的な方法等を具体的な活動を通じて研究するというもので，毎年

度15件前後の委嘱を行っている。この研究において，従来のモデル地区で行

われなかった実践方法等が見いだされているが，特に，学校においては，従

来のモデル地区で行われた社会科の授業における文化財学習，郷土史研究ク

ラプ等における調査・研究活動等以外に，いわゆるゆとりの時間の中で，地

域の文化財学習や地域に伝わる竹細工，わら細工等の技術修得，民俗芸能等

の体験学習を行う事例が多く見られるようになった。 「郷土を愛する心を育

てる」教育の重要性が指摘されている今日において，このような学校等にお

ける取組みが，地域社会の中に文化財愛護思想を根付かせる重要な手だての 

ーつになると思われる。これらの成果は報告書にまとめられ，毎年秋に開催 

される「文化財愛護全国研究集会」において発表が行われている。 

さらに，文化財保護を進めるため，昭手fl29年度から文化財保護強調週間（11 

月1日から 7 日まで），文化財防火デー（1月26日）を設け，全国各地におい

て文化財関係の諸行事や防火演習等が展開されている。昭和61年度における

文化財保護強調週間の実施事業数は，表 7---4 のとおりであり，また，文化 

表1-4 文化財保護強調週間実施事業 

昭和61年度） 

区 	分 都道府県 市町村 

実 施 団 体 数 42 1,467 

二 

実 

施 

事 

業 

講習会・研修会等 21 169 

民俗芸能等発表会 J 	」 10 440 

文化財めぐり・現地説明会 -13 484 

文化財保護功労者の顕彰 7 16 

文化財等の公開・展示 29 743 

そ 	の 	他 30 646 

計 	、「 	り ; 	110. :4 '2,498F 

（注）1 1つの事業で2以上の分野にわたるものは，それぞれについて計上した． 

2 文化財保護強調週間をはさんで実施された事業の数を含む。 
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‘行政関係者 

計 
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蕪繊鷲i4364 ftt1t ttr1II 	:41*c7)/二 
の組織体制の整備が進められてきた。 

教育委員会に文化財保護行政を担当する課や係が設‘ナられるよっにな
r)  

現在，すべての都道府県及び大部分の市町村に専管課係が置かれてい’二 

また，文化財保護に当たっては，専門的知識が不可欠であることから二警胃

委員会においては，  専門職員の配置に努めるとともに・ 行政の適正を碓i;ri- 

るため，外部の専門家からなる文化財保護審議会を設lナている。こ讐讐 

は，教育委員会の諮間に応じて，文化財の保存及び活用に関する重野現に

ついて調査審議し， 
 これらの事項について建議を行う機関であり・ 委員には’  

文イヒ財に関する専門家のほか，一般的な学識経験者も含まれている。昭f讐 

年 5月1日現在，すべての都道府県及び全国3275市町キ寸中2825市町村（86料
に設置されている。審議会数及び専門別委員数は・表7-5のとおリであ’こ 

さらに，昭和50年の文化財保護法の改正においては・都道府県の教育委貝 

会に，非常勤の職員として文化財保護指導委員を置くこととされ二文化讐

ついて．随時巡視を行い，所有者その他の関係者に対し文化財の保護に関丁 

る指導助言を行っとともに，地域住民に対し文イヒ財保護思想についてのき

及活動を行うことを任務としている。  文化財保護指導委員は・  昭和62年 8 月 

現在で各都道府県に総引一1552人が置かれている。文イヒ庁では都道府県に対ト 

補助金を交付し，文化財保護指導委員の文イヒ財ノぐトロール活動等を推進し子

いる。  なお，  市町村においても，  この制度に準じたものを設lナているとこう 

が少なくなく，昭和62年 5 月1日現在で327市町キ寸1813人に及んでいる。文化

財保護指導委員は，文化財保護行政のいオっIボ最前線として・その活動は行政

と地域住民とを結ぶ架け橋の役割を担っており・今後,
特に地域住民に対す 

讐鷺鷲鷲慧篇等の公開施設として博物館べ美術館 

1298-- 

第1節 文化財保護の体制 

表1一 5 文化財保護審識会数・専門別委員数 
(Hifl62. 5. 1現 1) 

があるが，近年，地方文化の振興を図るため,これらの建設が盛んであり， 

昭和59年 7月1日現在の公立博物館・美術館の数（博物館法によるもの）は， 

324館である。また，地域的特色を示す民俗文化財や歴史資料などの収集，公

開等の拠点として，歴史民俗資料館が各地に建設されておリ，昭和62年度末

までに国庫補助によリ建設された公立歴史民俗資料館の数は443館に上って

いる。文化財の公開・活用を推進する上で,これらの施設の果たす役割は， 

今後一層高まるものと考えられる。 

このように，地方公共団体における組織体制が整備されてきているが，国

と地方公共団体がー体となり，文化財保護行政の総合的な推進を図っていく

ことがー層必要となっている。 
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3 社会の進展の中における文化財保護の方向 

既に第1章で述べたとおり，成熟化，情報化・国際化等の言葉で代表され

る変化の激しい現代において，文化財保護行政は・社会の変イヒと時代の要請 

' Ia 

を明藤に見定めて策定され，運営されなけれIボならないが・その意味におい

て，今後の文化財保護が重点を置くべき方向を述べれば・おおよそ次のよつ 

になろう。 

(1） 開発の中における位置付けの確立 

我が国におlナる近代1ヒと国土の開発が，様々な局面において文化財の保護

と衝突し，多くの困難な問題をもたらしたことは前述したが・その後相当の

期間を経過し，文化財保護体制の充実，特に都道府県・市町キ寸におlナる体制

の拡充や各方面におlナる関係者の真剣で継続的な努力等によって・その間の

調整を図り,
均衡を実現する在り方は，種々の方式で定着してきたと言っこ

とができる。現在の公的な大規模開発計画には・ほぽすべてに文化財との調

整に関する事項が取リ入れられており，開発に先立って行われる環境アセス

メノトにおいても,
文化財について触れられていないものはほとんどないと 

言ってよい。 

また，土地区画整理事業や高速道路建設事業等いくつかの公共事業には・

埋蔵文化財の取扱いについて協定を結んでいるものもあリ・そのほか・民間

事業を含め，個別に，事前協議制の活用等によって文化財との調整が行われ

ているものは，都道府県や市町村の教育委員会を中Jいに数多く見られる。広

域にわたる史跡や名勝については，開発等に対する規制等をあらかじめ詳細

に明示した保存管理計画の策定が進められている。このよっに 開発等にお 

‘ナる文イヒ財ヘク）配慮の必要性に対する認識は・以前とは比較にならなと、ほど

にi
み こっした面にお‘ナる文イヒ財の位置イ寸‘ナが確立されつつあると言っこ 
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とができよう。 

しかしながら，この問題には，いまだ多くの困難な課題が残されており， 

なお一層の継続的努力が必要とされている。埋蔵文化財の発掘届出件数が依

然として増加の傾向にあるところからもうかがわれるように，現在も，開発

と文化財保護との調整を要するケースは数多く起こっており，上述した調整

の諸方式は，更に広範かつ円滑に進められるよう発展，普及させなければな

らない状況にある。また，財政面を含め，各教育委員会等の文化財保護体制

の質蛍両面にわたる一層の充実を図るとともに，国民の文化財に対する認識， 

理解を深め，協カ，支援が得られるよう，文化財愛護活動の推進等実効ある

方策をいよいよ浸透させていく必要がある。 

(2) 国民生活に生かす整備・活用の推進 

文化財は，国民が我が国の伝統を受け継ぎ，我が国の歴史,文化等を理解

する上に欠かすことができないものとして保護されているものであり，その

意味で，その公開・活用は，保存とー体をなすものである。文化財の整備・

活用を図り，国民生活の中で広く文化財が生かされ，親しまれるようにする

ことにより，地域の文化環境が豊かになり，また，文化財保護への意欲や関

心が高まることも期待できる。 

美術工芸品や民俗文化財等については，近年，公立を中心に美術館，博物

館，歴史民俗資料館等が増設されてきていることもあり，保存に悪い影響の

及ばない限リ，特定の優品に偏ることなく，できるだけ多くの指定品が公開

されることが望まれる。建造物や伝統的建造物群等は，きめの細かい管理と

必要な修理を継続的に行うことが，そのまま,これを鑑賞し，歴史的雰囲気

を味わうなど優れた活用の道につながることになる。 

史跡等についても，そのことは同様であるが，建造物等と異なり，現状の

ままでは活用に適さないものが多く，また，これまで開発等からの保存に追

われ，公開・活用のための整備に対して十分手が回らなかった場合も多い。 
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なお，公開 活用のため必要な施設の整備について・遺構への影響や歴史的

事実との整合性等に対する配慮が，場合によっては過度に厳密を期するあま

リ，史跡等の整備を遅らせているという指摘もある。 

史跡等の整備に当たっては，学術上の配慮と同時に・広く国民生活の中で

親しまれるものにするという面にも留意して適切に進める必要がある。 

また，近年，各地で守り伝えられてきた文化財を地域住民が主体的に保存

し， 日常生活の中に生かしていこうとする動きが活発になってきている。こ

のような動きは，住民が地域伝来の文化財を今に生きる自らのものとして大

切に保存し，次の世代に伝え，更には広く公開して地域の文化の確立に役立

てるとともに，広くその伝統文化に対する理解を深めさせようとするもので

あり，文化財の保存と公開・活用とが一体となった活動ということができる。 

文化財の良さを享受し，心豊かな生活を求める人々の要請に対応して・文

化財の保護の活動は，さらに，文化財を活用した町づくり・村おこしの方向

にも展開されており，地域生活の中で人々が文化財に親しむことができるよ

うに，地方の文化財保護行政の果たす役割は保存と公開’活用の両面にわた 

って増大している。 

(3） 包括的な保護の重視 

文化財の指定は，従来は，概してイ固々の対象に着目した限定的な方法によ

って多く行われてきた。 

しかしながら，文化財は，それが置かれた環境の中で・人々の営為とかか

わりながら伝統的な意義と価値を形成してきたという面をもっており・関連

する文化財や環境を包括して保護する必要性が広く認識されつつある。 

このような要請に対応して，最近では広域にわたる文化財指定も少なくな

く，例えば，あるまとまりを持った古墳群や貝塚・集落跡の指定・天然保護

区域の指定等にそク）ような面が表れている。また・広域保存は・文化財保護

制度のみによるわlナではなく，他の制度・事業・例えば・自然公園・都市公 
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園・都市計画等の制度との連携や地方公共団体の諸事業からの協力を得るこ

とによって実現している場合も少なからず見られる。文化庁が推進している 

「風土記の丘」や「歴史の道」に関する事業の中にも，このような種々の事

業との連携・協力によって実現しているものが多い。 

また・空間的な広域性だけでなく，文化財の集合や集団等についても一体

的に保存を図ろうとする方向もとられている。前述した伝統的建造物群保存

地区制度はその好例であるが，考古資料や歴史資料，民俗文化財についても， 

出土した遺跡・発見された場所，関係する歴史的事実，地域における風俗． 

生活等との関連においてできる限り一括指定を推進しているのも同様の姿勢

から出ているものである。 

さらに・近年の科学技術の発展による生産技術の発達，その施設・設備の

更新には目覚ましいものがあり，従来の伝統的ないし旧式の施設・設備が加

速度的に消滅しつつある現状において，我が国の産業や技術等の発達に関す

る文化財の指定・保護の必要性が認識されつつあり，民間，企業等の理解や

協力を得ながら，一層その推進を図っていくことが重要となっている。この

場合においては・産業・交通・土木に関する遺跡，建造物・工作物，産業や

科学技術史に関する学術的な資料などにわたって，我が国の産業・技術の変

遷等を科学的に把握する観点から包括的な保存の方向を重視する必要があ

る 

このような広域保存，一括保存等，関連する文化財を包括的に把握するこ

とが今後ますます重要になると考えられる。 

(4） 文化財保存のための技術等の確保 

文化財の保存にとって，できる限り原形を保つための厳密，精級な修理が

不可欠であリ，優れた修理技術や修理のための資材は，文化財保護の基本的

前提とも言うべきものである。我が国の文化財の修理は，性質上伝統的な技

術’資材によるものが大部分であるカら 社会状況等の変化によりその維持． 
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確保が急激に困難になってきている。 

こうした状況は，建造物，美術工芸品，民俗文化財のほぽすべての分野に

ついて見られ，無形文化財に用いられる用具等にてル、ても同様である。 

昭和50年の法改正では，こうした状況に対応して，文化財保存技術の選定

制度を創設し，選定した技術の保持者・保存団体に対して助成することがで

きる道を開いたが，保存のための技術の向上と伝承及び資材の確保にてル、て

は，今後とも文化財保護行政の重点に位置付け，状況の変化に常に注意しな

がら，幅広く,きめの細かい方策を推進する必要がある。 

さらに，文化財修理技術については，今日，伝統的手法によるもののほか・

科学技術の成果を生かした近代的保存技術に基づく技術・資材の開発・研究

が進められ，また，実際の修理・修復の種々の面において成果をあげている

が，今後一層この方面の研究開発を図る必要がある。 

(5） 文化財に関する国際交流・協力の推進 

我が国の優れた伝統文化を海外に紹介し，国際的な文化交流を推進する事

業は，国宝・重要文化財等我が国の古美術の海外展や，歌舞伎・文楽・民俗

芸能の海外公演等を中心に，従来から様々な形で行われてきたところである

が，今日，国際化が広範に進展している中で，諸外国における我が国の伝統

文化に対する関心が高まっており，その要請にこたえて我が国の文化や歴史

に対する理解を深めるとともに，伝統文化の新たな発展を期して・文化財を

中心とする国際交流の一層の推進を図る必要がある。 

文化財の科学的な保存修理技術の研究開発とその実践については・文化財

保護のため，人類共通の課題として国際的に取リ組むべき課題であり・この

分野での国際的な交流・協力を積極的に進める必要がある。 

第 2 節 美術工芸品 

建造物・絵画・彫刻・工芸品・書跡・典籍，古文書，考古資料，歴史資料

その他の有形の文化的所産で・我が国にとって歴史上,芸術上，学術上価値

の高いものを総称して有形文化財と呼んでいる。これらのフち，通常建造物

以外のものはまとめて「美術工芸品」 と呼ばれているが，主として動産の文

化財である 「美術工芸品」 と不動産主体の文化財である 「建造物」 とは，保

存及び活用上とられる行政的措置等において異なる面があるので，以下この 

節では美術工芸品について・次節では建造物についてそれぞれ述べることと

する。 

査 

美術工芸品については・明治30年の古社寺保存法施行に先立って，臨時全

国宝物取調局が設置され・明治20年から明治30年に全国の社寺の宝物調査を

行ったのが・李格的な調査の最初で，その後，第二次世界大戦の一時期を除

き・社寺を中ノ心とした調査が継続して行われてきている。現在行われている

調査には・①文化庁が都道府県等と趨カして行う特別調査，②文化庁が地方

公共団体に指導・助言して行っている国庫補助事業調査等がある。 

特別調査としては・照和37年から始められた文イヒ財集中地区の特別調査と， 
昭和48年から行われている重要社寺の歴史資料調査がある。文化財集中地区

調査は・現在まで・伊勢神宮を中心とする文化財調査（三重県），四国八十八

か所を中心とする文化財調査（徳島，香川，愛媛，高知各県）等14府県につ

いて行われており・また・重要社寺調査は，建仁寺（京都府），大徳寺（京都 
L・， 

府）ほか 7社寺について悉皆調査が行われてきた。いずれも，国指気 
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(986件 10.5%) 
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に資するとともに,都道府県・市町村の文化財指定等地域文化財の保護の促

進に成果をあげている。 

国庫補助事業調査としては，古文書及び歴史資料調査について行われてお

り，現在までに古文書188件，歴史資半ト106件の調査が行われ，地方公共団体

による指定・保護に役立てられている。 

美術工芸品の調査は，地域研究者が少なかったこともあって，従来・とか

く中央主導型で行われることが多かったが，近年は，県史，市町村史の編纂

等に伴って各種の調査が行われるようになった。また,各地に公立の博物館・

美術館，歴史民俗資料館等が設置され，歴史・美術担当の学芸員の研究活動

が地道な成果をあげていることなどもあって，各地域においてそれぞれの文

化財の特質に着目した調査が行われ始めている。 

定 

美術工芸品の国指定は，古社寺保存法の施行された明治30年に始まリ・現

在9403件（うち国宝827件）の指定が行われている。その部門別，国別・時代

別の状況は表7-6のとおりである。これを見ると，絵画，彫刻，工芸品・

書跡，典籍については，奈良，平安及び鎌倉時代のものの指定が多く，全体

の3分の 2に達していること，我が国に古く伝来し，我が国の文化に大きな

影響をもたらした大陸文化の遺品に関する指定が約1割を占めていることな

どが分かる。 

所有者別の指定状況は図7-5のとおりであリ，所有者のうち寺院が約 2 

分の1を占め，最も比重が高い。現在，寺院以外の所有になっているものの

中にも本来寺院に伝来したものが少な〈ないことを考慮すると，寺院関係品

の比率は70％を超すものと考えられ，我が国文化財に対する仏教文化の影響

の大きさがうかがわれる。なお，個人所有が15％近くあリ，その中には歴史

的由緒のある遺品が代々大切に伝えられてきた例も少なくない。 

一306ー 

日本国内 
表7-6 国宝・重要文化財（美術工芸品）の時代別件数 

1橿別 	’卿ft 旧石器 縄女 弥生 古墳 上古 飛島 奈良 平安 鎌倉 南泌朝 室町 桃山 江戸 近代：合計 
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代 表 

国宝 源氏物語絵巻 ‘ 

国宝 四季山水図（雪舟筆） 

国宝 智積院障壁画 

国宝 風神雷神図（宗達筆） 

国宝 凍雲飾雪国（浦上玉堂筆） 

重文 生々流転図（横山大観筆） 

（東京都，五島美術館） 」・ 

（山口県，防府毛利報公会） 

（京都府，智積院） 

（京都府，建仁寺） 

（東京都，川端康成記念館） 

（国有，東京国立近代美術館保管） 

絵 

画 

画 

和 

墨 

壁 

大 

水 

障 

近世絵画 

文 人 画 

近代絵画 

指定件数ン‘ 国宝 152件 
	

重文 1,654件 
	

1，幼6件 

第7章 文化財の保護と活用 

美術工芸品は，動産であるところから，今なお社寺や個人によって未調査

のまま収蔵されているものが少なくない。このため，これらの所有者の一層

の協力を得て調査の充実を図る必要がある。特に絵画，彫刻，工芸品，書跡‘ 

典籍，古文書については，室町時代以降の中・近世のものの指定を促進する

とともに，指定の歴史の浅い考古資料，歴史資料部門の調査の充実に努める

必要がある。また，近代のものにてハ、ては絵画，彫刻等の部門を中心として

指定の方向を含めた慎重な検討が課題になっている。 

各部門別に指定の現状を概述すると次のとおりである。 

絵 画 絵画は，我が国の各時代の美術文化の中心であって，数多くの

遺品が残されており，指定に当たっても,我が国の美意識の変遷を伝えるも

のの典型として重視されている。このため,美術工芸品の中では国宝・重要

文化財の指定が各時代にわたって行われているのが特徴である。絵画は，主

題・様式等によって仏画，大和絵，水墨画，障壁画，近世絵画に大別される

が，このうち古代，中世の絵画遺品の代表である仏画，大和絵についての指 

第 2節 美術工芸 

定が比較的順調に進んでいる。また，室町時代を象徴する水墨画についても

その代表的遺品の指定が円滑に行われており，桃山・江戸時代の琳派，写生

派及び文人画の代表作も指定がほぽ完了している分野である。以上のほか， 

近代絵画については昭和初期までの代表作品を指定している。 

（注） 「重文」は重要文化財である。以下 2の表において同じ。 

彫 刻 その遺品は，仏像，神像，肖像，仮面等に大別されるが，指定品

の85％が仏像であるため,時代別に見ると飛鳥時代から鎌倉時代にかけての

遺品が全体の90％を占めているのが特徴である。これらの彫刻は，古社寺保

存法・国宝保存法時代に近畿地方を中心にその指定が積極的に進められたが， 

近年は近畿地方について再調査を行うー方，他の地域に所在する優れた仏像

の指定を促進するよう努めるとともに，南北朝時代以降の肖像彫刻，動物彫

刻，仮面等の分野及び平安時代以後の金銅仏，石仏についても指定の促進を

図っている。なお，近年，地域調査の進展あるいは修理の実施等を通じて, 

その価値が見直される古代，中世の木彫像がしばしばあリ，その指定作業が

急がれている。 
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例 

国宝 密教法具 

国宝 片輪車螺釧蒔絵手箱 

重文 四騎獅子狩文錦 

国宝 色絵藤花文茶壷（仁清作） 

国宝 沢潟威鎧 

国宝 刀（無銘正宗） 

重文 石燈龍 

（京都府,教王護国寺） 

（国有,東京国立博物館保管） 

（奈良県,法隆寺） 

（静岡県，世界救世教） 

（愛媛県，大山祇神社） 

（国有，東京国立博物館保管） 

（奈良県，東大寺）・r 

指 定 件 数 
	

宝 250件 
	

重文 030件 
	

2, 280件 

第7章 文化財の保護と活用 
	

第 2節 美術工芸品 

     

指定 件 数 

 

国宝 115件 重文 2,369件 計 2,484件 

     

     

代 

仏 ・像 国宝 求世観音像 （奈良県，法隆寺） 

神 像 国宝 八幡三神像 （京都府，教王護国寺） 

肖 像 国宝 鑑真和尚像 （奈良県，唐招提寺） 

仮 面 重文 伎楽面 （国有，東京国立博物館保管） 

近 代 彫 刻 重文 女（荻原守衛作） （国有，東京国立博物館保管） 

エ芸品 工芸品は，材質，用途によって金工，漆工，染織，陶磁，石造

品，竿管，刀剣等種類が広範囲にわたる部門であるが，各々その時代の特色

ある遺品が指定されており，特に，金工，漆工，染織，陶磁，石造品，甲肖， 

刀剣では，中世以前の指定がおおむね順調に進んでいる。今後は，こうした  

分野の優品についてその指定の一層の充実を図るとともに，中世以前の遺品

が少ない染織や，近世に入って本格的な技術が発達した陶磁及び江戸時代の

工芸品全般についてさらに調査を進める必要がある。 
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4旨定件数 国宝， 221件、 重文 1,529件 750件 

（国有，．文化庁保管） 

（奈良県 石山剖

ーー ブ  

（国有・奈良国立博物館保管） 

王経（国分寺経） 

本航海記 

国宝 白氏詩巻（藤原行成筆） （国有，東京国立博物館保管） 

国宝 

国宝 

国宝 薫嘉誉鷲姦 
書 

籍 

'I血 

書 

書 	跡 

東洋文庫） 重文 ジョン・セーリス日 （東京都 東洋文庫） 日 （東京都 

指定 件 数 国宝 53件 重文 571件 624件 

種 

古 文 書 国宝 法隆寺献物帳 	（国有,東京国立博物館保管） 

国宝 御堂関白記 	（京都府，陽明文庫） 

国宝 額田寺伽藍並条理図 （国有，国立歴史民俗博物館保管） 

第 7章 文化財の保護と活用 
	

第 2節 美術工芸品 

書跡・典籍 典籍は，漢籍，国書，仏典，洋本に大別されるが，指定件数

では仏典関係が最も多く，ー切経をはじめとする写経，我が国の高僧の撲述

書の原本，古写本のほか，寺院伝来の聖教類がその中心である。特に，かつ

ては未公開であった京都寺院の経蔵のほとんどについて文化庁の調査が行わ

れ，その全貌が明らかにされたことは注目されよう。 

漢籍では，平安，鎌倉時代及び中国の唐時代の写本の主要なものはほぼ指

定を完了しており，版本も宋・元版を中心に指定を進めている。 

国書では，我が国の歴史・文学等の研究の基礎となる資料，例えば，日本

書紀，万葉集などをはじめとして鎌倉時代までの貴重書の国指定は順調に進

められている。中世の国文学遺品については，近年，冷泉家の文庫が公開さ

れているが，これによって，民間に所在する古写本，特に和歌文学書のほぽ

全貌が明らかになり，今後の指定の方向付けが可能となった。 

洋書は，我が国に古く伝来したものは少ないが，キリシタン版など国際的

に価値の高いものがあるのが特徴である。  

書道史上の遺品を中心とする書跡については，平安・鎌倉時代の代表的名 

筆・あるいは鎌倉時代の日本，中国の禅僧の墨跡を中心に指定が行われてい

る。 

古文書 古文書は，歴史上著名な文書の主要なものは過半数が指定され

ており・目下，社寺，公卿，武家に伝来した学術上価値の高い文書のー括指

定の促進を図っている。また，古代，中世の貴族の日記等の記録の原本．古

写本あるいは荘園絵図，系図等の指定も順調に進められている。 
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第7章 文化財の保護と活用 
	

第 2節 美術工芸品 

 

指定件数 
	

36件 
	

重文 383件 
	

419件 

     

 

縄 文時 代

弥生 時代

古墳 時代

歴史 時代 

重文 土偶（遮光器土偶） 

青森県亀ケ岡遺跡出土 

国宝 金印（漢委奴国王印） 

福岡県志賀島出土 

国宝 鉄剣 

埼玉稲荷山古墳出土 

重文 太安万侶墓誌 

（国有，文化庁保管） 

（福岡県，福岡市美術館） 

（国有，文化庁保管） 

（国有，文化庁保管） 

 

     

考古資料 考古資料は，古社寺保存法，国宝保存法時代には・工芸品のー 

つとされていたことから,主として美術上の価値に重点を置いて調査，指定

が進められてきた。この方針は，文化財保護法施行後，考古資料が独立した

後もしばらく継承された。したがって，この時代には，弥生時代の銅剣・銅

算など青銅器類あるいは古墳時代の鏡，歴史時代の墓誌 経塚遺物などの単

体の優品に指定の重点があったが，近年は，埋蔵文化財の発掘調査の進展に

伴い，各時代の主要な遺跡から出土した学術的価値の高い考古資料について

遺跡ごとにー括指定を行い，保存を図ることに重点が移っている。膨大な量

に達している埋蔵文化財出土品の中から的確な指定物件を選定することは・

重要かつ困難な課題であリ，昭和54年から「重要考古資料選定会議」 を年次

計画によリ全国各プロックごとに開催して，地域を代表する考古資料の選定

のための基本資料を作成している。今後これを基盤として，地域的，系統的・

時代的な体系を整えながら指定の具体的方針を確立していく必要がある。 
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I慧欝胃係資料農姦鰍ニ凱古集成 

重文ァンア航海図 	篇f) 林原美術館） 

物 

象 

宝 40件 重文 
' 	' 40件 

第7章 文化財の保護と活用 
第2節 美術工芸品 

歴史資料 昭和50年の文化財保護法改正によって有形文化財の中に位置付

けられた歴史資料においては，我が国の歴史上重要な事象及び人物に関する

遺品について，政治，経済，社会，文化の観点からその学術的価値を把握し， 

指定の促進に努めている。現在，指定の件数は40件（うち10件は他部門から

の所属替え）で，時代的には奈良時代から江戸時代までにわたり，そのうち

江戸時代が半数を占めている。その内容は，例えば，国絵図並郷帳，末吉家 
ます 

貿易関係資料，安政二年日蘭条約書，太閣検地尺，法隆寺耕，春日版板木， 

徳川家康関係資料，シーポルト関係資料など，政治,経済，社会，文化の各

分野にわたり,その多くは学術的価値を重んじたー括指定である。 

今後，特に医学，天文学，和算，製鉄技術，土木技術等科学技術史に関す

る歴史資料，及び江戸時代から明治時代にかけての我が国の近代化に関する

政治，外交，教育，社会等に関する歴史資料などについての指定の推進が課

題となっている。 

保 存 

(1） 管 理 

国宝重要文化財の管理は,所有者又は管理団体が行うこととされている。 
.  

国宝’重要文化財が滅失・嚢損した場合及び所在場所，所有者又は所有者

の住所に変更があった場合については届出義務を課している。動産である美

術工芸品は・その性格上所有者の収蔵施設にあるものが多いカち 公開，活用 

を図るため・国‘公立の博物館，美術館に出陳し，事実上の管理を国や地方

公共団体にゆだねている場合も少なくない。 

国宝’重要文化財の管理状況を所有者別に述べると次のとおりである。 

社寺における管理 前述のように一朴寺研右t1 ,, 2. I!.- - 	→一“．”ユ，.A ー’’ー’ー’一一 J)!l二v1.3 )‘、’ t工司＝F’丁有になる国宝・重要文化財は全 
体の約f;flO% （おおよそ袖朴カぐln《ン（ ミち三lI白Mにn O/\ .. i- .&. - ．一， 	一‘ 、 ー ー～vv/u 、‘ー-, d-「 (. Pt'tLiノ’lU7o・円ヂE亡かbo%J を占めている。これらの文 
イヒ財1え 大別して社寺の展示施設，収蔵庫あるいは本殿，本堂，土蔵等社寺

自身の管理下にあるものと・博物館，美術館等に寄託出品しているものとに

分けられる。社寺自身の管理下にある収蔵庫等に収められているものは2225 
件で社寺所有の指定文化財の約40％に当たリ，また，国・公立の博物館又は 

美術館に出陳されているものは約30％あり，おおむ1ュ適切な管理状況にある
と言えよう。 
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第7章 文化財の保護と活用 	 第2節 美術工芸品 

個人所有の管理 個人所有の国宝・重要文化財は，1278件で，約560人が所

有している。これらの管理状況については，昭和59年1月に行った調査の結

果では，自宅での保管667件（67%)，国立博物館への寄託115件（1 1 0/ \1/0/, 公

立博物館への寄託41件（4%)，私立博物館への寄託46件（5%)，杜寺への

寄託23件（ ) 0/' /0 ，その他106件（11%）となっており，自宅に保管している

率が極めて高い。 

近年は，個人所有者の高齢化，住宅環境の変化，相続による維持の困難等

の理由によって，所有する国宝・重要文化財の国への売渡しの申出が増大し

ており，その結果，個人所有者及びその所有文化財数は次第に減少する傾向

にある。しかし，個人が所有する文化財の中には価値の高い優品が多いこと

を考慮すると，博物館等に寄託するなど管理のー層の充実が望まれる。 

管理団体による管理 国宝・重要文化財である美術工芸品が,無住の社寺

に所在している場合や，所有者による管理が適当でない場合などには，国が

地方公共団体その他の法人を管理団体に指定し，保存庫，防火施設を設置す

るなど文化財の保存のために必要な管理を所有者に代わって行わせている。 

その現状は表7 -- 7 のとおりである。 

表1-1 管理団体及び管理団体が管理する国宝・
重要文化財の数（美術工芸品） 

区 	 分 団 体 数 国 	宝 重要文化財 計 

地方公共団体 30 5 76 ン B1 

財 団 法 人 5 31 191 222 

寺 	 院 9 6 87 93 

神一 	社 4 1 '6 7 

計 "48 43 360 403 

(2） 修 理 

美術工芸品は，紙，絹，漆，木等の崩弱な材質で作られているものが多く， 

その上・ほとんどのものが長年月の経過によって風化し,材質の劣化等によ

って損傷が進行している状況にある。これらの文化財が千数百年の歳月を経

て今日まで伝えられているのは，適切な時期に修理が行われ，再生・維持さ

れてきたからにほかならない。したがって，その保存のためには，それぞれ

の材質の保存状態に応じた適正な保存修理がー定の年月ごとに行われること

が重要である。美術工芸品の修理は，現在ある姿をこれ以上傷めることなく, 

永く後誉に伝えるための現状維持修理を原則としている。修理の方法として

は・装潰技術者が行う伝統的な表装技術による絵画，書跡等の修理，助美術

院の伝統的な仏師の技術による彫刻の修理，漆工，染織，甲胃等各種の伝統

技法による工芸品の修理があるが，近年では，彫刻等の彩色新落止めや木質

の強化・考古資料の修理などを中心に科学的な保存技術の研究利用が進展， 

普及しており・伝統的修理技法との調和を図った近代的な保存修理技術が確

立されつつある。このほか，美術工芸品の修理には，保存のための台座や保

存箱の新調などの事業も含まれている。今後，十分な修理を行っていくため 
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には，修理技術の充実,資材の確保が不可欠である。 

保存修理は，明治30年以来毎年継続して行われてきておリ，現在まで3936 

件を国庫補助事業として実施している。このうち，文化財保護法力悦i行され 

た昭和25年から昭和61年までに行われた修理は2214件であるが，現在，なお

国宝・重要文化財の中にはまだ修理の行われていないものもあり，また，今後

指定されるもので修理を要するものも予想される。修理が50年から100年のサ

イクルで実施されるべきものであることを考慮すると，今後，修埋技術者と

予算の確保がー層重要になってこよう。また，美術工芸品の修理は，従来は

芸術的価値の高い優品を中心としていたが，今後は，学術的見地から行われる

典籍，古文書，考古資料，歴史資料等のー括指定が増加するに伴い， 1件で

数千点に上る膨大な文化財に対する修理等も新しい課題となってきている。 

高松塚古墳壁画修理 美術工芸品の修理のうち，特に長期にわたり特別の

作業を行い，国民の注目を集めたものに，国宝高松塚古墳壁画の修理がある。 

すなわち，昭平1J47年 3月の高松塚古墳壁画の発見以来，古墳の保存ととも

に壁画の修理を中心とした保存対策が極めて重要な課題のーつとして推進さ 

れてきた。昭干ロ51年から10年間に及ぶ第ー・期修理事業を終え，昭和61年から

は第ニ期修理事業に着手している。 

これまでの修理は，主として極彩色壁画の描かれている換喰層の亀裂，浮

き上がり，劣化等が生じている部位に合成樹脂を注入・塗布し，漆喰層の剥 

落止めや安定化を図る内容のものであった。この作業は,一定の温度と高湿 

度のもとで行わなければならないことに加え，作業空間が狭いなど数々の制

約があったカち 順調に進められた。このような事業は，それまで我が国では 

全く経験のなかったことであり，その保存に至る経緯や修理の内容は，「国宝

高松塚古墳壁画一保存と修理」（文化庁編集，昭禾Ii 62年3 月刊行）に取りまと

められている。 

これから本格的に行われる第二期修理事業は，第一期修理事業の経験を踏

まえながら，壁画の強化，安定化のための修理を綿密に施そうとするもので，  

既修理部位の経年的変化の調査，微生物学的対策， クリーニング処置等周到

な準備の上に立って実施していかなければならないことが多い。このため， 

保存科学的な手法の導入がこれまで以上に重要視されている。 

(3） 防 

ー美術工芸品を火災や盗難から保護するためには，建物自体に防災施設を施

す場合と収蔵庫を設置する場合の二つがあり，文化庁では，それぞれの美術

工芸品の置かれた状況に応じ，いずれかの設置を指導し，助成することとし

ている。 

建物自体に防災施設を施す場合は，美術工芸品を既存の建造物から移動し

て保存することが困難なとき，現地で保存することが適当と認められるとき

など・その建造物に防火・消火設備，防犯・避雷設備等を設置したり，その

建物の改修等を行うものであり,現状の景観や歴史的環境を損なうことなく

文化財の保全がなされている。 

そのため，昭和25年以降今日までに，国の補助により210件の設置が行われ

たが・近年，各地域において歴史的環境の保全に対する認識が高まっている

こと・また・都市にある社寺の場合，敷地の狭さや境内地における遺跡の保

護のため保存庫の設置が困難となりつつある事情にかんがみ，建物自体に防

災施設が施される場合が更に増加するものと考えられる。 

他方・収蔵庫を設置する場合は，美術工芸品を既存の建造物から移して収

蔵するため，耐震，耐火構造の鉄筋コンクリートの収蔵庫を設置するもので

ある。 

近代的な鉄筋コンクリート造りの収蔵庫は，火災・盗難に対する安全性は

はるかに高いという長所を持つが，温湿度の調整を行う必要があり，天候に

よって扉・換気口の開閉を日常的に行わなければならない短所もある。これ

まで国の補助によリ641件が設置されているが，今後，山間寺院が無住化する

など過疎化に伴う要望等が増加するものと考えられる。 

-320- 	 -321ー 



第7章 文化財の保護と活用 	
第 2節 美術工芸品 

(4） 国宝・重要文化財等の買上げ 

文化財保護法では,国宝・重要文化財の散逸や海外流出を防止し，適切な

管理の下で保存・活用を図るために，所有者がこれらの文化財を他人に譲渡

しようとする場合には，まず国に売渡しを申し出なければならないと定めて

いる。文化庁では，この趣旨から，文化財保護法施行以来，毎年，国宝・重

要文化財及びそれに準ずる価値の高いもので，毅損あるいは国外流出のおそ

れのある文化財の買上げを行ってきた。 

この買上げに見られる傾向として，昭和30年代前後は，当時の社会情勢を

反映して杜寺からの申出が比較的多かったが，近年は個人所有者の高齢化， 

住宅環境の変化，相続による維持の困難等の理由によって，個人からの売渡

しの申出が増加している。このような状況において，昭和47年には，個人が

国に国宝・重要文化財及びそれに準ずる価値があると認められた文化財で国

において保存・活用することが緊急に必要と認められたものを譲渡した場合

の所得税の非課税措置が講じられ，昭和50年には，更に地方公共団体に国宝・

重要文化財を譲渡した場合についても,その適用範囲が拡大された。これに

よって，国宝・重要文化財をはじめ貴重な文化財についての国及び地方公共

団体の買上げがー層円滑に推進できる体制が整えられた。 

なお，買い上げられた文化財は，東京，京都，奈良の各国立博物館等へそ

れぞれ移管し，展示公開が行われている。 

(5） 文化財の海外流出防止 

文化財保護法では，第1節に述べたような経緯から,海外における展覧会

への出陳等文化庁長官が特に必要性を認めて許可を行った場合を除き，国

宝・重要文化財の海外への輸出が禁止されている。これに伴って，ー般に古

美術品を輸出しようとするときは，輸出貿易管理令に基づき，文化庁が発行

する「古美術品輸出鑑査証明」 を要することとされている（関西以西は京都 
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国立博物館に事務を委嘱している。）。 

なお・重要美術品は，重要美術品等ノ保存ニ関スル法律が文化財保護法に

よって当分の間効力を有するものとされ，展覧会に出品する場合等を除き， 

認定物件について輸出の申請があった場合は， 1年以内に重要文化財に指定

して輸出を防止するか，又は認定を取り消して輸出を認めることとされてい

るカ、 現在まで輸出による認定取消しを行ったのは23件である。 

公開・活用 

(1） 指定文化財の公開 

国内での公開 美術工芸品の多くは，材質，構造が極めて脆弱であるため， 

公開に当たっては，保存との適切な調和が図られる必要がある。このため, 

公開に際しては文化財の保存の状態をよく点検し，展示施設及び温湿度，照

度等の展示環境，展示期問，さらに文化財の移動に際しては楠包，輸送等に

ついて万全を期することが大切であり，こうした配慮があって初めて保存と

公開とが両立することとなる。 

文化財保護法が，国宝・重要文化財について所有者による公開，国による

公開及び所有者又は国以外の第三者の行う公開の三つに区分し，第三者の行

う公開については文化庁長官の許可を要することとじているのは，こうした

保存と公開の調整を重視したためである。 

国による公開とは，国が所有者の同意を得て，国宝・重要文化財を国又は

公立の博物館,美術館に出陳し，広く国民が鑑賞の機会を得られるようにし

ようとするもので，文化庁長官が所有者の協力を求める勧告や所有者の自発

的な出陳を認める承認の方法で円滑な公開を図っている。なお，修理等国庫

補助の対象となったものについては，必要に応じて文化庁長官が公開の命令

をすることができることとされている。国による公開が行われる博物館，美

術館には，施設，内容ともに充実した館が選ばれており，昭和51年までは各 
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国立博物館と鎌倉国宝館，大阪市立美術館の 5館であったが，その後公立博

物館が充実した体制をとるにしたがって，対象館数が地域的にも拡大され， 

現在は国立 3館，公立 9館の計12館となっている。 

所有者又は国以外の第三者による公開とは，主として新聞社等の文化事業

機関や公・私立の博物館，美術館が企画，主催する展覧会によるものである。 

近年は，公・私立の博物館，美術館の充実に伴い，国宝・重要文化財を含む

展覧会が数多く開催されるようになり，公開許可件数も次第に増加し，昭和 

61年度では公開許可件数96件，出品された国宝・重要文化財件数は346件に達

している。文化庁では，これら国宝・重要文化財を展示・公開する博物館， 

美術館の設置に際しては，施設,展示環境等について指導・助言を行うとと

もに，昭和49年度から，公・私立の博物館，美術館の学芸員を対象に「指定

文化財展示取扱い講習会」 を実施し，文化財の公開，保存，管理等に関する

専門的知識と取扱い技能の研修を行い，その資質の向上を図っている。 

海外展 我が国の優れた文化財を外国に紹介し， 日本の歴史，文化に対

する理解を深め，国際文化交流を推進するため，文化庁では，昭和26年以降， 

国宝・重要文化財を含む日本古美術展（以下「海外展」 という。）を継続的に

実施しており，今日まで25回を数えている。 

戦前唯一の海外展は，昭和14年の「ベルリン日本古美術展」であるが，戦

後最初の海外展は，昭平026年，アメリカ合衆国サンフランシスコ市で行われ

た 「講和記念サンフランシスコ日本古美術展」で，文化財保護委員会とアメ

リカ合衆国デ・ヤング記念博物館との共催で，ほぽ1か月間行われ，入場者

数は20万人を超える大盛況であった。 

この成功は，米国東部でも開催して欲しいという強い要望を引き起こし， 

昭和28年には，ワシントン，ニューョーク，シアトル，シカゴ，ボストンの 

5都市で「アメリカ巡回日本古美術展」が実施された。その展覧会の成功が

欧州諸国にも反響を呼び，昭和33年にはフランス，イギリス，オランダ，イ

タリア 4 か国で「欧州巡回日本古美術展」が開催された。このように昭手030 
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年前後に行われた初期の海外展は，国際社会に復帰しつつあった我が国の国

情を反映して・国宝・重要文化財を中心とした大規模な内容であった。昭和 

40年代に入ると・海外展は日本研究に関心のある欧米の主要美術館と文化庁

との協議に基づき・日本美術の各分野をテーマ別に紹介する展覧会が中心を

占めるようになり，ほぽ毎年1回開催されるようになった。 

昭和40年から昭和62年の間に行われた海外展は22回で，開催国別に見ると

アメリカ合衆国15回・西ドイツ 4回，カナ乞 フランス，スイス，スウェー 

デン・各1回（うち・カナダはアメリカ合衆国，スイスは西ドイツとの巡回

展として実施）となっている。 

最近の傾向は，欧州諸国からの日本古美術展開催の要望が高まっているこ

とで・文化庁・国際交流基金との共催展もしばしば行われているカ、 これは

我が国の国際社会に占める地位が向上するに伴って，欧州諸国民の中に日本

美術に対する関心が深まっていることを示している。 

他方・近年の海外展に見るもうーつの顕著な傾向として，国以外の団体の 
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主催する海外展の増加がある。国以外の主催による国宝・重要文化財や重要

美術品を含む展覧会は，昭手ロ27年以降おおよそ75回が実施されており，その

中心を占めるのは，新聞社等報道機関の主催展であるが，近年は,国際交流

基金，財団法人の博物館，美術館，そのほか外国諸都市と姉妹友好関係にあ

る地方公共団体の博物館，美術館が行う海外展の増加が著しく，国際文化交

流の進展に成果をあげてきた。 

文化庁は，こうした公私団体の行う海外展について，出品される国宝・重

要文化財など貴重な文化財の安全を図るため，主催者又は取扱い関係者に対

して指導・助言に当たり，出品文化財の内容によっては専門的な職員を派遣

するなど，海外展の円滑な運営に努めている。 

なお，海外展の増加は，多くが材質，構造の脆弱な我が国の文化財の在り

方を考えると，気候,風土の異なる外国での取扱いに一層の慎重さを必要と

させるが，海外展を中心とした日米文化交流のーつの成果として，昭和52年， 

日米文化教育交流会議（CULCON ）による「海外展の際の美術品の取扱いに

関するスタディーグループ報告書」が作成された。文化庁ではこれを基に「海

外における日本古美術展開催の手引書」を作成し，我が国文化財の海外展に

おける取扱いに万全が図られるよう努めている。 

(2）模写・模造 

美術工芸品の模写・模造の製作は，国宝・重要文化財の中から，取扱いや、 

移動が困難であったり，管理上の理由により公開を制限されるものを選定し

て製作を行い，原品の代わリとして公開するとともに，模写・模造の過程で

製作技法を明らかにし，文化財の修理などに役立てることを目的にしている。 

この事業は，昭和29年度から昭和31年度までに行われた平等院鳳風堂壁扉

画（絵画）に始まリ，昭和61年度に至るまでに51件の模写 (24件），模造（24 

件），複製（ 3件）が行われている。分野別に見れば，絵画は京都府・神護寺

の絹本著色源頼朝像など23件，彫刻は大阪府・観心寺の木造如意輪観音坐像  

など12件・工芸品は東京都・総持寺の鋳銅刻画蔵王権現像など 7件,書跡は

東京都’大倉文化財団の古今和歌集序など 2件，考古資料は京都府・崇道神

社の金銅小野毛人墓誌など 7件である。 

こうした模写‘模造の製作は，我が国の芸術的な伝統保存技術を維持向上

させるためにも重要な意義を持っており，また，寺院の書院等に伝わる賓絵

などの障壁画を保存するためにも大切な事業である。 

これらの模写’模造は・現状を忠実に写しとって製作されることがー般的

であるが・近年では・昭平ロ56年度から昭和60年度までに行った奈良県．興福

寺乾漆八部衆立像のうち阿修羅像のように，今日の研究成果を十分に踏まえ

て可能な限り造立当初の姿に近づ‘ナるように表面の彩色を施した復元的模造

も行っている。製作された模写・模造品は，一部が東京国立博物館，奈良国

立文化財研究所飛鳥資料館に移管され，展示されているほか，文化庁保管の

ものも各地の美術館・博物館などでし‘ボしば公開され，活用が図ら才にいる。 

特に・近年・指定文化財の公開の要望が増大しているが，その保存と公開と

の調和を考えると・これら模写・模造品を公開に供することも有意義なこと

であり，今後のー層の活用が期待される。 

銃砲刀剣類の登録 

銃砲刀剣類の所持については，戦後，連合国の武器没収にはじまり，銃砲

等所持禁止令から銃砲刀剣類所持等取締法に至るまで，ー般には禁止されて

きているカち 美術的・骨量的価値のある日本刀類については，許可されたも

のについて所持できる道が開かれてきている。昭和25年，文化財保護委員会

が発足すると・同年施行の銃砲刀剣類等所持取締令では， 日本刀類は骨董品

として価値のある火縄銃式火器とともに，文化財保護委員会に登録したもの

について取締りの適用除外とされた。 

さらに・昭和28年に同取締令の一部が改正され，それまで禁止されていた 
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日本刀類の製作が，我が国の世界に誇るべき伝統的な技術として，文化財保

護委員会の承認を得て行うことが認められた。 

昭和33年に同取締令が廃止され，銃4切J剣類所持等取締法が制定されるな

どの変遷はあったが，文化庁長官への日本刀類の登録（都道府県教育委員会

に事務を委任している。）及び製作承認の制度は変わることなく，今日に至っ

ている。 

一方，古式銃砲については，昭和40年の取締法のー部改正に際して，従来

の火縄銃式火器のほか，登録の対象範囲に明治維新以前に我が国に渡来した

火縄銃以外の洋式銃力功ロえられた。 

昭和61年度末までの登録総数は214万7695件で，内訳は刀剣類207万4476件， 

古式銃 7万3219件，昭和61年度における登録数は 2 万59件，（刀剣類1万9057 

件，古式銃砲1002件）で，毎年 2万件前後の登録が行われている。 

日本刀は「くろがねの芸術」と呼ばれ，我が国の美術品の中でも世界に比

類のない文化遺産として我が国で重視され，近年は欧米諸国の中にも愛好者 

が多いが，同時に刀剣類としての危険性を有しており，文化庁が行っている

登録制度は，いわば文化財保護と危害予防の両面の調和を図ったものと考え

ることができる。 

第 3 節 建造物 

調 査 

建造物保護のための調査は，明治 4年明治政府が全国の主要社寺に対して

古器旧物の目録の提出を求めたのが最初である。明治30年の古社寺保存法制

定を前に，中世以前の社寺建造物についての調査が行われ，これがこの時期

以降の建造物指定・保護の基礎となった。その後，保護の対象が拡大される

につれて，調査も次第にその範囲を広げ，国，県等所有の城郭建築，個人所 
びよう 

有の霊廟建築などに及んでいった。 

しかし，建造物の調査が，本格的，組織的に行われるようになったのは, 

文化財保護法が制定され，庶民の住宅である民家や我が国の伝統的建築とは

異なった洋風建築などにまで保護の対象が広がった戦後のことである。 

まず，民家調査は，昭和29年から41年までに都道府県を通じて，所在の予

備調査を行い，約500件の報告を得たのを第一段階として，その中から全国的

な問題点を引き出すとともに，特徴ある民家が集中する地区として，岐阜県

白川村，富山県平村・上平村，宮崎県椎葉村等を選んで集中的な調査を実施

した。さらに，昭平fl41年から53年までは，各都道府県を実施主体とする民家

緊急調査を実施し，全国的視野において各地の民家の特徴を把握し，これら

の成果に基づいて指定が進められている。なお，今後，離島の民家や都市の

町家などについては，更に調査の必要性が残されている。 

洋風建築については，昭和41年から北海道，東京，神奈川，京都，兵庫， 

長崎などその集中する地域で調査を実施してその概要を把握した。また，木以

外の材料である石，鎌荒，鉄，鉄筋コンクリートなどを構造材とする近代建 
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築については，保存についての経験が浅く，その面についての調査研究も併

せて行う必要があることから，昭和52年から 「近代建築保存対策研究調査」 

を実施している。この調査は，①重要な建築物の選定，②耐久度と補強法， 

③再活用等にてハ、て,建築史,建築構造，都市計画などの研究者の協カを得

て行われており，成果をあげつつある。 

桃山・江戸時代以降の近世社寺については，既に指定されていた東大寺大

仏殿，日光東照宮社殿，善光寺本堂，出雲大社本殿など著名なものを除いて

未調査であったため，昭和52年から近世社寺建築緊急調査が，事業主体を都

道府県として開始され，現在進行中であるが，これまでにも多くの重要な遺

構が見いだされている。このほか，今後の保存対策や指定の資料を得るため

に,特定の地域，宗派，形式などによる建築の特徴や大工等職人の流派の特

色の把握などの調査も行っている。 

国宝・重要文化財（建造物）の時代別棟数 

定 

昭和63年 3月末現在において，国宝・重要文化財に指定されている建造物

は2007件3247棟であり，その種類別，時代別の内訳は表7-8のとおりであ

る。このうち国宝は207タ「249棟であって，その占める割合は件数で10%,棟

数で8％である。また，古社寺保存法施行時からの指定棟数の推移は図7ー 

6に示すとおりである。 

社寺建築 古代・中世では世界最古の木造建築である奈良の法隆寺金堂や

五重塔をはじめ，平安時代では京都の平等院鳳風堂，岩手の中尊寺金色堂な

ど，また，鎌倉・室町時代では奈良の東大寺南大門，広島の厳島神社社殿， 

神奈川の円覚寺舎利殿など924棟が指定されている。 

桃山・江戸時代の社寺建築については，近世社寺建築緊急調査の結果を受

けて指定した分を含め，現在までに1029棟を指定している。 

新しく指定された主な社寺として，彫刻と彩色のあふれる千葉の新勝寺三 
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寺本堂，島根の美保神社本殿などがある。 

民 家 現在までに303件553棟が指定されている。この中には，北海道の
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山口県の旧県庁舎及び県会議事堂」日名古屋控訴院地方裁判所区裁判所庁舎， 

芦屋の旧む進家住宅）である。このほか，東京商船大学校内にある「明治丸」 

は船舶であるカら 建造物として指定されている。 

今後，さらに大正期と昭和戦前期の近代建築の保存問題について積極的に

取り組む必要があるカ三 これらの時代の重要な建物は主に市街地にあり，か

つ，鉄筋コンクリート造の規模の大きなものが多いため，地価の高い現在地

での保存及び再活用の方法，鉄筋コンクリート構造の耐久性保持とその修理

技術などにてル、て，従来の文化財建造物とは異なった問題が出てきている。 

このような近代建築の保存を成功させるためには,優れた活用計画を持つこ

とが前提となるが，一例として，旧近衛師団司令部庁舎は国立近代美術館の

分館・工芸館として再生され，保存されている。 

また，木造建築の技術は明治時代以降も発達し,明治，大正，昭和初期の

各時代にも木造による独自の風格を持った住宅や社寺建築などの優れた建物

が多く建てられている。学校や銀行などの公共的建物も，在来の様式で建設

されたものが多かったが，これらは，日本の伝統的な木造建築の技術が近代

に入ってどのように受け継がれてきたかを知る上で重要なものであり，その

保存がこれからの課題となっている。 

産業，交通，土木に関する建造物 鉄橋，機械工場，煉瓦窯，燈台，船舶

などにわたって指定が行われているが，これらの分野における本格的な取組

みはこれからである。今後，各種工場，造船所，発電所，上下水道施設，鉄

道施設（駅舎， トンネル，鉄橋等），船舶などが対象となるが，その場合には

工場設備，機関車，車両，飛行機などへの配慮も必要であろう。  

見回り等の日常的管理のほか，応急的な小修理などが含まれる。 

国宝’重要文化財を管理するのは原則として所有者であるが，現在，国宝． 

重要文化財として指定された2007件の所有者別件数は，図7-- 7 のとおり，社

寺有が1472件（寺院960件，神社512件）と最も多く，全体の70％以上を占め， 

次いで国有’公有は231件，個人有は224件，法人有その他80件となっており， 

10年前と比べると国有，個人有に代わり法人有，公有が若干増えているが， 

全体的にこの割合はほとんど変わっていない。 

個人の所有者等て特別の事情のあるときは，所有者は代理人として管理責

任者を置くことができるほか，文化庁長官は指定した地方公共団体等を管理

団体として管理させることができることになっている。 

昭和62年現在，管理責任者を置いている国宝・重要文化財は13件であり， 

また，管理団体が管理している国宝・重要文化財は36団体により67件となっ

ており，合計80件が所有者以外の者によって管理されている。その所有者別

の内訳は，図7-8のとおりである。国は，所有者に対し管理について必要 

図7-7 国宝・重要文化財（建造物）の所有者別件数 

（昭和63.3.3 I現在） 

その他14(0.7%） 	国有42(2.1%) 

公有189(9.4%) 
法人有66 
(3.3%) 

国宝・重要文化財である建造物を保護していくためには，日常的な管理が 
さく 

重要であるが，管理には，標識，注意札，柵，防災施設の設置や除草，清掃， 
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な助成を行っているが，特に個人所有の場合，最近の環境の変化，所有者の

高齢化等により，将来に不安定な要素も生じており，管理責任者又は管理団

体による管理制度の活用の必要性が増大していくと考えられる。 

修理等 

(1）修 

国宝・重要文化財の保存修理は，所有者が行うこととされているが，国有

文化財である建造物に対して行う国の直営事業のほか，小修理その他の特別

な場合を除いて，修理の多くは国の助成を受けて行われる。 

保存修理は，明治30年以来毎年継続して実施しているが，その方法は破損

の程度などによって大きく次の 4 段階に分けられる。 

① 根本修理 

建物全体に破損が及んでいる場合，建物をいったん解体し，部材の補修， 

取替えを行って再び原形に組み立てる根本的な修理である。建物の全部材を

解体して行う 「解体修理」 と軸部の大半は解体しないままで行う 「半解体修

理」 がある。 

② 部分修理 

局部的に破損が生じた場合に行う。 

③ 屋根葺替え 
かや ひわ だ 

茅，槍皮，瓦など屋根の葺替えを行う。 

④ 塗装修理 

漆，彩色などの塗り替えを行う。 

また，近年，在来の材料を生かして再び用いるため，合成樹脂による充駿補

修や人工木材を利用しての整形等力qテわれ，既に幾つかの成果をあげている。 

国有文化財である建造物の保存修理は，昭和62年度までに32件（156棟）の

根本修理を完了した。 
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その主なものには，北海道大学農学部第ニ農場（昭和46年度から56年度）, 

幕末の蘭学塾として知られる旧緒方洪庵住宅（昭和51年度から54年度），旧米

沢高等工業学校本館（昭和54年度から57年度）がある。重要文化財建造物で

唯ーの船舶である明治丸は，昭和55年度から Sか年計画で保存修理を完了し， 

復原された。また，昭和59年度から 4 か年計画で根本修理に着手した旧奈良

県物産陳列所は，奈良国立博物館仏教美術資料研究センターとして保存・活

用を図るための設備工事を並行して実施し，このほど完成して昭手063年度か

ら開館している。 

国有以外の建造物の修理に対する補助事業は，予算上一般修理と特殊修理

に分けて実施している。 

特殊修理は，修理に当たって高度の専門的調査や特殊な技法による施工を

必要としたり，長期かつ多額の経費を要する等の特別な事情のあるものに対

して行うものである。 

昭和25年度に第一期工事に着手した日光二社一寺（東照宮，二荒山神社， 

-338- 

輪王寺）では第一期，第二期工事が完了し,昭和61年度から第三期第一次5 

か年計画の工事を実施している。 

東大寺金堂（大仏殿）の屋根葺替えを中心とした昭和大修理も昭和54年度

に完成したほか，稀蔀神社蔑商神社笑誌御粗神社（静岡蔑簡神社）社殿（静

岡県），本願寺本堂（京都府），釜車w尋本堂（奈良県），革修毒如来堂（三重

県），善光寺本堂（長野県），法華経寺祖師堂（千葉県）がそれぞれL.. A.工し， 

あるいは実施中である。 

金峯山寺本堂，善光寺本堂は大規模な槽皮葺屋根の全面葺替えで，葺材で

ある槍皮の計画的調達力叩多理実施の重要な課題である。専修寺如来堂や法華

経寺祖師堂は，近世の大型社寺建築の代表的なもので，これらに共通する構

造的欠陥への対策が重要事項のーつであり，また，静岡浅間神社，日光二社

―寺は漆，彩色の修理が主たるもので，その復原の仕方と伝統技法の継承が

重要であるカち いずれも今後指定数が増加する近世社寺建築の修理の基本的

指針をなすものとして注目される。 

―般修理では，修理の対象がこれまでは中世以前の社寺建築を中心として

民家や木造の洋J蚤健築が多かったが，最近は山形県旧県庁舎及び県会議事堂， 

旧日本銀行京都支店，旧名古屋控訴院などの石・煉瓦・鉄筋コンクリート造

の近代建築や孝修寺御影堂（栃木県），瑞龍寺備釜（富山県）などの大規模な

近世社寺建築等の修理が年々多〈手掛けられるようになった。また，明治30 

年の古社寺保存法によって，保存修理の制度的措置がとられて以米，ー世紀

を迎えようとしておリ，根本的な再修理を要する場合も生じている。 

建造物，特に木造の建造物が，文化財としての価値を失うことなく適正に

保存されるために必要な修理のサイクルは，標準的には，解体・半解体修理

の根本修理を約100年ごとに行い，その間，屋根葺替えを約35年ごとに，漆・

彩色等のある場合は約40年ごとに塗装修理を反復実施する必要があると言わ

れている。 

最近では，図7-9に示すとおリ，年平均180棟の保存修理が実施されてい 
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図1一 9 修理の事業内容別実施棟数（建造物一般修理） 
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るが,要修理の木造建造物がまだ残されている。修理事業の充実は．建造物

の保存に不可欠であるばかりでなく，伝統的修理技術者・技能者や修理用資

材の生産と供給を確保する上でも必要であリ，事業量の安定的確保が求めら

れている。 

(2） 現状変更等 

国宝・重要文化財は建築されてから長い年月を経ているため，その間に大

小の改造を受けている場合が多いが，改造はほとんどの場合，文化財として

の価値を損なっているので，大規模な修理に当たっては，建造物の歴史的経

緯を調査し，その結果を踏まえて改造部分を以前の姿に復原するなどの現状

変更が行われる場合がしばしばある。 

現状変更に当たっては，民家では修理後の生活を，近代建築では再利用を

含めて方針が決定されるが,生活の場である民家の場合，復原によって生活に

支障を来すときには，それに代わる建物を新築することなどで対処している。 

このような復原等のための現状変更は文化庁長官の許可を要するが，明治 
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34年から現在までに約1170件の許可が行われておリ，散近10年間の許可件数 

は221件である。近年は，洋風建築の修理に伴う構造補強や再利用についての

現状変更が増える傾向にある。 

防災等 

我が国の国宝・重要文化財は，そのほとんどが木造であるため，常に火災

の危険にさらされており，今までに図 7 -10に示すとおリの災害を受けてい

る。また，近年は火災以外で自動車による嚢損も多く見られるようになった。 

このような災害の対策として，防災設備のよリー層の充実が必要となって

きているが，文化庁では次の四つの防災整備事業等に対して助成を行い，そ

の整備の促進を図っている。 

ー般防災 建造物の火災の感知，初期消火及び消防機関の消火活動に．資す

るための防災設備（自動火災報知設備，消火設備，避雷設備等）を設置する

事業である。昭和62年度末現在で総合防災（上記 3設備を設置したもの）の

図1 -10 火災原因別被災棟数（文化財保護法施行以後） 

（昭和63年3月末現在） 
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-H 総合防災達成率の推移 

（昭和63.3.31現在） 

［二‘総合防災 「つ部分防災 医翻未設置 

昭和 
	 20 	 40 	 60 	 80 	I 00% 

53年度 

54年度 

55年度 

56年度 

57年度 

58年度 

59年度 

60年度

引年度 

62年度 

（注） 1 総合防災とは，自火報設備，消火設備及び避雷設備をすべて設置したもの

である。 

2 部分防災とは，上記の3設備のうちいずれかの設備を設置したものである。 

3 未設置とは，防災設備を必要とするが，まだ設置していないものである。 

設置半は，図7-11のとおリ，64％に達したが，一方，初期の事業において

設置した設備の老朽化も進んでおり，今後，設備の新設だけでなく，改修工

事も含めた計画的で安定した事業の実施が必要となっている。 

なお，大規模な近代建築が国宝・重要文化財に指定されるようになったこ

とに伴い,現在，これらの再利用計画との関連における防災設備の設置及び

その新しい基準（例えば，防火区画，排煙設備等）の策定などについて検討

を行っている。 

特殊防災 特に大規模な防災設備を必要とする事業で，法隆寺（奈良県） 

については昭和53年度から60年度までの 8か年継続事業として実施した。ま

た，延暦寺（滋賀県）については昭和56年度から64年度までの9か年継続事

業として実施中である。 
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環境保全 建造物を良好な状態で維持するために,建造物周辺の排水，土

留め・擁壁，地盤補強，囲輸などの整備及び火際地の買上げを行う事業で，最

近10年間では長保寺（和歌山県）の石積み，側溝，保護柵など22件を実施した。 

民家保存管理施設・公有化 民家保存管理施設とは，民家の保存修理の際

の復原等で居住者の日常生活に著しく支障が生じた場合に，当該民家を管理

するための施設を建設する事業であリ，最近10年間では我妻家住宅（宮城県） 

など12件を実施した。 

また，公有化のための買上げ事業とは，所有者による維持が困難となった

指定建造物・土地を国庫補助により地方公共団体が買い上げる事業であり, 

最近10年間では旧トーマス住宅（兵庫県）など 9件について実施した。 

公開・活用 

指定されている建造物の公開は，それが建てられている場所で公開される

のが原則であるが，さらに不動産としての建造物の特殊性から，次のような

方法によってその公開・活用に努めている。 

模写・模造の公開 建造物は，移動の容易な美術工芸品のように多数を適

宜ー堂に集めて展示することが不可能である。そこで，国宝・重要文化財に

指定された建造物の中から特に優秀で歴史的に重要なものを選定し,これを

正確に縮尺した模型を製作して公開することとしている。模型製作は，建造

物のような立体物の再現には最も有効な方法であり，その造形，構造を的確

に把握することを可能にするものである。また，建築彩色は，美術工芸品に

比べて維持管理が難しく，退色あるい‘痢落が著しいことから，現状での記

録を取るとともに，当初の彩色の復原模写を行っている。 

このような模写・模型の製作は昭平ロ35年から行われ，現在製作中のものを

含めて模写が23予ト，模型が28件に達し，主に国立歴史民俗博物館においてー 

般公開しておリ，また，ー部は国立科学博物館，京都国立博物館にも展示し 
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ている。今後も，引き続き年代や建造物の種別に応じて代表的なものを製作

していく必要があるカ、 あわせて，海外を含めた展示公開や保存管理につい

ても適切な方法を確立することカ哩まれる。 

博物館，資料館等としての公開・活用 指定された近代建築のうち比較的

規模の大きい公共建築や商業建築は，文化施設として活用される例が多い。 

例えば，木造建築では旧開智学校校舎（松本市）が教育資料館として，また， 

煉瓦造のものでは旧日本生命保険株式会社九州支店（福岡市），石造のもので

周日日本郵船株式会社小樽支店などが博物館や資料館としてそれぞれ一般公

開されており，近年，国有，公有の文化財建造物はほとんどこのよらな方法

で公開・活用が図られている。 

移築による保存・公開 文化財建造物は，建てられた場所に保存されてこ

そ歴史的な意義がある。しかし，所有者の現代生活への対応や土地利用の都

合などにより，現地保存が不可能となり，移築の必要が生じることがある。 

近年では，このような建造物を地方公共団体や法人等が譲リ受け，適当な地

に移築，収集し，文化財建造物を展示の中心とした博物館を設立してー般公

開する例が増加している。特に民家の場合，このような方法によって保存さ

れる例が多く，川崎市立日本民家園，高山市立飛騨民俗村，助日本民家集落

博物館（豊中市）,mり四国民家博物館（高松市）など全国に多数の民家博物館

が開設されている。また，近年の都市の再開発に伴って急速に姿を消しつつ

ある明治建築を中心に移築，収集し，展示公開をしているものとして助明治

村（犬山市）がある。  

第 3節 建造物 

② 写真（修理前，竣工及び工事中の記録） 

③ 野帳（伝統技法調査等の各種調査記録） 

④ 官拓本（絵様等の記録） 

比較的大規模な修理の場合,これらの資料の主なものはまとめて修理工事

報告書として刊行されることになっており，現在約1150冊の報告書が刊行さ

れている。保存図，竣工写真及び摺拓本は報告書刊行後文化庁に提出され， 

保管されることになっているが，その量は年とともに膨大になり，保管や整

理の方法の検討が必要となりつつある。また，工事中の記録写真や野帳は所

有者に引き渡され，保存される。 

修理工事に再び用いられない古材のうち，建造物の建立年代やその後の修

理を示す墨書のあるものなどは，欝り指定として永久保存することとなるカち

その他の古材にてル、ても，次回の修理の資料となるものは，できるだけ保存

するようにしている。これら修理工事に伴う記録や古材は，文化財建造物の

保存及び研究の貴重な資料となっている。 

資料の整備 

修理工事に当たっては，建物の歴史に関する調査，伝統技法の調査等各種

の調査が行われ，次のような記録が作成される。 

① 保存図（実測図及び峻工図，ケント紙墨入れ） 
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竹富町竹富島（沖縄県）〔島の農村集落〕 

J' 
弘前市仲町（青森県）〔武家町〕  

角館町（秋田県）〔武家町〕  

I 	． 	 下郷町大内宿（橿島県）〔宿場町〕  

東部町海野宿（長野県）縮場・養墨町〕 

、 楢川村奈良井（長野県）〔宿場町〕  カ 

南木曽町妻龍宿（長野県）〔宿壌町〕  乞ノ 
、  

白川村荻町（岐阜県）〔山村集落〕 ’，一．．‘二 

京都市嵯峨島層本（京都府）〔門前町〕  

三  

倉敷市倉敷川畔（岡山県）〔商家町〕 

成羽町吹尿（岡山県）〔鉱山町〕 

竹原市竹原地区（広島県）製塩町 j  

鷲勲讐(dM)( 曹mj)c 

(nrr巌 IAj) ” 週 
◇ 	 、 	‘く 

＠重要伝統的建造物群保存地区り 

呈町」 	，‘,i、・ 	閲町関宿（三重県）〔宿場町〕  

旧一 P'7／ 京都市産寧坂（京都府）〔門前町〕  

、“ 	’ 、 	京都市祇園新橋（京都府）〔茶屋町】  

‘よ 	 神戸市北野町山本通（兵庫県）〔洋館群〕  

丸亀市塩飽本島町笠島（香川県）〔港町〕 

柳井市古115金農（山0県）〔商家町〕 

内子町八日市護国（愛媛県）〔製蝋町〕  

日向市美々津（宮崎県）〔港町〕 ’ニ 	『 

日南市紙肥（宮崎県）〔武家町〕 

知賞町知覧（鹿児島県）〔武家町〕 
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第 4 節 伝統的建造物群 

12 重要伝統的建造物群保存地区の所在 

第 4 節 伝統的建造物群 

昭和40年代の初めに起こった環境保全への広い関心は，我が国の歴史的な

集落・町並みを保存，再生する運動となり，全国各地の市町村で歴史的環境

を景観として保全する様々な取組みがなされ，その内容は条例制定，地区指

定等地域の歴史的環境を意識した住民参加型の町づくりである点で共通して

いた。また，国際的に見ても，歴史的町並みの保存への関心が高まりつつあ

った。 

昭手1J50年の文化財保護法改正では，このような状況と地方公共団体の実績

を踏まえ，その主体性を生かすことができる制度が創設された。すなわち, 

周囲の環境と一体をなして価値を形成する伝統的な建造物群を保護するため

に，市町村は自ら条例を定め，伝統的建造物群保存地区の範囲の決定，保存 

（昭和63.3.3~現在） 
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事業の実施等を行うことができることとした。そして，国は市町村の申出によ

り，その中の価値の高い地区を重要伝統的建造物群保存地区として選定し，市

町村の保存事業への財政的援助や技術的指導を行うという仕組みとし，地方

公共団体の自主的な保存意思とそれに基づいた事業の上に，国の選定や援助 
‘人 

がなされるという斬新な面を持ったものとなっている。昭和63年 3月末現在， 

図 7 -12のように，26地区が重要伝統的建造物群保存地区に選定されている。 

保存地区の決定 

伝統的建造物群保存地区の制度は，市町村が主体的にその保存を図る制度

であり，その果たす役割は大きい。市町村が地区を決定する手続は次のとお

りである。 

保存対策調査 まず，市町村は地区の調査をして保存対策をたて，報告書

を作成して，保存に向けて関係者の合意形成を行う。国はこのための調査費

に対しての補助を行い，指導・助言する。調査は，その地域の歴史的沿革，社

会的，経済的概況，伝統的建造物及びこれとー体をなす環境の保存状況等に

関する調査に併せて，それらの保存対策を策定することを目的としている。 

昭和62年度末までに79地区の調査を終了し，そのほかに，保存計画の見直し

調査を 9地区について実施した。現在伝統的建造物群を残している地区は約 

600が数えられる。このほか，最近では，地区として比較的規模の小さな建造

物群が各地で見直され，その保存対策が要望されており，全国では相当な数

があるものと見られる。今後は保存対策調査に加えて，広域の緊急調査によ

り所在確認を進めるなどの検討が必要である。 

条例の制定・保存地区の決定 最近では，伝統的建造物群保存地区が総合

的な町づくりに位置付けられ始めており，保存条例は，保存地区周辺地域での

緩やかな自然環境の保全や都市景観の形成に関する事項を盛り込んだ条例と

する市町村が増えている。伝統的建造物詳保存地区の決定力堵5市計画区域内 

第 4節 伝統的建造物群 

では都市計画法の地域地区のーつとして都市割画決定により行われる点も， 

従来の文化財保護にない新しい点であり,これによって総合的な町づくりの

―部に組み込まれることが容易となる。しかし，地区の範囲の決定には，単

に景観だけでなく，地区の歴史的沿革や保存に取り組む地域共同体のまとま

りについても配慮し，歴史を生かした生活環境づ〈りを目指す点力堵B市景観

形成との相違点である。町づくりに全体的な責任を持つ市町村の首長の総合

的判断が重要な役割を果たすと言えよう。 

保存計画の策定 保存計画は,地区の実際の保存の内容を規定する重要な

ものであって，その内容となる基本的事項は次の 5 項目であるが，その具体

的な内容については各地区のそれぞれの特性に応じた施策の実施が可能とな

るように策定されている。 

① 基本計画 

その集落・町並みの形成の歴史的経過,保存対象，地区の範囲，伝統的

建造物群の特性などを示す。 

② 伝統的建造物等の決定 

集落’町並みを構成している伝統的な建築物や工作物（伝統的建造物）, 

及び環境を構成する価値ある物件（環境物件）を決定する。いわば，これ

は地区内で保存すべき文化遺産のリストである。 

③ 建造物の保存整備計画 

伝統的建造物の修理の方法や伝統的建造物ではない物件を修景し，調和

させる方法を定める。 

④ 助成措置 

この計画を実施するため，地区住民などの行う保存事業に対し,市町村が

行う補助制度などについて定めるが，その内容は建造物の構造，各市町村

の取組み方，地域の経済力や住民の協力などにより幅がある。また，最近

では・長期にわたって町づくり事業を実施するための財政計画に位置付け

たり・地域の活性化によって収益が伴うことから地域経営の視点に立って 
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助成することも考慮され始めている。 

なお，補助金の支出以外に，市町村によっては，屋根葺材の茅や瓦の提

供，融資の斡旋，条例による保存基金の設置，保存財団への出資や補助， 

保存団体の活動への援助などを行い，様々な工夫が各保存地区でなされて

いる。 

⑤ 環境整備 

保存地区の保存に関連した施設の建設・整備，保存地区の保存に調和し

た都市計画による環境整備の在り方などを長期的な目標も含めて示す。周

辺地域も含めた観光化や車社会への対応，道路，河川，農林，漁業等の施

設の整備との調整に関する事項も示す必要がある。 

保存計画はそれ自体個性的な町づくりのための枠組みとなるものである

が，社会状況の変化が著しいことから，当初の計画は数年が経過すると部

分的な見直しが必要となることが多い。このような見直しの過程において

も，行政担当者が住民とー体となって協力し，新たな課題の解決に努力す

ることが，文化財を生かした町づくりを進めるために不可欠のことである。 

選定と保存事業 

以上のような措置を講じた市町村が希望するときは，文部大臣に対し重要

伝統的建造物群保存地区としての選定の申出を行い，文部大臣は，このうち

我が国にとって特に価値の高い地区の区域の全部又はー部についての選定を

行うことができることとされている。国は，重要伝統的建造物群保存地区に

選定した場合，市町村が行う保存修理,防災施設等の設置，公有化などの事

業で特に必要と認められるものについては，その経費のー部を補助すること

ができることになっているが，近年この助成に係る各市町村の要望が強くな

っている。次にこれらの事業について概説する。 

① 保存修理事業  

第 4 節 伝統的建造物群 

伝統的建造物の修理工事と伝統的建造物ではない物件を周辺の町並みに

調和させて修理等を行う修景工事などに分けられる。伝統的建造物の多く

は・建築後100年以上を経過していて大修理を要する時期にきておリ，市町

村は・破損状況の大きいものから順次，所有者の希望等を基に修埋工事を

補助事業として採択している。修景工事も地区の保存整備として重要な事

業であり・並行して行われている。これらの補助事業を行う市町村に対し

て国が助成している。 

伝統的建造物の過半についての修理が行われた地区は，弘前市仲町など

数地区であり，いずれも早期に保存事業を始めたところで市町村当局が熱

心に取り組んだ地域である。保存修理事業は，伝統的建造物群保存地区の

保護についての国庫補助事業の主たるものである。 

② 防災施設等設置事業 

我が国の伝統的建造物群は木造であり，町並みでは燃えやすい家屋が軒

を連ね・農村集落では茅葺きの屋根が密集している。これらの地域では歴

史的に大火を何回か経験していることが少なくないことからも，その保存

上地域住民自らの手によリ守ることが重要である。そのため，住民が手

軽に使える地域ぐるみの消火施設の設置が急がれるが，現在までに白川村

荻町地区などの 5地区で国庫ネ削力事業により地区消火施設が設置さ才にい

る。 

③ 公有化事業 

宿場町の旧本陣など由緒ある建物，敷地等で公開・活用の必要があるも

のを市町村1J'買い上げる事業に対して，国は助成を行っている。市町村は

買い上げた建物を復原し，資料館等として一般公開して活用している。公

有化の実施例としては，愛媛県内子町八日市護国の町家など 3例があげら

れる。 
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公開・活用等 

これらの保存事業の進展により，年々各地区とも伝統的で洗練された美し

い町並みが整備されつつあり，文化財の保存にとどまらず，良好な生活環境

の町づくりや地域活性化の核として活用されつつある。地区内の建物は外観

保存を主とし，内部は規制せず，所有者が自由に改造して快適な生活を送る

ことができるように配慮している。このため，大部分の建物は非公開である

が，地区内の代表的建物の幾つかは見学者のため資料館や物産館として復原， 

整備し，内部を公開・活用している例が多い。 

町並みが周囲の環境と一体として整備されるに従って，最近では健全な観

光地として修学旅行先のーつともなり，また，女性グループが数人でゆっく

リと散策して歴史を楽しむなど，各地区とも年々観光客の数は増加の傾向に

あリ，観光資源の中心として地域経済への貫献度も高くなっている。 

観光客数は，昭和61年度においては，倉敷市400万人，京都市の3地区で220 

万人，高山市200万人，神戸市150万人，萩市100万人などが多い。また町村で

も，角館町130万人，南木曽町60万人をはじめ知覧町30万人，内子町15万人な

どとなっている。 

普及・啓発等 伝統的建造物群の保護は，昭和50年の文化財保護法改正に

より創設された全く新しい分野であり，前述のようにその保護の事業が着実

に積み重ねられてきてはいるものの，今後に残された課題も広範である。そ

の最大のものは，まだ歴史の浅いこの制度について普及・啓発を図り，広く

国民の理解を得られるものとしていくことであろう。 

欧米の歴史的遺産を豊かに残す町並みと比べて，我が国の都市や農村の姿

は・その蓄積が少なく，近代化によって画一的な印象も与えている。しかし， 

我が国に歴史的遺産が元来乏しかったわけではなく，むしろそれを活用した

町づくりをする余裕がこれまでなかったと言うべきであろう。今後は，都市

の景観対策として，また郷土の誇りとじて，伝統的建造物群を町づ〈りに活

用して取り組む地方公共団体が増えてくることが予想される。 

我が国の伝統的建造物群は，南北に長い日本列島の上にあって，各地の極

めて多様な文化，風土，歴史を総合的に理解することのできる文化遺産であ

るという特徴を持っている。今後の国際化の進行を考えるとき，それらの代

表である重要伝統的建造物群保存地区は，国際社会の中で文化面での相互理

解を深めるためにも重要な国家的文化資源であるという認識が広まること

は・パリのマレー地区の保存など西欧諸国の状況からも子想できよう。 

この制度が，凍結的な保存ではなく，地区住民が伝統的建造物群である町

並みや集落の景観を守りつつ生活環境として活用するというものであるた 
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め,住民や地方公共団体の行政レベルでのこの制度への理解が不可欠なもの

となっている。各保存地区の住民，保存団体，関心を持つ人々などにより「全

国町並み保存連盟」が結成され，毎年歴史的な地区で開く「全国町並みゼミ」 

には400人から500人の人々が参加している。まな,保存地区の市町村の首長

によって構成される「全国伝統的建造物群保存地区協議会」も毎年各地区で

開催され，行政担当者の連絡の場となり，「町並み保存のネットワーク」が刊

行されるなど，この制度への理解を深める大きな役割を果たしている。さら

に,いわゆる景観条例等を持つ市町村で構成する「全国歴史的景観都市連絡

協議会」 も同様の機能を果たしている。今後，これらの活動は，地区保存に

関わる専門家の養成や研修なども含め，ー層幅広い分野に展開していくこと

が期待される。 

ていくことが重要である。 

都道府県の役割 都道府県による歴史的集落・町並みの保存対策は，最近， 

岡山県，兵庫県などにおいて県独自で地区指定や保存修理事業を行うなど先

進的な保護対策を進める例も出てきている。また，比較的小規模な町並みへ

の関心が市町村や国民の間で高まっており，今後はこのような新しい状況に

対応して，県の文化財保護条例による保存地区選定や保護施策を促進する必

要がある。あわせて，広域行政を行う都道府県の立場を生かし，複数の地区

のネットワーク化による活用を図るなど新しい施策を進めることが望まれて

いる。 

地域の活性化と都道府県の役割 

文化財の保護と地域の活性化 各市町村がこの事業に取り組む理由は，個

性を失いつつある大都市の中での魅力の回復であったり，過疎状況からの観

光による脱却であったりと多様である。保存地区は，単に経済的な地域の活

性化に貢献するだけでなく，住民，行政担当者，専門家などに町づくリに参

加する場を提供し，コミュニティー意識を育てるという，いわば人づくりの

役割も果たしている。今後は，保存地区が一層広く活用されるよう留意する

とともに，一方では文化財としての価値の保存を確実に行っていく必要があ

る。 

また，保存地区は，伝統的な民俗行事や伝統産業の場であることが多く， 

広く歴史と民俗を保護する上で役立っている。今後は，伝統的建造物を活用

した歴史民俗資料館の建設や各分野の文化財指定の推進など，各種の文化財

の保護施策を組み合わせて，本来総合的なものである歴史的環境としての価

値と魅力を回復するべく，いわば文化財集中地区としての整備・活用を図っ 
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第 5 節 記念物 

「記念物」とは，有形文化財，無形文化財等と並ぶ文化財の種類のーつで

あリ， 

① 貝塚，古墳，都城跡等の遺跡で我が国にとって歴史上又は学術上価値

の高いもの 

② 庭園，峡谷，海浜等の名勝地で我が国にとって芸術上又は観賞上価値

の高いもの 

③ 動物，植物及び地質鉱物で我が国にとって学術上価値の高いものの総

称である。 

国は，これらの記念物のうち重要なものを，上記の種類に従って，それぞ

れ「史跡」，「名勝」及び「天然記念物」に指定し，さらに，そのうち特に重

要なものについては，それぞれ「特別史跡」，「特別名勝」及び「特別天然記

念物」に指定して，その保護を図っている。 

調 査 

「記念物」の保護は，第1節で述べたとおり，大正 8年制定の史蹟名勝天

然紀念物保存法によって初めて国の制度として確立した。しかし，それまで

にも明治末期以来，史蹟や天然紀念物等の保存の必要性は民間の有識者等に

よって強く認識されておリ，明治44年の帝国議会に提出された「史蹟及天然

記念物保存ニ関スル建議案」の可決，同年，民間の団体として設立された史

蹟名勝天然記念物保存協会による保存思想の普及や調査等の活動等があり， 

平城宮跡の保存事業のように民間の事業として始まったものもある。 

保護の対象とすべき貴重な遺跡等の調査は，このような民間の団体や有識  

者によるもののほか，大正初年ごろからは，各道府県に史蹟名勝地調査会等

が設置され，それぞれの区域内の重要な物件について逐次調査が行われ，報

告されており，大正 9年から行われた内務省による史蹟，名勝，天然紀念物

の指定は，この成果等を基に行われた。 

昭平1125年，現行の文化財保護法の制定に伴って,旧史蹟名勝天然紀念物保

存法によって行われてきた史蹟等の指定は，新法による史跡等の指定とみな

すこととされ，新しい制度による保護対象として引き継がれた。 

新法による史跡等の指定のための基礎的な調査としては，まず，昭和35年

度から37年度にかけて行われた全国の埋蔵文化財包蔵地の分布調査がある。 

この調査によって，全国に約14万か所の包蔵地が確認されたカ、 これは，我

が国の遺跡の所在状況を体系的に把握した最初のものであり，その後，新た

な発見や分布調査による内容的な追加を重ね，その結果は，昭和39年度以来 

2回にわたり，「全国遺跡地図」として刊行された。 

また，遺跡の種類別には，昭平1140年代以来，近世の陣屋，番所，本陣，I日

宅等，中世の城館跡，近世大名墓所についてそれぞれ全国的な所在状況の調

査を進めてきている。 

天然記念物として保存する必要のあるものの選択の基礎となる全国の動植

物の状況については，昭不1142年度から46年度にかけて行われた全国の現存植

生と主要な動植物の分布状況の調査があり，この結果は,昭和43年度から「植

生図・主要動植物地図」として刊行された。 

以上のような全国的な「記念物」の所在状況を概括的に把握するー斉調査

のほか，保護対象とすべき遺跡や庭園，景勝地，動植物等については，更に

その価値，現状等を具体的に把握するため，その所在地や生息地等について

発掘調査や現地踏査を行っている。また,特に遺跡については，専門家によ

る検討会議を設けて，全国に所在する多数の遺跡の中から重要なものを選び

出す作業を従来から実施している。更に，近年,開発事業等に伴って行われ

る発掘調査によって従来明らかでなかった重要な遺跡が新たに発見される例 
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も多くなっている。 

定 

史跡，名勝,天然記念物の指定は，多くの遺跡や庭園，景勝地，動植物， 

地質鉱物のうち，国全体として将来にわたって保護していかなければならな

いものについて行っており，昭和63年 3月31日現在，2532件（ーつの物件が

史跡，名勝，天然記念物の各分野に重複して指定されている場合，それぞれ

の分野ごとにI件として数えているので，第1節 2 の表7-1に示す件数よ

りも多くなっている。以下，本節 2において同じである。）が指定されている。 

指定の対象とする遺跡等は，あらかじめ歴史上，学術上文化財としての価

値の高さや，現1兄 将来の保護の方針等について調査，検討して選び出す必

要がある。 

これまで，指定対象の選択は，過去に行われた遺跡や動植物の所在状況に

関する全国調査の結果等に基づき，専門家による会議等により重要なものを

抽出していく方法のほか，開発事業等に伴う発掘調査その他によって新たに

重要なものであることが明らかになったものについては，開発事業等との調

整の手順を踏んだ上 緊急に保護すべきものとして選択する方法もとられて

いる。 

また，記念物は，ほとんどが上地と切り離すことのできないものであり， 

これらを史跡等に指定して保護するためには，土地の利用規制を伴うことが

多いので,指定に際しては，指定対象についての所有権その他の財産権や史

跡等としての保護以外の公益的な計画との調整を＋分行っておくことも必要

である。 

このように，史跡等の指定は，保護する必要のあるものの選定とともに， 

これを将来にわたって円滑に保護していくために必要な種々の調整等を経て 

行われている。 

第 5節 記念物 

史跡，名勝，天然記念物の今後の指定については，①従米の調査等によっ

て既にその重要性が確認されているものについてその指定を急ぐとともに, 

②学術研究の進展等に伴い，新たにその保護の必要性が見いだされるに至っ

ているものなどについて，その重要性の程度や指定後の保護の在り方などを

十分に見極めながら体系的に指定を進めていく必要がある。 

(1) 史 跡 

史跡は，貝塚，古墳，城跡等の遺跡のうち我が国の歴史を理解する上で欠

くことができず，かつ，規模，出土遺物等において価値の高い重要なもので

あり，昭和63年 3月31日現在1290件が指定されている。 

遺跡は，過去の人々の政治,生産活動，生活，宗教その他のあらゆる活動

に伴って形成されたものであるので，その性格は極めて多様であるが，これ

を類型的にまとめると，当時の人々の生活に関するもの（貝塚，住居跡），埋 
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葬，祭紀に関するもの（古墳，墳墓，経塚），都城跡，国・郡庁跡等の国の政

治に関するもの，社寺跡その他の宗教に関するもの，藩学，私塾等の教育に

関するもの，園池・公園，街道，関跡，窯跡等の広く交通，産業，土木に関

するもの，城跡，防塁等の軍事関係のもの，外国又は外国人に関するものな

どに分けることができる。遺跡の種類別，時代別の史跡指定件数は表 7-9 

のとおリである。 

これらの遺跡の分類ごとに代表的なものについて指定の状況を示すと次の

とおりである。 

貝塚，住居跡 貝塚，住居跡は，集落を構成する遺跡であり，生活，生産

から埋葬に至るまでの人々の生活の様子を知るために欠くことのできないも

のである。貝塚は主に縄文時代に形成され，北海道から沖縄県まで広く分布

するが，大規模なものは主として関東，東北地方に形成されていること，集

落の形態が社会の構造の変化に伴って時代的変化を遂げていることなどの特

色がある。史跡指定されている大規模な貝塚としては，加曽利貝塚（千葉県）, 

賜翁‘貝塚（宮城県）等があり，住居跡では縄文時代初頭のものとして上黒 
なげたけ 

岩岩陰遺跡（愛媛県），縄文時代終末期の農耕を行っていた集落である菜畑遺

跡（佐賀県），弥生時代の環深集落として大塚 議簿主遺跡（神奈川県），典

型的な稲作集落である登呂遺跡（静岡県）等がある。また，近年，奈良時代

以降の集落跡が発掘調査によって次第に明らかにされてきており，これに伴

って，例えば，西沼田遺跡（奈良時代の集落跡，山形県）のようにその後の

時代のものも史跡指定されるようになってきている。 

古 墳 古墳は，我力欄の遺跡の中で歴史的にも歴史的景観の構成要素

としても代表的なものであり，その時代の地域の政治・文化を知る上で欠か

せない手掛かりになるものであるが, その規模，築造時期，築造地域，埋納

された副葬品等において多様であり，それを総合した評価が必要である。史

跡指定されている古墳としては，大規模なものでは，長さ300メートルを超え

る丸山古墳（奈良県），奮笛古墳（岡山県）等が代表的なものであり，築造時  

第 5節 記念物 

史跡の種類別・時代別指定件数 

（昭和63. 3 .31現在） 
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・

1
5 

5 

「

2
) 

 

叫 
 

、 
2
J 

 言 
、  

157( 2) 

肥に関するもの
墳墓，経塚） 

334( 7) ュ0 
! 
 

9  4.5 1 399c 7) 

国の政治に関するもの 
（都城跡， 

国・．郡庁跡等） 
34( 4) 1 

。
J  2  49( 4) 

宗教に関するもの 
（社寺跡及び旧境内等） 

164(14) 28 6  198(14) 

教育に関するもの 
（藩学，私塾等） 

I I 20 ( 3) 2 24( 3) 

園 池 	‘・公 園 3 14( 2) 25( 3) 42( 5) 

交通，産業，土木に関す
るもの 
（街道，関跡，窯跡等） 

7 30 18 61( 2) 5 121( 2) 

軍事関係のもの 
（城跡，防塁等） 

17( 5) 「 91( 1) 61( 9) 169 (15) 

外国又は外国人に 
関するもの 

に
v  

1 6 

そ 	の 	他 36( 1) 17( 3) 24 46( 1) 2 125( 5) 

合 	． 	計 532(10) 278(26) 198( 3) 271(18) 11 1,290(57) 

（注）1.「その他」の中には，遺物包含地，神龍石，薬園跡，慈善施設，碑・旧宅・

供養石塔，陣崖などが含まれる。 

2. ( ）内は特別史跡で内数である。 
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期別に見ると初期（ 3世紀から 4世紀まで）のものとして仲仙寺古墳群（島

根県），王山古墳群（福井県）等があり，中期（ 5世紀）の巨大古墳を経て後

期（ 6世紀から 7世紀前半まで）の石舞台古墳（奈良県），終末期（ 7世紀後

半から 8世紀まで）の阿武山古墳（大阪府）等があげられる。内部に文様や

彩色のある装飾古墳は北九州に多く，王塚古墳（福岡県），チブサン古墳（熊

本県）等が指定されているが，関東北部，東北南部にも発見されており，虎

塚古墳（茨城県）等が指定されている。また，高松塚古墳（奈良県）は最末

期に属する秀抜な装飾古墳である。近年，発掘調査によって古墳発生期の墳

丘墓等が解明されてきているなど,古墳についての新しい発見が続いている

ので，今後，弥生時代から古墳時代への移行期のものなどについて，歴史的， 

学術的価値を多角的に判断しつつ指定を検討していく必要がある。 

都城跡，国・郡庁跡 都城，国・郡庁は，平安時代以前の古代国家の都， 

各国，各郡の政庁等であり，当時の政治や文化の中心を構成していたもので

ある。一国の中心にあるためその後も集落等となり，残されていないものも

多いが，いずれも我が国の政治体制を理解する上で重要な遺跡である。都城

跡としては,藤原宮跡（奈良県）,平城宮跡（奈良県），難波宮跡（大阪府） 

等カち 国庁,蔀番跡では，近江国庁跡（滋賀県），斌T郡衝跡（大阪府）等

が指定されている。また，古代の東北地方経営のための政治，軍事の拠点と

して設けられた城柵跡として多賀城跡（宮城県）等も指定されている。 

社寺跡 杜寺は，本来宗教上のものであるが，各時代の政治・文化と密

接にかかわるものであり，その在り方は歴史のーてル瀬l面を理解する上で極

めて重要なものである。寺院としては,奈良時代以前にあって国家直営で造

営された大寺の跡として飛鳥寺跡（奈良県），東大寺旧境内（奈良県）や各国

に設けられた国分寺，国分尼寺（例，武蔵国分寺跡（東京都），常陸国分尼寺

跡（茨城県）等），平安時代以降の浄上思想を基にした羊蔵寺跡（岩手県）, 

中世以降の新興の仏教にかかわる建長寺境内（神奈川県）等が指定されてい

る。神社では笑箱神社境内（奈良県），禁後神社境内（福岡県）等が指定され  

ている。 

教育に関する遺跡 中世における学問，教育のー拠点であった足利学校跡 

（栃木県）や江戸時代の各藩の藩学あるいは私塾等として旧文武学校（長野

県），旧蘭蓉学校（岡山県），松下村塾（山口県）等が指定されており，更に

明治以降の新しい学制の下に設けられた学校として旧見付学校（静岡県）等

も指定されている。 

園 池 歴史的な由緒を持つ寺院等の庭園として慈照寺（銀閣寺）庭園 

（京都府），小石川後楽園（東京都），公園として驚曇公園（水戸借楽園）（茨

城県）等があり，その性格上多くが名勝にも併せて指定されている。また， 

最近発掘調査により発見された奈良時代の宮殿とそれに附属する優れた庭の

平城京左京三条二坊宮跡庭園（奈良県）は，日本庭園の起源を知る上で重要

なものである。 

産業，交通等に関する遺跡 産業，交通等に関する遺跡は，分野が極めて

広く，各時代を通じて注目すべきものがあるが，産業関係では古い時代のも

のとして二子山石器製作遺跡（熊本県），篤笹覧輪製作遺跡（茨城県）等，寺

院等の瓦製作に係る瓦窯跡（例，伊良湖東大寺瓦窯跡（愛知県）等），中近世

の陶磁器窯跡（例，元屋敷陶器窯跡（岐阜県）等），鉱業関係の遺跡として石

見銀山遺跡（島根県）等が，交通関係では江戸時代の街道や交通を中心とし

て日光杉並木街道（栃木県），箱根旧街道（神奈川県），島田宿大井311川越遺

跡（静岡県）等が，近代的な交通に係るものとして旧新橋横浜間鉄道創設起

点跡（東京都），旧堺燈台（大阪府）等が指定されている。産業，交通等に関す

る遺跡は，比較的近年になって注目を集めているものであり，過去の人々の

活動を広く知るために欠くことのできないものであるので,今後もこの分野

の遺跡の史跡指定を重点的に進めていく必要がある。 

城 跡 城跡は，古代以来それぞれの時代及び地方に特徴的な遺構が残

っておリ，当時の政治的，軍事的な状況を知る上で極めて重要なものである。 

中世に属するものとしては，一乗谷朝倉氏遺跡（福井県），武田氏館跡（山 
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梨県），八王子城跡（東京都）等が，江戸時代については，姫路城跡（兵庫県）, 

大坂城跡（大阪府），江戸城跡（東京都）等がある。なお，地域的なものとし

ては,北海道にのみ分布するチャシ跡としてモンリャ！書跡（北海道），根室半

島チャシ跡群（北海道）や沖縄県地方に特有の萄i跡として帯姦堀跡（沖縄県）, 

今帰仁城跡（沖縄県）等力斗旨定されており，また，幕末期の北方その他の海

辺防備のために特に築かれたものとして五稜郭跡（北海道），品川台場（東京

都）等も指定されている。 

外国又は外国人に関する遺跡 江戸時代以来の外国との交渉，外国人の活

動を跡付けるものとして，出島和蘭商館跡（長崎県），シーボルト宅跡（長崎

県）等が指定されている。 

以上のように遺跡の種類は多岐にわたり，その歴史的意義や遺構の状況等

も極めて多様でかつ個性に富んでいるが，表7-9から見るとおり，現在史

跡指定されているものは，例えば，原始，古代に属するものが多く，中世， 

近代に係るものが少ないことなど，指定遺跡の種類，時代における偏りもみ

られるので，この点に留意しつつ，「我が国の歴史を理解する上で欠くことの

できないもの」という観点から，個々の遺跡について今後も歴史的，学術的

価値等を多角的に判断しつつ必要なものについて指定を進めていく必要があ

る。 

また，開発事業等に伴う発掘調査等によって新たに発見された重要な遺跡

についても，緊急に保存の措置をとるために逐次指定していく必要がある。 

(2）名 勝 

名勝は，山岳，峡谷，海浜等の自然を主体としたものと庭園，公園等の人

工の造形を主体としたものとに区分することができるが，いずれも景観上あ

るいは芸術上価値の高い，我が国の優れた国土美として欠くことのできない

重要なものであり，昭和63年 3月31日現在その両者を併せて287件が指定され  

表1-10 名勝の種類別指定件数 

146 (20) 

湧 

湖 

岩石 

山 	岳、 

峡谷，渓流、 

松 原“ 

花 、 樹

展望地点 

合 	計 	287 3 

（注）( ）内は特別名勝で内数である。 

ておリ，これを種類別に示すと表7-10のとおりである。 

自然を主体とする名勝（自然地形等） 自然を主体とする名勝としては， 
ばく 

河川，爆布，湖沼，海浜，島，山岳，峡谷等の自然地形や松原，サクラなど

の花樹の群落景観等自然そのものを対象とするもののほか，自然のものとは

言いながら人の文化的な活動が要素として加わっている，いわば人文的な色

彩の強いものもある。 

自然の地形のみごとな景観を中心とするものとしては，十和田湖および奥

笑最渓流（青森県，秋田県），黒部峡谷（富山県），佐渡海府海岸（新潟県） 

等が，植物の群落景観として優れたものとしては,虹の松原（佐賀県），月瀬

梅林（奈良県），裕未箇川堤くサクラ〉（秋田県）等があり，また，人文的色 

深

砂 

海
山 」
海 

庭
公

橋
河 

類 

（昭和63. 3 .31現在） 

件 数 

2 (1) 
1、二 

一i 	.1): 
9 ( 2) 
25 二 三 

15 ( 2) 
34 (5) 
6 (1) 
13 
S 
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類 分 件 数 

動 植 
動 物

植 物

地質 ・鉱物

天然保護区域 

191 (21) 

533 (30) 

208 (20) 

23 (4) 

第 7章 文化財の保護と活用 

彩の強いものとしては，山寺（山形県），吉野山（奈良県）等が指定されている。 

自然を主体とする名勝の指定は，既に主要なものについてほぽ完了したと

考えられ，近年新たな指定は行われていないが,今後，古来詩歌に詠まれる

などの由緒のあるものを更に調査し，取り上げることも考えられる。 

人工の造形を主体とする名勝（庭園，公園等） 庭園については，従来， 

芸術的価値の観点から鑑賞上優れたもの，造園史的に重要なものを選んで名

勝指定を行ってきたが，これも寺院に設けられたもの，大名の城や居館に築

かれたもの，地方の豪商や大商人の居宅に附属したものなどがある。寺院関

係のものとしては，龍安寺方丈庭園（京都府）,円覚寺庭園（神奈川県）等が， 

大名庭園としては，岡山後楽園（岡山県），兼六園（石川県）等が，個人の居

宅のものとしては，盛美園（青森県），依水園（奈良県）等がある。また，庭

園以外のものでは，錦帯橋（山口県），奈良公園（奈良県）等がある。 

庭園については，特に最近，古代，中世の宮殿や城館の庭で古く埋没して

しまっていたものが発掘調査によってよみがえる例も少なくない。これらは， 

表1 -11 天然記念物の種類別指定件数 

（昭和63. 3. 31現在） 

合 ・ 計 	955 (75) 
（注） ( ）内は持別天然記念物で内数である。 

第 5節 記念物 

現存する庭園のように後世の変形を受けておらず，築造当時の形態をよくと

どめている点で貴重なものとされているので，これを整備，修復して鑑賞に

耐え得るものとし，指定することも行われている（例えば，景良欝跡庭園（岐

阜県）等）。 

今後，庭園の指定については，風土の違いなどに根ざす各地方の特色を示

しているものや，発掘調査によって新たに発見され整備，復原されたもの， 

あるいは明治以降の作庭に係るものなどについて検討する必要がある。 

(3） 天然記念物 

天然記念物は，内容としては,動物，植物，地質鉱物及びそれらが総合的

に高い価値を形成している天然保護区域に区分されるカ、 いずれも我が国の

国土を構成している自然を記念する重要なものである。昭和63年3 月31日現

在併せて955件が指定されており．これを種類別に示すと表7-11のとおリで

ある。 

天然記念物の指定は，これまで，昭和40年代前半に行った全国の植生及び

貴重な動植物の所在状況調査の結果把握された重要なものについて順次行う

とともに，新たに発見された化石その他の鉱物等についても行ってきた。 
“ 	 は 

動 物 噛乳類，鳥類，肥虫類，両生類，魚類，昆虫，軟体動物等様々 
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な動物群に属するものが対象とされ，イリオモテヤマネコ（哨乳類），コウノ

トリ（鳥類），セマルハコガメ（肥虫類），ォォサンショウウオ（両生類）， ミ

ヤコタナゴ（魚類），ウスバキチョウ（昆虫）等動物そのものが指定されてい 
杜るとり 

るものと鹿児島県のツルおよびその渡来地（鹿児島県），春採湖ヒプナ生息地 

（北海道）等動物とその生息する地域が併せて指定されているものとがある。 

植 物 細菌類から高等植物まで多種多様のものが対象となっている

が，保護の対象も，巨樹や珍しい種類のものに着目したもの（例えば,杉の

大スギ（高知県）,1眼のアイラトビカズラ（熊本県）等），植物群落に着目

したもの（例えば，野競原始林（北海道），白馬連山高山植物帯（長野県，新

潟県，富山県）等）など様々である。 

地質・鉱物 単なる鉱物だけではなく，地震，火山活動,侵食等の現象や

化石等も対象とされ，根尾谷の菊花石（岐阜県），玄武洞（兵庫県），魚津埋

没林（富山県），穴鷲の嵐穴群（愛媛県），ェゾミカサリュウイヒ石（北海道） 

等が指定されている。 

天然保護区域 天然保護区域は，保護の必要のある動植物等に富んでいて

その自然全体が貴重とされる地域であるが，著名なところとしては釧路湿原 

（北海道），尾瀬（群馬県,福島県，新潟県），上高地（長野県）等が指定さ

れている。 

天然記念物は,保護対象が生物から鉱物まで広範囲であること，動物の場

合，動物そのもののみが指定対象となっているものと動物及びその生息地等

が併せて指定対象となっているものがあること，樹木一本から尾瀬，上高地

等のように広大な地域まで対象地の広狭の差が甚だしいことなど多様な特色

を持っている。このような多様性は，当扶  保護の対象，保存・管理の及ぶ

範囲,内容等において大きな差異となって表れ，施策の実施を困難なものと

している。 

なお，天然記念物の指定地には，その性格上，自然環境保全法による保護  

対象地域や自然公園法による国立・国定公園の指定地域と重複しているもの

がある。また，鳥獣にあっては，鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律その他の鳥獣

保護のための制度による対象鳥獣あるいは鳥獣保護区と重複していることが

ある。このような場合，それらの関係する制度，行政との連携をとりながら

その保護を進めている。 

修理，整備，公開 

史跡等については，それが将来にわたって保存されるとともに,現代にお

いて適切に活用され，国民が歴史や伝統文化に慣れ親しむ場として，あるい

は研究，教育，レクリエーション等の場として積極的役割を果たすことも要

請されている。このため，史跡等が損傷を受け，あるいは公開・活用に適さ

ない現状となっている場合には，これを修理，回復するとともに，順次,そ

の文化財としての内容，価値を理解しやすいものに整備し，公開する措置を

とることとしている。 

修理，整備の事業は，原則として，管理団体に指定されている地方公共団

休等が国庫補助によって実施している。これまで史跡等の保護の重点は，む

しろ開発等に対応する調整や現状変更等の制限の面に置かれてきたが,近年

は，修理，整備等についても，施策の重点に置き，一層の充実に努めている。 

また，例えば，史跡等を都市公園法に基づく公園の一部として保存・整備する

など，史跡等の整備に当たりて，地方公共団体等は，他の制度を併せて活用

することについても積極的に取り組む必要があると考えられる。 

(1） 史 跡 

史跡は，時代を経る問に破損，荒廃してしまっているものも多いため，歴 
し”んせつ 

史的な建物の解体修理，城跡の石垣積替え，堀・池の湊深等の修復を行い， 

それ以上の荒廃を防ぐ必要がある。また，農地，山林等となってしまい，外 
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13 「風土記の丘」 及び「歴史の道」の所在 

（建設，整備が完了したもの） 

、 	 陸奥上街道（宮城県）  

出羽仙台街道中山越（宮城・山形県） 

さきたま風土記の丘（埼玉県） 

' , 1 中山道（長野県） 

立山風土記の丘（富山県）  、 ‘  

近江風土記の丘（滋賀県）  、 ．  

近つ飛鳥風土記の丘（大阪府） 	悩．．~ 

紀伊風土記の丘（和歌山県） 	'.，畑． 

吉備路風土記の丘（岡山県） 	心~ 

房総風土記の丘（千葉県）  

風土記の丘

歴史の道 

（昭和63.3.31現在） 

W’ 	 熊野参詣道（和歌山県） 

八霊立っ風土記の丘（島根県） 

みよし風土記の丘（広島県）り

宇佐風土記の丘（大分県） 

西都原風土記の丘（宮崎県） 
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見上遺跡としての形態を把握できなくなっているものについては，歴史的な

意義や内容を理解でき,親しめるものとして公開するため，発掘調査等によ 
が ら人 

って得られた知見等を基に，古代住居の復元，寺院の伽藍配置の地表表示， 
えん 

古墳の墳丘の修復等の整備や遺跡内をめぐる苑路や管理施設の設置等を行

い，いわゆる 「史跡公園」 として整備，活用することも要請されている。こ

のため，地方公共団体に補助金を交付し，昭和61年度までに，大坂城跡（特

別史跡，大阪府）の石垣修理，多賀城跡（特別史跡,宮城県），一乗谷朝倉氏

遺跡（特別史跡，福井県），大宰府跡（特別史跡，福岡県）の整備等，計503 

か所について修理，整備事業を実施した。 

‘史跡の整備，活用のための特殊な事業として，「風土記の丘」整備事業と「歴

史の道」整備事業がある。 

「風土記の丘」は，古墳，城跡等が集中的に所在する地域を広域に整備し， 

併せてその地方の歴史資料，考古資料等を収蔵，展示する資料館を置いて， 

遺跡と関係資料の一体的な保存・活用を図ろうとするものであリ，昭和41年 
さい と “る 

度以来都道府県の事業として進められ，現在，lI7-13のとおり，西都原風

土記の丘（宮崎県）など11か所が完成している。 

「歴史の道」は，古来，人や商品，文化の交流の舞台となってきた街道， 

水路のうち現在なお往時のたたずまいを残しているものを選び,それに沿う

地域と一体として保存・整備し，活用を図るもので，昭和53年度から，国庫

補助により，都道府県及び市町村の事業として現況等の調査と整備が進めら

れている。現在，奥州街道（岩手県），立山街道（富山県），高野山参詣道（和

歌山県），人吉街道（熊本県）など23都道府県において調査が行われており， 

図7-13のとおり，芭蕉の「奥の細道」で知られる陸奥上街道（宮城県）な

ど 4 件については整備が完了し，萩往還（山口県）など 2件については継続

して整備が行われている。 

このような史跡の修理，整備の事業は，史跡を現代において国民が歴史や

伝統文化に慣れ親しむ場として活用し，あるいは研究，教育等に積極的に役 
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立たせるために，国民と史跡との直接のつながりを形成する極めて重要な施

策であり，今後ー層の充実が必要ど考えられる。 

(2） 平城宮跡及び飛鳥・藤原地域の保存・整備 

平城宮跡，藤原宮跡及び飛鳥地域の諸遺跡は，我が国の古代国家成立当初

から奈良時代までの政治の中心をなした都城跡その他の重要なものであり， 

これらについては史跡，特別史跡の指定を行うとともに，そのほとんどにつ

いて，文化庁が直接その保護のための調査，土地の買取り，整備等を行って

いる。 

ア 特別史跡 平城宮跡（奈良市） 

平城宮跡は，奈良の都の宮城の遺跡であり，約131ヘクタールを特別史跡に

指定している。平城宮跡の保護については，昭平1138年度から奈良国立文化財

研究所による組織的な発掘調査，国による民有地の買上げを進めるとともに， 

保存整備基本構想によって，宮跡全体を「遺跡博物館」として整備する方向 
だい り らょうどういん 	かんが 	 つい じ 

で，内裏，朝堂院及び官街の一部の遺構の表示，南辺築地・官街建物の復元， 

第 5節 記念物 

覆屋による遺構そのものの公開，資料館による出土品の展示等を行っており， 
ず ‘く 

今後更に朱雀門の構造，工法に関する調査研究を行っているところである。 

整備の進展に伴い，宮跡を訪れる見学者も多数に上っており，史跡として

の保護とともに，公開施設としての管理の在り方を改めて見直す時期にきて

いる。 

ィ 特別史跡 藤原宮跡（橿原市） 

藤原宮跡は，我が国最初の都城の遺跡であり，約54ヘクタールを特別史跡

に指定している。藤原宮跡については，昭和46年度から奈良国立文化財研究 
だいごくでん 

所による組織的な発掘調査，国による民有地の買上げ，大極殿跡の暫定的整

備を進め，現在，その整備基本構想の策定のための準備調査を行っていると

ころである。 

ウ 飛鳥地域（明日香村） 

飛鳥地域は，我が国古代国家発祥の地として，多くの重要な遺跡が所在し

ており，それぞれ特別史跡等に指定し，文化庁が直接に，あるいは奈良県及 
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び明日香村が国庫補助によリ発掘調査，民有地の買上げ，整備，資料館によ

る出土品の展示等を行っている。 

なお，この地域については，古都における歴史的風土の保存に関する特別

措置法及び明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関す

る特別措置法による保存・整備等も行われている。 

(3） 名 	勝 

自然の名勝の場合，松原におけるマツクイ虫防除などを除き，実質的な修

理，整備等は不必要あるいは不可能であることが多いが，庭園等については, 

日常的に清掃や小修理，植栽の手入れ等が必要であり，損傷等が著しくなっ

ているものは，建物や石組の修復，池の俊諜，樹木・植栽の整備等を行わな

ければならない。 

このような名勝庭園等の修理，整備は，昭和61年度までに浄瑠璃寺庭園（特

別名勝，京都府）の池の湊諜等，龍安寺方丈庭園（特別名勝,京都府）の土 
しさ を え人 

塀等修理,識名園（名勝，沖縄県）の全面的な修復・整備，猿橋（名勝，u」 

梨県）の架け替え等計67件の事業が国庫補助によリ実施された。 

このほか発掘調査によって新たに発見された庭の遺構の復元的な整備も史

跡整備の事業等として行われている（例えば，ー乗谷朝倉氏館跡庭園（福井

県），平城京左京三条二坊宮跡庭園（奈良県）等）。 

(4） 天然記念物 

動植物を対象とする天然記念物でその生育状況に変化が生じ，自然のまま

では将来にわたって良好な状態を保つことができないものについては，その

原因を明らかにした上で，人為的に積極的な保護の手を差し伸べる必要があ 

具体的な事業の内容は，動植物の種類や置かれている状況によって様々で

あるが，荒廃している湿原等の植生回復，病害虫の駆除，上壌改良による樹 
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勢回復，動物への給餌，飼育・繁殖・環境回復等の事業を，国庫補助による

地方公共団体の事業として進めておリ，昭和61年度までにコウノトリ（特別

天然記念物）の保護増殖，水原のハクチョウ渡来地（天然記念物，新潟県） 

の水鳥渡来地としての整備，蒲星のクス（特別天然記念物，鹿児島県）その

他の樹木に対する樹勢回復等103件を実施した。 

保存管理計画 

史跡等に指定された場合，指定対象の地域等についてその現状を変更する

行為等（例えば，史跡の場合，遺構に影響を与えるような建物の建設等，天然

記念物の場合，動植物の捕獲・採取等）が制限を受けることとなるとともに， 

史跡等の保護上必要な管理や復旧を行わなければならないカち これらの制限

や管理の内容等は，史跡等がそれ自体非常に個性に富むものであり，かつ， 

その現状もまた多様であるため,個々の物件の性格や現況によって具体的に

定める必要がある。このため，史跡等のうち，指定地域が広域にわたり，民

有地が多いものなどについて，昭和49年度から，地方公共団体に補助金を交 
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付して，保存管理計画の策定を進めている。 	 として管理に当たらせることが適当な場合が多く，そのため，近年ではでき 

保存管理計画は，史跡等ごとに，その指定地を規制の強弱の程度，すなわ 
	

るだけ指定と同時に管理団体を指定することを方針としている。 

ち内容によって，例えば，①現状変更等を認めない地域，②現状変更等につ・ 	 動植物を対象とする天然記念物については，環境条件の変化等が直ちにそ 

いては発掘調査等の結果に基づいて判断する地域，③既存の建物等の増改築 
	

の生育，存統に影響する場合が多いので，取り返しのつかない事態となるこ 

については現状変更を認める地域等に区分して示し，また，経常的な管理の 
	

とを避けるためには，常にその現況を把握するとともに，生育状況に変化が 

方法，整備や修理についての基本方針等を定めようとするものである。昭和 
	

現れた場合には，その原因を明らかにし，対策を検討するなどのための調査 
さいぐう 

61年現在,史跡については，中尊寺境内や斎宮跡等145件，名勝については， 	 を行うことが不可欠である。 

松島，富士山等17件，天然記念物については，伊豆沼・内沼の鳥類及びその 
	

このため，天然記念物の動植物で生育状況に変化を生じたものについては， 

生息地等 8件，合討170件について保存管理計画が策定されている。 	 地方公共団体に補助金を交付し，その現況，変化の原因等を調査し，衰滅を 

保存管理計画は，その策定によって当該史跡等の保存管理の万全を期する 
	

防ぐための対策の樹立を図ることとしている。 

ことができるとともに，開発事業者等に対しては，各史跡等について保護の 
	

史跡等の保護は，きめ細かな管理等の配慮を地道に継続的に行っていかな 

基本方針や規制の程度をあらかじめ示すことができるので，史跡等の保護と 
	

ければならないものであり，管理団体等による管理とともに，その所在する 

開発等との調整の円滑化にも資するものである。このため，今後とも各史跡 
	

地域の住民をはじめ国民全体の理解と協力があって初めて達成できるもので 

等についてー層その策定を進める必要がある。 	 ある。このため，史跡等についてもその保護意識の普及を図るとともに，地 

管 理 

	 域住民のボランティア活動等の保護への参加が期待される。 

(2） 食害問題等 

(1） 史跡等の管理 

史跡等を将来にわたって良好な状態で保護していくためには，現状変更等

を規制して人為的な破壊を防ぐとともに，これを文化財として適切に管理し

ていくことが必要である。このための措置としては，標識，説明板，境界標， 

囲柵等の施設の設置，建物等の防火・警火装置その他の防災施設の設置や除

草，清掃，見回り等がある。 

史跡等の管理は，制度上，個々の史跡等ごとに指定された管理団体，所有

者又はその選任する管理貴任者が行うこととされているが，特に土地を要素

とする史跡等にてn、ては,例えば，指定地が広域にわたること，所有者が多

数に及ぶことなどから，所有者による管埋よりは地方公共団体等を管理団体 

野生の動物といえども何らかの形で人とのかかわりをもっている。そのよ

うな人と動物のかかわリは，人も自然の生態系のー員として環境の一部を構

成するものである以上当然のことであるカち そのかかわりの在り方は様々で

ある。古来，動物が主として農林業への加害者としてとらえられてきたのは， 

人と動物のかかわりの不幸なー面である。動物を保護すると同時に動物によ

る害への対応を定める一般的な制度として，鳥獣保護及狩猟等ニ関スル法律

による制度が設けられている。 

天然記念物に指定されている動物の中にも，農林業等に被害を及ぽすに至

るものがあり，その場合は，天然記念物としての保護と被害の関係及び対策

が問題となる。被害は，いずれの場合も種々の要因が相乗的に働いて生じる 

-376- 	 ー-377一一一・ 



第 7章 文化財の保護と活用 	 第 5節 記念物 

ものであり，その原因を一元的に明らかにすることは困難な場合が多いカち

従来，大きな問題となったものについては，事実上の対応として，文化庁で， 

地方公共団体に対する国庫補助の形で被害防除のための事業を進めている。 

特に，近年，全国的な問題となっている特別天然記念物 カモシカによる

植林木等への食害に関しては，その防除対策として防護柵の設置，ポリネ・ソ

トの装着，忌避剤の塗布，効果測定調査等の事業を，特別天然記念物 鹿児

島県のツル及びその渡来地に係るツルによる農作物等への被害については， 

給餌，ツルの休遊地の借上げ，防護網の設置等を国庫補助による地方公共団

体の事業として進めており，このために特別の予算措置を講じて対応してい

る。 

なお，カモシカは，我が国特有の大型晴乳動物として，昭和 9年天然記念

物に，昭和30年特別天然記念物に指定されているが，昭和49年ごろからカモ

シカによる植林地，農地への食害に対する施策を求める要請が，青森県，長

野県，岐阜県等を中心とする全国各地から出された。これに対して，関係の

環境庁，文化庁，林野庁では，カモシカの生息状況，食害の状況等に関する

基礎的調査を行った上で，昭和54年 8月「カモシカの保護及び被害対策につ

いて」国としての統ー的方針を定め，これに即してそれぞれ具体的な施策を

進めてきた。文化庁では，前述の被害防除対策や調査のほか，カモシカその

ものの特別天然記念物としての指定をその生息地を含めた地域指定の方式へ

移行させるため，それに至る措置として，カモシカの分布等を考慮しつつ全

国各地に「カモシカ保護地域」の設定を進めている。 

(3） 天然記念物と自然環境 

天然記念物のうち特に動植物を対象とするものについては，特定の動物そ

のもののみが指定されている場合と動植物の生息地又は生育地であるー定の

地域が指定されている場合とがある。しかし，その保護に際しては，動物の

みが指定されている場合，その営巣地，採餌地等と切り離してその生息を考  

えることは不可能であリ，地域を定めて指定されている場合においても，保

護対象の動植物が指定地域を超えた周囲の環境と一体として生息又は生育し

ていることが多いため，それらの環境条件についても考慮しておく必要があ

る。 

また，天然記念物指定地域が自然公園法等による指定地域と重複しておリ， 

それらの制度による保護も受けている場合があるc 

したがって，このような場合の天然記念物の保護にてル、ては，現状変更等

の制限，管理その他の措置全般にわたって自然環境との関係を考慮しつつ進

める必要があリ，関係する制度，行政との連携も密にすることが望まれる。 

このため，特に動植物の天然記念物の保護については,国，地方公共団体

のそれぞれにおいて，自然環境や鳥獣保護を所掌する部局との間で協力関係

が形成されている。 

文イヒ貝オ保護行政と自然保護行政の実施面での調整として，文化庁と環境庁

との間で，国立・国定公園の特別地域等一定の区域内の動植物等に係る天然

記念物の保護増殖事業は，環境庁が文化庁と協議しつつ実施することとして

いる。 

現状変更等の制限 

，史跡等に指定された地域等については，現状を変更し，あるいはその保存

に影響を及ぽす行為をしようとする場合，文化庁長官の許可を要することと

されている。昭和61年度の現状変更等の許可件数は，史跡について970件，名

勝について458件，天然記念物について200件，合計1,628件であった。庭園， 

公園等の名勝については，その性格上，価値を著しく損なうこととなる現状

変更が計画されることは少ないが，史跡，海浜などの自然名勝，植物群落な

どの天然記念物については，広大な範囲が指定され，種々の利用形態の土地

を含むことが多いため，現状変更等の規制と開発事業等との調整を必要とす 
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る場合が多い。また，動植物を対象とする天然記念物については，その保護

のためには単なる物理的な破壊の防止のみならず，その生育条件の確保も必

要とされるなど，別種の要素が加わって，開発事業等に対する現状変更等の

制限をどのように運用していくかについて困難な問題を生ずる場合がある。 

特に，近年国民の自然保護に対する関心が高まっている中にあっては,天然

記念物の保護と山林の資源利用その他の開発事業との調整は,周到な配慮の

下に行う必要性が高まっている。 

現状変更等の制限の運用上重大な内容のものについては，それが計画され

た段階あるいは地方公共団体の教育委員会に許可中請が提出された段階で, 

史跡等の保護に支障を生じないよう計画変更や計画の中止を指導し，調 す

る場合が多い。 

現状変更等の制限は，史跡等の保護にとって必要なものであるー方，土地

等の利用規制を内容とするため，史跡等の指定地の所有者等にとっては財産

権に対する制約と受け取られる場合もある。したがって，具体的な現状変更

等についての可否の判断に際しては,史跡等の保護とともに財産権や他の公

益との調整にも留意する必要があり，競合する両者の適切な調整には大きな

困難を伴うことも少なくない。 

規制により財産権につき一定限度を超える損失を生じた場合については補

償を要するが，従来 地方公共団体が国庫補助により,その規制対象の土地 
てん 

等を買い取ることによって実質的補損に配慮している。 

史跡等の保護にあっては，程度の差はあるが，このような現状変更等の制

限は不可欠のものであるので，今後も土地所有者その他の権利者の理解と協

力を得つつ，個々の条件についての調整，適切な指導に努めるとともに,ど

うしても現状変更等を許容できない場合の土地の買取りによる損失補損措置

を的確に実施し得るような施策の充実が重要である。 

なお,自然の名勝や天然記念物の場合，自然公園法による国立公園等の区

域と重複している場合があるので，現状変更等の処理に際しては，環境庁等  

関係の行政機関等との連絡，調整も必要である。 

指定地等の公有化 

史跡等の指定地は，所有者別にみると，国有地，公有地，杜寺有地，民有

地等様々であるが，大部分の場合，史跡等としての価値とは無関係の土地利

用を目的として所有されており,特に民有地においては，常に現状変更等の

潜在的可能性を持っていると考えられる。史跡等については，保存管理計画

等に従ってその管理が行われるが，その指定地の中核的な部分の保護のため

には現状変更を厳し〈制限する必要のある場合がある。このような場合は， 

最終的に調整がつかなければ，対象の土地等を国庫補助によって地方公共団

体が買い取リ，史跡等の保護と財産権の尊重を併せて解決するほかはない。 

特に，史跡については，近年における開発の進展,土地利用の多様化に伴

って，その保護と現状変更等が衝突する事例は増加してきており，土地等の

買取りの要求も今後ますます強まっていくものと考えられる。昭平1161年度ま

でに国庫補助事業によリ地方公共団体が買い取った史跡指定地は約1890ヘク

タール（史跡指定地の約10%）となっている。 

名勝，天然記念物に係る土地の買取リについても，史跡の場合と同様，そ

れを地方公共団体が買い取らなければ保護を全うすることができないと考え

られた範孝 J31（名勝，京都府），策撮のハクチョウ渡来地（天然記念物，新潟

県）等について実施した。 

す 
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貝塚，古墳，住居跡などの遺跡や，土器，石器などの遺物が土地に埋蔵さ

れている場合，これを埋蔵文化財といい，埋蔵文化財を包蔵している上地を

埋蔵文化財包蔵地という。 

埋蔵文化財包蔵地は，従来からその存在が知られていたり,地表で識別で

きる場合もあるが,土中にあって専門家以外にはその所在が分からず，ある

いは未発見のままとなっていて工事等の際新たに発見されるものもある。こ

のような埋蔵文化財包蔵地の性格が，その保護を困難なものにしている。 

埋蔵文化財包蔵地は，都道府県による分布調査の結果を総合すると，現在

全国に約30万か所程度あるものと考えられている。このため，この十数年間

の全国的な国土開発の進展によって重大な影響を受け,その保護は各種開発

事業等との調整を必要とするなど相当な困難を伴っている。 

埋蔵文化財包蔵地の把握と周知 

定の保護の下に置くこととされている。 

文化財保護法上，埋蔵文化財包蔵地として周知されている土地は，図 7

14のとおり，その土地における工事等について届出等を要することとされる

とともに，工事等による新たな遺跡の発見についても同様の制度を設け，一

図 7一14 埋蔵文化財の保護の流れ 

- 

-（遺跡詳細分布調査）（補助事業） 
・讐蔵文イ瞬の所在状況を把握

するための分布調査 

・遺跡地図等への登載 

・住民等への周知の徹底 

周知の埋蔵文化財包蔵地 	 よる遺跡の新規発見 

エ事を行う場合の届出・通知 遺跡の新規発見の届出・通知 
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遺跡の性格・範囲等を把握 

するための調査 	“ 

（埋蔵文化財確認調査）（補助事桑） 
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学術調査 
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したがって，埋蔵文化財を保護するためには，埋蔵文化財包蔵地の所在を

把握し，これをー般に周知しておくことが重要である。このため，文化庁及

び地方公共団体においては，従来，全国的な埋蔵文化財の分布調査や大規模

な開発事業計画に伴う分布調査，試掘調査による所在状況の把握と 「遺跡地

図」の刊行その他の方法によるその周知の徹底に努めてきた。 

昭和55年の調査による遺跡の種類別件数は表7 --12のとおりであるが，遺

跡の現況は様々であるため，古墳，城館跡のように形状等の上で確認しやす

いものが多くを占めていることとなっているとも考えられる。 

埋j歳文化財は，その所在の密度が高い上，近年の国土開発の進展によって， 

開発事業等とかかわることが極めて多くなっている。開発事業計画の立案， 

計画内容と埋j歳文化財の取扱いについての調整等に際しては，埋蔵文化財包

蔵地の範囲，遺跡の性格，遺構の状況等があらかじめ明らかになっているこ

とが望ましいので，今後とも分布調査等により埋蔵文化財の所在を確実に把 

表 1 -12 全国遺跡の種類別状況 

（昭平ti55.に，l現在） 

握し，地図等によって範囲を含めて明示するとともに，試掘調査により，そ

れぞれの埋蔵文化財包蔵地ごとに更に詳細な知見を得ておくよう努める必要

がある。 

開発事業等との関係 

周知の埋蔵文化財包蔵地において土木工事等を行おうとするときは,文化

財保護法上，民間事業については着手の60日前までの文化庁長官への届出， 

国，地方公共団体等の事業については事業計画策定に際しての文化庁長官へ

の通知が必要とされている。これに対して，文化庁長官は，必要な指示（民

間事業の場合），協議又は勧告（国等の事業の場合）をすることができること

とされている。 

また，工事その他の機会に，遺跡が新たに発見された場合についても，文

化庁長官への届出又は通知が必要とされ，これに対しては，必要な指示又は

現状変更の停止等の命令（民間の場合），協議又は勧告（国等の場合）をする

ことができることとされている。 

これらの制度を基礎として，開発事業に対する埋蔵文化財の保護について

種々の措置カ、 国，地方公共団体の関係機関，開発事業者等によってとられ

ている。 

(1） 発掘届出等の状況 

埋蔵文化財にかかわる上記の届出，通知等（学術的目的及び開発に伴って

行われる発掘調査についての届出等を含む。）の件数の推移を示すと，図7-

15のとおりであり,昭和50年度における約2800件に対し,昭和61年度の約1 

万8000件と激増している。これによって全国にわたる種々の形の土地開発の

進展が埋蔵文化財に与えた影響の傾向を知ることができる。 

昭和61年度における埋蔵文化財にかかわった開発事業の種類別内訳は，図 
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図1-15 埋蔵文化財の発掘調査に関する届出等及び 

新たな遺跡の発見届出等の件数の推移 
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-16 埋蔵文化財にかかわった 

開発事業等の種類別内訳（昭手ロ61年度） 

7 -16のとおりであり，宅地造成・住宅建設に係るものが目立って

た，新たな遺跡の発見の届出等の件数は図7 -15のとおリである。 

(2） 開発事業等に対する対応 

埋蔵文化財包蔵地において開発事業等が行われる場合，最も一般的な対処

方法は，その計画段階において都道府県又は市町村の教育委員会と事業者と

が事前協議を行い，遺跡の重要度に応じて，①事業地区に含めないもの，②

事業地区に含めるが，計画の一部変更等によって保存を図るもの，③発掘調査

を行って記録を残すものなどに区分して取扱いを調整することとしている。 

このような措置の結果，現状保存することとされたものについては,史跡

指定による保護，開発区域内の緑地等としての保存等が図られ，また，記録

を保存することとされたものについては，地方公共団体等によって必要な発

掘調査等が実施され，その結果を記録として残す措置がとられることとなる。 

昭和61年度における開発事業に伴う発掘調査件数は約5600件である。 

-387ー 
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開発事業等に伴って行われる発掘調査の経費については，発掘調査の実施

の必要を生じさせた原因事業の事業者に協力を求めるのを原則としており， 

個人が行う住宅の建設等調査経費の負担を求めるのが適当でない場合にてル、 

ては，国庫補助によリ地方公共団体が調査を行うこととしている。昭和61年

度における発掘調査経費の負担状況は表7-13のとおりである。 

以上のような開発事業等に対する対応については,従来から，文化庁は関

係省庁や大規模な開発事業を行う公団等との間で，埋蔵文化財包蔵地の取扱

いにてル・て，包括的な協議を行うとともに，開発事業等との調整の円滑な実施

等について各地方公共団体を指導してきたところである。さらに，昭和60年

の臨時行政改革推進審議会答申の中で，「埋蔵文化財包蔵地を周知徹底し，事

前協議・調査期間短縮のため，事務処理及び調査等の基準をより明確化し， 

地方公共団体への徹底を図るなど，文化財保護と都市整備の推進との円滑， 

迅速な調整のための具体的措置を講ずる。」という指摘がなされ，これを受け

て，文化庁としては，地方公共団体に対し，「埋蔵文化財の保護と発掘調査の 

表1 -13 埋蔵文化財発掘調査経費の

負担状況（昭和61年度） 

（単位 千円） 

15,'561 
(31,.8 

-388- 

円滑化について」通知し，①地方公共団体の埋蔵文化財担当職員の増員等， 

発掘調査体制を充実すること，②埋蔵文化財包蔵地の所在状況を的確に把握

し,遺跡台帳等の資料を整備すること，③発掘調査の事前協議において,事

業者との調整を迅速かつ適切に進めること，④最新の機械‘機器を積極的に

導入するなど発掘調査の効率的かつ迅速な実施に努めることなどを指導し

た。さらに,建設省等と協力して，宅地開発等と埋蔵文化財の取扱いについ

ての調整や調査等に関する事務処理の標準を示すなど開発事業等に対する対

応の円滑化を図った。 

発掘調査等の体制の充実と施設の整備 

埋蔵文化財に関する行政は，地方公共団体においては，文化財行政の中で

も大きな部分を占めているが，開発事業等への対応の急増に伴って，主とし

て発掘調査体制の充実の要請は極めて強い。これに対応して，各地方公共団

体においては，埋蔵文化財調査センターを設置し，担当職員を確保するなど

調査体制の充実に努めている。また，このほかに，地方公共団体の出資によ

り設立された公益法人が埋蔵文化財調査を行っている例が少なくなく，この

ような公益法人は，現在全国で約40に上っている。 

地方公共団体やこれらの公益法人における埋蔵文化財担当職員数の推移は， 

図7 -17のとおりであり，昭和50年の約900人に対し昭和62年には約3400人に

達しているが，今後とも,地域によっては調査体制の充実が望まれる。 

なお，文化庁では，奈良国立文化財研究所に埋蔵文化財センターを設け・

地方公共団体の埋蔵文化財担当職員を対象として，その資質向上を図るため， 

発掘調査に関する専門技術を中心として，各種の研修を行っており，昭和61 

年度までの修了者は延べ2548名となっている。 

また，地方公共団体における発掘調査，出土品の整理等の埋蔵文化財に関

する種々の作業の拠点となる施設として，国庫補助により公立の埋蔵文化財 

一389・ー 
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図1-11 地方公共団体の埋蔵文化財担当職員数の推移 3,415(1.172) 
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I 毎年度おおむね 5 月1日現在の数値である。 

2 市町村については，昭和49年度以前は調査されていない。 

( ）内は,財団法人の職貫及び地方公共団体の嘱託,臨時等
の内数である。 

調査センターの建設を進めており，昭和61年度までに31か所が完成している。 

出土品の整理等 

発掘調査によって出土した土器，石器等の出土品は，遺構とともにその遺

跡の内容を明らかにする大切な資料であり，整理，研究の上記録し，保管す

るとともに，公開展示するなどの活用を図る必要がある。 

文化庁では，地方公共団体に対して助成を行い，木製品，金属器等変質， 

破損しやすいものについての化学的な保存処理を行うとともに，出土品の整

理，保管，展示等のための埋蔵文化財収蔵庫の建設，地方歴史民俗資料館， 

埋蔵文化財調査センターの建設を促進している。また，出土品のうち，特に

美術的に優れたもの，学術的に特に貴重なものなどについては重要文化財に

指定し，その保存活用を図っている。 

昭和60年度現在全国で184万箱（都道府県保管73万箱，市町村保管111万箱， 

いずれも43 X 69 >1: 15センチメートルの平箱の換算）の出土品が保管されてい

る。これら多量の出土品の中には，地域によっては，現在のところまだ十分

な整理，活用が行われていない状況のものがあり，その整理及びそれに基づ

く収納，活用の方法が今後の検討課題となっている。 

発掘調査の成果 

主として開発事業等に伴うものではあるカ、 近年，急増している発掘調査

によって考古学的な新たな事実が次々と発見されており，それによって従来

の歴史的な知見が大幅に改められることもしばしば起こっている。 
‘ ぎ ら ざ 

例えば，座散乱木遺跡，馬場壇A遺跡（いずれも宮城県）等の調査によっ

て日本列島における人間の歴史が旧石器時代前期（少なくとも20万年前）に 
た“た ii 

までさかのぼり得ることが明らかにされ，菜畑遺跡（佐賀県），富沢遺跡（宮 

注） 

つu 
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たhやなざ 

城県），垂柳遺跡（青森県）等の調査によって縄文時代末期には既に農耕が

開始され，続いて稲作が急激に東北地方にまで広がっていたことが分かった。 
‘よこ 	たく 

荒神谷遺跡（島根県）その他の遺跡からの銅剣，銅鉾，銅鐸あるいはその鋳型

の出土によって，いわゆる銅鐸文化圏（近畿地方を中心とする）と銅剣・銅

鉾文化圏（九州北部を中心とする）の並立について異説の余地が生まれてき

た。また，平城宮跡（奈良県），多賀城跡（宮城県）その他多くの遺跡から出 
うるLがみ 

土した木簡，漆紙文書によって古代，中世に関する新たな文字史料が多量に 
みfおち 

研究対象とされ，一方，飛鳥水落遺跡（奈良県）における漏刻（水時計）の

遺構の発見によって日本書紀の記述が確認されるなど，歴史研究の上での文

献史学，考古学の接点をなす新たな成果が得られている。 

発掘調査は，その記録等が国民に紹介され，研究対象とされ，我が国の歴

史の解明に役立つことや適切な展示施設において公開されることによって初

めて万全の成果をあげたということができるものであるので，今後ともこの

ような発掘調査結果の活用について，行政機関，研究者等とも適切な対応を

していく必要がある。 

第 1節 無形文化財 

無形文化財とは，音楽，舞踊，演劇などに関する我が国の伝統的な芸能（例

えば，撃曲，歌舞良，能楽）と，陶芸，染織 漆芸，金工などの工芸技術（例

えば，備前焼，友禅，辞絵）その他の人間の「わざ」そのものであり，具体

的にはその「わざ」 を体得した個人又は個人の集団によって体現される。 

このため，無形文化財は，有形文化財のように固定的な評価を受けるもの

ではなく，常にその内容,形式に変化の可能性を含みながら，いわば生きた

形で存在し，また，その保護は「わざ」の体得者を通じて行う以外にないと

いう特性を有している。 

査 

無形文化財の保護は，文化財保護法が昭和29年に改正されてから総合的に

行われるようになった。当初は，戦後の混乱から伝統的な芸能や工芸技術が

どのように復興されているのか，技術者がどこに所在するのかなどというこ

とも不明確であったため，伝統芸能では雅楽・能楽・文楽・歌舞伎等，工芸

技術では陶芸・染織・漆芸・金工・木竹工・人形・和紙等の各分野について

全体的状況を知るための調査が行われた。その後，社会情勢が落ち着くにし

たがい，各種の公開も積極的に行われ，技術者の活動状況が詳細に知られる

ようになった。例えば，伝統芸能の分野では,国立劇場が設立され，歌舞伎， 

文楽，能楽等の公演が行われ，また，工芸技術の分野では，後に述べるよう

に，各分野を統合した日本伝統工芸展や日本刀に関する新作名刀展等が開催

されている。 

文化庁では，このような公開等を通じて，無形文化財である 「わざ」やそ 

ー一 392ー 	 -393- 



（昭和63. 3. 31現在） 

保持団体指定 	 選択」、 

指定件数 保持団体数 ィ牛粉“ 

7 7件（総合指定）7団体 27件、 

I 
	

60 

区i 分 

芸能 

工芸技術 

各個指定’ 

指定件数 保持者数 

24件 

30 35'(36) 

34人L 

54 69 二 (68) 18 87 “， 

第7章 文化財の保護と活用 	 第7節 無形文化財 

の体現者に関する調査を継統的に行うとともに，都道府県や市町村の教育委

員会等の関係者の協力を得て，全体的状況の把握に努めている。 

指定・選択 

無形文化財の保護の基本は，重要無形文化財の指定であり，ここから伝承

者の養成，公開，記録の作成等の保護方策が出発している。 

現在，指定が行われているのは,音楽，舞踊，演劇などの伝統的な芸能及

び陶芸，染織，漆芸，金工などの工芸技術の2分野であるが，数多くのわざ

の中から，①芸術的に特に価値のあるもの，②芸能史や工芸史において特に

重要な地位を占めるもの，③芸術的に価値が高く，又は芸能史・工芸史にお

いて重要な地位を占め，かつ，地方的又は流派的特色が際立っているものの

三つの面に基準を置いて指定している。 

指定された重要無形文化財については，そのわざを保持する技芸者の中で

最も優れている者を保持者に認定するが，同一技術の中に特色を異にする技

芸者がいる場合には，複数の者が保持者に認定される場合もある（各個指定）。 

また，例えば，人形挙瑠璃文楽，における「入形浄瑠璃文楽座座員」のように， 

2 人以上の者が一体となってわざを体現している場合には，これらの者が構

成している団体の構成員全体を保持者に認定している（いわゆる総合指定）。 

さらに，例えば籍繊織こおける「本場結城紬技術保存会」のように，わざ

の性格上個人的色彩が薄く，多数の者の持つわざが全体としてーつの無形文

化財を構成している場合には，その全体を保持団体として認定している（団

体指定）。従前は，団体指定制度がなく，このような場合，その代表者個人を

保持者とせざるを得なかったため，代表者が死亡したときは自動的に指定が

解除され，保護措置の法的根拠が失われるなど，実情に合わない面も生じた

ので，昭和50年の法改正によリ，無形文化財を保持する者が主たる構成員と

なっている団体について団体指定制度が設けられた経緯がある。これまで，  

総合指定は芸能の分野で，団体指定は工芸技術の分野で行われてきた。現在， 

国は，保護の継続性の観点から,この総合指定・団体指定を積極的に推進し

ている。 

このほか，重要無形文化財に指定されていないが，我が国の芸能や工芸技

術の変遷を知る上で重要であリ，記録作成や公開等を行う必要がある無形文

化財にてル、ては，「記録作成等の措置を講ずべき無形文化財」 として選択し， 

これらについて国自ら記録作成したり，地方公共団体等が行う記録作成や公

開事業に対して助成を行っている。 

なお，昭平ロ63年3 月末現在の重要無形文化財の指定・認定及び記録作成等

の措置を講じるべき無形文化財の選択状況は,表7 -14のとおりである。 

表1 -14 重要無形文化財指定・認定及び記録作成等の措置を
講じるべき無形文化財選択件数 

（注） 工芸技術の部の各個指定の保持者こ重複認定があり，( ）内は実人員である。 

無形文化財に関する指定・認定制度は，保持者・保持団体が自らのわざを

磨き向上すること，技術の記録を作成して後世に残すことなどを目指すとと

もに，伝承者を養成することに最大の目的を持つものであるカ、 重要無形文

化財保持者について「人間国宝」という通称が世にいち早く広まったように， 

無形文化財に対する社会の注目と関心を集めた効果は大きなものがあった。 

例えば，木工，和紙等の中には,保持者が認定されることにより，その分野

の技術者に誇りと自信を与え，地場産業の退潮を押しとどめたというケース

も見られるc 
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(1）芸 能 

芸能の指定には，伝統芸能各分野の技芸をそれぞれ個別に取リ上げて無形

文化財に指定し，併せてその技芸の最高の体現者を保持者に認定する各個指

定と，芸能の各分野全体を重要無形文化財に指定し，同時にその芸能の保存

団体の会員を保持者として認定する総合指定の二つの方式がとられている。 

前者の各個指定では，昭和63年3 月末現在，能楽，人形浄瑠璃文楽，歌舞

伎，邦楽，邦舞にわたる計24分野の技芸が重要無形文化財に指定され，34人

の保持者が認定されている。この指定の対象分野は，昭手040年代までにほと

んど出そろった形となり，以後ほぼ固定して今日に至っている。現保持者の

半数以上の18人が昭和50年代以後に認定された者であるように，先人の死亡

による認定解除と,これに次ぐ体現者の新たな認定が行われてきたが，．現在， 

保持者の平均年齢が約80歳と高齢化しており，舞台成果が世間から最も高く

評価される60代，70代の優秀な技芸者がすぐには保持者に認定されないとい  

う事情も近年起きている。 

ー方，総合指定は，昭和30年代初めに雅楽，人形浄瑠璃文楽，能楽が，ま

た昭和40年代に歌舞伎と沖縄の古典芸能組踊が，そして昭不050年代に邦楽分

野の義夫笑節，帯磐庫節がそれぞれ指定された。昭和50年代以後の指定．認

定の特徴は，総合指定の歌舞伎の保持者がそれまでは俳優だけであったのを， 

昭和51年にそれ以外の長蹟，襲卓，竹本，作者などの保持者もこれに付け加

えたこと，また，歌舞伎舞踊の伴奏音楽として必要な常磐津節を昭和56年に

新たに指定したことなどで，いずれも伴奏音楽など歌舞伎を構成する周辺の

技芸が人員の減少・高齢化などで衰勢にあることに対応しての措置である。 

次に，記録作成等の措置を講ずべき無形文化財の選択は，昭和40年代まで 
しようみよう 	 “ぎ 

に，声明，平曲，荻江節，ー中節など，我が国の芸能の変遷を知る上で重要

な分野はおおむね済み,昭平050年代以後に新たに選択された分野は，爺田流 
みんしんがく 

挙曲，明清楽の2件である。 

(2) 土芸技術 

工芸技術の指定には，伝統工芸各分野の技術をそれぞれ個別に取り上げて

重要無形文化財に指定し，併せてその技術の最高の体得者を保持者に認定す

る各個指定と，ー・つの工芸技術についてそのわざを保持する者が多数いる場

合に，その全体の技術を重要無形文化財に指定し，同時にその技術を保持す

る者が主たる構成員となっている団体を保持団体として認定する団体指定と

カ暫テわれている。昭平063年3月末現在，各個指定では，陶芸，染織，漆芸, 
‘りかね ば らる 

金工,木竹工，人形，裁金，搬鎧の計30分野が指定され，35人の保持者が認

定されており，また，団体指定では，陶芸，染織，漆芸，紙の計11分野につ

いて指定され，11団体が保持団体に認定されている。 

指定が始まった昭和30年代は，伝統的な工芸技術の全体像を明らかにする

ことが主な課題であったため，陶芸，染織，漆芸，金工，人形などの分野に

ついての各個指定を中心にして行われ，団体指定にてハ、ては，結城紬，久留 
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特殊な分野と見られがちであった分野にも配慮して指定したことなどが挙げ

られる。 

記録作成等の措置を講ずべき無形文化財のi巽択は．日召和'LA年什中DL- 是】；

焼，租荒I土， 象歌など我が国の工芸技術の杏i響か4n7 トプ、雷車カ．AI"1～へ l 、一一 ''''”一’ ”、w\''11丙’ン山vノー」ーユべ1又γ円Vノ友】貧と失u勺上て”里安な分野について

はおおむね終わリ・昭平ロ50年代以後に新たに選択された分野は，楽焼，刺し輸

など12件である。 

伝承者の養成 

かすり お じ やちぢみ 

米緋，小千谷縮・越後上布等，各技術者が分担し協力しあう作業からなる工

芸技術として最も典型的なものについて行われた。 

昭和40年代の指定は，領域を拡大することに努め，とかく日の当たらない

存在であった木竹工や和紙などが取り上げられ，社会の注目を集めた。また， 

各個指定から団体指定に重点を移し，保持団体の構成も，例えば，和紙の分 
す 

野では同じ品質の紙を漉く特定の地区の技術者で構成されるもの（石川半紙， 

本美濃紙，細川紙），陶芸の分野では代表的な一工房の主要な技術者で構成さ 
ひ， 

れるもの（柿右衛門く濁手〉，色鍋島），漆芸の分野では挽物など各種の木地

づくり・漆塗り・蒔絵や沈金などの加飾等のうち主要な分業の代表的な技術

者で構成されるもの（輪島塗）など，それぞれの分野の業態に応じて，様々

の方式が取り上げられた。 

昭和50年代以後の指定・認定においては，主要な指定分野について当初の

保持者の死亡により空白が生じている状況を解消し，その分野の 2代目， 3 

代目の保持者が誕生したこと，裁金，搬鎮など，従事する技術者が少なく， 

-398- 

重要無形文化財の保存には，単に保持者のわざの保存を図るだけでは十分

でなく・そのわざが人から人へと継承されていくことが重要である。この意

味で伝承者の養成は・無形文化財の保存の根幹であり，また，緊急を要する 

ものである。 

しかし・無形文化財の伝承者の現状には，必ずしも楽観を許さない面があ

る。その原因として・伝統的な芸有ヒベコー〔芸技術の修業には10年を超す長い期

間を要するものであること，戦争直後の昭平020年代から30年代の窮乏した時

期には伝承を希望する者がまれであったため，現在，わざの円熟する60歳前後

の技能者や技術者の数が少ないこと，さらに，伝統的な養成方法が内弟子制

や世襲制であるため・今の若い人々がそうした制度の中に入り，また，苦し

い修練を長期にわたって積むことを忌避する傾向が顕著になっていることが

挙げられる。 

芸能・工芸技術の各分野では，保持者や保持団体カち 独自にこのような状

況に対処し・後継者の育成に努めているカち 国としてもこれを積極的に奨励

するため・昭和39年度から保持者に対して伝承者の養成と自らのわざの維持

向上のための特別助成金（1人年間200万円）を交付し，また,昭和27年度か

ら保持団体・地方公共団体等が行う伝承者養成事業に対してその経費のー部

を助成している。この特別助成金の交付は，保持者及びその指導を受ける伝 
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承者に対し，重要無形文化財の保護の重要性を認識させるとともに，精神的

に大きな励みを与えている。 

なお，伝承者養成に関連して，若い人々が無形文化財を伝承していこうと

いう意欲を持つためには，何よりも青少年の伝統芸能，工芸技術に対する理

解と関心を深めることが重要であり，このため，今後とも，青少年を対象に

した公演，展示を充実するとともに，学校教育においても，伝統芸能,工芸

技術に関する事項が一層積極的に取り上げられることカ塑まれる。 

(1) 

能楽では，一般の愛好者に謡を教えて収入を得ることができるシテ方が比

較的安定した状況にあるのに対し，ワギ方，難子方，狂言方の三役にはほと

んど舞台活動の道しかなく，従来から能楽師自身の手で必要な人員を養成す

ることは困難であった。このため，昭和30年度から，東京，京都，大阪 3か

所の各能楽養成会の行う三役の後継者養成事業に対し助成を行ってきたが， 

昭平[158年に開場した国立能楽堂が，このうち東京における事業を引き継いで

今日に至っている。 
た ゆう 

文楽では，国立劇場において，昭和47年度から太夫，三味線，人形の後継

者養成のための研修事業を実施し，昭和59年からは大阪の国立文楽劇場に場

所を移している。歌舞伎では，俳優については昭和45年度から，竹本（太夫， 

三味線）については昭和50年度から，嶋物については昭和56年度からそれぞ

れ国立劇場で後継者養成を行っている。 

邦楽・邦舞では，一般の愛好者が比較的多い筆曲や長唄,それに邦舞など

のように各流各派が独自に後継者を育てている分野もあるが，それが困難な

分野も少なくない。まず，義太夫節については，今日では，これを語る者は

ごく少数になってしまったので，昭和55年に重要無形文化財に指定し，義太

夫節保存会の行う後継者養成事業に対して助成を行っている。また，歌舞伎

の舞台や日本舞踊の伴奏音楽として必要な常磐津節についても，人員の不足  

などにより,上演演目の制約を来すまでになったので，昭手[156年に重要無形

文化財に指定し，翌年度から常盤津節保存会の行う後継者養成事業に対して

も助成を開始した。 

沖縄の芸能では，江戸時代に能の影響を受けるなどして創始された沖縄の

伝統演劇「組踊」が戦後衰勢の一途をたどってきたので，昭干[147年の本土復

帰時にこれを重要無形文化財に指定し，翌年度から伝統組踊保存会の行う伝

承者養成事業に対して助成している。落語，漫オなどの大衆芸能の分野では， 

国立演芸場において，寄席難子の伝承者養成のための研修事業を昭和54年度

から実施している。 

なお，伝統芸能の分野で最も古い歴史を有する雅楽については，国家公務

員である宮内庁式部職楽部部員によって受け継がれているので，伝承者養成

も宮内庁で行われている。 

-400- 	 -401- 



第7章 文化財の保護と活用 	 第 7節 無形文化財 

(2） 工芸技術 

各個指定の場合，伝承者養成は，保持者が極めて高度なわざを特定の後進

に直接教授するのが普通であるが，伊勢型紙，蒔絵沈金，常渓，様遍，彫漆， 

藷喜，等蒲のように，地方公共団体等が主体となって行う事業に保持者が参

加して，後進の指導に当たる場合もある。 
． じよ か 

団体指定の場合は，染織関係では久留米耕，小千谷縮・越後上布，喜如嘉

の芭蕉布，宮古上布，手漉和紙関係では石州半紙，本美濃紙，細川紙にてル、 

て，保持団体による伝承者養成が国の助成を受けて行われている。その形態

は，それぞれの重要無形文化財の地域的特色，技術者を取り巻く環境,伝統

的な諸慣習等により様々であるが，その典型的なものとして，例えば，久留

米耕について見ると，久留米耕は，我が国の代表的な木綿耕の染織技術であ

り，古来より福岡県久留米を中心に広範な地域で生産されてきた。工程はか

なり複雑で，原糸解きに始まり,整経，精練漂白,絵糸書き,手くびり，染

織（襲染め），耕糸解き，経巻き,横割り，管巻き，製織等を経て仕上げ，完

成に至るもので，重要無形文化財に指定（昭和32年）された際に「重要無形

文化財久留米耕技術保持者会」が結成され，経験と知識に応じて分かれる技

術保持者と伝承者が会員となっている。 

重要無形文化財に指定された久留米耕は，こうした一般的な工程に，①耕 
ひ 

糸は手くびりによるものとし，②木綿糸の染織は天然の藍染め，③投げ将に

よる手織りというやや厳密な条件を付加しているが，技術者の集団である「技

術保持者会」は，この要件に合った久留米耕を助久留米耕技術保存会から受

注し，これを会員が請け負う形をとっており，これにより，技術伝承の機会

と場所を確保している． 

公 開 

無形文化財の公開には，伝統芸能や工芸技術を鑑賞する機会を提供し，国

民の理解と認識を深めるとともに，愛好者や支持層を広げるという効果があ

る。したがって，人々の生活様式や文化の多様化が急速に進み，日常生活の

中で無形文化財にじかに接する機会も減少してきた昨今，この種の公開は積

極的に推進していく必要があろう。 

さらに,無形文化財の公開は，それ自体，保持者等のわざの錬磨・研究に

結び付き，また，伝承者の養成に資する点で重要な保存の手段と言える。す

なわち，芸能の場合は,わざの発現の結果が有形のものとして残らないので， 

公開そのものが保存に直接結び付いており，さらに，わざの錬磨と伝承者の

実地教育の場ともなる。また，工芸技術の場合は，わざの発現の結果である

作品の展示が主になるが，これが後進に対して大きな刺激を与えるとともに, 

この作品を製作する過程における意欲と研究は，最も直接的にわざの錬磨と

結び付いている。このため，国においても，必要に応じて経費を助成するな

ど,公開事業を奨励している。 

今後は,特に，地方における鑑賞機会の一層の充実を図るとともに，テレ

ピ等のメディアを通じた公開も積極的に活用していく必要があると思われ

る。また，近年の日本文化に対する国際的な関心の高まりの中で，日本の伝

統的な芸能や工芸技術の海外への紹介を求める声がますます強まっており， 

国，地方公共団体としても積極的にこれを推進していく必要があろう。 

(1）芸 能 

伝統芸能に関しては，国は,その保存・振興の拠点として昭和41年に国立

劇場（本館）を開場し，歌舞伎，文楽公演をはじめとして古典ものを中心と

した各種伝統芸能の公開を行っている。特に，雅楽，声明，民俗芸能の公演 
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等，他の民間劇場の興業としては取り上げられることのない貴重な伝統芸能

の公演を行ったり，高校生などの若者層をはじめ国民一般に対して伝統芸能

の普及を図る鑑賞教室公演を行うなど，その公開事業の一層の充実を図って

いる。 

また，昭和50年代には，演芸資料館，能楽堂，文楽劇場の三つの国立の劇

場施設を新たに開場し，本館と合わせて国立劇場における公開事業の拡充を

図ってきた。すなわち，演芸資料館（演芸場）においては，定席，特別公演

等によリ大衆芸能が公開され，国立能楽堂においては，新しい観客層の開拓

をも目指した能・狂言の公演が行われている。また，国立文楽劇場において

は,文楽はもとより，歌舞伎，邦楽，邦舞，民俗芸能等の各種公演を行って

おり，関西における伝統芸能の保存・振興の拠点となっている。 

さらに，以上のような国立劇場の各施設における伝統芸能の公開のほかに， 

国では，地方の人々が優れた伝統芸能に直接触れることができるように，移

動芸術祭，青少年芸術劇場，中学校芸術鑑賞教室などのプログラムの中に伝

統芸能を加え，各地で公開している。 

(2） 工芸技術 

工芸技術に関しては，日本伝統工芸展，新作名刀展，人間国宝新作展等が

開催されている。これらは，それぞれ伝統的な工芸技術の保存・振興を図る

上で大きな役割を果たしている。 

例えば，日本伝統工芸展は，昭和29年から開催され，昭和35年以降公募展

となって昭手1162年で34回展を迎えている。同展は，陶芸，染織，漆芸，金工， 

木竹工，人形その他の工芸の各分野からなり，東京都のほか全国8都市で開

催されているが，初めて公募が行われた昭干1135年と昭和62年とを比較すると， 

応募者数，応募点数で約5倍から 6倍にも増加している。また，日本刀に関

する全国規模の公募展である新作名刀展は，昭平1162年で23回を数え，東京， 

大阪の 2会場で開催されている。さらに，人間国宝新作展は，重要無形文化

財保持者，保持団体の新作を展示するもので，昭和62年で22回目となり，東

京をはじめ全国 4会場で開催されている。ここでは，作品陳列だけではなく， 

毎回1団体を取り上げ，技術者による実技の公開，工程見本・写真・パネル

等による制作工程等の紹介が行われている。 

このほか，国は，日本伝統工芸展の出品作品を中心として，毎年作品購入

を行っているが，購入した作品については，文化庁や東京国立近代美術館に

おいて保管・公開するとともに，各地で開催される展覧会に貸与することな

どにより活用している。 

なお，国際交流基金や新聞社等の協力により，文化庁所蔵の作品を中心と

した海外展が開催され，我が国の伝統工芸の真髄を世界に伝える上で大きな

成果をあげている。 

記録の作成 

無形文化財は，人の保持しているわざが対象であり，その保持者のわざは， 
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死亡により消滅してしまうため，記録を作成し，保存することは，伝承者養

成等のためにも重要である。また，記録したものを映画・ビデオやテレピ等

で公開することによリ，無形文化財の鑑賞機会を国民に提供することにもな

る。 

このため，国は，文化財保護法に基づき，重要無形文化財について自ら記 
ひん 

録を作成するとともに，保持者の高齢化などにより消滅の危機に瀕し，緊急

に記録作成すべきものにてハ、ては，記録作成等の措置を講ずべき無形文化財

として選択し，関係技芸者の団体等が行う記録作成事業に対して助成を行っ

ている。 

記録の方法には種々あるが，これまで文化庁で行った方法は，映画・ビデ

オによる映像記録，テープ・レコード等による録音，文書・写真・譜・図面

等による記録，制作工程・材料等の実物による記録等である。また，国立劇

場や民間でも各種無形文化財に関する記録を作成し，テレビ放映等により公

開している。例えば，助ポーラ伝統文化振興財団では，昭手ロ55年から毎年， 

無形文化財に関する映画を製作しており，また，テレビ東京では，文化庁協

力により，昭和60年10月から毎週I回，「極めるー匠と至芸の世界」と題して

無形文化財を取り上げて放映している。 

このようにして制作・収集された記録については，現在，文化庁，東京国

立文化財研究所，国立劇場等において保管され，研究等にも活用されている

が，今後は，一般の人々の利用も含め，その公開・活用がさらに進展するよ

うなシステムを整備していく必要があろう。 

(1) 

芸能における記録の対象は，人の動作や声，楽器の演奏など,演じられて

はその場で消え去る性格のものが中心となるため，その各種の記録が極めて

重要である。このため，一弦琴や義太夫節などの記録作成等の措置を講ずべ

き無形文化財の技芸者を中心にテープ録音，記録などを行い，また，演技，  

演出等に関するロ伝を聞き取って文書として記録することなどを行ってい

る。さらに，国立劇場では，自主公演のほとんどをVTRと録音テープ，写

真で記録し，実演家，芸能専門家及び一般の利用に供しており，研究や普及

に効果をあげている。 

さらに，民間においても，映画やVTR，レコード，CD，録音テープ等

による記録作成が行われており，国では，これらについても，必要なものの

収集に努めている。 

(2） 工芸技術 

工芸技術における記録は，文書や写真による記録，作品の制作工程を実物

によって記録した制作工程見本，完成見本，制作工程の技術を記録した映画， 

使用する用具や材料の見本等が主なものである。国は，このうち技術記録映

画を昭和45年から製作しており，重要無形文化財については，ほぼ毎年1作

ずつ，カラー・35ミリフィルムで記録し，16ミリフィルムにもプリントして

伝承者養成や無形文化財の普及等に活用しているカら 近年のビデオの普及に

より，ピデオテープ化も行って一般の利用に供している。 

また，陶芸，染織，漆芸，金工,木竹工，人形等各分野にわたり，文化庁

主催の日本伝統工芸展に出品された作品を中心として，重要無形文化財保持

者の作品，現在の伝統工芸の高い水準を示す中堅作家の作品，日本伝統工芸

展で受賞した作品，さらには若手作家の作品等を毎年購入し，工芸技術に関

する資料収集に努めている。 

国立劇場 

(1) 沿 革 

国立劇場は，昭和41年7月，国立劇場法によって設立された特殊法人であ

るが，主として我が国古来の伝統的な芸能の公開，伝承者の養成，調査研究 
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等を行い,その保存及び振興を図り，もって文化の向上に寄与することを目

的としており，いわば我が国の伝統芸能の保存・振興の拠点である。現在， 

本館・演芸資料館（東京都千代田区隼町），能楽堂（渋谷区千駄ケ谷）及び文

楽劇場（大阪市南区日本橋）においてその業務を行っている。 

伝統芸能の保護については，遠く明治初期から幾多の提言が行われてきた

カち 特に戦後，昭和25年の文化財保護法の制定に伴って助成制度が,また， 

昭和29年の法改正により指定制度が設けられ，このころから,伝統芸能の保

存と振興を図るため，国立の劇場を設立すべきであるとの気運が高まり，昭

和41年11月に本館（大劇場・小劇場）が開場した。 

落語，講談，浪曲，漫才等の我が国独自の伝統的な大衆芸能は，古くから

寄席を中心に受け継がれてきたが，昭和47年6月，「国立演芸場設立に関する

請願」が採択され，これを受けて昭和54年3月に演芸資料館が開場し，演芸

に関する資料収集，後継者養成，公開，調査研究等を行っている。 

また，国立劇場（本館）開場後,能楽関係者から能楽堂の設置が強く要望

され，昭和58年 9月に能楽堂が開場し，後継者養成，公開等を行っている。 

文楽については，昭和38年に，発祥の地である大阪に卿文楽協会が設立さ

れてその保存・振興が図られ，また，国立劇場としても，開場以来毎年，小

劇場において東京公演を行い，技芸員の養成も行ってきた。文化庁は，さら

に，根本的な保存・振興策として，文楽の本拠となる専門の劇場で，後継者

養成等の事業をも行う場となる国立の文楽劇場を大阪に建設することとし， 

昭和59年 3月に開場した。文楽劇場は，文楽を中心とした上方芸能の保存・

振興の拠点となっている。 

(2） 使命と現状 

国立劇場は，昭和41年の開場以来約20年間，伝統芸能全般に及ぶ各種公演

の積重ねによって，多くの優れた成果をあげてきた。例えば，歌舞伎につい

て，その三大名作と言われる 「菅原伝授手習鑑」,「義経千本桜」及び「候名

手本忠臣蔵」 を劇場開場の昭手1141年，10周年の昭平1151年及び20周年の昭*1161 
I‘ん 

年にそれぞれ完全通し上演して多大の評価を受けたこと，長崎の明清楽，播

州歌舞伎，大阪にわか，博多にわか，鹿児島のごったんなどこれまで辛うじ

て命脈を保ってきたものを復活したことなどである。 

伝統芸能は，国民文化の変遷とともに消長するものであるだけに，その保

存と振興は，長期的展望に立つ施策によって愛好者である国民の層を広げ， 

その幅広い支持を得て初めて可能であり，国立劇場の使命は重いと言わなけ

ればならない。 

ア 伝統芸能の公開 

国立劇場における伝統芸能の自主公演は，できるだけ古典伝承のままの姿

で，かつ幅広く，各種の伝統芸能の演出や技法を尊重しながら，その正しい

維持と保存を心掛けて行っている。 

歌舞伎や文楽について言えば，上演は，古典を主とし，その代表的な演目

につき，初演当時の作品の構想を今日の制作状況に合わせ，筋を通して上演 
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する，いわゆる通し狂言を建前とし，上演時間の制約等から全段にわたる通

し狂言を行わない場合にも，筋を理解してもらうため，必要に応じ端場（段

の始めの発端となる場面）をつけるなどの配慮も払っている。また，状況に

応じ，見せ場を中心とする有名な狂言のー幕（時に数幕）を 2 本から 3 本並

べる，いわゆる見取リ狂言もヒ演している。 

このほか，研究と準備を重ね，優れた作品で中絶したものを復活するなど

演目の拡充に努めたこと，伝統的な演出及び技法を基盤にした新作（評価の

高い明治以後のいわゆる新歌舞伎作品や現代の作家によるいわゆる新作歌舞

伎作品）の上演を推進したこと，さらに，若手俳優や技芸員，文芸者，技術

者等の育成を心掛けたことなどを挙げることができよう。 

能楽については，その普及と新しい観客層の開拓を目指して，能一番，狂

言一番による番組を原則とし，初めての人にも鑑賞しやすく，しかも能楽の

魅力を発見することができるように工夫している。また，出演者については, 

日本能楽会員を中心として一流一派に偏することなく，全国的視野で適材適

所の配役に努めている。さらに，公演の日が平日か休日か，あるいはその時

刻が昼か夜かによって観客層が異なるので，定例公演，普及公演，狂言公演， 

特別公演のいずれであるかを問わず，年間を通じて鑑賞すれば,能・狂言の

世界を概観することができるようにも配慮している。 

なお，青少年等が気軽に伝統芸能の魅力に触れ，これを後代に伝えること

ができるようにするため，歌舞伎,文楽及び能楽を中心に，舞踊，邦楽，雅

楽，民俗芸能等を含め，低廉な料金でそれぞれの鑑賞教室を実施している。 

特に歌舞伎については，主に高校生を対象とした歌舞伎鑑賞教室を開催し， 

地方における鑑賞機会の充実にも努めている。 

今後は，さらに中長期にわたる公演計画を策定するとともに，アンケート

調査の充実等によリ国民の意向を十分に踏まえながら具体的な上演演目を選

定するなど，公演内容のー層の充実を図っていく必要がある。 
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ィ 伝統芸能伝承者の養成 

歌舞伎，文楽，能楽等の伝統芸能を保存・育成するための伝承者の養成は， 

国立劇場設立の大きな目的のーつであり，当初からこれに取り組み，順次事

業の拡充を図ってきている。歌舞伎については，歌舞伎俳優の養成を昭和45 

年度から開始して，歌舞伎俳優全体の若返りに寄与した。また，歌舞伎の重

要な要素である音楽を担う竹本（太夫，三味線），鳴物については，演奏者の

絶対数の不足や老齢化に対処して，昭手1150年度から竹本，昭和56年度からは

鳴物の後継者養成を行っている。文楽については，太夫，三味線，人形の各

技芸員の養成を昭和47年度から開始し，昭平1J59年度からは文楽劇場に本拠を

移して，人形浄瑠璃文楽座座員の増員，若返りに寄与している。また，能楽

については，三役（ワギ方，難子方，狂言方）の養成を昭和59年度から能楽

堂において実施している。さらに，人数の払底している寄席難子の演奏者に

ついても，昭和54年度から養成を開始しており，それぞれ着実な成果をあげ

ているc これら国立劇場の研修生の修了後の状況については，表7 -15のと 

表1 -15 国立劇場研修生の修了者数等 

（昭和62年度末現在）（人） 
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おりである。 

今後は，特に文楽の技芸員の技術の質的向上と待遇の改善，後継者の養成

等に努めていかなければならない。 

ウ 伝統芸能に関する調査研究，資料の収集・利用 

国立劇場は，さらに，演出・演技の向上に資するため，各種の調査研究を

行い,上演資料集の刊行，録画・録音，写真等による公演記録の作成，各種

古文献の復刻，演劇書の索引をはじめとする目録類の作成等を行っている。 

また，明治以降約100年にわたる日本各地の歌舞伎を主とした演劇興行に関す

る「近代歌舞伎年表」を作成するため，昭和48年から上演記録などを調査し， 
さん 

編纂を進めている。昭平1160年度以降毎年ー巻ずつ刊行し， 8か年で大阪編を

完結し，弓は続いて全国各地区の部を刊行する予定である。 

このほか，国立劇場の自主公演に関する視聴覚資料をはじめ,各種芸能資

料の収集を行い，図書室，資料展示室の常時公開，公演記録及び自主制作の

映画会，公開講座などの定期的開催を通じて伝統芸能に対する理解を促進し

ているが，これらの事業にてハ、ては，まだ，国民に十分周知されていない面

もあるので，その普及に努めるとともに，その内容をさらに充実させていく

必要がある。 

ェ 劇場施設の貸付 

国立劇場全体として伝統芸能の保存と振興という設立目的を達成していく

ため，劇場施設を，広く伝統芸能の研さんと成果を発表する場として，一般

の利用に供している。 

第 8 節 民俗文化財 

民俗文化財は，国民が日常生活の中で生み出し，継承してきた有形・無形

の伝承である。これらは，地域的に共有される特定の形式を持ち，それが繰

リ返し再生されていくという特性を持っている。このため，今日に伝えられ

た民俗文化財の中には，それぞれの地域の伝統文化の基層的なものが残存し

ている場合が多く，地域文化の理解，ひし、ては我が国の伝統文化を理解する

上で欠くことのできない文化財として位置付けることができる。そこで，昭

和50年の文化財保護法の改正により，法律上も従来の「民俗資料」の表現を

改めて「民俗文化財」の呼称がとられるようになった。 

査 

民俗文化財は，いわば「生きている」文化財であるために，とりわけ昭和 
I『う 

30年代以降の高度経済成長の時期に急速に変貌し，消滅の危機に瀕している

ものもある。国としても，このような社会情勢のもとにある民俗文化財の状

況を調査し，保護の必要のあるものを確認することを目標として，我が国で

は初めての全国規模の「民俗資料緊急調査」を昭和37年度から 3か年にわた

り国庫補助事業として実施した。引き続き昭和49年度から59年度にわたって

民俗文化財分布調査」を，昭手1154年度からは「民謡緊急調査」 を，昭和58 

年度からは「諸職関係民俗文化財調査」 をそれぞれ実施している。これらの

調査は，先に実施した「民俗資料緊急調査」が調査地点数や調査項目におい

てィHー分であった点を補完しようとするものであリ，緊急性を要する分野に

かかわるものである。「民俗資料緊急調査」の結果については，昭平1144年度か

ら逐次刊行している「日本民俗地図」で，年中行事，人の一生にかかわる儀 

・一ー・4121・ 	 -413-ー 



第 7章 文化財の保護と活用 
	

第 8節 民俗文化財 

礼，信仰，社会生活，衣食住等に分け，全国の所在・分布状況が概観できる

ようにまとめている。 

その他，これら全国的な調査と並行して個別に実施したものに，緊急のケ 

ースについての特別調査がある。昭平1140年からのダム水没，集団離村，干拓

等のために特に緊急を要する地域にて) 、ての調査をはじめ，昭和45年からの

助元興寺文化財研究所による仏教関係民俗調査や民俗資料の科学的保存処理

法についての調査，昭和53年度から 5か年計画で実施した琵琶湖総合開発に

対処する緊急調査等がその主なものである。また，特に，昭平1150年度からは

アイヌ民俗調査，昭平1153年度からはウィルタ（オロッコ）民俗調査なども実

施し，これら民俗文化財の保護の基礎資料の収集に努めている。 

今後，調査については，経済社会の進展に伴って消滅化の著しい分野につ

いて都道府県との連携のもとに全国的調査を実施するとともに，それらのう

ち特に重要なものにてル、ては，より重点的な調査をしていく必要がある。 

指定・選択 

民俗文化財は，その特性として，地域的な共有性を持つため，同様の形式

を有する伝承が，ある地理的な範囲の中に共通に存在し，複数の人によって

担われるのが本来の姿である。その範囲は，数軒の家の集合ないし集落や大

字などの広がりにとどまるものから，市町村や郡，県に及ぶものまであり， 

さらにこのような行政的区画を超えて，別個の文化圏を形成するものもある。 

地域に伝承されてきた文化財の保存及び活用は，それぞれの地域住民の自

発的な活動によってなされることが最も重要であり，特に民俗文化財は，他

の文化財と比べて，より身近で地域生活に密着したものであることから，都

道府県及び市町村がその保護に果たす役割は特に大きいものと言える。これ

らの地方公共団体においては，それぞれの地域における民俗文化財の再発見

に努め，それらのうち地域的特色を示すなど重要なものについて指定し，保  

護を図っている。 

これに対し，国は，広域的，全国的な視野に立って，民俗文化財の調査に

着づく把握を行い，我が国の代表的，典型的な民俗文化財のほか，歴史性や

時代性，伝承母体の生活の特色をよく示す民俗文化財など,国として取り上げ

るべきものを指定し，保護を図っている。 

しかしながら，民俗文化財は，日常の国民生活そのものの中に根ざしてい

るものだけに,この分野の重要性を認識することが意外に難しく，国民一人 

ー人の自覚を促し，啓発していくことが保護の前提となる。 

(1）有形の民俗文化財の指定 

民俗文化財は,有形のものと，無形のものとに大別されるが，有形の民俗

文化財とは，衣食住，生業，信仰，年中行事及び民俗芸能等に用いられる衣

服，食器，工具，農具，漁具，漁船，家屋などを言う。国は，そのうち国民

の日常生活の地方的特徴や時代的推移の傾向を典型的に示す重要なものを重

要有形民俗文化財に指定して保護を図っている。 

これまで，衣食住の分野では山村生活用具，積雪期用具等，生業の分野で 
ろ’ 

は漁携用具，焼畑農耕用具，信仰の分野では富士塚，十三塚等の領域で，系

統的なコレクションが全国的規模で指定されてきた。昭不1163年 3月末現在， 

重要有形民俗文化財に指定されているものは，表7-16に示すとおり169件で

ある。 

有形の民俗文化財は，実用の道具類が多いが，これらは美術工芸品などと

異なり，ー点限りの芸術作品ではなく，一定の地域内で普遍的に存在した生

活用具の類である。したがって，農村の舞台や湯屋，若者組の泊り屋などの

ように一点だけを取り上げて指定する価値のあるものもあるが，多くの場合

は，ーつのコレクションとして有機的，体系的にまとめられたときに初めて， 

歴史的変遷，時代的特色，地域的特色，生活階層の特色，職能の様相等を如

実に示すこととなリ，我が国の民俗文化の特徴を示す貴重な資料として価値 
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表1 -16 重要有形民俗文化財の種類別指定件数 

（昭和63. 3. 31現在） 

  

種 件 数． 

  

  

衣食住に用いられるもの 
	 ;2 5 

  

  

生産，生業に用いられるもの 
	

66 

  

  

交通七．運輸，通信に用いられるもの 

   

  

交易に用いーられるもの 

   

      

  

社会生活に用いられるもの 

   

  

信仰に用いられるもの 
り
‘ 

  

  

民俗知識に関して用いられるもの 
（
一 

  

  

民俗芸能，娯楽，遊戯に用いられるもの 1 

  

  

人の一生に関して用いられるもの 
	

2 

  

  

年中行事に用いられるもの 

   

  

計 169 

  

      

を生じるものである。 

このように有形の民俗文化財は,特別なものを除いて，多くは体系的に収

集されて初めてその価値が明らかになるものであるから，指定をよリ意義深

いものとしていくためには，積極的な収集活動への指導・助言が不可欠とな

る。この点で，各地に建設されている歴史民俗資料館が地域の民俗文化財の

再発見と資料収集のための拠点となり得るので，これら歴史民俗資料館の活

動の充実が必要である。 

(2） 無形の民俗文化財の指定・選択 

無形の民俗文化財は,衣食住，生業，信仰，年中行事等に関する風俗慣習

及び民俗芸能であるが，国は，これらの無形の民俗文化財のうち特に価値の

高いものを重要無形民俗文化財に指定している。 

しかし，重要無形民俗文化財の指定は，地域の人々がこれを保存し，後世

に継承していけるものでなければその意味がないので，生活様式とともに変

わる可能性の高いものや，人々の生活，信仰を規制することとなるおそれの

ある風俗慣習はおのずから指定の対象とはなリにくく，民俗芸能や年中行事

が中心となっている。昭和63年 3月末現在，指定されているものは，表7- 

17のとおりである。 

表 7 一17 重要無形民俗文化財の指定件数 

（昭和 63. 3. 31現在） 

件 数 

	

風俗慣習 
	

44 
！風俗慣習 20、 
、大規模祭り 24ノ 

	

民俗芸能 
	

9 7 

	

計 
	

141 

これらの中でも，民俗芸能に比べて，風俗慣習に当たる生業や年中行事， 

人の一生にかかわる儀礼等の指定が遅れており，近年，盆行事や綱引き行事， 

元服式等新たな分野にかかわるものにも指定を拡充しているが，今後とも， 

これらの分野の指定を推進していく必要がある。 

また，現段階では重要無形民俗文化財の指定には至らないが，調査の進展

や今後の伝承状況の変化によっては指定することができると予想されるも

の，あるいは無形の民俗文化財のうち，指定の制度になじまないものでも， 

我が国民の生活の推移を理解する上で欠くことのできないものや，芸能史上

貴重な価値を有するものについては，それを選択して記録作成等の措置を講

じる制度を設けて，その保存と活用を図っている。 

指定の制度になじまない民俗文化財としては，例えば，個々の家庭を単位

として行われている年中行事や婚礼，葬式などの儀礼のように,指定して保

護することが個人の自由を束縛するものや，かつての婚姻制度や社会的な習

俗などで,今日では公序良俗という観点から好ましくないと考えられるもの 
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3 有形の民俗文化財の保存及び活用 

(1）保存施設，修埋，防災 

などがある。また，焼畑農耕や伝統的な漁携習俗のように，現在では経営的

な意味を失うなどして生業としては存続が不可能になっているものもある。 

国は，これらの中から，記録等を残すことによって後世の理解に資するもの

を全国的な視野に立って選択している。 

現在のところ，民俗芸能に関するものが多くを占めているが，風俗慣習に

属するものとしては，生業関係では田植，狩猟，木地屋の習俗など，信仰に

かかわるものでは津軽のイタコの習俗など，人の一生にかかわるものでは若

狭の産小屋習俗などがあり，昭和63年 3月末現在の選択件数は416件である。  

有形の民俗文化財の保存のためには，それらの収納，保管のための収蔵施 
さv 

設が必要であり，破損や虫食い，塩，錆などの害を受けているものについて

は修復,修理が，建築物の場合は修理と火災警報装置，消火栓等の防災施設

の設置が必要である。 

収蔵施設については，これまでに新潟県小木町の南佐渡の漁携用具，岐阜

県高山市の高山祭屋台等74件に関し，助成措置を講じて収蔵庫を建設してい

る。また，防災施設についても，福島県槍枝岐村の槍枝岐の舞台等14件を設

置している。今後とも，これらの施設を充実していく必要がある。 
“こ 

修理にてハ、ては，これまでに京都府京都市の砥園祭山鉾（長刀鉾，月鉾等）, 

兵庫県赤穂市の赤穂の製塩用具等74件が実施されてきたが，これまでの修理

は,建築物，祭屋台，山車の類に比較的比重が高くなっており，ー般の生活

用具，生産用具等の修理が遅れる傾向が続いているのが現状である。これら

の用具類の素材は，木，竹，わら,紙，繊維などが多く，長期間の保存につ

いて憂慮されるものが多い。 

また，漁携用具等については，脱塩処理等が必要であり，防虫，防湿，防

錆等の面からの科学的処理や保存方法の研究が求められていたが，この方面

の研究は着実に進んでおり，製塩用具などの脱塩処理等が実施されている。 

しかし,保存修理の技術は，特殊な分野であるだけに技術者も施設もごく限

られており，修理を必要とする文化財の数に見合うだけの技術者の確保が求

められている。 

(2） 公開・活用 

有形の民俗文化財の保護に関しては,地域における保存とともに．公開等 
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による活用も重要である。 

まず,有形の民俗文化財の公開は，地域の博物館や歴史民俗資料館等にお

いて行われている。特に，歴史民俗資料館においては，地域文化の特色やそ

の歴史的変遷などを示す民俗文化財や歴史資料を保存し，常設展あるいは企

画展，特別展などを通じて地域住民にこれを公開している。まだ，歴史民俗

資料館相互の資料交換による展示・公開活動も行われている。 

このほか，博物館，歴史民俗資料館等の専門職員その他の研究者による有

形の民俗文化財及びこれを通じた地域あるいは日本の歴史・文化に関する調

査研究などの活用もなされている。 

無形の民俗文化財の保存及び活用 

無形の民俗文化財は，その伝承母体となる人々によって支えられているも

のであるから，伝承母体そのものが継承され維持されなければならず，後継

者の育成が必須の活動となる。また，無形の民俗文化財は，実施され，ある

いは公開される 「時」と「場」があって初めてその存在を示すものであるか

ら，その時と場が確保されなければ存続は不可能であるとともに，伝承し， 

あるいは後世に残すためには，その全体像についての正確な記録の作成がど

うしても必要である。無形の民俗文化財の保存と活用には，このような要件

が満たされる必要があるので，国は，それぞれの地域における保護活動を促

進するため，「地域伝承活動」，「記録作成」の補助事業を行うとともに，国自

らも記録作成を行っている。 

(1） 地域伝承活動 

国は，文化財保護法に基づき，地方公共団体が行う無形の民俗文化財の保

存・伝承事業を振興させることを目的として，風俗慣習，民俗芸能に係る資

料作成・周知に関する事業及び現地公開・発表会等に関する事業に対して助  

成を行っている。これら地域伝承活動事業の期間は，重要無形民俗文化財に

関するものではおおむね 3か年継続で，その他の記録作成等の措置を講ずべ

き無形の民俗文化財に関するものでは単年度で実施することを原則としてい

るが，昭平1154年度から昭和61年度までで351件（風俗慣習83件，民俗芸能268 

件）の事業が実施されている。 

また，無形の民俗文化財については，地域における公開活動が，地域伝承

活動の・・一環として行われており，地域振興に生かされている例もある。さら 

‘に，国内の他地域での公開も盛んになってきており，文化庁でも国民文化祭

の中で紹介したリ,全国民俗芸能大会に対して補助を行うことなどにより， 

その活動を奨励している。さらに，近年の日本文化に対する国際的な関心の

高まりの中で，能，歌舞伎等に限らず，民俗芸能についても，我が国の基層

的な文化や国民性を示すものとして，海外での公開の機会が増えている。こ

れまでに，淡路人形浄瑠璃,津軽三味線，沖縄舞踊等，数多くの民俗芸能が

欧米を中心に世界各国に紹介されている。 

これらの公開を含めた地域伝承活動事業は，無形の民俗文化財を有する関

係市町村などの理解の輪を広げるのにー役買っており，いわゆる村おこしに

連動した事例も見られる。しかし，無形の民俗文化財を保存・伝承していく

環境は，一般的に見て厳しく，ダム建設に伴う挙家離村,青年層の都市流出， 

生活様式の都市化等によリ，断絶ないし消滅の危機に瀕している例も少なく

ない。先人の足跡に今日的意義を見いだし，その意義を伸長していくための

地域ぐるみの取組みやその理解の輪を広げるための連携等が求められてい

る。 

(2） 記録作成 

国は，文化財保護法に基づき，重要無形民俗文化財又は記録作成等の措置

を講ずべき無形の民俗文化財として指定・選択されたものについて，自ら記

録作成を行うほか，地方公共団体等が行う記録作成事業に対して助成してい 
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この記録作成は，その保護行政を推進する上で不可欠の基礎資料を得るも

のであると同時に，文書等による調査結果の記録のみでは理解しがたい分野

のものを映像・録音等によって記録し，後世に残そうとするものである。 

民俗文化財の記録作成では，経済社会の発展に伴って生活様式が急変して

いることから，映画・ビデオ等による映像作成が重視されておリ，伝統的な

生産技術，年中行事，祭礼及び民俗芸能等，動作を伴い臨場感のあるものを

理解するためには，映像記録に優るものがない。指定・選択した無形の民俗

文化財にてハ、ては，詳細な映像記録を作成しているが，指定して保存するこ

とになじまない風俗慣習のうち，特に生活様式の変化とともに消滅の危機に

瀕しているものについては，映像による細密な記録を作成する必要性が高く， 

国は，昭和53年度から，人のー生にかかわる儀礼，年中行事，諸職関係の技

術など貴重なものの映画等による記録作成事業について助成を行っている。 

なお，アイヌに関する無形の民俗文化財の記録作成については，昭和53年度

の沙流川の映画作成を皮切りに各川筋ごとにまとめて映画等による記録作成

の事業について助成している。さらに，昭平1159年度からは，消滅の危機に瀕

している無形の民俗文化財のうち全国的に見て極めて重要と判断されるもの

について，国自ら映像資料による記録作成事業を行っている。 

このようにして作成された記録については，現在，文化庁，各都道府県等

において保管され，活用されているが，今後は，一般の人々の利用も含め， 

その公開・活用がさらに進展するようなシステムを整備していく必要があろ 

第 B 節 文化財保存技術等 

我が国の有形の文化財のほとんどは，木，紙，漆等の脆弱な材質，構造で

作られており，したがって，それらの大部分は，繰り返し，いわば定期的な

修理が重ねられることによって，今日まで保存されることができたと言って

も過言ではない。このことは，当然，今後とも変わることはないが，これに

加えて，近年，文化財の保存環境が大きく変化するとともに，近代建築や出

土遺物等従来の方法では保存の困難なものも多くなってきており，文化財の

保存のための技術及び資材の確保は，一層重要性を増している。同様のこと

は，無形の文化財を支える衣嵐 器具等の製作・修理やそれらの仕事に要す

る道具・資材の製作・修理についても言うことができる。以下，技術面と資

材面とに分けて述べる。 

文化財保護技術の確保・充実 

現在，美術工芸品，建造物の多くは，伝統的な技術・技法による修理を基

本としているが，最近は，近代的保存科学を利用した保存修理も積極的に行

われている。したがって,文化財の保存技術については，伝統的技術の確保

と近代的保存科学の開発推進の二つの面にてル、て，適切な方策が講じられる

ことが要請されている。 

(1）伝統的文化財保存技術 

伝統的保存技術の現状 文化財の保存技術は，美術工芸品や建造物等にて） 

いては，多くの場合，伝統的な技術を基本にして行われておリ，こうした状

況は，将来とも基本的には変わらないと考えられる。これらの文化財は，そ 
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1 1 

昭和51年＝: 雌堆 

地方公務員 20 19 

企業所属 61 

個 、11 

69 

表 7-19 宮大工の所属状況 

（人） 
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の材質，構造，技法が多様であり，それに対応して，修理技術者の職種も多 

種にわたっている。 

美術工芸品関係では，絵画，書跡等の装漬，保存箱製作，彫刻修埋，漆エ

修理，軍 n 修理，染織修理等が京都国立博物館内の文化財保存修理所を中心

に主に京都，東京で行われており，考古資料の修理は奈良の助元興寺文化財 

研究所等で実施されている。これらの修理関係技術者の職種別人数は表7ー 

18のとおりである。 

表1--lB 美術工芸品修理技術

者の職種別人数 

（昭和63. 1. 1現在） 

分 野 	ジ人 数 

73 

・仏泊市 
	

6 

、二考古資料 

漆 工  

の企業所属の者が増えている傾向は他の職種にも共通して見られる。これら

技術者の職種別人数等は，表 71 20のとおりである。 

表 71 20 建造物修理技術者の 

職種別人数 

（昭和62. 4. 1現在） 

人数 

91 

23 

石 工 
	

20 

犀根（桧皮・柿） 
	

1.4 0, 

f“屋根（茅葺） 

屋根（本瓦） 

漆に，．エ 

彩色工戸， り 

建具エ 

宮大工

鳶 職 

.2 2 

5 

6:3 

42 

2
5 

金具工 

左 官 38 

剣 

胃

刀 

甲 

保 存ニ箱 522 

127 

建造物関係の修理技術者は，管理等に当たる者と現場施工を担当する者と

に分けられるが，このうち，設計監理，構造物の技法調査，記録の作成に当

たる技術者のほとんどは，滋賀県，奈良県等の地方公共団体と助文化財建造

物保存技術協会等に所属している。 

また，施工に当たる技術者は，大半が施工会社に属しており，文化財建造

物の修理を専門にする者はかなり限定されている。例えば，その中心的な役

割を果たしている宮大工の所属状況を見ると表 7 --19のとおリであるが，こ 

1424- 

無形文化財，民俗文化財等の保存に関しては，雅楽，能楽，文楽，歌舞伎， 

邦楽等で使用される伝統的楽器，面，人形，装束，かつらその他の用具類の

製作・修理等の職種がある。民俗芸能についても，同様の用具や山鉾，屋台， 

山車等の幕,車その他の構成部材の修理があリ，また，工芸技術に関するも

のとしては，蒔絵筆，漆刷毛，和紙手漉機等の用具類の製作・修理等が挙げ

られる。さらに，絵画，書跡類の修理に不可欠の裏打紙，建造物の屋根瓦， 

邦楽器の糸，漆工の漆漉紙，染織工芸の藍その他の染料等，修理の材料等の

製作・製造技術等も文化財の保存にとって極めて重要である。 
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このうち，文楽の人形，衣裳等の製作・修理にてル、ては,国立文楽劇場内

で行われているが，他はー般企業や工房の中で続けられている。 

これらの技術者は，いずれも高度の専門的知識や長年の経験に基づく技術

が必要とされるが，近年，社会的変化，生産技術の進展，新しい素材の開発

等に伴って，これら伝統的技術を有する者が次第に減少する傾向があり,文

化財の保存に支障を来すおそれも生じてきた。 

保存技術選定制度の創設 こうした状況の中で，昭和50年の文化財保護法

改正においては，伝統的技術で保存の措置を講じる必要があるものを選定保

存技術として選定し，その保持者又は保存団体を認定する制度が設けられ・

後継者養成その他保存のための事業に国が助成するなどの措置を講じること

となった。この制度により選定を受けた技術は，有形文化財関係については・

建造物修理では，木工．色彩，精農麓・滞葺・芋葺，美術工芸品修理では， 

木造彫刻・甲肖・金工・漆工品等が中心であり，また，無形文化財のうち伝

統芸能については，実態調査の結果に基づき，緊急を要すると認められる邦

楽器．能面等の製作技術を，工芸技術関係については，かねて関係者から問

題にされていた分野の技術を中心に漆関係や手漉和紙関係の用具の製作’修 

表1 -21 選定保存技術選定・認定件数 

( 【昭和63 . 	3. 31現在〕 

区 	分 選定件数 保持者数 保存団体数 

, 美術工芸品関係． 8 
、 

‘ 
 

' 	9 1' 

建造物関係 5= 2 5 	(3) 

芸能関係％ 7 11 0' 

工芸技術関係’ 11 6 6 

計 31 28 1 2 	(1 0) 

（津、 緯浩物関係の認霊俣存団体に重複 認定があり，( ）内は実団体数である。 

はがね 

理技術，玉鋼製造技術等を選定した。現在の選定・認定の状況は表7-21の

とおリである。 

技術の向上と伝承者の養成 文化財修理技術者の技術の向上については， 

昭和28年から美術工芸品，建造物の修理技術者のための講習会を国で実施し

ており，また，伝承者の養成については，建造物修理技術について昭和46年

から，木造彫刻修理技術及び槍皮葺・柿葺の技術について昭和49年から，い

ずれも国の助成のもとに実施されてきた。 

しかしながら，前述のように，文化財保存に必要な伝統的技術は多岐にわ

たっておリ，しかも，文化財の修理に直接的に関係するものから，文化財を

支える資材の製作・修理の技術あるいは修理に使用される器具，資材の製作

技術まで，幅が広く，かつ，状況の変化が激しいものである。こうしたこと

から，今後とも，これらの実態については，きめ細かく把握に努め，それに

基・づく対応策の検討を継続的に行う必要がある。 

有形文化財の修理技術等 保護の対象が建造物では民家や洋風建築等に広

がり，構造も木造にとどまらず，石造，れんが造，鉄筋コンクリート造等， 

美術工芸品では考古資料，歴史資料等多岐にわたってきた状況の中で，技術

者の知識の向上とともに，各分野の専門技術者の育成，協力が図られること

が必要であるが，さらに，修理が大量化する時期を長期的に見通して，適切

な方策を検討することが求められている。 

修理技術の国際的な交流も重要であり,文化庁では，昭和52年から国際文

化財保存修復研究センター（I CCROM) で行われている文化財建造物保

存修復研修の建築コース及び保存科学コースに関係専門職員を派遣している

ほか，助文化財建造物保存技術協会の技術者と韓国の文化財修理技術者の交

流が昭和56年から実施されている。このほか，昭和57年には，東京国立文化

財研究所とユネスコの共催で木造文化財の保存に関する国際シンポジウムを

各国の技術者を招いて開催するなど，積極的な国際協力に努めているが，な

お，今後とも一層の推進力哩まれる。 
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(2）近代的保存科学の研究開発 

我が国で，文化財に関する科学的調査や保存処理が行われたのは，戦前， 

去隆寺金堂壁画について，物理，化学，生物学等の学者の参加の下に，その

材質，顔料の分析や駒話止め等がなされたのを届失とする。 

その後，昭禾127年には東京国立文化財研究所に保存科学部が設けられ，物

理・化学・生物の 3研究室において，文化財に関する科学的調査研究が進め

られてきたが，昭和48年には，修復技術部が増設され，研究体制の整備・充

実が図られた。 

文化財の保存に関する科学的調査研究は，相互にかかわりあいながら進め

られるものであるが，大別すると，年代測定や材質，構造，技法等に関する

研究，保存環境等に関する研究，保存・修復に関する研究の 3分野がある。 

年代測定，材質，構造，技法等の研究 近年，埋蔵文化財の発掘調査等に

より出土した遺物については，放射性炭素 C-14，あるいは熱残留磁気等によ 

る年代測定法が積極的に取り入れられ成果をあげている。このほか，伐採年

代の明らかな木材の年輪の幅の変化を測定し，これを基準として，同種の木 

質の年代を判定する年輪年代法の研究も進められており，棺材等については 

成果をあげつつある。また，紫外線，赤外線，x線，γ線等の光学的方法に

よる顔料の種類，肉眼では判別困難な墨書，下絵の状況，彫刻等の内部構造， 

金属器の鋳造技法，錆による腐食状況等の調査研究が行われ，その成果は文

化財の保存の基礎資料として活用されるようになってきている。例えば，埼

玉県の稲荷山古墳出土の国宝辛亥銘鉄剣の象巌も，保存処理に当たってのこ

うした調査によって確認されたものである。 

このほか，文化財の材質の調査には，多くの場合文化財そのものからサン

プルを採ることができないので，蛍光x線分析，x線回析等の非破壊分析の 

方法がとられている。前者はいかなる元素をどの程度含有しているか，後者

は元素がどのように結合しているかという化合物の確認・判定を行うもので， 

両者を併用することによって製作年代，産地，材質変化・劣化の状況等の測

定ができ，幅広く材質の研究に利用されている。 

これらのほか，木造彫刻の内部や古墳等の内部状況を確認する方法として， 

フアイノくーー・スコープの利用も行われるようになってきている。 

保存環境等に関する調査研究 文化財は，光，温湿度，大気汚染,虫・微

生物等により二顔料・染料の変退色，腐朽，腐食，虫食い，風化等の損朽・

劣化が起こる。 

こうした様々な要因による劣化・損朽から文化財を守るために，劣化要因

の防除や適正な環境条件の設定について研究が進められてきている。 

すなわち，絵画，染織品，漆工品等は，特に紫外線や輪射熱等により，変

退色，劣化が起こるので，照明については紫外線の防止処理や適正な照度に

ついての研究が行われている。また，材質に応じた適正な温湿度の保持のた

めの空調の工夫や湿度調節剤の研究開発も行われている。さらに，工場や自

動車等から排出される大気中の酸化窒素，硫黄酸化物その他の汚染因子は， 

金属，石造物，染織品等の劣化の原因となるので，これらからの防護対策に

ついても研究が行われてきた。 

特に我が国の文化財は，その材質の多くが木，布，紙等であることから， 

白アリ等の虫類やカビその他の微生物に侵されるケースが多く，これらに対

する殺虫，殺菌等の防除方法の研究も進められてきた。 

これらの研究は,高松塚古墳等の石室内の適正環境設定に生かされている

ほか，広く博物館等における文化財の展示や収蔵庫内での保存方法に取り入

れられている。 

科学的保存処理の研究 先に述べたように，美術工芸品，建造物の多くは

伝統的技術によって保存修理が行われているが，朽損の種類によっては，伝

統的技術では困難な場合がある。また，出土遺物のように長年地中にあり， 

錆が進行している金属器や多量に水分を含んだ木器等は，伝統的技術による

保存処理は不可能である。さらに，塩分を含んだ漁携用具等の民俗文化財に 
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ついても同様であリ，これらについては科学的な方法による処理が必要であ

る。 

木造彫刻や木造建造物の場合に虫食いや腐朽部分の補竣，強化のため合成

樹脂が利用されるほか，壁画,絵馬等の剥落止めや，風化が進み剥落・亀裂

を起こしている石像物の剥落止め，接合等に新しく開発された各種合成樹脂

が広く利用されており，科学的保存処理の上で大きな役割を果たしている。 

また，出土した金属器等は，必要な範囲で錆を除去した後・樹脂を浸透さ

せて固定する方法がとられている。木製出土遺物については，含有する水分

とポリエチレングリコールを交換して固定強化する方法や凍結真空法による

処理法が用いられている。 

このほか，漁携用具等については，脱塩処理を行うほか，必要に応じ樹脂

を使用して修理を行っている。 

科学的研究体制等の現状 以上のように，文化財に関する科学的保存方法

等に関する研究は，東京国立文化財研究所を中心に進められてきた。また・

遺跡，出土遺物の保存面では，奈良国立文化財研究所が積極的に調査研究を

進めてきている。さらに，宮城県立東北歴史資料館等幾つかの公立の埋蔵文

化財センターなどで，出土遺物の保存処理に関する研究と保存修理を行って

いるほか，民間では，奈良県の助元興寺文化財研究所が研究と併せて各地の

出土遺物，民俗文化財等の保存処理を受託して修理に当たっている。 

なお，奈良国立文化財研究所埋蔵文化財センターでは，遺物処理の研修コ 

ースを設け，地方公共団体の担当者等の資質向上を図っているが，地方等か

らの要請に対応するため，今後とも研修体制の一層の充実が望まれる。  

建造物の修理の場合，茅，槍皮，柿等の天然の材料又はこれに手工業的に

加工した建築材料が多く使用されるが，これらの材料は，現在では，新しい

建築材に取って代わられ，その生産が大きく落ち込んで入手困難となってい

るものが多い。 

これらのうち，屋根葺用の茅については，良質の生産地である静岡，岐阜， 

大阪の 3か所に，地元の協力を得て茅場の造成を行い，国の助成により備蓄

のための保存庫を建設して，資材の供給の安定化を図っている。また，木材

や槍皮等については，国公有林がその生産に大きな比重を占めるので，所管

の関係機関等に対して協力を求めている。さらに，これらの伝統的な建築資

材については，その需給実態を把握するため，昭和50年から文化財建造物修

理用資材実態調査を継統的に実施してきており，将来にわたる安定供給の確

保のための基礎資料としている。 
こうぞ 

このほか，手漉和紙の材料である格の生産，工芸品や建造物のための漆の

栽培・生産等については保存技術として選定し，助成を行っている。 

なお，伝統芸能の用具や工芸技術に必要な用具の中には，沖縄の三線（蛇

皮線）や本土の三味線の皮，文楽人形の鯨のヒゲ，能の太鼓の馬の皮，かつ

らに使われる人毛，漆刷毛に必要なねずみの毛等，動物性の材料が多く，輸

入や捕獲が禁止されているものもあって，入手が困難となってきているもの

が多い。このほか，植物性，鉱物性の染料，顔料等についても，今後，その

供給実態の把握に努めるとともに，関係分野との連携を図り，その協力を得

つつ，方策を講じていく必要があろう。 

修理等の資材の確保 

文化財の保存修理等には，それぞれ伝統的に用いられてきた資材が不可欠

であるが，これらには，第一次的な原材から加工された資材までが含まれる。 
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文化財の保護を推進するためには，それを支える文化財に関する研究が不

可欠である。文化財に関する研究は，従来からの考古学・建築史学・美術史

学等の分野からの研究とともに，自然科学的な手法も取り入れて・学際的・

複合領域的な学問研究の成果を結集して行うことが重要になってきている。 

このような研究は，東京芸術大学等の関係大学，国立文化財研究所・公立の

文化財研究機関，さらには国公立の博物館等においてそれぞれの役割により

進められている。また，内外の文化財関係研究者等の連絡・協力により・こ

うした研究の発達・普及を図る場として日本文化財科学会が設立されており・

科学研究費補助金によって，文化財の保存・修復等に関する学際的な研究が

各機関の研究者の連携により行われる例も少なくない。 

国立文化財研究所 

文イし具オの基礎的研究を進め，その保存等に資するため，文化庁の施設等機

関として，東京及び奈良に国立文イヒ財研究所が設置されている。 

東京国立文化財研究所は，黒田清輝の遺志に基づいて昭和 5年に創設され

た帝国美術院附属美術研究所をその前身とする。美術研究所は・第二次大戦

後，国立博物館の附属機関とされたが，昭和27年に東京文化財研究所と名称

を改めた。また，同時に，奈良市に新しく奈良文化財研究所が設置され・昭

和29年には「国立」の名をそれぞれの機関に冠して東京国立文化財研究所・

奈良国立文化財研究所となり，今日に至っている。  

(1） 東京国立文化財研究所 

東京国立文化財研究所は，美術部，芸能部，保存科学部，修復技術部，情

報資料部の 5部を置き，美術，芸能，文化財の保存及び修復技術に関する科

学的な調査研究とこれらの文化財の調査研究に関する情報資料の収集，保管， 

公表等を行っている。 

すなわち,美術部では，日本及び東洋の古代から近世に至る美術，日本の

近代・現代美術とこれらに関連のある西洋美術にてハ、て，x線，赤外線等の

科学的方法により技法・構造等の解明を行うなど，その基礎的調査と専門的

研究を進めている。芸能部では，日本の伝統芸能の保存に資するために必要

な基礎的・理論的な調査研究を行っている。保存科学部及び修復技術部では， 

文化財の材質・構造・技術の科学的調査研究及び文化財の保存環境の科学的

調査研究を行い，これを基盤として文化財の保存と修復に関する科学的・技

術的調査研究を行っている。また，情報資料部では，美術，芸能，文化財の

保存及び修復技術に関する文献資料，写真資料その他の作成，収集，整理， 

保管，公表及び調査研究を行っており，現在，これらの情報資料に関する情

報処理システムの開発の基礎的研究に着手している。 

これらの調査研究のほか，博物館・美術館等の保存担当学芸員研修，文化

財保存修復研究協議会，文化財の保存及び修復に関する研究のための国際研

究集会等を開催している。このうち，文化財の保存及び修復に関する研究の

ための国際研究集会は，内外の研究者を集めて毎年秋に行われる国際シンポ

ジウムで，昭和52年度から開催されており，昭禾ロ62年度までに取り上げられ

たテーマは，木の保存，文化財と分析科学，極東の古美術品の保存，伝統芸

能の保存と発展，東アジアにおける美術交流,木造文化財の保存，壁画の保

存，各種文化財に関する専門家の養成，アジアにおける仮面の芸能， 日本‘ 

東洋美術史における転換期の諸問題である。また，昭和61年度からは，日中

文化交流の一環として，敦煙文化財の修復について保存科学面から技術的協 
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カを始めた。 

今後は，このような文化財保存修復技術の国際協カと研究者の交流をより

―層進めていく必要がある。 

(2） 奈良国立文化財研究所 

奈良国立文化財研究所には，庶務部のほか，建造物研究室，歴史研究室の 

2室と，平城宮跡発掘調査部，飛鳥藤原宮跡発掘調査部の 2部及び飛鳥資料

館と埋蔵文化財センターが置かれている。建造物,歴史の各研究室において

は，主として南都の社寺を中心とする建造物，歴史等に関する調査研究を行

い，平城宮跡発掘調査部及び飛鳥藤原宮跡発掘調査部においては，それぞれ

平城宮跡及び飛鳥藤原地域の遺跡の発掘調査を行い，飛鳥資料館は，飛鳥地

域の歴史的意義の普及，文化財の公開・活用と調査研究を行っている。また， 

埋蔵文化財センターは，埋蔵文化財に関する調査研究と地方公共団体への専

門的・技術的な指導・助言及び担当職員の研修を行っている。 

平城宮跡の発掘調査は，昭和30年に第一次調査を行い，昭和34年から本格

的調査を開始した。昭和38年には平城宮跡発掘調査部が発足し，組織的調査

が開始され，規模も飛躍的に増大した。調査開始以来，発掘によって判明し

た新事実は極めて多く，出土品も膨大な量に上っているが，今後も調査の進

展によって日本古代史を解明する重要資料の発掘が予想される。また，この

調査に基づいて大極殿及びその周辺の遺構表示や建物の復原その他の修景・

整備を進め,さらに出土遺物を平城宮跡資料館において展示するなど,その

公開・活用にも努めている。 

飛鳥藤原地域の発掘調査は，従前から行ってきたが,昭和44年度から藤原

宮跡の本格的調査を行うことになり，昭和45年には飛鳥藤原宮跡発掘調査室

が設置され，次いで昭和48年には飛鳥藤原宮跡発掘調査部に拡充された。こ

こでは，藤原宮跡をはじめ山田寺跡，大官大寺跡，木薬師寺跡など，飛鳥藤

原地域の宮跡・寺院跡の発掘調査を行い，数々の新事実や多量の出土品を得  

ているほか，藤原宮跡の修景・整備を進めている。 

埋j歳文化財センターでは，近年急激に増加しつつある全国的な土地開発に

伴う埋蔵文化財の保護対策のー環として，地方公共団体の埋蔵文化財調査関

係職員等に対して，一般研修や，遺跡測量，遺物保存整理等の専門研修等を

行っており，その研修コースについては年々拡充を図ってきた。また，これ

らの研修以外にも地方公共団体への専門的・技術的な指導と助言を行ってお

り，埋蔵文化財に関する基礎的・専門的な調査研究も進めている。 

なお，東京国立文化財研究所と同様に，情報資料の処理システムに関する

基礎的研究に着手しており，遺跡遺物のデータベースの作成や遺跡測量その

他にかかわる情報処理化について成果があがっている。 

公立の文化財研究機関等 

文化財に関する調査研究においては，博物館，資料館などもそれぞれ役割

を担っているが，調査研究を主たる内容としている研究機関としては，奈良

県立橿原考古学研究所，宮城県立多賀城跡調査研究所，福井県立朝倉氏遺跡

資料館，広島県立草戸千軒町遺跡調査研究所，三重県立斎宮跡調査研究所等

があり，これらはそれぞれ県内又は特定の重要遺跡の発掘調査，研究等を進

めており，多くの新事実の発見，歴史の解明に大きな成果をあげてきている。 

また，施設而では,文化庁は，埋蔵文化財保存体制の充実のため，昭和49 

年度から国庫補助事業により都道府県，市の埋蔵文化財調査センターの建設

の促進を図ってきており，その数は，昭和62年度末で33を数えるカち このセ

ンターにおいて，各地域の埋蔵文化財の調査研究，出土遺物の保存・整理等

が実施されている‘ 

これらの公立の調査研究機関のほか，約50の公益法人の調査研究機関があ

る。このうち，側）北海道埋蔵文化財センター，働大阪府埋蔵文化財協会など， 

地方公共団体の出資に係る約40の公益法人が，埋蔵文化財に関する調査研究， 
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出土遺物の保存・整理等を実施している。 

また，これらの法人立の研究機関の中には，助元興寺文化財研究所のよう

に，文化財の高度な科学的保存処理を実施するほか，民俗文化財の調査研究

など幅広い分野の研究を行っているものがあり，このような機関として，卿

大阪文化財センター，助和歌山県文化財センターなどがある。 

さらに，建造物の修理や調査研究，関係資料の収集，公刊等を行っている

助文化財建造物保存技術協会，文化財の虫菌害についての調査研究や防除対

策の研究，指導等を行っている姻文化財虫害研究所なども，文化財の調査研

究機関として，それぞれ大きな役割を果たしている。 

今後とも，これらの調査研究機関において，研究体制の充実が望まれる。 

また，文化財保護のための研究体制を強化していく上で，研究機関相互の研

究成果その他の情報交換や連携，協力をー層進めていく必要があろう。 

第11節 博物館，歴史民俗資料館等 

国立博物館 

有形文化財を収集し，保管して公衆の観覧に供し，併せてこれに関連する

調査研究及び事業を行うことを目的として，文化庁の附属機関として，東京， 

京都，奈良に三つの国立博物館が設置されている。東京国立博物館は，文部

省が明治 5年に東京の湯島聖堂大成殿に設けたのがその始めであるが，その

後所管が内務省，農商務省と移り，明治19年からは宮内省の所管するところ

となり，その名称も帝国博物館と改められた。宮内省は，これに続いて明治 

22年，京都と奈良にも帝国博物館を設置することとし，建設を進め，それぞ

れ明治30年，28年に開館した。これらの博物館は，明治33年に帝室博物館と

なったが，第ニ次大戦後，再び文部省に所管換えされるなどの変遷を経て現

在に至っている。 

また，我が国の歴史資料，考古資料，民俗資料の収集，保管，公衆への供

覧及び歴史学，考古学，民俗学に関する調査研究を行うものとして国立歴史

民俗博物館がある。この博物館は，関連学会等の要望を受けて，昭禾141年に

明治百年記念事業のーつとしてその設立が決定された。文化財保護委員会・

文化庁により構想の立案と具体化が進められ，昭和45年度には建設予定地を

千葉県佐倉市に内定し，昭和50年には基本構想が取りまとめられた。その後， 

国立大学における歴史学，考古学及び民俗学の研究との緊密な連携を図るこ

とが特に必要であるとの観点から，昭干156年 4 月に国立大学共同利用機関と

して設置され，昭和58年 3 月からは展示の一般公開を開始している。 
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(1） 展示・公開事業等 

東京，京都，奈良の 3国立博物館においては，文化財の公開について，館

蔵品，寄託品を基礎に，文化庁長官の勧告等により出品された国宝・重要文

化財を加えて常設展示を行っており，さらに年 1, 2回程度の大規模な特別

展，これに準じる規模の年数回のやや専門的な展示等を行って公開の充実を

図っている。また，各館においては，展示・公開に関係する講座，講演会等

を随時開催するとともに，博物館ニュース，図録等を発行し，利用者の便を

図っている。 

博物館は陳列品を収集し，保管して公衆の観覧に供し，教育・普及活動を

行うが，これと並んで陳列品を中心とした美術史，考古学等の調査研究機能

も有している。この調査研究により得られた成果が展示等の事業に反映され

るため，両者は常に並行して進められている。 

これらの国立博物館はー世紀にも及ぶ歴史を有し，我が国の博物館の中で

指導的立場にあると言える。近年，公立博物館・美術館等の増加に伴い，こ

れらの博物館等の学芸員も増加の傾向にあるが，国立博物館・美術館では昭

和59年度からこれらの職員を研修生として受け入れて，その資質の向上に努

めてきた。また，これらの博物館等の企画展等への館蔵品の貸与も積極的に

行っている。これらの博物館等が，優秀な学芸員を確保し，その資質を向上

させ，また，館蔵品を系統的に収集していくことは，それぞれの館のこれか

らの課題と言えるが，国立博物館においては，長年にわたって蓄積した事業

運営上の知識や技術の提供，学芸員の研修，企画展等への館蔵品の貸与等を

通じて，これらの博物館等に対し，指導・助言していくことが一層求められ

ている。 

なお，国立歴史民俗博物館は，歴史学，考古学及び民俗学に関する調査研

究，資料の収集，保管，展示等を行っているが，これらの活動は，文化財保

護行政との連携，協力を緊密にしながら進められている。国立歴史民俗博物  

館の研究の特色は，歴史学，考古学及び民俗学のそれぞれの研究にとどまら

ず，これらが相互に連携，協カしつつ，関連分野の研究を推進することにあ

る。このため，博物館の研究者が独自の関心領域についての研究を行うほか， 

館内外の複数の研究者による共同研究を行っている。これらの研究成果は， 

「国立歴史民俗博物館研究調査報告」において研究者に公表するとともに， 

日本の歴史と文化の流れを示す常設展示や年 2 回の企画展示，毎月I回開催

する「歴博講演会」 を通じて一般の人々に提供している。 

① 東京国立博物館 

東京国立博物館は，我が国で最も古い博物館で，我が国の総合的な美術博

物館として，日本・東洋の各時代の優品を主体とする展示を行っている。す

なわち， 日本の美術品を絵画，彫刻，書跡,染織，金工，武器武具，刀剣， 

陶磁，漆工等の各分野に分けて展示する本館，日本の考古品を展示する表慶

館，日本を除く東洋各地の各時代の美術品等を展示する東洋館がある。また， 

法隆寺献納宝物を公開している法隆寺宝物館がある。 
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以上の常設展のほか，毎年秋に特別展を開催しており，近年では，日本の

書展，狩野派の絵画展，茶の美術展，正倉院宝物展，中国の絵画展， 日本の

金工展，浮世絵展，日本の陶磁展，金銅仏展を行ってきた。 

また，国宝・重要文化財の新指定品を公開するなど多彩な展示を企画する

ほか，新聞社等と共催で各種の展覧会を行っており，昭和61年には京都国立

博物館との 2会場において，天皇陛下御在位60年を記念して，「日本美術名宝

展」を開催した。 

このほか，毎年各地において日本古美術巡回展を開催し，博物館利用の便

の少ない地方への公開にも努めている。 

② 京都国立博物館 

京都国立博物館は，明治21年に全国の古社寺宝物の調査が実施された際， 

京都，奈良方面には特に優れた社寺の宝物が多く，それらの大半が破損の危

機にさらされていたことなどにかんがみ，これらを専門的に保存する施設と

して，明治30年に開館した。このような経緯から，京都国立博物館において

は，京都を中心とする畿内に伝来した文化財及び平安時代以降の日本の伝統

ある美術品を中心に収集及び管理を行っている。 

現在，京都国立博物館においては，美術品を絵画，彫刻，書跡，陶磁，考

古，金工，漆工,染織の各分野に分けてこれを新館に展示するほか，重要文

化財に指定されている本館では，毎年秋に特別展を開催しており，近年では， 

日本の意匠展，パリ・ギメ博物館所蔵東洋美術の秘宝展，古面の美展，禅の

美術展，花鳥の美展，山水展，近世日本の絵画展，日本の染織展，絵巻展を

行ってきた。また，新聞社等との共催展，特別の展示も随時企画されている。 

なお，昭和55年には文化財保存修理所を開所し，助美術院や幾つかの装こ

う（表具）関係工房などの団体に所属する文化財修理技術者による木造彫刻， 

漆工品，絵画，書跡等の修理が良好な環境のもとに円滑に行えるようになる

とともに，修理に伴う技法，構造，銘文等の記録などの基礎資料の組織的な

収集・保存が行われている。 

③ 奈良国立博物館 

奈良国立博物館は，明治28年に開館し，仏像美術を中心とした美術品の収

集，保存管理，公開を行っているが，新館においては，仏像，仏画，仏教法

典，経典などの仏教美術品の系統的な展示を行い，また，重要文化財に指定

されている本館では，各地から出土した経筒，博仏などを展示している。 

以上の常設展のほか，毎年春に特別展を開催七ており，近年では，日本仏

教美術の源流展，法華経の美術展，国分寺展，日本の仏教を築いた人びと展， 

仏教工芸の美展，浄土塁茶羅展，プッダ釈尊展,山岳信仰の遺宝展，平安仏

画展を行ってきた。 

また，毎年秋には，正倉院宝物を展示する 「正倉院展」を開催している。 

④ 国立歴史民俗博物館 

国立歴史民俗博物館においては，常設の総合展示のほか，種々の研究成果

に基づく企画展示を行っている。 

総合展示は，日本の歴史と文化の流れの中から，現代から見て重要なテー 

マを選び，それらを生活史に重点を置いて構成している。昭和58年 3月の一

般公開以来，原始・古代から近世までの13のテーマ及び日本人の民俗世界に

関する六つのテーマと，時代を超えて展開される三つのサブテーマを順次公

開しており，これらのテーマは，館内外の研究者によるプロジエクト研究に

よリ計画される。現在は，第一展示室から第四展示室までを開設しており， 

近・現代の展示については準備中である。 

企画展示は，館蔵資料の紹介も兼ねで，原則として春秋の年 2回実施され

ている。 

展示資料は，実物資料にとどまらず，複製品や復元模型を積極的に取り入

れ，グラフィックパネルや展示開設シート，解説用ピデオなどの補助手段も

活用して，具体的に解説することに努めている。 
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(2）情報資料の公開 

国立博物館には館蔵品等にかかわる情報資料が多数保管されているが，こ

れらの情報資料を公開・利用できる体制について関係学会等から強い要望が

あったこともあり，文化庁では， 3国立博物館に情報資料のセンター機能を

持つ組織を設け，情報資料の公開を行う方向で整備を図っているところであ

る。すなわち，昭平1155年度には奈良国立博物館に仏教美術資料研究センター 

が，昭和56年度には京都国立博物館に京都文化資料研究センターが，さらに

昭和57年度には東京国立博物館に資料部がそれぞれこのことを目的として設

置された。これにより内外の研究者に対する国立博物館の情報資料の公開・

利用が可能となったが，その調査研究機能，サービス機能をさらに充実する

には，コンピュータによる情報資料のデータベース化と各施設相互間のネッ

トワーク化の推進が必要であり，情報処理システムの開発のための調査が進

められている。 

なお，国立歴史民俗博物館においては，昭和56年度からコンピュータを導

入し，歴史学，考古学及び民俗学に関する各種情報のデータベース化と関係

機関・研究者への提供を行っている。 

地方の博物館 

文化財の調査研究，収集,保存，活用等を図る上で，全国各地に設置され

ている博物館の果たす役割は大きい。文化財の収集，展示等を行っているの

は，歴史博物館が中心的存在であるが，総合博物館においてもそのほとんど

が歴史部門を有しておリ，これらの博物館の数は，表7 -22のとおりである。 

なお，美術博物館，特に私立の美術博物館の中には，古美術品を中心として

いるものも少なくなく，また，このほかに，民家博物館,遺跡博物館のよう

な野外博物館も幾つかある。  

-22 博物館数（種類別） 

（昭和59. 7. 1現在） 

（注） 博物館法による登録博物館又は博物館相当施設の数である。 

これらの博物館のうち公立の博物館の多くは，幅広く地域の文化財を体系

的に収集，展示しているが，中には地域的特色を持つ文化財や特定の分野の

文化財のみを扱っているものもある。私立の博物館は，その多くが，個人等

の収集品を基礎としているので，むしろこのような傾向が強く見られる。 

地域の文化財について調査研究，収集を行うことは，公立博物館の重要な 
さん 

任務であるが,この面では，最近，県史，市町村史の編纂に伴う調査や博物

館独自の調査等の文化財の調査が，都道府県，市町村においてかなり積極的

に進められている。一方，資料の収集の面では，埋蔵文化財の発掘調査等に

よって出土した考古資料や古文書等の歴史資料あるいは民具等の分野につい

ては収集が進められているものの，絵画，彫刻，工芸品等に関しては収集が

困難であリ,これらについては，所有者から寄託を受けたり，模写，模造， 

写真パネル等によって展示資料の充実を図っている。 

展示については，体系的な常設展示を基本としながら，年 1, 2回の企画

展示等を実施しているところが多いカち 館有品が十分とは言えないため,借

用に苦労している例もあリ，博物館相互の連携，協力が今後ー層必要となっ

ている。 
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普及活動については，多くの博物館で，図録やパンフレット等の発行，講

演会，講座，講習会等が実施されているが，最近は，縄文土器やわら細工， 

織物その他の製作等の体験学習，あるいは地域の文化財めぐりなどの見学会

等も積極的に取り上げられつつある。 

このように，文化財の収集，展示等を行っている公立博物館においては， 

様々な努力がなされているが，社会教育や学校教育において地域の歴史・文

化の学習が重視されつつある今日において，歴史等の学習の場として，この

ような博物館の積極的活用のための工夫が一層推進されることが望ましい。 

歴史民俗資料館 

歴史民俗資料館は，都道府県あるいは市町村ごとに，地域の特色を示す民

俗文化財や地域の歴史の流れを示す遺物・文書等の歴史資料を収納，保存し， 

これらを調査研究し，展示等を通じて地域住民に公開することによって，そ

れを活用していくための拠点となる施設である。 

国は，地方自治体による歴史民俗資料館の建設について昭和45年度から助

成を開始し，昭和62年度末までに443館（都道府県立12館，市町村立431館） 

が建設されてきた。それぞれの地域におけるこれらの施設の役割は極めて重

要で，資料収集や展示活動，普及愛護活動など多方面にわたって活発な機能

を果たしている。地域的特色を示す有形の民俗文化財の収集の拠点となり， 

質量ともに優れたコレクションが国の重要有形民俗文イヒ貝オに指定される例も

各地に見られる。特別展，企画展などを通じて地域の民俗文化財の“発掘” 

に努め，研究報告の刊行等を定期的に行う資料館も少なくなく，また，各種

講演会や体験学習などを活発に行っている資料館もある。しかし，スタッフ

の不足や活動方法の点で多くの問題を抱えている資料館もあり，このような

状況を背景に，文化庁は，現時点での歴史民俗資料館の実状把握とその運営

改善を目的として,昭和62年度に活動状況の調査を行い，この結果を基に，  

資料館が地域での文化財保護活動の拠点として活発に機能するための方途に

ついて検討を進めている。 

また，歴史民俗資料館の活性化のカギは，何よりその活動の核となるべき

専門職員の資質向上にあるという観点から，各地の関係者の要望を踏まえ， 

国立歴史民俗博物館の協力を得て，昭和58年度から 「歴史民俗資料館等専門

職員研修」 を実施している。これは， 2年をー期とする集中的な講座によっ

て行うもので，歴史民俗資料館概論，文化財保護行政の概要などの基礎科目

と文化財の保存管理，調査方法，展示の理念などの専門科目によって構成さ

れている。 

今後は，地域における文化財の保存・活用の拠点としての機能の一層の充

実を図るという観点から，地域住民と協力しあい，また，歴史民俗資料館相

互の連携を高めて，有形の民俗文化財及び無形の民俗文化財の保護施策を日

ごろから積み重ねるようにするとともに，地域住民にとって親しみやすいよ

うな映像，録音，写真等による記録の作成も一層充実させていくことが望ま

れる。国としても，さらに指導・協力を積極的に行っていく必要がある。 
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付図1-1 文化行政の組織の変遷 
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国 語 行政 

神道 神道以外  

夏術・文化行政 国際交流行政 ’」 ,文化財得護行政 

社会教育局芸術課（昭20) 

渉外ユネスコ課（昭24) 

調査局国際文化課（昭27) 

神祇事務科（明元） 
神議事務局（明元） 
神祇官（明元） 

~ 	民部省社寺掛（明3) 

神紙‘（明4）大欝響鷺満4) 
L教部省（明5）ーー」 

内務省社寺局（明10) 

内務省神社局（明3司内務省宗教局（明33) 

宗教局吉ー課（大2) 

神議院（昭15） 教化局寒教課（昭切 
教学局宗教課（昭18) 

社会教育局宗務課（昭20) 

暁止）（昭21）ー大臣官房宗務課（昭21) 

調査局宗務課（昭刀） 

昌平・開成両学校（明2) 
大史（明3) 

I 
文部省（明4) 

内務省図書警（明8) 
内務省図書局（明9) 

内務省総去局図雷課（明18 
内務省図書局図省課（明23 
内務省庶務局図書課（明24 
内務省誓保局図書課（明26 

内務省警保局検閲課（昭15) 

噴競羅離慧艦即 
~  

内務鷺議澱翻 
管理局著作権課（昭24) 

社会教青局著作棒課（昭刀）  

網集寮（明4) 
教科書編成掛（明5) 
編誓課（明61 
報告課（明7) 

編朝局（明13) 

難器離難24) 
図書局（明3の 

総務局図書課（明33) 

図書局第ニ課（明44) 

普通学務局第三課国語調査室【大ミ 

離騒議冒鶏鍛佼留 

図書局国語課（昭司 

鍵鯉難翻 
教科書局第ニ編修課（昭20) 

教科書局調査課国語調査室(012l) 
教科書局教材研究課国語調査室伽I 
教科書局国語課（昭22) 

I 
調査普及局国語課（昭24) 

~ 
調査局国誌課（昭27) 

I 

内務省社寺局（明30) 

内務省宗教局（明33) 

~ 
宗教局第ニ課（大2) 

~ 	内務省大早官房地理課（大8) 
宗教局古社寺保存課（大13) 
宗教局保存課（昭3) 

~ 
教化局総務課（昭17) 
教学局文化課（昭18) 
教学局教化課（昭20) 

社会教育局文化課（昭20）・ 

社会教育局文化財保存課（昭24) 

文化財保雑要員会（昭25) 

庶務課響篇管理課 美術工芸品埋麟篇課記念楓 

企喫曽加詔 	（部制廃i) (27)（昭 27） 	無形文 無形文化課【昭2力 

宗務課 著作権課 国語課 
Iーーコ 

芸術課 文化課 図際文化課 

続止｝（昭3') 
文化財智理官｛昭32) 
普及認（昭4m 

~ 
文化局（昭引） 

宗務課 著作権課 
文化部 

国語課 

署作格線 
企両調査童（昭加） 

I 

（注） ［コは文部省外のものである。 
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庶務課 会計課 国際文化線 

I 
学術国際局へ 
(1849) 

畿議羅胃 

曽理課 美術工難財畿篇線記念物課無形文化課 

~  

無形文化民俗文化課（昭和｝ 

-449- 



資 料 	 資 利・ 

付図1一2 文化関係行政の沿革 

事 	業 	名 

1895年 	1905年 	1915年 	1925年 

明治28年 	明治38年 	大正4年 	大正14年 

芸術創作活動

の奨励 明 4
0I 

文 

展 

大 

8
, 
振 

芸術鑑賞機会

の拡充 

文化活動への

参加 

国 	語 

明35 国語調査委員会 大2 大10 臨時国語調査会 

著 作 権 

明鯉著作権法 
I 

宗 	教 

文化の国際交流 

顕 	彰 

1935年 	1945年 	1955年 	1965年 	1975年 	1985年 

昭和10年 昭和20年 昭和30年 昭和40年 昭和50年 昭和60年 

昭21 芸術祭 
I 	 

昭34 民間芸術等振興費補助金 
I 	  

昭12 新文展 昭21 日展 

昭42 青少年芸術劇場 
a 	  

昭39 移動芸術祭 
I 

昭49Iこども芸術劇場 

昭59 中学校芸術鑑賞教室 
トー・・・一・ーー一 

昭52 高等学校総合文化祭 
0 	  

昭舵地方文化振興費補助金 	 昭61 国民文化祭 
●ーー 	 ， 

昭9 国語審議会 

昭25 国語問題研究協議会 

昭14 著作権ニ関スル仲介業務ニ関スル法律に基づく仲介業務団体に対する指導・助言・監督 
0 	  

昭10 著作権審査会 昭27 著作権審議会 昭46 著作権審議会 
‘ー・ーー 	 g 	 . 	 .  

昭37 著作権制度審議会 

昭14 宗教団体法 昭26 宗教法人法 
0 	I 	I 

 

 

昭61 日米舞台芸術交流 

昭63 芸術i言動の特別推進 
‘ーーーー一 

昭25 芸術選奨文部大臣賞 

昭33（社）日展へ移行 
	I 

昭20 宗教法人令 
・  

昭26 宗教法人審議会 

昭42 芸術家在外研修
・ 

昭丁2 文化勲章 

’ 昭16  日本芸術院賞 
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文 

叱 

材 

の 

指 

定 

・ 

選 

定 

有形文イヒ財 

言己 念 物 
大g 史蹟名勝天然紀念物 

無形文化財 

民
俗
文
化
財 

有 形 

無 形 

伝 

建造物群 

統 的 

文化財の 

保存技術 

埋蔵文化財

発掘の届出 
ザ H13讐蚤 i失物法 , 	-b ー 

人民私有地内古墳等発見ノ節届出方 

昭25 国宝・重要文化財 

昭25 特別史跡名勝天然記念物・史跡名勝天然記念物 

昭29 重要無形文化財 
昭25 

（記録選択） 

昭50 重要有形民俗文化財 
. 

昭29 
I 	- 
（記録選択） 

昭50 重要無形民俗文化財 
. 

 

 

    

R50I鷲綴的建造物群 

昭50 選定保存技術 
. 

昭25 埋蔵文化財 

昭29 重要民俗資料 

料 
資 料 

付図1-3 文化財関係行政の沿革 

1895年 	1905年 	1915年 	1925年 	 1935年 	1945年 	1955年 	1965年 	1975年 	1985年 

明治28年 明治38年 大正4年 大正14年 	 昭和10年 昭手ロ20年 昭和30年 昭禾ロ40年 昭和50年 昭和60年 

法 制 定 の 

絡 	緯 

古器旧物 

明4 保存方布告 明30 古社寺保存法制定 
. 	 . 

大8 史蹟名勝天然紀念
・ 

昭4 国 

昭 8 
' 

物保存法制定 

l 	、  
宝保存法制定 ~ 昭25 文化財保護法制定 	 昭50 文化財保護法改正 

I 	. 	. 	 I 
i 	昭29 文化財保護法改正 

重妥異術品専ノ保存ニ関スル法律制定 

（保護法附則第116条により，なお効カを有する。） 
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付図1-4 文化施設関係の沿革 

事 業 名 

1895年 	1905年 	1915年 	19zb牛 

明治28年 	明治38年 	大正4年 	大正14年 

文 

化 

施 

・ 

設 

国 

立 

施 

設 

等 

明4 博物館 	明33 東京帝室博堀官 

’戒帝国博物館ふ33 京都帝室博物館 	大13 恩賜京都博物館 
' . 	 ． 

明22 帝国京都博物館明33 奈良帝室博物館 
． 	 ’ 

明22 帝国奈良博物館 

帝国美術院付属

美術研究所

昭5 

明40 美術審査委員会 大8 帝国美術院 
S S 

公
私

立
文
化
施
設

補
助  

1935年 	1945年 	1955年 	1965年 	1975年 	1985年 

昭*010年 昭手020年 昭和30年 昭和40年 昭和50年 昭*060年 

東京国立博物館 

昭27 

国立博物館奈良分館’ 
昭22 昭27 
	ふーー―→ 

昭27 国立近代美術館 
・ 

昭38 昭42 
. I 	 

昭34 国立近代美術館京都分館 
I 	  

  

昭27 東京文イヒ貝オ研究所 
昭29 
I, 

昭27 奈良文化財研究所 

 

昭52 国立国際美術館 
I 	  

  

     

昭12 美術研究所 
I 

  

東京国立文化財研究所

奈良国立文化財研究所 

 

   

昭23 
I 	 

昭12 帝国芸術院 昭22 

1 	国立劇場 

昭58 国立能楽堂 
I 	  

昭59 国立文楽劇場 
~ 

文化財保存施設

文化財防災施設 

昭42 公立社会教育施設（文化会館等） 
・ 

歴史民俗資料館 

昭49 埋蔵文化財調査センター 

国立博物館 
●召22 	日召27 
I 	e 

京都国立博物館 

奈良国立博物館 

昭42 
	

東京国立近代美術館 
. 

京都国立近代美術館 

国立西洋美術館 

昭29 	
国立国語研究所 

日本芸術院 

昭
． 

昭25 
S 

昭25 
S 

n45 
S 	 
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文化庁予算 

（単位 百万円） 

庇・准率 

付表1-1 国・文部省・文化庁予算額の推移 

国の一般会計 施うち三趣出 鶏省所管一般会計 J比率 

予算額A 増加率 予算額B 増加率 予算額ビ 」潮陣 C/A C'B 予算額D 勤』率可 A DiB 9/C 

4,960 

5,492 

6,752 

8,608 

13,265 

14,342 

17,鰯 

21, 173 

23,814 

27,868 

33,如6 

38,521 

40,幡 

39,630 

39,肌 

38, 95 

筑ま）4 

36,認3 

眠 346 

36,訓 

37,623 

% % 

0.11 0.76 

0.11 0.74 

0.11 0.80 

0.13 0,89 

0,13 0.95 

0,13 1,01 

0.13 0.98 

0.13 0.88 

0.13 0.86 

0,13 0.89 

0.13 0.92 

0.13 0.95 

0.13 0.94 

0.12 0.89 

al20.87 

0,12 0.84 

0.11 0.79 

I0.11 0,79 

10.11 0.79 

7 0.11 0.80 

7 0.11 0.83 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

L3 5,818,508 ] 

l4 6,739,574 

15 7,949,764 

46 9,414,315 

47 11,467,681 

48 14.284,073 

49 17,099,430 

50 21,288,800 

51 24,296,01! 

52 鍛 514,270 

53 乳295,011 

54 38,600,143 

55 42,588,843 

56 46,788,131 

57 呪68q837 

58 5q37興）3 

59 皿627,m 

60 52,499,脇 

61 乳008,643 

62 54,101,019 

63 56,609,714 

% 	% 

17.5 4,525,000 14.9 

15.8 い27,396 13,3 

18.0 5,995,995 16.9 

18.4l"q552 17A 

2L88,816,914 25.2 

叱6 lq798,如7 22.5 

的，712,854,973 19.1 

触．5 15,840,763 23.2 

k.l 18,821,680 18.8 

17.4 孔54&538 14.5 

加.325,675,509・ 19.2 

12.6 29,3,632 	13.9 

10,3 30,732,239 	5.1 

ま93乙価q371 4.3 

&2 32,日g972 	1.8 

L4 32,619,505 A0.( 

0 .532,585,741 A0.J 

3,7 32,585,405 A0.0 

3.0 32,534,170 A 0.0 

0.0 32,583,369 AU0 

~ 	4,832,582,107 	1. 

18.4 

21.8 

24.6 

19.7 

24.5 

14.1 

17.4 

12.6 

10.3 

ま9 

6.2 

1.4 

05 

3.7 

3.0 

a0 

4.8 

% 

552,四6 

742,228 

845, 538 

984,銀 

1,181,155 

1,420, C63 

1,774,180 

2,403,田9 

2,万、831 

2,140,942 

2,617,郡 

4,036,737 

4,266,838 

‘妬8,677 

l4,584,834 

l4,533,753 

l4,572,511 

〕 4,574,102 

04,572,197 

0 4,573,740 

2 4,576,594 

% % % 

11.6 11.21 14．脱 

13.8 11,01k.4I 

13.9 10,64 

16.5 10.46 14.0 

19.9 10.30 13.4' 

20.2 9,94 13.1 

24.9 10.38 

35.5 11.29 

14.8 11.36 具，I 

13,8 11.02 

15.2 10.5514, 

11.6 10.46B, 

5,7 10.0213 

4.7 9.5 

2.6 9.23M 

Al.! 9.00 

0.8 9.014 

0.0 8.71 14 

A0.0 8.45 弘 

0.0 8.45 ト 

~ 0.1 8.( l 

14.42 

14.48 

14.10 

M．叩 

器~ 
13.80 

15.17 

14.66 

14.58 

14.的 

13.8! 

13.88 

,13.94 

l 凡06 

〕13.90 

314.03 

IlL叫 

514.03 

~5 14.04 

)7 13.88 

27 

△ 4,00.08 A 4.0 

A 5.2 

0.1 

0,1 

% % 

1.1 0.09 

10.7 0.08 

22.9 0.08( 

30.5 0.09 

幻 9 0.10 

27.3 0.10 

20.9 0.10 

22.1 0.10 

12.5 0.10 

17.0 0.10 

19.9 0.10 

15.3 0.10 

3,9 0.09 

A 1,0 0.08 

0.7 0.08 

△ 5.20.07 

0.1 0.07 

0.1 0.0 

0.1 0.0' 

4.0 0.07 

料 
	 料 

付表2ー 昭和61年地域別舞台芸術公演回数（昭和61年 1月～12月） 
	

（回 数） 

姦ぐミ 北海道 
プ 	‘ 	い」 

東 北 東関 

京
東 

東 梅
中 J郡 

京阪神 
ー一三 

・九、．州
沖 縄 合 	計 

木  

オーケストラ 84 65 765 117 632 101 1,764 
室 	内 	楽 5 28 459 55 262 64 873 

歌 2 7 182 12 110 18 331 
音

・ 准 

ム、 	 ・n旦 
口 	 ”EI 14 18 123 39 152 32 378 

声楽・独唱 4 15 322 58 258 15 672 

ビ 	ア 	ノ 42 55 581 151 374 72 1,275 

その他の楽器等 25 48 878 158 512 65 1,686 

合 	. 	’喜二計 176 236 3,310 590 2,300 367 6, 979 

姦 --,--過 」臨道 
東北 

北
陸 

関 東 中 部 関 西 
中四 

国
国 

九 州 合 	計 

舞  
叫 

晴 

日 本 舞 踊 28 10 475 72 240 36 25 886 
ノ 

く 

レ Lエ  5 48 269 87 72 33 38 552 

現 代＝舞二踊 18 36 457 29 12 10 7 569 
"  

合 	、計 51 94 1,201 188 324 79 70 2,007 

ニ
奪
、
護
ミ 

『
東 京  中京 関西 

、 
 

方地
‘

ー 

／

巡
・ 

一
演
」  

計  

濡  
m 

向 

歌 舞 伎 劇 	1,025 227 221 1,473 

大 衆 演 劇 	3,804 3,552 786 8, 142 

新一ー 	劇 	4,419 1,473 5,892 

文ジL 二・・楽 	141 251 36 428 
叩  

合 	‘二計 	9,389 6,546 15,935 

（注） 1 「音楽」，「演劇」は，来日団体の公演を含む。 

2 「舞踊」は，来日舞踊家の公演, 合同公演，民俗芸能公演は除く。 

3 「音楽」については, 洋楽のクラシックの公演である。 

音楽は・演奏年鑑'87 C（社）日本済奏連盟），演劇は，演劇年鑑J87(（社）日本演劇協会）．舞踊は， 

舞踊年鑑11, 1987（全日本舞踊運合）による。 
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付表2-2 日展応募状況，入選，陳列点数  

開催年 
開催次数 

第 	回 

総応募者数 

人 

入選者数 

人 

総 陳 列 点 数 

（無鑑査のものを含む）点 

昭和 
50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

, 	57 

58 

59 

60 

61 

62 

7 

8 

9 

0 

1 

2 

3 
4 

5 

6 

7 

8 

9 
 

1 

・
ー 
・
ー 
・I 

l 

‘
ー 
，1 

1
' 

1 

1 
 

8
, 
7
, 
7
, 
7
, 
8
, 
8
, 
8
, 
9
, 
1
0
, 1
0
, 1
0
, 1
1
, 馬  

m 

卿 

5
2
1 m 

m 

町 

卿 

8
2
3 卿 

知 

8
1
3 1
6
2 6
7
6 

 

6
4
0 5
8
5 6
2
0 m 

9
5
9 籾 

7
8
0 9
0
3 皿 

9
2
1 m 

知 

m  

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

 

2,313 (673) 

2, 233 (648) 

2,291 	(671) 

2. 454 (682) 

2, 657 (698) 

2, 466 (697) 

2,457 (667) 

2, 602 (699) 

2,587 (693) 

2,625 (704) 

2,624 (707) 

2, 656 (716) 

2,698 (726) 

付表2-3 芸術家人口（男女別） 	
（昭和60.10.1 

男・ 
' 

・ 計 	’片 

音 	楽 	家 24,400 
(21.7%) 

88,000 
(78.3%) 

112,400 

俳優，舞踊家，演芸家 00 ウ
‘に
u .22,000 

(39.5%) 
55, 700 

彫刻家，画家，工芸美術家 .17,300 
(75.9%) 

'5,500 
(24.1%) 

22,800 

デ’ 	ザ 	イ 	ナ 	ー 」70,300 
(58.3%) 

50,200 
(41.7%) 

120,500 

写真家, カメラマン 48,700 
(93.8%) 

3,200 
(6.2%) 

51,900 

文芸家， 著述家 」19,000 
(67.1%) 

」 9,300 
(32.9%) 

28,300 

・ 計 
213,400 
(54.5%) 

178,200 
(45.5%) 

391,600 

昭和60年国勢調査報告書による。 

円衣‘ー什 	ItL) I4云月E天）頁家団体協議会シャンル別‘ i体数・会員数 
ジ ャ ン ル 団 体 ‘数 会 員 数 

．
・ 

』
！

「
の

優

楽

楽
舞

舞

芸

他 

俳

邦

洋

邦

洋

演

そ

」 
 

‘ 

『 
・ 

J 

一 
 

1

1

1 

・
‘
・
‘ 

 

2

3

1

2

4

3

4  

8,514（注） 1 
25,550 
11,454（注） 2 

4, 585 
3,534 
1,445 

647（注） 3 

36 3
0 

I 新劇団協議会を除く。 
2 オペラ団体協議会を除く。 
3 日本演出者協会を除く。 

63年版名簿（（社）日本芸能実演家団体協議会）による。 
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ーに ドデオ．カセット．ビデオ．ディスク ジャンJ湯リ発売タイトル数の推移 

） 度 画 画 、ン 向 剰 剰 ラ ビ 娯 娯 一 報 執 健 教 糾  

【 ニ デ． メ ト 学 舞  
‘ 年 映 映 か 供 わ 一 能 人 ポ 録 機 弓 校 准 ‘ ・，‘ J1  

一 動 囲 、.1  け 刻 刻 ケ オ 楽 楽 ッ 道 穂 生 育 育 他 一数  

“ 劇 劇 ア 子 音 音 ビ イ 芸 成 ス 記 趣 医 学 企 そ 会  
ー 

ー 一 カ ジ ー？ 保 り」」 の 計 社 

頬 消 ョ 邦 湖 オ‘ デ  LO  、 ％  

(6 

 

	

224 

72 

6 6( 

181 
 

一 一 

 4 

14 

83 

39 

96 

16 

78 

43 
 

一 

1,

1 
 

0
1
1
4
1
1

5
8 

 

-
,
' 

 

_
-

,  
- /

,

.
L 

 オ 
 

イ 

 
 
 

「5
9 

」

5
9 

 

I
.

6
1
2
9
5

7
5
9

2
0
6

8
6

！ 
 

昭
二 

1  

6
0 
12
2 

36
1 
1
3 

9 
1
5 
30 

55 

5 

9 

1
5 

4 

4 
26 

1 

5 

4 

器 

1,

8 
 

5
8 

8 

8
7
8 

7 

一 

1
7 

一 

,
2
1 

一 

一 

1
7 

4 

「 

1 

一 

一 

一 

一 

鰯
一

7  

U
"

3
9
9
(
1
1
.
8
%
]

1
,
1
8
4

(
4
1
.
2
%
:

2
3
1
8
.
0
%
1
5
1(
5
.
3
%

1
4
1

嵩

(
0
9
1
3
(
(
1
.
0
9
1

4
!(
1
.
6
9
1

1
3
4
.
5
9
6

2
.
1
9
2

0
.
9
9
1
1
3
.
9
1
(
2
.
0
1(
4
.
2
(
2
.
4I 

(
0
.
6

2
,
8 

 

4
6 
1
6
9 3
2 

 

一 

I

一 
 

9 

8 

2
7 

2 

1
9 

2 

1
3 
 

】 

一 
 

1

, 
 

:
(
.f
f
t

) 

14
8
1
2
8

7
.2%
) 

 

59
1
5
5
6

(
3
1

.
3%
) 16
4
1
1
5

6
.
5%
) 
6

0
.
3
%
) 1
1
1

6
.
2
%
) 1
9
6

(
1
1

.
0%
) 3
9
4
1
3

(
2
3

.2
%

) 
5
2
6
0

(
3

.
4%
) 1

3
4
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ビデオソフト統計（日本ビデオ協会）による。  

料 

付表2一U オーデイオソフト1 断譜タイトル数の推移 
ジ 	ャ 	ン，・、Jレ ソフト ・昭和58 ;59 ・二 了 6O 	1 ー」’6lL~J 62 マ 

“レ コーー．ド． 2,948 2,816 2, 798 2. 566 2.476 
歌 	謡 	曲・ ．“テ・一 	．フ「： 1,892 1,877 1,750 2. 278 2.910 

-C『・」・ 	D 195 450 1,187 1.616 1一 983 

ポ ピュ ラ ー 
三 	．二 

二レにコ ― ド 3, 141 3,203 2,887 2,716 2.471 
テ ー プ 1,043 1,036 956 1,002 1.025 
C 	D 215 586 958 2.045 3.136 

・ 、二に’ 	． 	,'”ー 
ク・ラ シ ッ＝ク 

」’レ二コ．ー 	ド＝ 2,370 1,816 1,525 862 400 
テーー一 	プ 393 392 339 272 586 
C ご -ご 	D 192 551 1,945 2. 234 2.569 

邦楽・民謡 
レ コ」ー ド 300 287 306 187 248 
テ、ー プ 257 316 220 287 343 
C, 	D 4 14 32 67 54 

．カ，ラ 	オ 	ケ 
レ コ ー ド 345 160 44 1 2 
テ ー プ 5,005 4,180 3, 905 3,019 3.396 
C 	D 128 351 73 127 166 

そ の他教材
児童ものetc' 

レ コ ー ド 1, 194 980 858 796 611 
テ 	ー 	フ一 1,230 1,379 1, 179 1,220 1.132 
C 	D 54 145 351 630 864 

合 	、 	計 
レ コ 一ー ド 10, 298 9. 262 8.418 7, 128 6. 208 
テ．・一 	プ 9,820 9,180 8, 349 8, 078 9.392 
C 、 .、 .、 	D 788 2,097 4, 546 6,719 8, 772 

（注） I テープはカセット・テープとカードリッジ・テープである。 
2 レコードは,30cm, 25cm, 17cm盤である。 

日本のレコード産業（（社）日本レコード協会）による。 

付表2-7 （社）日本演奏連盟会員数及び同海外在住者数 

年度 会 員 数 
海 	外 	在 住 	者 

作曲 指揮 
ピアノ
オルガン 弦楽器 管楽器 

声 楽 
合 計 女 i 男 

(fft50 1,203 5 5 18 26 7 2 1i 	5 87 

51 1,2 9 0 7 5 20 27 5 20i 	7 91 

52 1,3 6 6 7 5 19 27 6 20 ~ 	7 91 

53 1,50 1 7 6 19 29 5 21! 	9 96 
54 1,7 7 6 8 7 23 32 7 18 ~ 	8 103 
55 1,86 9, 8 7 21 35 9 19i 	8 107 
56 1,8 9 4 8 9 35 46 9 23 ~ 	8 138 
57 1,9 6 5 7 10 42 62 14 25 ~ 	8 168 

58 1,9 9 6 7 7 46 67 14 26 8 175 

59 2,1 36 7 7 41 61 14 27 8 165 
60 2,2 3 1 8 7 44 59 13 22i 	7 160 

61 2,3 1 0 9 7 42 61 11 27 ~ 	8 165 
（社）日本演奏連盟調べによる。 
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付表2-8 主な国際映画祭における邦画作品賞受賞状況 
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付表2-9 各国立美術館の所蔵作品数 

区 	 分 絵 画 素 描 版 画 彫 刻 工馴 
J映
・プ 

、
・
イ 

 

』
ぞ
・ 

り
の
・ 

他
「 

 
』 “計 

' 	‘ 、 	‘ 

東 

一
界

・ 

国 

立
一
、 

近

・ 

代 

美

・ 

術 

館 

 1,605 194 1,429 263 940 7,518 646 12,595 

一 , 	一こ 	二 	プ 	七 	‘ 	二 

‘京都離近代美術館 463 193 883 30 1,393 1, 180 4, 142 

・

西 

‘
術

国 

立 

・
洋

ー 

美 館
・
、 

 

298 111 463 85 2 100 1,059 

】
術 国 

立 

国 

際 

美 

館 

 272 100 1,030 95 936 2,433 

A
ロ 

計  2,638 598 3,805 473 2,335 7,518 2,862 20,229 

付表2-10 各国立美術館・博物館の過去 5 ケ年の入館者数 
	

（単位 人） 

区 

分 

 57 58 59 60 61 計 

東京国立近代養術館 

本 	 館 

エ 	芸 	館 

フイルムセンター 

195, 975 

41, 541 

79.214 

442, 244 

95, 420 

76,054 

219,028 

54, 694 

40.496 

403. 435 

36. 257 

26,150 

204. 913 

23. 525 

21,578 

1,465,595 

251.237 

243. 492 

小 	 i汁 316. 730 613.718 314.218 465. 842 249.816 1, 960. 324 

京都国立近代美術館 325, 969 97,001 119,268 40,370 168,334 750,942 

国 立西 洋 美 術館 1,088,369 403,299 504,036 761, 641 813,777 3,571,122 

国立国 際 美 術 館 342,911 43,983 171,163 178, 518 75. 072 811,647 

東 京国 立 博 物館 511,458 811,955 579, 954 682, 288 898,933 3.484,588 

京都国 立 博物館 335, 382 459, 622 412,134 322, 273 467,353 1.996,764 

奈良 国 立 博物’館 317,400 292,064 304,616 333,310 360,539 1,607,929 

合 	 計 3,238,219 2,721,642 2,405, 389 2,784,242 3,033,824 14,183,316 

に＋、 	1“主Rュ‘A‘加‘ま〒舶 d、ュそ 昌垂塵血 l十 	iル格T慮のかめ昭和58年座から昭 和61年度の 間減少して 

いるo 

-464ー 

全県的な芸術文化の総合的連合団体 

県 名 団 

体 

名 

加 人 団 体 数 
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【 
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, 一 

分野別 地域別 その他 

昭 	
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年 度 の 

	

J  

和葺 	

主 

な 

活・ 

動 

北海道 
・ 、 

北海讐女化団体鳳議会 認 14管内

崩市町村 
道民誓爾祭聞催，広報紙の刊行．全道文化集合間叱芸術新貫の授

与等 
青 森 資毒県文化扱興会議 75 9 県美{(.j展並びに“週I村文化祭補助, 各団体の芸術．文化琳雲への制国h 
岩 手 （社）岩手県茎術文化“会 28 51 岩手芸附祭の共催，各種文化鍛興事業の実緒 
宮 城 宮域県文化臨会達’眼繕会 

宮脱 I暴、芸梅篤、資 10 
44 

臥‘仰】 
嬢間誌の発抗研昨会の実施等
芸術筑 チャ II ’イ展の開催等 

秋 日I .（社J秋田県喜術文化嶋会 31 

36 
52 

21 ．人 肌7 
展覧会の問価，ブロ7ク釦‘の聞雌．機鵬との発行審 

機関」との発行，誉術祭の共催‘俳‘り大会．歌会事の実雌馴膨雄 
山 形 山形県芸術文化協金 

拙 局 福島県芸爾刻t団体達合会 25 26 棚月誌の発行I 文化振典釦‘の聞催 
表 城 萩城文化団体運合 76 芸術文化講座の開催．芸術祭への春加 

栃 木 栃ホ県文化脇会
栃＊県高等学校文化迎盟 

21 馴人融沃 

89校 
撒闘雄の発行，芸術撃の実施等
高等学機合文化祭の実施毎 

昨 島 詳巧県文化協会運絡脇雄会 61 附会の批．広報紙の発行算 
I‘ 玉 埼玉県文化団体運合金

埼玉県高等学技文化運盟 I 個人 45 文化擬興会議の闘低題彰事泉の実施
県高校緯合文化築 

十 葉 干欝県芸術文化団体協始 16 10 峨関誌発行，研昨会の聞俄等 
蔽 山 富山県喜崎文化脇会 33 餌人 4.4m 美術堪，公演等の実施出版等 
福 井 福井県文化鳩繊会 16 “人 1.1加 芸術菜の実施，難眠機関誌の刊行等 
山 製 山梨県市町付文化協会 

達絡1‘譲会 
61 槻間誌の発行，’鰍大会等の聞催等 

設 野 長野県芸術文化協会 即 購習会の実施等 
旺 阜 岐、I県芸術文化会議 幻0 闘人 897 棚誌の発行．文化絹横会の閲催 
” 闘 静岡県文化協 会 27 芸附祭への参加 
雲 知 愛知県文化協会連合会 1 56 婦i展，芸能大会等の実施 
ニ 皿 （社〕三重県芸術文化脇会 15 臓覧気研究島公横の実施舞 
大 販 大阪文化団体迎合会 257 “人 	4 出販物の刊行 
兵 庫 （財）兵蹴県文化協会 9 闘人 肌1 細誌の発行．文化事桑の実施 
署 良 棄良県文化鳩会述盟 40 胆覧会の囲俄 

和駄山 和歌山県文化協会運合会
和款山県高等学校芸$1連盟 

27 
44 

I配f文化鵬金の”成，会報発行等
高等学瞬合文化祭参加 

広 島 広島県文化団体連合会 50 地域文化i舌動事黒 シンボジウム，講自謙遣の実臓機岡誌のf噺『 
等 

uI ロ 山ロ県文化迎盟 

博鳥 県 文化協会 

愛媛県茎燭川体逮絡脇維会 

9 

11 

21 嬢間雌の発什．研修会の開催 

茎術文化団体の活動助雌，文化活動の美嵐撒彰，出販等

喜附卿、の参加 

徳 島 

雲 嬢 

高 知 高知県文化維違j封各脚始

佐買県文化闘体脇議会

長崎県文化団体脇議会

熊本県文化協会 

55 

15 

勘 

朗i町村 

13 

71 

37 I 

耕i卿、の参加，研絡気釦蔑等の聞催 

嶋関誌の発行，講峨，会議の聞借，芸術祭への，加，瓢彰

会議．峨会等の紺し棚切誌の発行．文化団体への助成

断彰．文化事桑の知旨，i柳井I警術撃への助虞等 

佐 買 

最 ’， 

照 本 

火 分 大分県芸麟文化扱興会娠 110 17 ’人 	助 I 隣関誌の発行，出版．市町●払、の指準等 
宮 崎 宮崎県芸術文化団体運合会 

（財）宮崎県文化脇会 

り
‘

っ
‘  

芸術菜等の真施，樹難加）発行 
芸術文化事議等への助成，芸術文化事桑の実施 

麗児品 肥児島県文化協会 22 I 冴俸魚会峨緯の実施．樹如との発行 
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付表3-2 都道府県における文化振興財団等 
	

（昭和62. 5. 1現在） 
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躍難u」県民 45 0 0 5,000 
岡 -1費 

m, 	, 

躍器県教村 
45 0 0 1.000 

帯’''mりI「氏甘 
4さ 0 0 1,000 

農貰篇器胃又化 
bb 0 1,194,101 

I山， 	w 
~一 	~ 

凱署嵐冬帰土 54 0 0 600.000 
” 

・ 

［ 
 

山 

山 

趨姦冊又化痕 
54 0 0 98,882 

（財）県民七ンター 59 0 30 .000 
UJ 	I.J 

‘畦, 	‘. 

‘掲IHH恐黙買 42 0 0 20,000 

． 

皿 

め 

m 
 

1界品県又化 

I”」、 ，.． ~ ．.． 」~． ‘ 

52 0 17,000 

	譜謬馴、卿エ 
46 0 0 1,000 

搬
携
笥
県
又
化 

誠 

《 

峨 

」 

譜
藤
緊
挙
‘
、
’
氏 

55 0 1, 503. 300 
b{J 0 0 300,000 

鵬 本 

難嚢黙芸用 
48 0 0 56,020 

II1J”叫不 WJLI8 
~J 	上‘ 

b7 0 0 20,000 

' ’蓄琴I”県又隼 55 0 0 67,500 

1466- 	 1467ー 



資 料 

	
料 

I 
何
表

d 
、
」

● 
ら
・

‘ 

「
名
い 
北
海
’
遮
】 

・

豆
マF

」 

-d 	百 03且胴 

J 』‘ 

‘名 	称 

’示'I

八数 

ノ云1刊入-IしI* 

構 	成 	f 

IF'm 糾 

―ョI 
折 	管l 

1mI刈 、ー‘’『”vー’ 	ー’ 	ー 	ーー’一一‘ 

霧；設置形熱 闘検討加員等 
化海過文化振興審議
合 

20 	I 喝 

係 

粒 

員 

一 

 rft a 欧青長難瀞i 繊蹴難欝響灘 

菱 城． 
離騒化行政推進 

22 	I 男 係 職 軸 	‘ 
講雛数 曹合県民室灘鷲臨k 毎欝豊驚責繍搬盤 

j寺 玉 
麟$3諾1準を 24 	I 闘 係 職 員 自泊文化課 

知 事響騒纏瓶需I ●奮器4MlL it$3$)f 難緩乱 

千 葉 切総文化懇議会ニ‘ 26 有 議 	者 “報県民課 知事議締器もとI :灘，鎌鷲I & :t灘 
言した． 

東

・ 

車
」
・一
二
」

、 
 

東車俸文化恩談会 
“ 	二． 

難毅競薙イ 

36 

19 

間 

関 

係 職 員

係 職 N 

生
コ
‘
興

活
ミ
文
計 

搬
磁

雌 

知 

知 

事読競器もとに文化に関t

事難議餓し必る夢$4 

る顕彫割贋 

. 	1Uf:rt3*iito) 	I0I:t0t 6 

神奈川 文化行政推進本部 

驚懸文化を考え 

富山県文化懇議会 

富山県文化的項境づ
くり委員会 

28 

7 

17 

34 

関 

有 

有 

有 

係 臓 員 

歳 	者 

離 	者 

凄 	者 

文 化 童

文 化 室 

知‘‘公童 

知事公窯 

知 	事 

知 	亭 

軸指定着働”設置・“時開斎質賀騨織ft 

恒常的設豊‘毎年定
期聞艦 

恒常的設置．毎年定
期聞催 

知事特定課題’期闘設置驚欝惑騰't 

難欝繋‘よ 

uz'a 

諦Q)hI03Q) '1繋讐雛報碧発

艦難議讐講躍罷議讐 

① 本県における文化●題興づくり剖眺 

‘殻綴響認臨蒼3うえ也 

a)鱗繋灘3-, 56Sf 
等に関ナること。 

富 山 

祖 井 県民文化Ii政椎造金 
」‘ 

13 闘 係 職 “ 生活文化課 知 事 
麟豊設置・必要掃 

文化行政の総合的な金鳶，調整及び推遣に 

讐麓蕗マりビジ，ンに闘すること． 

長 野 文化行政懇話会 20 有 議 	者 文 化 課 知 事 年1回程度 文fヒlf政全般にっいて提言． 

静 岡 生活文化措話会 

灘認難活文 

生活文化Ii政推通連
絡会撮 

難鯵スメノト岡 

6 

納
7
5
1
1
)

f
l
f
4
3 

 

関 

関 

関 

'i 

係 職 lI 

係 職 lI 

係 職 員 

臓 	者 

鶴
織
鶴
鶴 

室 	長 

窒 	長 

室 	長 

生活瑚境諜
長 

一淀の課知のもとに
毎年聞催 

毎年 1回間催 

毎年l回間催 

毎年定期的に間曜 

騒t麗讐澱篠離長灘驚’ 

君難群繋髭黙音 at議離 

撫各詳韻離主t.5 文化行政 

賛議難離鷲維 
案」を作政する． 

受 知 
鵬難化行政維辿 m 

 関 係 臓 員 
a 雲違 

I 橡務部長 毎年定則内に聞催 文化行政に関する施策にっいて運絡煽議を
行う． 

三 ， ［文化行政維進連絡会
議 

r 	20 関 係 職 員 金
企 

画
画 

田
餌 

教
青
委
員
’ 

l郎 
I 

長 ,毎年定期的に閲催 文化行政の施筆推進，県勲員の意議閣査作
成。 

滋 葡 「文化の風恨委員会 l2 有議者．文化関
係者等 

！知 ’ 
宝競綴もとに’ 

,文l願垣の高掲．行政への文Iuり視点の庫
入に関する提言． 

県 	名 名 	“ 	祢 人計 構 	成 所 	管 
委員等の
任 命 者 

”
り 

】

・
『 

一

、

，  
蓋証 

「
形 

設  

- 	' 

任務・検け4‘」li算 
' 	1 

京 

劃 

文化行政推進＊郎 

（ 、 	二 」『 

井i●】‘村文化行政主管
課長会議 

29 

45 

関 保 職 員

間 係 職 図 

軟青手員会

文化芸椅室 

副 知 事 

知 	‘事 

恒常的に設置

年1回開催 

畿鯖溜釜,的見直しと’行敢の文Iヒ 
・ ， 	% 

地域文北の艇興等にっいて1叫． 

大  阪
＼ 

緩府民劇場運営喜 

黙篇漸’ヒンタ一運

離わ艇面運営委 

賛文化祭英行委負 

25 

5 

6 

15 

響係職凡有謙 

有 	謙 	者 

学議極験老．文
化間係者 

静 関係職 

府民文化奮 

府民文化童 

府民文化童 

文化財保級
課 

知‘ 	事 

知 	『事 

知 	事 

教育委員会 

織助間毎年定

麟的に設壁し適宜

雛的に設置し滴宜

毎年設a 適宜岡催 

文化向上，発展のための闘査観陰

現代美術セン夕ー運営の専門的助言

なにわ塾設置の野1的助言 

文化艦興 

兵 庫 
が県芸“

i文化委員 30 有 	鍛 	者 
難胃 

知 	事 一定課題のもとに特
定期岡開僚 

文化行政の推潟等にっいての提甘 

奈 	良 
貧血県文化扱興馴読 

2a 器I・文化間 鉛要化里 
知 	事 ー期2年 文化活動のi引生化等にっいて横討 

和款山 和歌山県文化熱話会 13 有 	撒 	者 文化握興課 知 	事 誘譜是もとに特 文化擬興に関すること． 

愛 	媛 受姐文化懇麟会 

難県生活文化扱興 

20 

S 

難・文化閣 

閲 係 職 員 

文化鍛異局

文化損興局 

教青委目会

教育委員会 

値常的に設置
年3同鳳臓 

恒常的に設置
年3回開催 

文化意識の高掛をはかる。 

生活文化撮興施渡に関する運携‘推追 

高 	加l 勢県文化催亀委員 

酪県芸罰祭執Ii昨 

20 

30 

関 係 職 員 

務者・文化聞 

牧胃審員会

教育要員会 

教 青 長

教 青 長 

畿●競・必要

豊鶏臨履・毎年 

織推通のための基本的方策に関する研究

高知県芸術祭の関運業務 

長  崎
・
‘ 

 
化創遣，員 

． 	シ 	・ 

20 静・文化関 企 面 課 知 	41 離讐祭必妻 雛施鱗に対する文化的視点からの指IS. 
鹿児島 

鷲書県芸備文讐 25 欝も文化関 文 化 課 教胃委員会 委員任斯2年 茎崎刻tの振興に関する餌査審堪 

沖『’縄 i帆文化問趣憩話会 
・ 

15 欝者・文化関 
難履維 

知 	事 豊離柱設置・毎年 文化線典策にっいて提言 

札 

幌
、 

市 

業術文化奪話会 l2 
欝加議胃 

文 化 課 市 	長 聞昨 年1回 文化掩策の検討等 

欄浜市 難市社会教背婆“ 

購間演奏会運夢 

10 

7 

有 	議 	音 

有 議 者 

教青委目会 

市 民 局
広 聴 課 

教育委“会

舶の互選 

篇
Hl聞定期的に関

通常 年2回聞佐 

社会牧育に関し．立案，調憲審議‘助言

市民コンサ一ト違営 

名古差市 市民文化委員会 一 
、ー 

10 有 	議 	者 教胃委員会 市 	長 
疑議I姐・定期 

文化施策の検討等 

京都市 t
t
l
6
t
f
t 

鶏 

帥
桃 

肺
雌
姉

由 

由 

員 

京
航 

京
都
京
A! 

 

10 

30 

25 

総乳文化’' 

関 保 職 員

欝も文化関 

教青委風会 

金 画 課

斎都市美締 

市 

市 

市

長 

長 

長 

競鶴篇置し・定 

必要に応じて聞催

定期的に開催 

「世界文化自由部市宣甘」の施篇の銚 

‘世界文化自由郎ib宣言」に基づく事務事

京郁市黄術結運誉に関しで富議する, 

大阪市 文化間題懇議会 20 関 係 臓 H 教育委員会 教青委員会 
請昔搬もとに特 

文化行政全般にっいて検計 

神戸市 
」 誓繊鷺費延 20I 関 係 職 員 教背喬貝会 市 

長 

請紗のもとに随 
文化長期訓国の立案 

広島市」 隷市文化行政維進 」  関 係 臓 員 企面調繁』か 市 	長 ，綱で設置 文化織興施策の音議 
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（単位 千円） 
(2) 経常的経費の推移 

IK ・、着iし二審う》姦’ュ七‘ 、巨‘艦 	常 .】9,,, 、梶；費；、尋 “二」曾・．・’・‘．言マさュ,J滅ごれい ',：可I曽‘h‘呂減七三“1" 	‘・ 

・田l 和 47qt 血・’い f 6. 269.791 
' 48 8. 558.683 2.288.892 26.5 % 

て 49 	‘、 10.493.021 1.934.338 22.6 % 

-50 11.856, 699 3.3.63.678 13.0 % 
に
】 
1 く 

予 

算 

?  
12.832.304 975' 605 8.2 % 
11.537.242 ム 1.295.062 .10.I 96 

17.809.067 6.271.825 54.4 96 

1 16.388.522 A1.420. 545 ム 8.0 96 
19.470. 311 3.081.789 18.8 96 

' 86l F叫一 20.899.646 1,429.335 7.3 96 

57' 	.-.. 	- 21. 718. 268 818.622 3.9 96 
． ・ 2L叩4．伽 A 	713. 468 . 	3.3 96 
、 24.703.363 3.698.563 17.6 96 

60 	-: 	- 85.274.274 570. 911 2.3 	 96 

（単位 

1ヒ施＝設建設費 (" k弄町子ジいメ訴‘；澱、てミいに・ 減 
6.928.885 
5. 667. 797 .. 1.263.088 ニム 18 .2 

ユ2.402.084 6. 7:14. 287 118 .8 
&936.叩8 . 	5,466,076 A 44 .1 
3.870,938 ム 3. 065. 070 A 44 .2 
8.663. 135 4.792. 197 123 .8 

16. 81 0. 261 8. 147.126 94 .0 
21.530,022 4.719.761 28 .1 
17.840.108 ム 3.689.914 △ 17 .3 
33.398.567 15.558.459 87 .2 
25.796.998 ム 7.601.569 A 22 .8 
18, 108.987 , .7.688,011 29 .8 
22.793.912 4.684,925 25 .9 
27.809.648 5.015.736 22 .0 

千円） 

半 

%
%
%

%
%
%
%
%
%
%
%
%
% 

(5）文化施設建設費の推移 

,'‘二』 Ixぐ」ヤ言1」ニI・な生分

昭手Ii47・年度 

・りか亡盛り嶋‘8海ど詠,・； A、萌

巴准：え専・午よ49 誠ミ：靖泣まこ二 

・％,、三！】ミま’i50 l l 贈い芦A! 
t・了く’；・＝ヒ‘ mm51、(.ぎ‘算γら

一什唾Tl魂h」『‘52 』；：と1碑驚ミニ

ミ宇でな嚇F●シる3I」毒馴i零嘉矛 

541ひ，寿春、z"t、 

資 料 
料 

付表3-4 都道府県の芸術文化経費 

(1) 都道府県芸術文化経費の推移 
IK 	、・三，一’『一弓γ二 	ジ ． 甲芸 術 文化 経 費・ ジ “，、」柵、「 	・ 	；成 増与、蔵 一m 』、喫 

F 、 	t り召呼114.79ド I“マ．- 13. 198.676 
, 	' 	」 48. 14. 226, 4330 ． 	】．O27.8lM 7.3) % 

7二、己1ぐら 41) 	‘舞、一 22. 3395. 105 ％・ 」 8, 668.625 62.1 % 

ら． 	50 	」 	ら '-' 3)1. 792. 707 ム、 102.398 A 37.9 % 

」 	」J51' 	.7,) 36. 703. '42 ム -ム 2. 089.465 ム lLl % 

’一 	52 	り 20. 200. 377 3.497. 135 20.9 % 

『 	I 	二一53 	， 	‘一 マ -34.619.328 ' 14,418,951 , 71.4 96 

”一『 54 	' 	‘に・ =． ・一 37.918.540 3.299.212 ・ 

・・’『 55 	り 	-I子 37. 310.419 .A -A 	608.121 ‘ 	■ム ・1.6 % 

・、J56 54. 298, 233 16,987.794 ・ -・ -・ 	31.3 - % 

・“‘ 	ノ 	57 47. 515. 266 A6.782.947 ム 12.5 % 

q58 	' 39.113.787 △ 8.401.479 , 17.7 % 

' 	59‘…・二 47. 497.275 8. 383.4813 21.4 % 

一  53.083.922 5.586.667 11.8 % 

(4〕文化施設管理費の推移 
（単位 千円） 

ー 区一醸落善議郵弧靭農 義1・歯 l加イじ施ジ設喜管碑，I費覧“」」・ 誠i盤＃曽詳ダl'h"7 ー戸一 誠‘1 ; =‘増‘，二減 零二ど率三 1 
、‘」二“11 利I4置雄I糾度」軸良1 '‘「一 --.=2 .994.581 二 	-二 	- 
“，、二 T.A導叫8航にい・葺i，誌首 ‘二 J 	1.528.746 51.3 	% 
m」L 	叫難9'. 	舜i轟嶋尋 6. 459. 985' 1.936.658 ・．1 一‘ l"'42.8「％・プニ 
ー 一’』警‘50昌響鼻f療’軸月h ・・・ ： ・7.837,611・ ．二 	’ .．二 	’ 	1,377,626 -- 一r」 	、 	‘2l13"%%' ’『 g 了 

一 	」 	、‘ 51'' (31;W)魁 8. 924. 354 . -913.9 	-.96 
・ ．可」52 、i谷‘喜糾瑠・ 一・ -一・ 	8.336.066 ム ム 6.6 二％ I二ー 

ン戸．‘・ 	3 	'、ぎ島 14. 048.488 5.712.422 ・・． 一‘ 68.5 	% 
、‘． F‘一り 54 ・ど、’’舞ら曽 11.585.809 ,-,一.,一「 -,一「ム 2.462.679:' 』ム j7.5 	:96 

、二 	『、“ 	55 	「二 	一” 13.933,245 2,347,436 い・ 	，ど 2O.3 	％ 	、F 
轟ま二“ 	' 	5(3 	号 	.,、 14.836.609 903; 364 ’、 I・ 	、一一 	6.5 	%．一 
lm・率拙「1ぶ，57A喜h羊』生耕冨, - -- 16.232.440---'' ’・り、 	1.395.831 、戸戸 J・ 	,、・】、 	9.4 	% 	二 

＃を繊替序考56.・師 "S舞プ二， ・ 15,931,221 ム -ム -ム 	-ム 	301.219 ソ ム 1.9 % 
こソ’ふま事きた.69 二、い，‘ま羊七こ 18. 184. 559 2.253.338 ニ’, 	14.1'% 
ぎ11な誉ど二ゾ二・6o 竿そ二4琶二 18.043,147 ・‘・4 	14Lm .-..． 	ム 0.8 	96 

（注） 55年度以前は, 文化施設事業費を含まない。 

（単位 千円） 

付表3-5 市町村の芸術文化経費 
	

（昭和60年度 単位 千円） 

(3) 芸術文化事業費等の推移 	
（単位 千円） 

」」く 	葛声喜ぐろト マ＃糾‘、鼻二業鼻，或費ト嘉巴 章‘．増隣“戸，・」噂三g誠 A准、 に範ミ」曽おg・gミ,減ジ虻嘗，率歪かジ 

,lIP tIl 47hジI星；一 . 3.275.210 
-,n4g いさ叱n" - 4.035.356 ' .' 	760.146 23.2 	96 

一 	49f 	二・・“ g' ‘二 -‘二 .‘二 	4,028,036 △ 	-△ 	2.920 A0.1 	％ 	ニー 

・ープ 56 	二発』I 	‘・ ・‘ Lj 4.019.088 △ 	-△ 	-△ 	13.948I ム 0.3 	.-%--， 	' 

f ，、ュ．了 言；‘・Slポ子算〉" ‘」-‘」 	・ 3.907.950J ム 	-ム 	111.138 - - -- A 

2 

8 

9
6 

 

一、ュ、ン，“.52'A三舞二雄ごシ : - 	. 	、 3,201.176 ム 	706. 774 ：言 	，．ム18.1 	% 	: 	’、 

二と」二『し -53~ - 買乏コ， ・ ’ '.3.760,579' ー・芦 一 	559. 403- 『二‘“一 l7'5'％言・ 	‘ 

芽呂繊津撫読ミ；“讃惑撃輪難闘 I ." 	-I 	." 4,802,713 	-. ' 	1.042.134 - ・ m 7 
% 

 

8典I艶纂鴛獣「弱f誠・繰盤Ii器薯 ' -' 	5,537.066 734.853" . 	. 	:15.3 	% "' ".-- -- 

転撒【嶋郵」にi稽春鱗藤嵐酢盤「 了 -了 	：1 6.063.'037 . 	-. 	'. 	.. 	525.971 	-: .-. 	- 9:5 	.% 二 -二 	-, 

七轟iらか’'I57 5.485.828 ム 	577, 214 --A 9.5 --96' 

r，‘寧樺戸． 	58 ＃ 	二n 5 叩 3 
に
v 7 

9 

 ム -ム 	41L 249 ,_7.5 	96 

ニ J 、59 	一 7' 6.518.804 :-:1.45.225 28.5 	96 

6O 	' 7.231,127 712,323 10.9 	96 

I‘ 	・ 	分 	に コ指了定 都、市・ スulo万人以上の市 人1.110万人来満の市 ど’「’‘篇シ、 H'."II ・A 計 	‘ 	' 
iti - 	中I 	数’ 10 215 449 ，」・・ 2.602 3,276 

‘茎 常」的海釜 費こ 8, 104, 338 33.674,598 16.350.715 6.017.960 64,147,611 
文Iヒ施設建設費1 9.116.674 48,751.937 30.210,019 -17, 782.892 105,861.502 
総ー支 J 	331 	割1・ 17,221.012 82. 426. 515 46.560,734 23.800.852 - 170.009,113 
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付表3一6 国民文化祭の概要 

総 	― 	、合 
フエステイバル 

シンオミジウム ―分野別フエステイノ‘ル…り 合’ 

・計・ 

一  

・

主 

催 

事 

業 

名 

開
会
式 

総A
ロ
プ
エ
ス
テ
.
4
.
バ
A
等 

閉
会
式
・
グラ
ノ
下
フ
『『
ナ
『
レ 

文
化
フ
オ

ー
ラ
ム
け
接

編

い 

講 

演 

会 

文
化

、
ン 

ン 

ポ
」
しッ 

ウ 
ム  

'  

う
・
民
俗
芸
能
の
夕
ペ 

引 

ケ
ス
ト
ラ
祭

‘
・・
二 

停

・
馴
r
)和
r
3郊

器 

等 

回

・
み
んな
で
楽
し
も
う
ノ
オ
ー  

黒
鷲
灘J
z
I

る 

文
芸
（短
警
俳
句 

川
柳）
大
会 

美 	・ 

術 

展 

生
清菱
託

フ
髪
一
う
，  

た
掌 

生
活
文
化
7

エ
ス
テ
イ

バ
ル 

生
浄
女
I
L 

テ
ノ
セ
『 

 

二

？
ゾ
「
」
か
二 

『
・
で 

 

? 

J 

・ 

」
に 

 

」 

．
“ 

 

第 

一 

回 

東
」
‘

京 

，  

出
演
団
体 

出
演
者
等
数
（
人
） 

 

18 12 一 
一 

 

ーI
1
2 

一 
 

5  

108 
応募点数

短敬 3,900 
俳句 	350 
川柳 2,1加 

応募点数 

3,450 

15 
(刻畳団榊 

'53 

956 332 3,175 1,958 
I出品者、 
、実演者等ノ 

6,438 
‘応募点数、 
、 	9.置×】ノ 

入
場
者
数
（
人
） 

 

2,300 1,300 伽 

伽 

 400 7,050 1,200 9,000 25,000 46,750 

了
第 

ニ 

回
‘

熊 

本 

出
演
団
体 

一
出演
者
等
数
（
人
） 

 

63 8  

3
9
8 

一 
 

4  

一 
 

6  

172 応募点数 

短歌 2,047 
俳句 1,944 
Jifl 	1,954 
嚇者1入） 

応募点数 

6
0
9 

 

1
6 供
催
団
体
） 

1
0 

等  

7
a皿
馴 

ノ
ー 

 

出
出 

、 

ノ 

 
【  

2
5
9 

8
算
‘  

、
、
、
ー 

f 
 

ー

占
“ 

'
" 
 

2,458 4,613 

入
場
者
数
（
人
） 

 

71,100 Ll加 550 助  60,450 卿  m  
64,000 205,7別 

付表3-7 全国高等学校総合文化祭の概要 

回・
開 

数

『
県  

『
与‘年
催

『 
 

’ 	 ・ 

期 	白 
参
参
観 

加

加
覧 

「
r

を 

校

人
含 

激

唄
切  
「舞り部二二二ン＝叩,一三― 

第 	I、」回 
昭和 52 年 

（千占葉県） 

7 /31-8 / 3 
(4日間） 

93校 演劇，合唱, 吹奏楽, 邦楽，マーチ
ングバンドバトントワーリング，吟
詠剣詩舞 

第二’2 	回 
二昭和 53 年 

L（兵庫県ン 

2

7 
一
日 

8
/剛  

475校 
同 	上 

及び書道，美術エ芸 	ー 

第 3 回 
昭和 54 年 
（大分県） 

8 / 1-'8 / 7 
(7日間） 

496校 

同 

第‘ 4一回 , 
昭和 55 年 
（石川県） 

8 / 5-8 /10 
(6日間） 

597校 
同 	上 	 ” 

及び写真 

第 5 回 
昭和 56 年 
（秋田県） 

7 /29-8 / 2 
(5日間） 

527校 
同 	上 

及び管弦楽，郷土芸能 

語 6iti 5課 
（栃木県） 

7 /29-8 / 3 
(6日間） 

653校 
同 	上 

第 	7りニ回り 
昭和 58 年 
（山口県） 

8 、
日 

4  
/

‘

、 

23 

8
間 

/

、
！
ノ  

643校 演劇，合唱,吹奏楽・管弦楽, 邦楽， 
マーチングノくンドノ《トントワー IJ ン
グ，．吟詠剣詩舞，書道，写真，美術
エ芸 

第二包一回 
昭和.59 年」 
（岐阜.県γ 

7 /31-8 / 3 
(4日間） 

909校 
同 

上 
第 	9ら1 回 
昭和 60 年1 
（岩手県）. 

8 

7 

 。‘
《
り 

、
日 

8間 

ノ
？ 

 

/

（

、  

923校 
同 	上 

及び郷土芸能，文芸 

第 10 回 
昭和 61年 
（大阪府） 

8 ノ
！
( 

5
4 

一
日 

8間 

‘

ノ
？ 

8  1,129校 
同 	上（郷土芸能を除くJ 

及び器楽，映像 

語霜＆塁 
（愛知県）、 

4
4 

、
日 

幻

剛  
1,399校 

同 	上 
及び放送文化，郷土芸能 

（注）昭和63年度は熊本県で開催予定である。 
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付表5-1 著作権審議会の審議状況  

霧演瑠誠弾臓誉簿i 事り舞中項 審靖義 期 間 報告書公表 

一警」 

 

①レンタル関係 

（貸与権，貸レコード問題，第30条改正） 

②隣接権条約加入問題等

③ビデオ海賊版関係 

昭和58. 2～昭和58. 9 

昭和59' 5...昭和63. 1 

昭和62. 7～昭和62. 8 

昭和58. 9.9 

昭和63. 1.27 

昭和62.10.16 

‘委 

・ 

員 

 〔
乙 

り
「

A云
『

マ 

第  コンピュータ関係 昭和47. 3～昭和4&5 HL148. 6.11 

・

ど
，『会  

‘

員  nく
u 

‘川
一 

委 第  

一 

係 ビ 

デ 

オ 

関 

昭和47. 3～昭和48. 3 昭和48. 3.20 

第4 小委員会 
二 

- 

複写複製関係 昭和49. 7-昭和51. 7 昭和51. 9.16 

第 5 小委員会 録音・録画関係 昭和52.10～昭和56. 6 昭和56. 6.26 

'  1二ジ 

第 6 小委員会 
二 	

三 	ー 

コンピュータ・ソフトウエア関係 昭和58. 2-昭和59. 1 昭和59. 1.19 

”
、
員
（
『 

 

り
『
委
三  

' 
 

・

二
小

に
“」 

 

第
・ 

ー

会
「
マ
『 

 

7 
・ 

データべース及びニューメデイア関係 Hiif1159. 3-昭$ll60, 9 昭和60. 9.25 

第 8 ］締 出版者の保護関係 

！
』 
 

刀
ロ 《b 

、  H 和 a 
0
v 
 

' 
 

第 9 小委員会 一 
 コ 

ン 

レ
」 

ュ 

タ 

倉 

Ii 作 

物 

関 

係 

 Ht161. 3- 

― ・ 	り「‘" 

二第10小委員会 私 

的 

録 

音 

録 

画 

関 

係 

昭和62. 8- 

付表6-1 宗教団体の公益活動施設数 
	

( ）は参考値 

.$. 一  

仁、教そIJき 
"j 

リソト教系 
諸 	

'h) 
『 ,プニ鍬 ~~~～ゴ 

『

j 

。
系

3
2 

 
道

1  

-
,
-

i
C

. 

:  

0 

5 
9 

2 

3 
5
1 

 

- 

1  p 
 

880 1,630 12 2, 654 3
0 5
6 3
6 

，
プ 

… 

， 
 

2
6 

全
私
立
学
校
に
占
め
る
比
率
（%
) 

 

3
1 2
5 3
0 

'1.1... 8 

1 

 一・ぐ 2 に 二“ '.,94 
45 ''.''159 』 3 二・三 212 ン 

117 209 '5 340 
50 90 ・I‘」 」‘ 	143 
29 50 ’二『1 	: 83 

1,132 2,219 J24 	' 3, 526 

響 博 
物 

館

一 

イ 

 72 70 4 ・4 150 8.5 難驚 
医
旅 

病院志診療所 7 .:(19) m  2.. 一 
 

N  
社 

会 

福 

祉 

保意育 炉斤 107 、 	・782 』＝ 488 二 72 一 1,449 
糖鶏渇 J 1,652 ・（165) 145 :26 一 

 

老人福祉施設一 (76) 144 ・7『 一 
 

障害者施設ニ ( 5) 122 9 一 
 

各種保護施設 (47) 14 1 
その他の社会語祉‘級 114 (10) 54 3 
い 	計 	‘， 1,873 967 118 

（注） ⑦ 小学校から大学までの数値は，文化庁宗務課力昭和52年及び昭和53年に行った調査結

果に，その後の補正を加えたものである。幼稚園，保育所については⑨以下を参照の

こと。 

"） 日本博物館協会資料（昭和60年10月）による。 

⑨ 上記⑦，“）以外の数値は，主に「昭和61年神社活動全国統計」（神社本庁）による。 

国 幼稚園, 保育所数については，仏教保育協会資料（昭和62年度）による。また, 医療， 

社会福祉関係（保育所を除く。×り数値については，最近のものがなく，参考までに「日

本宗教大鑑」（プディスト社）（昭和48年）によって示したため，計欄の数値は差し控え

た。 

困 上記（ア）,H）以外の数値は，「キリスト教年鑑1987J（キリスト新聞社）による。 

の 上記（プ）,"）以外の数値は，「第54回天理教統計年鑑」（天理教本部）による。 

-474- 	 -475- 



資 料 
	

資． 料 

付表7-1 文1 化財の保護対象の主 広大 

』
代

年  法 律 
一 	． 

有贈‘文化財 
史跡名勝
天然記念物 

無 形
文化財 埋蔵文化財 

’ 	戸 	．/.J 
藤難財 葺鍛I 文it財の

保存技術 

明治 古社寺保存法 古社寺の所有す 

耕
の
定

資 

加年6月． る建i景物及ぴ宝 

物知（細‘彫 

糾書跳エ蔵 

刀剣） 

大正 史誠名鵬天然 史蹟名贈天然 

8年 4 月 紀念物保存誌 紀念物 

」 

昭和 国宝保存法 叫地方公共団 

‘年3月 体又は価人の所 
己 ・； " 

有十るものまで 

聴謝拡大 

昭和 重要費術品等 米指定の美爾 

8年‘月 ノ保存ニ関ス 品算の輪出の 

ル法律 割阻 

昭和 文化財保議法 有形文化財健  I 史跡名●天然 .無形文化 壇蔵文化財 

お年 5月 造仇線画，彫 記念物 財 （有形文化財と 

刻．工芸品，書 してI親〕 

跡，華跡，典箱， 

古文書，民俗資 

料．考古資事り 

昭和 文化財保護法 記念物として 無彫文化 埋蔵文 L 財 

四年5月 の改正 ‘調を明確化 財の指定 （有形文化財か 

文は樹尺 ら独立して保歯） 

昭和 	‘ 文化●』保組法 有形文化財に麗 月臓文化財の保 

資

形指俗 民 

・叫 

飴ー

朴

の択 

浴

無

の 資形道 

俗

有の 

民

ー 
 

ー・Iー
ー化の指 

画建 文化財の 

50年1月 の改正 史資料を追加， 護制度l亡充 

文彫

の 財民定 

俗無財？ 
民く化設 

俗を 文
創 

造物酢 保存技術 

建遭物とー体を 

: なして価俄を形 

成している土地 

等を含むことを 

明記 

現 	在 ~ 

付表7-2 古美術品輪出鑑査証明実績 
	

（昭和51年～61年） 

年度 区 分 
付  交件 

者
数 

絵 画 彫 刻 工二芸 書．」跡 考 古 り建造物 「覇 
昭和 

51 
文
京 

庁
博

化 

計 

っ
。
Q
v7 

96
6 

9

3
2  

9
4
4 

9
0
0 

7

6
3  1 , 

 

に
J
。乙

7  

・

1 

。
‘ 
 

5
8
3  

6
2
8 

5

3
9 

3

1
4  

7
に
v
っ
一 
 

, 

？ 

・  

26 
20 
46 

14 
0 

14 

り
一 

っ
一 

 

9
0
9  

7,794 
2,859 

10,653 

52 一 
文京 

庁
博

化 

計  

342 
424 
766 

1,170 
468 

1,638 

19 
85 

104 

4,393 
2,865 
7,258 

50
6 

105 
4 

109 

2 

2 

3
0

3  

っ
】 

h叱
v 

 

5
8

3  

53
9 

5

0
5  

7
34
31
6 

 

53 
文
京 

庁

博
化 

計 
 

379 
364 
743 

1,185 
601 

1,786 

137 
87 

224 

にu

り。7 
535710 

d
！ 

に
v 
 

7
8

5  

155 
6 

161 

Q
u 

h
'v 
 

7
0
7  

7,114 
2,759 
9,873 

54 
文
京 

庁

博
化 

計  

502 
538 

1,040 

914 
787 

1,701 

119 
111 
230 

5,670 
3,292 
8, 962 

っ
v
り
】
《。  

4
."‘
・
・
→ 

 

602 
5 

607 

Q
〕 

h叫
u 
 

2
0
2  

7,371 
4, 222 

11,593 

55 
文
京 

庁

博
化 

計  

557 
552 

1,109 

1,418 
773 

2,191 

96 
122 
218 

16,442 
5,398 

21,840 

93 
94 

187 

50 
3 

53 

1
8
9  

18, 100 
6,398 

24,498 

56 
文
京 

庁

博
化 

計  

517 
513 

1,030 

4
98
73
6 

 

0
0

0  

1 

っ
一 
 

85 
110 
195 

15,034 
3,036 

18,070 

74 
50 

124 

48 
13 
61 

25 
0 

25 

64
0 

7

0
8 

5
7
3 

6
9

5  

， 

● 

・ 

一 

。
‘
一 
 

57 
文
京 

庁
博

化 

計  

4
4
9 

2
7

0 

7
4
I  

756 
597 

1,353 

68 
143 
211 

14,235 
1,896 

16,131 

っ
。4
6  

2
I
3  

17 
12 
29 

4 4 

6
0
6  

15,144 
2, 662 

17,806 

58 
文
京 

庁

博
化 

計  

456 
525 
981 

739 
754 

1,493 

997 
156 

1,153 

15,137 
2,396 

17,533 

106 
9 

115 

っ
‘ 

h‘。 
《
h
J 
 

2
2

4  

37 
0 

37 

17,038 
3, 338 

20, 376 

に
u  

。
‘
・
】 
 

文京 

庁
博

化 

計  

44
8 

4
2

6 

5
0
5  

592 
491 

1,083 

59 
114 
173 

14,504 
849 

15,436 

19 
2 

21 

1,081 
3 

1,084 

16 
0 

16 

16,271 
1,542 

17,813 

二・ 

60・ 
% 	' 

文
京 

庁

博
化 

計 
 

467 
258 
725 

849 
239 

1,088 

112 
34 

146 

11,711 
549 

12,260 

130 
16 

146 

183 
10 

193 

0
0

0  

12,985 
848 

13,833 

61 
文
京 

庁

博
化 

計  

298 
258 
556 

454 
320 
774 

21
4 

1
9

0  

2, 526 
708 

3, 234 

9 
19 
28 

146 
55 

201 

0
0
0  

に
v
2
7  

31
4 

1
2

3 

6
2
8  

， 

● 

・  
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付表7-3 文化庁長官の勧告又は承認によって出陳した国宝・重要文化財の数｛昭和62年度） 

東京国立，博物“館

京都国立博物館

＼奈 J良国、立．博 i物館 

『天I阪、．市立三博物二館 L 
，鎌】倉〒国り宝「二館 

＝仙 台 市で博。物 館

％埼玉県立ソ博物館

石川県立美術館 

」名古屋市博物館”‘ 

・琵 琶 湖 文 化 館

岡山県立博物館 

歴史資料館 

計 

139件 "2 1 件 

163 58 二‘ 

165 26 
5.4 29 
13 ・8 

6 3 ・一 

2 7 
9 

6 10 
4 12 
4 

560件 189件 

160 件 

221 
""r9二 1 

’」 8 3 
2 。〕 

1 

'1 1 

9 
749件 

省 

名 古 

1 

aJ
q
v
o 

4

《b

《
。 

付表7-4 文化庁（文化財保護委員会）が実施した海外展の実績 

展覧会の名称 一・会” 	場 ム寿 

期
． 

 

ソ．出 , 	，星, 	件 	二 	数 

計 うち国宝 重‘ 文 

.
,,  片  和
サ
木 

記

ン
古 

念
フ
美 

・
ン 

ス 

コ 

ロ ラ術 

ン
展 

揮．ャング記念博物館 一  
里 

2
6

. 1
0

. 
 178 48 

7メ IJ カ巡回R本古英
術展 

f
’鯛ニゴ、J 罵 

ナショナル・ギャ’リー 
（ワシントン） 
メトロボリタン美術館 
シアトル焚術館
シカゴ美術館 
ポストン美術館 

28. 	1.25-28. 2.25 

28. 	3.20-28. 	5.10 
28 . 7 . 9-28 . 	8. 	9 
28. 9.15-28.10.15 
28.11.15-28.12.15 

91 12 57 

欧州巡回日＊古美術展 
パリ国立近代葵術館 

44 努リア．アンド．アルバー 
ト美術館 

オランダ 
ハーグ市立焚術館 

イタリア 

g7そ* .-v) ’エス dミジチ 

33. 4 . 15-33 . 6 . I 

33.7. 	1-33. 	8.17 

33. 	9.23-33.11. 	9 

	

33.12.18-34. 2. 	1 

92 26 49 

米加巡回日本古美術展 

I二奮ュ篇鷲 
米監ンゼルスカウンテ‘ー美術館 

デトロイト美術館 
カナグ 
王立オンタリオ博物館 

米りイラデルフイア英術館 

40, 	9.28-40.11. 	7 
40.12.5-41. 	1.16 

41 . 	2.13-41 . 	3.27 

41. 4.24-41. 	6. 	5 

128 22 56 

沖縄日本古美術展 
譲器覇市首里当蔵町琉球政府立 42. 1 .20-42. 	2.19 96 7 21 

スイス，西ドイッ巡回
日本古費術展 

ス 

西 

美 

術 

館 

ス
ュ
イ
ル

イ
チ
ド
ケ 

一
ッ
ン 

リ 

市 

ッ 

立 

ヒ 

美 

市 

術 

立 

館  

44 . 8.20-44. 10.19 

44.11.14-45. 	1. 	3 
15 59 

禅林美術展 
米累ストン美術館 45 . 11 . 	5-45. 12 . 20 72 2 32 
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書の美展 	一 	， 

	

‘ 	一 、 西鼠了市立美術館 50 
・ 

.10.24-50.12. 7 116 2 15 
神道美断展 
二 “ 	、 ー 

米国 
芝ャバンハウス‘・ギャラリー 
（二子一貝二2' 
シ 7トル受爾昭 

51 

51 
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53 
54 

.10. 	1-53.11 .12 

.11.23-54. 	1. 	7 

. 	1.19-54. 	3.4 
180 13 

円山四条派展 	・ ‘ブ 米国 
七ントルイス美術館
シアトル美“i館 
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74 1 7 

琳派絵画展 
二 	‘ 米累ノルル美術館 

ジャバンハウス・ギャラリー 
55 
55 

. 9.12-55.10.26 

.11.18-56. 	1. 	4 
50 4 

渋隆寺宝物展 米国 
ジャバンハウス・ギャラリー 56 . 9.14-56.10.25 35 2 22 

日本仏教彫刻展 

‘ 	ジ 

米畢ンべル美術館 
ジャバンハウス・ギャラリー 

57 
57 

. 	9. 	8-57.10.31 

.11 .23-58. 	1.16 
40 4 32 

日＊美避におけるりア― 
'Iス A磯 米’リープ,ンド養術館 58 . 	3.15-58. 	5. 	1 101 9 57 
桧 

響
J 
物 

展 

米国 
アジアハウス・ギャ●リー 58 . 	9.22-58.11. 	6 .31 4 21 

近世水墨画展 	‘ ー 米国 
品サンゼルスカウンチ‘ー美術 60 . 	3 . 	8-66. 5 , 12 85 2 17 

日本陶磁名品展 スウエーデン 

，繋移競警 
》 
 叩 6 

4 

印 7 

2
8 

 69 .9 

曾舟と筆町水昌画幌 
二 

米国 

*1 11.1%'靖群 
61 
62 

.10.14-61.12.14 

. 	1.21-62. 	3.15 
81 1 23 

四季ー日本の美附ー庭 ド夫 .7I勢響易市エ芸美術館 62 . 	9.17- 	11.8 100 2 
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付表7-5 重要伝統的建造物群保存地区ー覧 
	

（昭和63. 3現在） 

	 付図7-1 伝統的建造物群保存地区制度 

番号 県 名 市叩t 地区名称 
プ別 

プ 

J 
 種  面 積 進定年月日 ，都．市計画上の地城・地区 h 

I 青 森 弘前市仲町 武家町 10.6 昭和 
53. 5.31 第ー種住居専用地域，準防火地域 

2 秋 田 角館町 武案町 6.9 51.9.4 第一種住居専用地域 

3 福 島 下甲I大内宿 	・ 鵬町、与一 11.3 56. 4.18 （都市言価区域外） 

4 長 野 東部町海野宿いプー 宿場・養郵I 13.2 62.4 一認 住居地域 

て 5 長野 南木曽町妻龍宿ぐ、、’ 宿場町 	‘て 1,245.4 51 . 	9. 	4 （都市，価区域外） 

6 長 野 糊剛奈良井 宿場町 J 17.6 53. 	5.31 （都市計画区域外） 

7 岐 阜 高山市三町 商家町 3.5 54.2. 	3 近隣商業地域，準防火地域 

8 岐 阜 自川村荻町『 山村集落 45.6 5! . 	9 . 	4 （都市計画区域州 

9 三 重 即潤宿 	」 	二一L 宿場町、 25.0 59 .12 .10 近隣商業地域，第二種住居専用地域，住居地域 

10 京 都 京都市産寧坂’ '% 門前町 5.3 51. 	9. 	4 住居地域，美観地区又は風致地区，持別保全修景地区 

11 京 都 京都H逝園新‘ 茶屋町 1.4 51. 	9. 	4 商刻峨, 美観地区，持別保全修景地区 

12 京 都 京都市轡皿鳥居本 門前町 2.6 54. 	5.21 第一極住居専用地域，風致地区 

13 兵庫 神戸市れ予町山本通 洋館群 9.3 55. 	4.10 第二種住居専用」回或，高度地区，準月j火地域 

14 島 根 大田市大森銀山 鉱山町 32.8 62.n.5 （用途地域は未定） 

15 岡 山 倉敷市倉敷川畔 商家町 13.5 54. 	5.21 近隣商業地域，準防火地域 

16 岡 山 成羽’飲屋 鉱山町 6.4 52. 5.18 （都市‘酒区域外） 

17 広 島 竹原iii竹原地区 製塩町 5.0 57.12.16 （用途地域は未定），ー部風致地区 

18 山 口 棚i堀内地区 武家町 77.4 51 . 	9. 	4 第ー糧住居専用地域 

19 山 口 萩市平安古地区 武家’L 3.9 51 . 	9. 4 如・種住居専用地域 

20 山 口 棚耕i古市金屋 	． 商家町 1.7 59 .12 . 10 商業地域，準防火地域 

21 香 川 朗l市塩飽本島町笠島 港町 13.1 60. 4.13 （都市計画区域外） 

22 愛 媛 内子町八日市護国 製蝋町 3.5 57 . 	4 . 17 住居地域，第一樹主居専用地域 

23 宮 崎 日南市低肥 武家町 34.4 52. 	5.18 一種住専，二欄住専，住居地域，近隣商業地域 

24 宮 崎 日向市美々津 港町 7.2 61.12. 	8 （都市計画区域均 

25 鹿児島 知覧町知覧 武案町 18.6 56.n.30 （用途地域は未定） 

26 沖 縄 竹富●所富島 島の農村集落 認.3 62.4.28 （都市計画区域外） 

合 計 1,653.5 へクタール 

	

〔市町村’市町村教青委員会〕 	 〔国（文化亨〕〕 

	

11I,畿畿鴛景轍番獣の説朋．合意形成 	 国庫捕助 

4保存警繕畜 ( 騎器浅器鮎区域外の場合） 

4）都市計画地方審議会討議 

都市計画法に定める手続 

3) 意見書の提出 

5〕都道府県知事の承認 一ー 

2〕公告及び醜の縦覧 

1）公聴会の開催等 

	 都市計画法の手続に準 

2）地区住民等の意見

1）所有者等及び関係

反映のため公聴会の

行政機問と十分協議 

じた手続 

開催等（条例3条） 

り織’鷺輪撃野見 
 

保存地区決定の告示 

6）保存地区決定→告示 

5保存地区決定の文化庁長官への報告（法83条の3-4) 

◇  
6保存計画の策定及び告示（教育委昌会が担当，条例5 	条） 

2）伝統的建造物等の決定 

1）保存基本計画の作成 
審議会の意見聴取 
市町村の伝注保存

3) 建造物の保存整備計画の作成 
4）助成措置 
5）保存地区の環境整備 

V 
3文化財としての価値の臓査 

8市町村の行う保存上の措置（修 

（注） l 法とは文化財保護法のことである。 

2 条例とは標準条例のことである。 

国庫捕助 

く7 

驚灘灘灘慾難鷲覇13条) 

織欝農の作成 

％霜翌臓晋撤育委員会問 

2) 纂幾農艦驚紗 

H決定・改正の文化庁への報告トーー 

（市夏議欝骸0)繊） 

V  
	~ 2指講助t一‘ 
I（法田条の3)  

7市町村から文部大臣への選定申出（法83条の4)  』、 

◇  

4重姿伝統的雌造物群保存地区の選定
文化財保護審誰会に諮問，答申 
（法83条の4,83条の2) 

5選定の官報告示，当該市町村へ通知 

◇ 
6国庫補助（法83条の6) 
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昭和39 

「 4り 

各重要無形文化財 

伝統工芸技術 

各重要無形文化財保持者 

（社）‘、日本工芸会 

香川県漆芸技術研究所 28 

46 

46 

54 

彫漆・萄持 

石州半紙技術者会 石州半紙

本美濃紙 本美濃紙保存会 

細川紙 細川紙技術者協会 

野 汝寸 象 分 事 業・主 開始年薦’ 

伊勢型紙 

“久留米耕 

小千谷縮・越後上布 

J鈴鹿市。 

（財）久留米耕技術保存会一 

越後上布・小干谷縮布技術保存協会 

27 

35 

42 

芭蕉布 

宮古上布 

絵，枕金・髪漆，構地 

喜如嘉の芭蕉布保存会・ 

宮古上布保持団体 

石川県立輪島漆芸技術研修所 

＝、:9 0 

55 

' .4 2 

会 

続工芸欧州展 

・日本伝統工芸中国展

欧州巡回日本伝統工芸展 

重要無形文化財保持者米国展 

北京，・沈陽，広州，上海 A 

昭和38--39 

昭和48 

昭和49-50 

・
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ガ
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，
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イ
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付表7-6 伝承者養成事業（工芸技術） 

付表7-7 日本伝統工芸展公募者数等の推移  

' 
 

“ 

」
「
ゾ 

て 

・ 

二 

． 

二
・ 

昭和35年（第 7 回展） 昭和52年（第24 回辱）鵬 昭和餌年（策34回展） 

二ー iLz ロ 	＝ ン‘"“ロ J 天選、ー ‘」」」！」ュ 
り，‘」』m' 入選与「 豊出品筆 編朱選‘ 

人数 点数 人数 点数 入数 点数 人数 点数 人薮ビ 」占
「 

一

数 天数 点数 

陶 与芸 68 151 36 53 749 1163 202 202 1009 1406 238 238 

染 織二 67 109 27 38 230 302 77 86 295 342 98 99 

漆ンら芸、 77 111 32 36 151 175 76 78 145 152 76 77 

金 	工・と： 43 65 25 31 143 165 65 65 137 143 72 72 

木竹工篇 19 29 10 41 119 141 54 54 172 193 75 75 

人 	骸，‘ 30 37 13 17 112 120 32 32 121 123 -30 30 

その他‘お 12 16 2 2 114 142 53 53 159 193 49 ,49 

計 316 518 145 218 1618 2208 559 570 2038 2552 638 640 

付表7-8 伝統工芸の海外展 

付表7-9 工芸技術記録映画製作状況 

―上 映 時 

蒔絵ー松田権六のわぎ 31分 

色鍋島 29 

有職織物一喜多川平朗のわざ 30 

手漉和紙 30 

日本刀一宮入行平のわぎ 34 

伊勢型紙 30 

柿右衛門ーにごしで 30 

彫漆ー音丸耕堂のわざ 30 

彫金一鹿島 谷のわざ 30 

越後上布 43 

採漆ー増村益城のわざ 30 

茶の湯釜一角谷ー圭のわざ 31 

型染め一江戸小紋と長板中形 30 

蒔絵ー大場松魚の平文のわぎ 32 

蒔絵ー寺井直次の卵殻のわぎ 30 
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付表7-10 国立劇場自主公演状況（開場～昭和62年度末） 

一 	“ 

本 	E】‘' 子拒iり芸ぐ ,場 能 楽 堂 文楽劇」“ 

歌 舞 伎 1
4
7 

 2 
歌舞彼鉛1賞教驚（本Iiii) 	. "3ュ 

‘ 	ク 	（神奈Iげ公演） 18 
一 	，（山梨公演 , 5 

青年歌舞伎祭 一 10 
新 14 
文， 83 23 
文楽鑑賞教室 19 4 
舞踊・日本鋒踊の流れ 61 了 6 ・ 

舞踊鑑賞教室 	’ 12 ‘ 	， 	・ 

を邦楽・日本音楽の流 I1 63 % 5 
’邦楽鑑賞教室 13 
舞踊・邦楽（合同公演） 8 3 
11‘ 	楽 37 
雅楽鑑賞教窯 9 
声 22 
中世芸能・歌謡・音楽・青由l 28 ] 
民俗芸能・沖縄の英能 54 " 	] 

民俗芸能鑑賞教蜜 7 
琉球芸能 6 1 
大衆芸能 （定珊） 182 
大衆芸能 （新人） 、108 
大衆芸能（企画） 218 10 
素浄I留’高 6 
能楽 （定例） 108 
能楽ー（普及） 	. 54, 

．溝E楽一（企辿i) 	'" 73 
能楽鑑賞教蛮 4 

剥l 	早f 	数（千人） 8,138 259 164 464 

付表7-11 国立劇場年問貸付日数（昭和62年度） 

区 分 
本館‘演芸資料館 -,・！能‘ 巨」堂 ー文楽劇場一 A" 

大劇場 小劇場 演芸場 能舞治 舟印各能舞台 文楽劇場、 打、氷二 Jレ 

演 劇 31日 15 1 0 0 40 3 
邦 	楽二 6 44 14 0 0 15 50 
邦 	舞、 59 96 15 0 0 ・60 58 
演 芸 0 12 74 0 0 ',0'' r.了 2 0 
能 楽 0 0 0 181 60 0 0 
その他 28 4 6 0 0 1 2 4 

計 124 171 110 181 60 127 135 

-484- 


	はじめに
	目次
	第1章　文化と文化行政
	第1節　文化をめぐる諸状況と文化行政
	第2節　文化行政組織
	第3節　文化行政と予算等
	第4節　文化の国際交流
	第5節　諸外国における文化行政

	第2章　芸術の振興
	第1節　我が国の芸術の状況
	第2節　芸術の振興

	第3章　国民の文化活動の振興
	第1節　国民の文化活動の現状
	第2節　国民の文化活動の振興
	第3節　国民の文化活動振興の方向

	第4章　国語施策の推進
	第1節　我が国の国語の状況
	第2節　国語施策の改善
	第3節　国語施策の普及と充実
	第4節　日本語教育の推進

	第5章　著作権制度の整備
	第1節　著作権制度の概要とその現状
	第2節　著作権制度の整備

	第6章　宗教と宗務行政
	第1節　我が国の宗教の現状
	第2節　宗務行政

	第7章　文化財の保護と活用
	第1節　文化財保護の体制
	第2節　美術工芸品
	第3節　建造物
	第4節　伝統的建造物群
	第5節　記念物
	第6節　埋蔵文化財
	第7節　無形文化財
	第8節　民俗文化財
	第9節　文化財保存技術等
	第10節　文化財保護の研究体制
	第11節　博物館，歴史民俗資料館等

	資料

